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序章 研究の背景と概要  
 

第 1 節 研究の背景  
 

2006 年 4 月 1 日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律」（以下、「高齢者虐待防止法」という。）が施行されてから 10 年が経過

し、各自治体や地域において高齢者虐待に対する積極的な取り組みがなされてい

る。しかし、同法制定時からその範疇に含むか否かについて議論されていた高齢

者のセルフ・ネグレクトに関しては、現在も同法の中に規定されていない 1)。  

わが国において、セルフ・ネグレクトは他者の介在しない自分自身によるネグ

レクトとして、主に高齢者虐待の分野で議論がなされている。しかし、セルフ・

ネグレクトは、「他者からの人権侵害」という高齢者虐待の要素を満たしていない

という側面を持つため、高齢者虐待の範囲に含むか否かに関しては、いまだその

分野の研究者間の定説がない。  

しかし、法的に規定はなされていないものの、『東京都高齢者虐待対応マニュア

ル』をはじめ自治体の対応マニュアルの中ではセルフ・ネグレクトが扱われてお

り、地域包括支援センターをはじめとした高齢者分野の機関の中でも関心が高い

（東京都保健福祉局 2006）。  

また、近年にわが国において実施された全国規模の調査研究結果から、セルフ・

ネグレクトは高齢者の生命をも脅かす大きな社会問題であることが明らかになっ

ている（岸ら 2011a；岸ら 2011b；岸ら 2011c；野村 2011；ニッセイ基礎研究所

2011；内閣府 2011；あい権利擁護支援ネット 2015）。  

世界一の高齢化率となったわが国において、今後独居高齢者や高齢者世帯の増

加からセルフ・ネグレクトをめぐる問題はますます深刻化すると予想される。そ

のため、その効果的な予防・支援方法の確立及びその基盤となる研究の進展は急

務であると考えられる。しかし、わが国におけるセルフ・ネグレクトに関する研

究は、多くの課題が残っているのが現状である。  

最も大きな課題は、セルフ・ネグレクトの概念の明確化である。セルフ・ネグ

レクトに対する効果的な予防・支援方法の確立には、尺度等の測定指標の開発や

その指標を使用した追跡調査によるリスク要因の特定等、より実証的な研究へ発



 

2 
 

展していく必要である。しかし、現時点ではそれらの基礎となる、セルフ・ネグ

レクトに関する理論的な基盤についての議論は十分ではない。特に、わが国にお

ける当初の研究の限界として挙げられたのは，セルフ・ネグレクトに関する測定

指標の問題である（岸ら 2011a；岸ら 2011b；岸ら 2011c；ニッセイ基礎研究所

2011；内閣府 2011；あい権利擁護支援ネット 2015）。セルフ・ネグレクトは、

様々な下位概念で構成される複雑な概念であり、未だに明確にされていない。そ

のため、実証研究を行うために必要な測定指標がなく、詳細な実証研究が実施で

きていないと考えられる。  

セルフ・ネグレクトの概念や測定指標については、この問題に関する研究の先

進国であるアメリカ合衆国やイギリスにおいては、わが国に比べて研究が進展し

ており、研究者間である程度の共通認識となる測定指標も開発されている。しか

し、これらは後述するようにわが国とは異なる文化的、制度的、社会的背景の中

で作成された指標である。特に、アメリカ合衆国におけるいわゆる意図的なセル

フ・ネグレクトの扱いを巡る議論などは、わが国における様々な社会の背景を基

にした議論が必要である。そのため、わが国おけるセルフ・ネグレクトに関する

研究を進めるには、海外の先行研究を詳細に検討するとともに、わが国における

調査データに基づき、セルフ・ネグレクトの概念に関する新たな理論的な基盤の

構築が必要である。  

 

第 2 節 研究の目的  
 

このような背景を踏まえ、本研究では、セルフ・ネグレクトの概念について、

わが国の文化的、制度的、社会的背景に基づいて明確化し、今後の実証研究の基

礎となるセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルを示すことを目的とする。  

 

第 3 節 研究方法  
 

本研究は、先駆的な研究であるため探索的な研究方法を採用した。研究は文献

研究と調査研究から構成されている。探索的な研究であるため、まずは文献研究

で得られた課題を基に調査を実施し、調査の結果をこの間に進展した様々な学術
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的な議論を踏まえながら質的帰納的な研究方法で分析した上で、セルフ・ネグレ

クトを構成する下位概念とそれらの下位概念間の関係を明確化する。さらに、こ

れらの調査結果を先行研究における理論もふまえて検討し、セルフ・ネグレクト

の理論的概念モデルを提示する。  

 

第 4 節 本論文の構成  
 

本論文では、前半において文献研究の結果から、先行研究におけるセルフ・ネ

グレクトの概念に関する理論について検討し、調査の課題を明確にする。後半で

は、論者が平成 20 年度日本興亜福祉財団研究費助成（研究者：野村祥平）を得

て 2010 年に実施した質問紙調査におけるセルフ・ネグレクトの事例に関する記

述内容を分析し、理論的な検討を加えた上で、本研究におけるセルフ・ネグレク

トの定義と理論的概念モデルを提示する。  

第 1 章で国内外の研究動向について論じ、本研究の課題を明らかにする。  

第 2 章では、先行研究におけるセルフ・ネグレクトの定義、セルフ・ネグレク

トを構成する下位概念、セルフ・ネグレクトの理論的概念モデルについて詳細に

検討し、調査課題を明確化する。  

第 3 章では先行研究から意図的なセルフ・ネグレクトの扱いについて論じ、調

査課題を明確化する。  

第 4 章では高齢者虐待とセルフ・ネグレクトの関係について論じる。  

第 5 章では調査の方法と概要について述べ、リサーチクエスチョンを示す。  

第 6 章ではセルフ・ネグレクトを構成する概念に関する分析の結果を示した上

で考察する。  

第 7 章では、セルフ・ネグレクトの類型化に関する分析結果を考察する。  

第 8 章では、意図的なセルフ・ネグレクトに関する調査結果を考察する。  

第 9 章ではこれらの先行研究の検討及び調査結果に基づいて全体を考察し、セ

ルフ・ネグレクトの理論的概念モデルを提示する。  

終章では、先行研究及び調査研究の結果をまとめ、今後の研究課題及び社会福

祉実践への示唆を提示する。  
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第 5 節 本研究の社会的意義  
 

世界一の高齢化率となったわが国において、セルフ・ネグレクトに関する研究

は実態調査から実証的な調査研究へ飛躍する転換期であり、その基礎となるセル

フ・ネグレクトの概念を明確にすることは急務である。しかし、詳細な文献レビ

ューによる検討結果をわが国における調査データから検証し、理論的概念モデル

を提示するという体系化された研究はいまだなされていない。  

そのため、本研究は先駆的な意義があるとともに、今後のセルフ・ネグレクト

をめぐる様々な議論の中核となる研究として、その社会的な意義は大きいと考え

られる。  

 
                                                   
【注】  
1)  議論を進める上で，「セルフ・ネグレクト」という用語に関して、訳語も各研究

者によって異なるため，操作的に用語を統一しなければ議論が混乱し、矛盾する点

が多く出てくることが明らかになった。訳語に関しては「Self Neglect」という原

語をそのまま「セルフ・ネグレクト」と表記しているものもあれば、「自己放任」、

と訳している場合もある。著書によっては「自己非難」，「生活崩壊」など様々な訳

語があり，統一されていない（大塩 1996）。加えて，NCEA ではセルフ・ネグレク

トに関して（Self Neglect／Self Abuse）という表現を用いており，多々良は著書

の中でこれを用いて「自虐／自己放任」としていたが、その後の著書では同じ概念

を「自己放任」と訳している場合もある（多々良ら 1994；多々良ら 2001；多々良

ら 2004b）。津村は，初期の研究以来「セルフ・ネグレクト」という表記を用い、

その後のわが国における代表的な調査研究は内閣府全国調査を除き「セルフ・ネグ

レクト」という表記を使用している。そこで、様々な議論はあるものの、本論では

あくまでも議論を明確にするために、「放任」という状態像に基づいて、他者によ

る放任を「ネグレクト」、自分自身による放任を「セルフ・ネグレクト」と統一し

たい。  
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第 1 章 セルフ・ネグレクトに関する先行研究の動向  
 

 第 1 章では、セルフ・ネグレクトに関するわが国および海外の先行研究の動向

についついて述べる。  

 

第 1 節 わが国におけるセルフ・ネグレクトに関する先行研究  
 
第 1 項 わが国におけるセルフ・ネグレクト研究の歴史的背景  

わが国においては、アメリカ合衆国における高齢者虐待の研究の影響を受けて

セルフ・ネグレクトに関する議論がなされてきた経緯がある。まず、わが国の高

齢者虐待研究の第一人者であり、後述するアメリカ合衆国における調査研究で重

要な役割を果たした多々良が、いくつかの著書の中で高齢者虐待の類型の１つと

してセルフ・ネグレクトを紹介している（多々良ら 1994；多々良ら 2001；多々

良ら 2004a）。また、多々良と並んでわが国を代表する高齢者虐待研究者である、

田中、金子、上田、高崎、津村なども同様に、高齢者虐待に関する著作の中でセ

ルフ・ネグレクトに関して言及している（金子 1987；上田ら 2002；高崎ら 1999；

津村ら 2006a）。しかし、これらの研究者達が実施した高齢者虐待に関する調査の

中では、操作的定義としてセルフ・ネグレクトを除外、もしくは、一部の調査に

おいては「その他」や定義の中に入れたものの、ほとんど事例がないなどの結果

となり、その実態は明らかにされていなかった 1）。また、2003 年に厚生労働省の

委託を受け、財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済機構が実施した、

わが国における初の本格的な高齢者虐待に関する全国調査である、『家庭内におけ

る高齢者虐待の調査』でも同様に、高齢者虐待の操作的定義の中からセルフ・ネ

グレクトを除外しており、これらの初期の高齢者虐待に対する調査からセルフ・

ネグレクトの実態はほとんど明らかにされなかった（多々良  2005）。  

わが国においてセルフ・ネグレクトを主要なテーマとした論文として最初に報

告されたのは、山口の『高齢者放任の概念整理に関する一考察』（山口 2003）で

あると思われる。山口はこの論文の中でネグレクト（放任）とセルフ・ネグレク

トの概念整理を実施した上で、いくつかのセルフ・ネグレクトの事例を報告した。  

このような背景の中で、2006 年の高齢者虐待防止法の施行を迎えたが、同法の
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高齢者虐待の定義の中にセルフ・ネグレクトは含まれなかった。その 2006 年を

境にわが国においてセルフ・ネグレクトに焦点を当てた研究が実施されるように

なった。  

この年の第 3 回高齢者虐待防止学会大阪大会のメインテーマは｢セルフ・ネグ

レクト｣であり、以後、高齢者虐待防止法の対象にセルフ・ネグレクトを入れ、研

究・予防を押し進めていくことが確認された（津村ら 2006c）。そして、その年に

発表されたのが、同大会の大会長であった津村らによる『高齢者のセルフ・ネグ

レクトに関する課題』（津村ら 2006b）である。津村らは、この論文により、同年

に施行された高齢者虐待防止法にセルフ・ネグレクトが規定されなかったことを

重要な問題であるとし、その予防・支援の法制化の重要性を提示した。また、津

村らはこの論文の中で、後のわが国おける実態調査で使用することとなるセル

フ・ネグレクトの定義を示した（津村ら 2006b）。  

この津村らの研究に影響を受けて実施されたのが、野村による 2006 年に東京

都内の１つの区に焦点を絞った地域包括支援センターに対するセルフ・ネグレク

トの事例調査である（野村 2008）。この調査が、わが国おいて初めて実施された

セルフ・ネグレクトに対する調査研究であると考えられる。また、野村はこの調

査研究に先立ち、国内外の主要文献のレビューを実施した（野村 2007）。しかし、

野村による研究は、先駆性という点では一定の意義があるものの、セルフ・ネグ

レクトの理論的な概念を明確化することはできず、調査に関しても対象を１つの

地域に限定しており、結果の一般化には限界があった（野村 2007；野村 2008）。 

セルフ・ネグレクトの研究に大きな転機が訪れたのは、2008 年である。この年

から、岸研究班による大規模なセルフ・ネグレクト研究が開始される。ここから

わが国おけるセルフ・ネグレクト研究は、全国規模の実態調査に移行したと言え

よう。そして、その流れは現在まで続き、これまでに 5 つの全国規模の調査が実

施されている。  

まず、2009 年度には 2 つの調査が実施された。わが国における初の全国規模の

実態調査は、岸研究班による 2009 年 12 月の全国の地域包括支援センターへの実

態調査（岸ら 2011c）である。また、この岸研究班の調査と並行して 2010 年 2

月には野村によって、全国の地域包括支援センターから系統的無作為抽出法で抽

出された 1,190 機関の専門職を対象に質問紙による詳細な事例調査が実施された



 

7 
 

（野村 2010；野村 2011）。  

さらに、2010 年度は国の事業による 2 つの全国規模の調査が実施されている。

2010 年 9 月にニッセイ基礎研究所が厚生労働省から平成 22 年度（2010 年度）

老人保健健康増進等事業の受託を受け、「セルフ・ネグレクトと孤立死に関する

実態調査と地域支援のあり方に関する調査研究」を実施した。この研究では、孤

立死した高齢者に関するアプローチを主眼に、孤立死とセルフ・ネグレクトの関

係を中心とする実態調査が実施された（ニッセイ基礎研究所 2011）。また、同じ

2010 年度の事業として内閣府による主に幸福度に焦点を当てたセルフ・ネグレク

トに関する全国的な実態調査が実施された（内閣府 2011）。  

2011 年度、2012 年度は新たな調査研究は実施されなかった。しかしこの間、

岸研究班及びニッセイ基礎研究所の研究成果が論文として発表され、次の段階の

研究に向けた準備の期間であった（岸ら 2011a；岸ら 2011b；野村 2011；浜崎ら

2011；小長谷ら 2013；岸ら 2014）。  

2013 年度からは、岸研究班の第 2 次研究が開始された。この研究では、まず、

野村・岸らによって文献レビューによる新たなセルフ・ネグレクトの理論的モデ

ルが構築された（野村・岸ら 2014）。また、2015 年には岸を中心に今までのわ

が国の研究成果をまとめた『セルフ・ネグレクトの人への支援』が刊行された（岸

2015）。岸研究班の第 2 次研究は現在も継続中であるが、本論文の執筆時点で新

たな調査結果は報告されていない。全国調査としては、2014 年度にあい権利擁護

支援ネットが厚生労働省から平成 26 年度（2014 年度）老人保健健康増進等事業

による受託を受け、「セルフ・ネグレクトや消費者被害等の犯罪被害と認知症と

の関連に関する調査研究事業」が実施されている（あい権利擁護支援ネット 2015）。 

  

第 2 項 わが国における主要な調査研究の概要  

表 1-1 では、第１項でまとめたわが国おける主要な調査研究の概要を示した。

現状では、これらの 6 つの調査がわが国におけるセルフ・ネグレクトに関する主

要な調査研究であると考えられる（表 1-1）。以後、これらの調査についての記述

は表 1-1 で示した調査名のとおりとする。  
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表 1-1 わが国におけるセルフ・ネグレクトに関する調査  

調査名  調査期間  調査概要  出展  
東 京 都 特 別 区

実態調査  
2006 年 12 月  東京都内の 1 つの区の地域包括支援センタ

ーに対する事例調査。回収した 26 事例を分

析した結果、8 カテゴリー34 項目のセルフ・

ネグレクトの状態像が抽出された。  

（野村 2008）  

岸 研 究 班 全 国

実態調査  
2009 年 11 月

から 12 月  
全国の地域包括支援センターに対する実態

調査。回収事例は 836 事例。全国的な実態

が明らかになった。  
また、東京都特別区実態調査で示された 8
カテゴリー34 項目のセルフ・ネグレクトの

状態像について、その項目の専門職による支

援の必要性による回答を因子分析した結果、

6 因子に分かれたことが明らかになった。  

（岸ら 2011a）  
（岸ら 2011b）  
（岸ら 2011c）  
（岸ら 2014）  
（浜崎ら 2011）  
（小長谷ら 2013）  
（小長谷ら 2015）  

全 国 地 域 包 括

支 援 セ ン タ ー

事例調査  

2010 年 2 月か

ら 3 月  
全国の地域包括支援センターから系統的無

作為抽出法で抽出された 1,190 機関の専門

職への事例調査。回収事例は 239 事例。本

博士論文の調査データとして使用。  

（野村 2010）  
（野村 2011）  
 
※上記 2 つの発表論

文は調査結果全体に

関する単純集計結果

であり、本論で用い

る事例に関する詳細

な検討ではない。  
内 閣 府 全 国 調

査  
2010 年 9 月  全国の市町村・地域包括支援センターに対す

る悉皆調査及び全国の市町村の民生委員定

数 1 割に対する調査。地域包括支援センター

及 び 民 生 委 員 か ら 重 複 を 調 整 し た 合 計

7,394 事例が回収された。結果、セルフ・ネ

グレクトの全国推計値が、9,381～12,190 事

例（平均値 10,785 事例）であることが算出

された。  

（内閣府 2011）  

ニ ッ セ イ 基 礎

研 究 所 全 国 調

査  

2010 年 12 月

から 2011 年 1
月  

全国の高齢者福祉及び生活保護担当課への

孤立死事例の悉皆調査。回収事例は 746 事

例。事例の 80%にセルフ・ネグレクトの兆

候が見られた。また、重回帰分析の結果、フ

ォーマルサービスの関わりが多い事例ほど

死亡から発見までの経過日数が短い傾向に

あることが明らかになった。  

（ニッセイ基礎研究

所 2011）  

あ い 権 利 擁 護

支 援 ネ ッ ト 全

国調査査  

2014 年 10 月

から 11 月  
全国の市町村高齢者福祉担当課及び地域包

括支援センターへのセルフ・ネグレクトに関

する悉皆調査。市町村から 398 事例、地域

包括支援センターから 158 事例が回収され

た。結果、20%の事例に認知症の診断のある

ことが、40%の事例に何らかの認知症や精神

障害の疑いがあるが診断名が不明であるこ

とが明らかになった。  

（あい権利擁護支援

ネット 2015）  
（斉藤ら 2015）  

論者作成  

 

2006 年の野村の東京都特別区実態調査及び 2010 年の全国地域包括支援センタ
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ー事例調査は論者が実施した調査である。また、その他の研究に関しても、論者

は岸とともに研究協力者（岸研究班全国実態調査）、研究委員（ニッセイ基礎研究

所全国調査）、助言グループ（内閣府全国調査）、ワーキング委員（あい権利擁護

支援ネット全国調査）として全ての研究に参加する機会を得た。  

2010 年の野村による全国地域包括支援センター事例調査に関しては、本論文の

調査データとして使用するため、調査の概要及び分析結果は本論文の中で詳述す

る。そのため、本項ではそれ以外の 5 つの調査の概要について述べる。  

 

（１）東京都特別区実態調査  

まず、2006 年の東京都特別区実態調査の概要を述べたい。この調査では、東京

都内の１つの区に焦点を当て、地域包括支援センターの専門職から、回答者が支

援に困難を感じたセルフ・ネグレクト状態にあると考えられる事例を、質問紙に

よって収集した。回収事例は 26 事例であり、質問紙の記述を質的・帰納的な方

法で分析した結果、8 カテゴリー34 項目のセルフ・ネグレクトの状態像が示され

た。また、26 事例中 24 事例はこの 8 カテゴリーにおいて広範囲にわたる放任状

態になっており、援助の拒否などから、援助者がジレンマを感じていることも明

らかになった。さらに、その背景として認知症や疾病などの要因に加え、貧困な

ど社会的な背景も大きく影響を与えていることが示唆された（野村 2008）。  

 

（２）岸研究班全国実態調査  

2009 年に行われた岸研究班の調査では、2008 年 12 月現在の WAMNET から

作成した抽出台帳を用い、全国 4,038 か所の地域包括支援センター（ブランチを

除く地域包括支援センター全数）に対し、専門職に対する質問紙調査が実施され

た。この結果、1,046 人の有効回答があり、1 年間に関わったセルフ・ネグレク

トの総数は 1,582 件であり、1 つの地域包括支援センターはこの間平均 1.7 件の

セルフ・ネグレクトの事例に関わっていたことが明らかになった。また、この調

査では実際のセルフ・ネグレクトの事例に関して、836 事例の回答があった。こ

の結果から、ほとんどの事例が広範囲にわたるセルフ・ネグレクト状態であるこ

とに加え、約 40％の事例が慢性疾患を抱えているとともに、アルコール問題や精

神疾患を抱える事例はそれぞれ約 20%、厚生労働省の認知症高齢者の日常生活自
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立度では何らかの認知症を有するⅠ以上のものが約 70%を占めており、セルフ・

ネグレクト状態にある高齢者は専門職の支援が必要な状態であることが明らかに

なった。また、このような状態にもかかわらず、約 80%の事例が援助を拒否して

いる結果となり、約 70％が社会的孤立の状態であることが明らかになった（岸ら

2011a；岸ら 2011b；岸ら 2011c）。この岸研究班の成果は、野村の東京都特別区

実態調査（野村 2008）の結果を基に、研究者間で検討した 34 項目のセルフ・ネ

グレクトを構成する下位項目を用い、支援の必要性を従属変数とした因子分析に

より、概念の明確化も試みられている（小長谷ら 2013）。この因子分析の結果に

ついては、次章において詳述する。  

 

（３）ニッセイ基礎研究所全国調査  

2010 年度にニッセイ基礎研究所が行った『セルフ・ネグレクトと孤立死に関す

る実態調査と地域支援のあり方に関する調査研究』においては、全国の市町村の

高齢者福祉担当課・生活保護担当課への悉皆調査を実施した。さらに、調査票を

送付する際に地域包括支援センター・生活保護担当課宛の孤立死事例シートを同

封し、2010 年 1 月から 12 月まで発見された 65 歳以上の孤立死した高齢者の事

例を収集した。結果、孤立死した 746 事例の 8 割がセルフ・ネグレクト状態にあ

ったことが明らかになっている。また、この研究事業の中で特筆すべきは、東京

都監察医務院のデータを基に孤立死した高齢者の全国推計値を算出したことであ

る。孤立死した高齢者を「死後 2 日以上で発見された 65 歳以上の高齢者」と定

義すると、全国推計値は年間 262,821 人であることが明らかになっている（ニッ

セイ基礎研究所 2011） 2）。  

 

（４）内閣府全国調査  

2010 年度の内閣府経済社会総合研究所委託事業による『セルフネグレクト状態

にある高齢者に関する調査』では、全国の市町村への悉皆調査、全国 4,527 か所

の地域包括支援センターへの調査、各自治体の民生委員約 1 割への質問紙調査が

それぞれ行われた 3）。この研究では、セルフ・ネグレクトの全国推計値が算出さ

れた。それによると、全国のセルフ・ネグレクト状態にある高齢者の推計値は、

9,381 人から 12,190 人（平均値 10,785 人）という結果であった（内閣府 2011）。  
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（５）  あい権利擁護支援ネット全国調査  

あい権利擁護支援ネットが厚生労働省から平成 26 年度（2014 年度）老人保健

事業推進費等補助金老人保健健康推進事業による委託を受けて実施した、『セル

フ・ネグレクトや消費者被害等の犯罪被害と認知症との関連に関する調査研究事

業』では、全国の市町村高齢福祉担当部署 1,749 機関及び地域包括支援センター

1,071 機関への質問紙調査が実施された。結果、市町村担当部署からは 398 事例、

地域包括支援センターからは 1,581 事例の回答を得たが、そのうち約 40％の事例

が支援を拒否していた。また、認知症の確定診断がなされた事例は約 20％、認知

症、精神疾患、何らかの障害がある疑いがある又は不明な事例が約 40％で、総計

60％を占めていた。さらに、地域住民から孤立している事例が約 40％、近隣住民

との間にトラブルを抱える事例が約 20％見られた（あい権利擁護支援ネット

2015）。また、詳細は第 2 章において後述するが、当研究で得られた事例のデー

タに関しては、斉藤らが非階層クラスター分析を用いて再分析し、セルフ・ネグ

レクト事例の類型化が試みられている（斉藤・岸・野村 2016）。  

 

第３項 わが国におけるセルフ・ネグレクト研究に関するまとめ  

これらの全国規模の調査研究により、セルフ・ネグレクトに関する全国的な実

態が明らかになり、社会において認知度が高まったと考えられる。現時点におい

て明らかになった点は以下のとおりであり。  

（１）わが国においても、全国的に相当数のセルフ・ネグレクト状態にある高齢

者が存在し、深刻な問題となっている。  

（２）セルフ・ネグレクト状態にある高齢者の多くは、認知症や精神障害と何ら

かの関連が見られる。  

（３）セルフ・ネグレクトの状態にある高齢者の多くは社会的孤立の状態にある。

その結果として、孤立死に至る可能性がある。  

（４）セルフ・ネグレクト状態にある高齢者は客観的には支援が必要な状態であ

るが、本人が支援を拒否することが多いため解決が困難である。  

（５）そのため、今後は効果的な予防・支援方法の確立及び予防・支援のための

法制度の整備が必要である。  

これらの研究は、セルフ・ネグレクトの概要に関する全国規模の実態調査であ
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るという点において大きな意義があると考えられる。しかし、セルフ・ネグレク

トの概念及び測定指標の明確化に関する課題が示されている。これらの調査は、

津村らの「高齢者が通常一人の人として、生活において当然行うべき行為を行わ

ない、あるいは行う能力がないことから、自己の心身の安全や健康が脅かされる

状態に陥ること｣（津村ら 2006b）という定義を使用しており、調査内容の比較が

一定程度可能であると考えられる。しかし、定義や概念の曖昧さは各調査の調査

票作成や分析の際に議論されており、この点が常に大きな課題として残されてき

た（野村 2008；岸ら 2011a；岸ら 2011b；岸ら 2011c；ニッセイ基礎研究所 2011；

内閣府 2011；あい権利擁護支援ネット 2015）。  

これらの調査は、表 1-1 で示したとおり 2006 年の東京都特別区事例調査を除

き、全国の市町村の高齢者福祉担当課や地域包括支援センター悉皆調査である。

しかし、セルフ・ネグレクトの理論的基盤が明確ではないため、そもそも調査対

象である市町村や地域包括支援センターがセルフ・ネグレクトの実数を把握して

いなかった（岸ら 2011a；岸ら 2011b；岸ら 2011c；ニッセイ基礎研究所 2011；

内閣府 2011：あい権利擁護支援ネット 2015）。さらに、これらの調査で回収し

た事例は調査対象者が「代表的な」事例を選んだに過ぎない。そのため、これら

の事例データで疫学的な議論をすることは困難である。前述のニッセイ基礎研究

所による孤立死した高齢者の全国推計値は、東京都の死後 2 日以上経過して発見

された全ての事例の解剖を行う東京都監察医務院のデータ（つまり、東京都 23

区内の全数データ）を基礎としているため、その全国推計値は極めて信頼性が高

い（ニッセイ基礎研究所 2011）。しかし、セルフ・ネグレクトの全国推計値は、

内閣府の調査により示されてはいるが（内閣府 2011）、その基礎となる自治体が

その管轄のセルフ・ネグレクトの全件を把握しているとは言えず、結果の解釈に

は注意が必要である。  

このように、セルフ・ネグレクトの概念及び測定指標の明確化は、今後の実証

研究には必要不可欠である。しかし、わが国のセルフ・ネグレクト研究は、10 年

程度の歴史しかない。海外、特にセルフ・ネグレクトに関する研究先進国である

アメリカ合衆国とイギリスにおいては多くの知見が明らかになっている。次節で

は、海外におけるセルフ・ネグレクトの研究動向について概観したい。  
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第２節 欧米におけるセルフ・ネグレクトに関する先行研究  
 

第１項 欧米におけるセルフ・ネグレクト研究の歴史  

セルフ・ネグレクトに関する研究は、海外では特にアメリカ合衆国とイギリス

において盛んであると考えられる。本研究においては、以下の方法で文献を収集

した。まず、医学論文検索サイト PubMed において、Self-Neglect、Diogenes 

Syndrome のキーワードで検索を行った。その結果、1975 年から 2016 年の間に

Self-Neglect は 315 文献、Diogenes Syndrome は 105 文献が確認された 4）。こ

の検索結果の他、アメリカの O’Brien らのレビュー論文から得られた文献情報も

加え、それらの中から取り寄せが可能であった文献を収集した。また、多くの研

究で引用されている The National Center on Elder Abuse（全米高齢者虐待問題

研究所：以下、「NCEA」という。）が 1998 年に発表した全米調査『National 

Incidence Study of Elder Abuse』（NCEA 1998）、1991 年の全米調査『A national 

Study of Self-Neglecting Adult Protective Services Clients』（Duke et al. 1991）

など、主要な研究報告書も収集した。  

海外における先行研究を概観すると、特に 1990 年代後半からの特徴として、

特定の研究者が複数の研究成果を発表しているという点が挙げられる。前述した

ように、わが国においては岸や野村による研究がほとんどを占めているが、海外

においても同じような傾向にある。  

主な研究として、アメリカ合衆国では①NCEA 等の公的な機関による Adult 

Protective Service （成人保護機関：以下、「APS」という。） を対象とした全米

調査（Duke et al. 1991；NCEA 1998）、②O’Brien を中心とした総論的な研究

（O’Brien et al. 1999）、③Dyer を中心とする尺度開発を中心とする研究（Dyer et 

al. 2006a；Dyer et al. 2006b；Dyer et al. 2007；Dyer et al. 2008a；Dyer et al. 

2008b）、④Dong らによる追跡研究を中心とした実証研究に集約される（Dong et 

al. 2005；Dong et al. 2009a；Dong et al.2009b；Dong et al. 2009c；Dong et al. 

2010a；Dong et al. 2010b；Dong et al. 2012a；Dong et al. 2012b；Dong et al. 

2013a；Dong et al. 2013b；Dong et al. 2014）。特に、近年は Dong らの研究成果

が目立つ。  

また、イギリスでは主に Lauder らを中心とする一連の研究が挙げられる
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（Lauder et al. 1999a; Lauder et al. 1999b; Lauder et al. 2001a; Lauder et al. 

2001b; Lauder et al. 2002; Lauder et al. 2005a; Lauder et al. 2005b; Lauder et 

al. 2005c; Lauder et al. 2006; Lauder et al. 2009）。近年の同国の研究は Lauder

らによってなされていると言っても過言ではないと考えられる。  

アメリカ合衆国のセルフ・ネグレクト研究の第一人者である O’Brien らは、「セ

ルフ・ネグレクトに関する研究は 1953 年のイギリスにおける Eriskine の“仙人”

（hermits）や“隠遁者”（recluse）に関する解説に始まる」と述べている（O’Brien 

et al. 1999）。また、「その後 1960 年には  Granick と Zeman による“高齢者の

隠遁”（aged recluse）に関する探索的な研究が行われた」とも述べている（O’Brien 

et al.1999） 5)。  

本格的なセルフ・ネグレクトに関する研究はイギリスで始まったと考えられて

いる（O’Brien 1999；野村 2007）。最初の本格的な学術論文は、現在においても

多くの研究者の論文に引用されている、MackMillan と Shaw の 1966 年の研究で

あ る （ MackMillan and Shaw1966 ）。 MackMillan と Shaw は 、 General 

Practitioner（イギリスの医療制度における地域医のことをいう。以下「GP」と

いう。）やコミュニティワーカーを対象に、「外見が汚れていて衛生状態が悪い」

状態に当る事例調査を実施した。この研究では 72 事例を分析の対象にしたが、

分析した事例の中で、1 人の精神障害者を除いた全員が高齢者であったことから、

こ の 現 象 を Senile Breakdown Syndrome と 命 名 し た （ MackMillan and 

Shaw1966）。さらに、イギリスにおいては 1975 年に Clark らにより Diogenes 

Syndrome に関する調査論文が発表された（Clark et al. 1975）。Diogenes とは、

ギリシャの哲学者であり、外見や住居に無頓着で樽の中で生活していたとされて

いる。Clark らの分析した事例が Diogenes の生活像と同じであることから、

Diogenes Syndrome と命名された（Clark et al. 1975）。Diogenes Syndrome に

関しては、現在でも、医学の分野では多くの研究が発表されている。イギリスで

は、最近まで Diogenes Syndrome に関する研究がほとんどであった。しかし、

Lauder らの研究が進むにつれ、イギリスでもセルフ・ネグレクトに焦点を当て

た研究に移行している。総じて、イギリスの研究は理論や質的なアプローチが多

く、後述するアメリカ合衆国のような大規模な調査は行われていない。現在の実

証研究の中心はアメリカ合衆国に移行していると考えられる。  
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第 2 項 アメリカ合衆国における先行研究  

わが国におけるセルフ・ネグレクト研究はアメリカ合衆国の研究から大きな影

響を受けている。そこで、本項ではアメリカ合衆国の主要な研究結果について述

べたい。アメリカ合衆国では 1987 年の高齢者アメリカ人法改正により高齢者虐

待についての定義付けがなされたが、この法にもとづく活動のため前述の NCEA

が設立された際、セルフ・ネグレクトが定義された（津村 2006b）。アメリカ合衆

国における研究は、大規模な調査研究であることが大きな特徴である。  

最初の大きな調査は、当時 APS の全米組織であった The National Association 

of Adult Protective Services Administrators（以下、「NAAPSA」という。） 6)に

よる、1990 年 6 月 11 日から 6 月 22 日までの約 10 日間にわたる全米 30 州およ

びコロンビア特別区の APS で介入したクライアントを対象にした実態調査であ

った（Duke et al. 1991）。この調査では、1,684 事例が分析されたが、1,327 事

例（約 79％）がセルフ・ネグレクトであり、その中でも 65 歳以上の高齢者は 64%

であった。また、経済状況は 57%が年収 6,000 ドル以下であり、88%が民間の保

険ではなくメディケア又はメディケイド（障害者向け公的医療保険や、高齢者向

け公的医療保険）しか利用しておらず、経済状態がひっ迫していたことが示され

た。さらに、約 80%の事例に何らかの疾病又は身体の障害が見られ、精神機能の

面では、約 67%の事例に何らかの精神機能の低下が見られるという結果であった。 

その後、1998 年には NCEA による全米調査が報告された（NCEA 1998）。1998

年に NCEA によって発表された「National Incidence Study of Elder Abuse」で

は、1996 年時点で警察などの司法機関（agency entinels）と APS で把握された

60 歳以上の虐待事案（551,011 件）を分析した。その結果、全虐待事例ののうち

セルフ・ネグレクトが 25.2%を占めていることが明らかになった（NCEA 1998）。

この NCEA による調査の特徴は、州によって制度の詳細は異なるものの、セル

フ・ネグレクトの状態にあるのではないかとの通報を受けた者を APS がアセスメ

ントしてセルフ・ネグレクトと認定した上で支援及び保護をするシステムがある

ため、わが国の全国調査と異なり各州のセルフ・ネグレクトの実態がより正確に

把握されている点にある。  

その後のアメリカ合衆国における研究は、セルフ・ネグレクトの測定尺度開発

という、より実証的な研究に移行している。O’Brien がレビュー論文を発表した
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1999 年当時、アメリカ合衆国においては前述の NCEA の定義があったものの、

セルフ・ネグレクトは明確な定義や概念が存在せず大きな議論がなされていた

（O’Brien et al. 1999）。しかし、その後 Dyer らによる尺度開発が行われ、研究

者や実践者間において共通した定義や概念の構築が模索されている（Dyer et al. 

2006；Dyer et al. 2008a；Dyer et al. 2008b；Kelly 2008）。Dyer らの尺度開発

については概念に関係することであるため、第 2 章で詳述する。  

また、セルフ・ネグレクトの発生率や発生数のみならず、その状態の深刻なリ

スクについても重要な研究がなされている。近年シカゴにおける追跡研究を中心

に多くの成果を発表しているのが Dong である。Dong らによる Chicago Health 

and Aging Project では、1993 年から 2005 年までの間 9,318 名の高齢者につい

て前向きコホート研究を実施した。その調査対象者の中で、1,544 名にセルフ・

ネグレクトの状態が見られた。調査期間内における死亡は 4,306 人であったが、

セルフ・ネグレクト状態にある者の 1 年以内の死亡リスクはその状態にない者に

比べて 5.82 倍、1 年以上経過した場合は 1.88 倍であることが明らかになった

（Dong et al. 2009b）。  

 
第 3 項 欧米におけるセルフ・ネグレクト研究についてのまとめ  

このように、海外におけるセルフ・ネグレクト研究はイギリスにおける小規模

な事例研究から徐々にアメリカ合衆国を中心とする大規模な調査研究へと進展し

てきた。  

特に、アメリカ合衆国では前述の APS による支援システムがあり、全米レベル

の APS のデータを用いた大規模な調査が行われている。そのため、実態調査に関

しては、州という単位においてはわが国より正確な数字を示すことが可能である。

また、その研究は測定尺度の開発や追跡研究など、より実証的な研究に移行して

いる。一方で、海外においても研究課題は多い。セルフ・ネグレクトに関しては、

わが国のみならず欧米においても研究途上であり、その理論的な概念規定も未だ

曖昧である。また、APS のデータを基にした研究の限界は、APS のシステムが州

によって異なり、セルフ・ネグレクトの対応をしていない州もあるため、全米の

正確な実態が明らかになっていない点が挙げられる。  
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第 3 節 セルフ・ネグレクトの研究動向に関するまとめ  
 

わが国のセルフ・ネグレクト研究は全国的な実態調査の段階であり、セルフ・

ネグレクトの理論的基盤と測定指標の開発が大きな課題となっている。一方で、

欧米諸国、特にアメリカ合衆国においては全米レベルの実態調査から尺度開発や

追跡研究などより実証的な研究へと移行している。しかし、連邦国家で州の独立

性が強いアメリカ合衆国では全米の正確なセルフ・ネグレクトの実態が明らかに

できない。  

わが国の福祉制度は、基本的には全国で統一されている。そのため、セルフ・

ネグレクトの概念を明確化し、法制度の中に規定され、測定指標が開発されれば、

全国レベルの正確なデータを収集することが可能であると考えられる。この観点

からすると、今後の研究の進展によっては世界をリードする研究も可能であり、

それを基盤としたわが国独自のセルフ・ネグレクトへの予防・支援策を構築する

こともできると考えられる。それゆえ、セルフ・ネグレクトの概念の明確化は非

常に重要な課題であると考えられる。  

第 1 章で論述した先行研究は、セルフ・ネグレクトに関する主要な研究結果で

あり、海外の大規模な調査研究において良く引用される研究である。2016 年まで

の間、この他にも多くの研究が発表されている。第 2 章で論述しなかった研究は

事例研究や小規模な調査であり、わが国においては入手が困難な文献も多い。し

かし、これらの文献の中に新たな知見がある可能性もあり、海外の文献に関して、

最新の情報に基づいた詳細な検討を要するものと考えられる。  

 
                                                   
【注】  
1)  高齢者虐待防止法施行前のわが国における高齢者虐待に関する実態調査は、医療

経済研究機構（2003）「家庭内における高齢者虐待に関する調査」、田中荘司ら高

齢者処遇研究会（1994）「高齢者の福祉施設における人間関係の調整に係わる総合

的研究」、同じく高齢者処遇研究会（1998）「在宅・施設における高齢者及び障害

者の虐待に関する意識と実態調査」、田中荘司の「高齢者虐待の発生及び防止に関

する実証的調査研究」（1999）、多々良研究班「高齢者虐待の発生予防と援助方法

に関する学際的研究」（1999～2000）、津村ら（1997）「高齢者虐待の全国実態調

査」、津村ら（1998）「高齢者ケアにおける人権擁護に関する研究」高齢者虐待防

止研究会、津村ら（2000）「比較対照法による在宅高齢者虐待の類型別発生要因に

関する研究」、上田照子（2002）「在宅要介護高齢者の家族介護者における不適切

処遇の実態とその背景」が代表的な研究である（著者順 )。詳細は文献一覧参照。
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なお、多々良研究班のみ多々良紀夫編著（2001）『高齢者虐待』参照。  

 
2)  東京都監察医務院は、死体解剖保存法第 8 条に基づいて東京 23 区内で発生した

全ての異状死について死因を明らかにするため、死体の検案及び解剖を行う東京都

福祉保健局管轄の行政組織である。異状死とは、死亡年員が自殺・自己死、死因不

明とされたものを指し、死亡者のうち、亡くなった時点で最初から病死と分かって

いる場合（自然死 )を除いたものである。東京都監察医務院のデータは死後の経過

日数は把握できるが、セルフ・ネグレクトに関する情報を収集しているわけではな

い（ニッセイ基礎研究所 2011)。  
 
3)  内閣府では「セルフネグレクト」という表記で研究を実施している。  
 
4)  PubMed(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 2016 年 5 月 1 日検索。  
 
5)  O’Brien に紹介されているこれらの文献はわが国では入手困難である。  
 
6)  現在の名称は The National Adult Protective Services Association（NAPSA）

である。  
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第 2 章 セルフ・ネグレクトの概念に関する先行研究  
  

 第 2 章では、先行研究におけるセルフ・ネグレクトの定義、セルフ・ネグレク

トを構成する下位概念（以下、「下位概念」という。）、重症度等の判断基準及びそ

の要因も含めたセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルについて論じ、調査にお

いて検証すべき課題を明確にする。  

 

第 1 節 先行研究におけるセルフ・ネグレクトの定義  
 

第 1 項セルフ・ネグレクトの定義  
表 2-1 セルフ・ネグレクトの主要な定義  論者作成  

出展  定義  
NAAPSA （1991） セルフ・ネグレクトとは、不可欠な食物、衣類、住居や医療を供給すること；身体の健

康、精神保健、情緒の健康と一般的な安全性を維持するために必要な品物およびサービ

スを得ること；財政上の問題を処理することを含む、不可欠なセルフケアの課題を成す

ことについて、身体と精神又はそのどちらかの障害、あるいは衰えた能力のための成人

の無能力の結果である。  
NCEA （1998）  セルフ・ネグレクトとは、自分自身の健康または安全を脅かす行為であると特徴づけら

れる。セルフ・ネグレクトは一般的に、高齢者が十分な食事、水、衣服、住居、安全、

個人衛生及び必要とされる医療の提供を拒否若しくはこれらが不足していることを示し

ている。  
精神機能的に問題なく、自ら決定した結果を理解できる高齢者が、意識的かつ意図的に

健康を脅かす行為をしている場合は、本人の選択としてそうしているのであるから、そ

の定義から除外する。  
Louder et al.  
        （2001a） 

セルフ・ネグレクトとは、個人や家の中の衛生状態、健康の維持に関する社会的に容認

される基準を保つのに必要と考えられる行動が不足していることである。  
上 田 ら 寝 たき り 予

防研究会（2002）  
意図的自己放任：本来、自分ですべき身の回りの清潔や健康管理・家事等を本人がする

力があっても、自ら放棄し、しなかった結果、心身の健康上の問題が生じること。たと

えば、自分で意識的に食事や水分を摂らなかったり、病気による食事制限を守らなかっ

たり、必要な治療や服薬をやめた結果、健康状態が悪化した場合もこれに当てはまる。  
無意図的自己放任：自分の身の回りの清潔・健康管理や家事等が、本人の体力・知識・

技能等の不足により、または何らかの事情により本人も気付かないうちにできなくなっ

た結果、心身の健康上の問題が引き起こされること。  
多 々 良 研 究 班

（2004）  
高齢者自身による、自分の健康や安全を損なう行動。  
この場合、精神的に健全で正常な判断力を有する者が自由意思にもとづいて、自らの行

為の結果を承知のうえで続ける行為は、たとえそれが高齢者自身の健康や安全を脅かす

ことがあっても、セルフ・ネグレクトとはいわない。  
津村ら（2006b）  
 

高齢者が通常一人の人として、生活において当然行うべき行為を行わない、あるいは行

う能力がないことから、自己の心身の安全や健康が脅かされる状態に陥ること。  
東 京 都 高 齢者 虐 待

防止マニュアル（東

京都 2006）  

一人暮らしなどの高齢者で、認知症やうつなどのために生活能力・意欲が低下し、極端

に不衛生な環境で生活している、必要な栄養摂取ができていない等、客観的にみると本

人の人権が侵害されている事例。  
野村・岸ら（2014） 健康、生命及び社会生活の維持に必要な、個人衛生、住環境の衛生若しくは整備又は健

康行動を放任・放棄していること。  
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表 2-1 ではわが国の研究でよく引用されている先行研究におけるセルフ・ネグ

レクトの定義を示した。また、表 2-2 では看護診断の指標である North American 

Nursing Diagnosis Association 看護診断（以下、「NANDA 看護診断」という。）

のセルフ・ネグレクトの定義を示した（表 2-1, 表 2-2）。  

 

表 2-2 セルフ・ネグレクトの特徴の定義（NANDA 診断）  
Indicator（尺度、指標）  Observation（観察事項）  

  家屋の概観  不衛生な世帯  
   ネズミがはびこっている  
   ため込み（新聞、空の食事の容器）  
   大量のペット  
   所有物の構造的な欠損や腐敗  
  個人の概観  不衛生な衣類  
   体臭  
   手入れがされていない髪の毛や爪  
   不衛生な身体の各部  
 健康行動   健康に対する勧告に従わず、矛盾した行動  
   服薬の拒否  
   薬のため込  
   カテーテルや人工肛門のバックのなどの医療器具のケアを

怠る  
   酸素をしながらタバコを吸うなどの危険行動  
   病気のサインや症状を無視する  

（Gibbons et al. 2006 から論者訳）  
 

概観してみると、津村らの定義（津村ら 2006）のようにセルフ・ネグレクトを

状態像として捉えているものもあれば、The National Center on Elder Abuse（全

米高齢者虐待問題研究所：以下、「NCEA」という。）の定義（NCEA 1998）のよ

うに行為とするものもある。当時の Adult Protective Service （成人保護機関：

以下、「APS」という。）の全米組織であった The National Association of Adult 

Protective Services Administrators（以下、「NAAPSA」という。）の定義（Duke 

et al. 1991）のように「無能力の結果」というセルフ・ネグレクトの原因につい

て言及している定義や、NANDA 診断（Gibbons et al. 2006）のようにセルフ・

ネグレクトの特徴をそのまま表現した定義もある。  

現在、わが国においてセルフ・ネグレクトに関する法律上の定義はない。また、

研究者や援助専門職の中で共通に認識されているセルフ・ネグレクトの定義は存

在しない。わが国においては、アメリカ合衆国の研究から多くの影響を受けてい

た経緯から、Lauder らの定義（Lauder et al. 2001a）ではなく、NCEA の定義
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（NCEA 1998）、それを平易にした津村らの定義（津村  2006）の方が研究者間

に浸透している。初期の多々良ら（多々良ら 2004）や上田ら（上田ら 2002）の

定義については、その後の調査研究ではほとんど使用されていない。第 1 章で述

べたわが国における 6 つの調査研究は、全て津村らの定義（津村ら 2006b）が使

用されている。これは、津村らの定義がわが国の文化的背景を基に NCEA の定義

を平易にしたものであり、わが国の研究者や調査の対象となる専門職が理解しや

すいという点が挙げられる（野村 2008；岸ら 2011a；岸ら 2011b；岸ら 2011c；

野村 2011：ニッセイ基礎研究所 2011；内閣府 2011；あい権利擁護支援ネット

2015）。  

野村・岸らは、2014 年に先行研究のレビューによるセルフ・ネグレクトの概念

についての研究を実施し、表 2-1 に示した新たな定義を発表した（野村・岸ら

2014）。一方で、この定義は研究途上であり、特に支援の拒否というセルフ・ネ

グレクトを構成する重要な要素についての扱いや、いわゆるゴミ屋敷との違い等

検討するべき要素が強く、いまだに岸研究班では津村らの定義を使用している（岸

2015）。また、岸及び野村は、あい権利擁護支援ネット全国調査（あい権利擁護

支援ネット 2015）にも参加したが、同様の理由で同研究の調査では野村・岸らの

定義を使用せず、津村らの定義を使用している。  

 

第 2 項 Diogenes Syndrome 

セルフ・ネグレクトと同様の事象を表す Diogenes Syndrome という概念があ

る。Diogenes Syndrome は、イギリスの Clark らの研究によって提唱された。

Clark らは、Diogenes Syndrome は「極端なセルフ・ネグレクト」、「身体・環境

の不衛生（Domestic Squalor）」、「社会的引きこもり」、「無気力」、「強迫的なご

み収集」、「恥の欠如」を特徴とする症候群であると捉えている（Clark et al. 1975）。

また、初期のイギリスを中心とした研究では、Senile Breakdown Syndrome、

Social breakdown、Senile Squalor Syndrome、Messy house Syndrome など様々

なセルフ・ネグレクトの類似概念が発表されている。Badr は、Diogenes Syndrome

を含めてこれらのセルフ・ネグレクトの類似概念を Self-Abuse という概念でまと

めている（Badr 2005）。  

Diogenes Syndrome は、セルフ・ネグレクトと同じ事象を表しているとも考え
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られるが、その視点は異なる。Clark らは、Diogenes Syndrome は何らかの精神

障害の結果による１つの症候群としている（Clark et al. 1975）。また、Clark ら

の説（Clark et al. 1975）によると、極端なセルフ・ネグレクトの結果が Diogenes 

Syndrome とも述べられており、セルフ・ネグレクトは、Diogenes Syndrome を

構成する概念であるとも考えられる。  

Diogenes Syndrome は、現在に至るまで医学を中心に論文が発表されている。

一方で、O’Brien はこの概念自体が、セルフ・ネグレクトとして総称される状態

を適切に表現している言葉ではないと述べ、少なくともアメリカ合衆国における

定義の中からは除外されている（O’Brien et al. 1999）。第 1 章で前述したアメリ

カ合衆国の大規模な調査研究は全てセルフ・ネグレクトについての研究であり、  

Diogenes Syndrome についての調査研究は少ない。また、Diogenes Syndrome

については Clark らの初期の概念から新たな進展はなく、その概念はセルフ・ネ

グレクトより不明確である。Clark らの説からすると、少なくとも Diogenes 

Syndrome とセルフ・ネグレクトは視点が異なるだけで同じような事象について

述べていることは明らかであると考えられる。  

わが国においては、セルフ・ネグレクトに関する研究が高齢者虐待分野でなさ

れていたことから、Diogenes Syndrome よりセルフ・ネグレクトの方が浸透して

いる。Diogenes Syndrome に関する研究は、少なくとも高齢者虐待の分野では見

受けられない。  

 

第 3 項 セルフ・ネグレクトの定義・概念の明確化の課題  

表 2-1 及び表 2-2 で示した先行研究の定義は、様々な表現のされ方をしており、

その内容も非常に広範囲の事象を含み、複雑である。また、セルフ・ネグレクト

を状態と捉える定義もあれば、行為と捉える定義もある。O’Brien は先行研究の

セルフ・ネグレクトの定義・概念に関して「明らかに問題となる点は、研究者や

その研究が行われた文化的背景により異なる視点からのアプローチがなされてい

ることである」と述べている（O’Brien et al. 1999）。特に、Diogenes Syndrome

とセルフ・ネグレクトなどは同じような現象を表しているが、そのアプローチの

違いが著しい。さらに混乱するのは、表 2-1 の NCEA の定義（NCEA 1998）や

多々良（多々良ら 2004）の定義にあるように、アメリカ合衆国ではいわゆる意図
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的なセルフ・ネグレクトをセルフ・ネグレクトの定義から除外している点である。  

Bonnie と Wallace は高齢者虐待・セルフ・ネグレクトに関する概念の混乱が

研究の共通化を阻んでいるとし、研究者間でコンセンサスの得られた概念規定の

必要性を述べている（Bonnie and Wallace=2008）。わが国おいて行われた調査研

究は全て津村らの定義（津村ら 2006b）を使用しているという点から、これらの

調査はある程度の互換性があり比較検討がしやすいと考えられる。しかし、今後

のセルフ・ネグレクトの定義は、これらのわが国における調査研究で限界とされ

た理論的概念の明確化、NCEA における意図的なセルフ・ネグレクトの問題を含

めた議論、その後の知見や後述するセルフ・ネグレクトを構成する下位概念を踏

まえ、抽象度の高い定義からより具体化された定義への変更が必要であると考え

られる。  

論者は、過去に国内外の先行研究における定義及び概念を整理し、以下の 3 つ

の次元の課題があると述べた。  

 

①  どこまでの範囲の状態行為が、どの程度の状態にある場合をセルフ・ネグレ

クトとするのかという、セルフ・ネグレクトの概念規定と介入の判断基準を

巡る議論。  

②  NCEA や多々良らの定義に見られるように、「精神的に健全で正常な判断力

を有する者が、自由意志にもとづいて、自らの結果を承知のうえで続ける行

為」をセルフ・ネグレクトに含めるのかという議論。  

③  セルフ・ネグレクトは高齢者虐待という観点にセルフ・ネグレクトを含める

のかという議論。  

（野村  2007） 

 

つまり、セルフ・ネグレクトの定義・概念を明確化するには、まず、どの範囲

の行為（状態）がどの程度深刻な場合をセルフ・ネグレクトとするのかというセ

ルフ・ネグレクトを構成する下位概念（横軸）と深刻度（縦軸）の 2 つの軸に関

する判断基準を明確化する必要がある。そして、意図的なセルフ・ネグレクトに

関する扱いを明確化する必要がある。その上で、セルフ・ネグレクトという概念

をその上位概念とされる高齢者虐待という概念に含むべきか否かという検討が必
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要である。  

セルフ・ネグレクトを構成する下位概念及び深刻度という 2 つの軸における判

断基準を明確にするには、セルフ・ネグレクトの状態像を客観的に分析し、指標

を示すという作業が必要である。一方で、いわゆる意図的なセルフ・ネグレクト

の扱いに関する議論は、客観的な状態がどうであれ、精神機能に問題ない者の意

志をどこまで尊重するべきかという観点からの検討である。これらは、その方向

性に違いはあるが、セルフ・ネグレクトという事象自体の検討であるという点で

共通している。  

しかし、セルフ・ネグレクトを高齢者虐待の中に含むのかという議論は、高齢

者虐待という他の概念との比較である。高齢者虐待との比較は異なるベクトルの

議論が必要であり、セルフ・ネグレクト自体の概念が明確になっていない現状で

は混乱が生じる可能性がある。Bonnie と Wallace は、セルフ・ネグレクトを高

齢者虐待に含めることに関しては、高齢者虐待に関する研究の焦点が混乱するた

め、少なくとも研究指標という観点からは除外すべきであると述べている

（Bonnie and Wallace=2008）。  

本研究では、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念と深刻度の明確化及び意

図的なセルフ・ネグレクトに関する扱いの明確化に焦点を絞る。しかし、第 4 章

においては高齢者虐待とセルフ・ネグレクトの比較をおこなう。なぜなら、セル

フ・ネグレクトと高齢者虐待の境界は非常に曖昧であり、両者の関係を理論的に

明確化して指標を作成しなければ、調査の分析対象となるセルフ・ネグレクトの

事例を選定できないからである。  

 
第２節 わが国の先行研究におけるセルフ・ネグレクトの測定指標  
 

第１項 わが国の調査研究で使用した測定指標  

セルフ・ネグレクトの概念、特にその下位概念と深刻度を軸とした判断基準に

ついては非常に曖昧で、明確な基準が存在しない。O’Brien はセルフ・ネグレク

トの概念について以下のように述べている。  

 

例えば、風邪を引いても医者にかからない、体重が増加しても気にしない、
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タバコなどの有害な薬物を摂取するなども、広い意味からすればセルフ・ネグ

レクトであるともいえる。しかし、多くの者は、そのような行動が援助の対象

になるとは思わないであろうし、社会通念からしてもそれほど大きな問題では

ない。                     （O’Brien et al. 1999） 

 

このように、セルフ・ネグレクトの概念は非常に抽象的であり、その判断基準

を明確にしなければ、生活場面において生じるあらゆる問題が含まれてしまう。  

そして、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念と判断基準が明確になってい

ないという問題があるため、調査研究の際に調査の対象を明確にしづらくなる。  

野村は東京都特別区実態調査の際に以下のように述べている。  

 

津村らの定義（津村 2006b）をそのまま使用して調査を実施しようとしたが、

当然行うべき行為という定義が曖昧であり、回答者の混乱が予想されるという

理由から、その調査対象を事例の中で援助専門職が主観的に支援に困難を感じ

た事例に調査対象を限定せざるを得なかった。  

（野村 2008） 

 

 表 2-3 わが国におけるセルフ・ネグレクトで使用された定義及び測定指標  

調 査 名  定 義  測 定 指 標  出 展  

東 京 都 特 別 区 実 態

調査  
津村 らの定 義  
（津村 ら 2006b） 

「①食 事 に関 すること、② 衣 類 に関 すること、③ 住 環 境

に関 すること、④個 人 の衛 生 に関 すること、⑤医 療 に関

すること、⑥サービスに関すること、⑦社 会との関 わり、⑧

財産の管理 などに関すること、⑨その他」の 8 カテゴリー  

（野村 2008） 

岸 研 究 班 全 国 実 態

調査  
津村 らの定 義  
（津村 ら 2006b） 

野 村 の東 京 都 特 別 区 実 態 調 査 の結 果 を参 考 に研 究

者で検 討した 34 項目の測定 指 標（表 2-4）  
 （岸ら 2011c） 
 

全 国 地 域 包 括 支 援

センター事 例調 査  
津村 らの定 義  
（津村 ら 2006b） 

「①食 事 に関 すること、② 衣 類 に関 すること、③ 住 環 境

に関 すること、④個 人 の衛 生 に関 すること、⑤医 療 に関

すること、⑥サービスに関すること、⑦社 会との関 わり、⑧

財産の管理 などに関すること、⑨その他」の 8 カテゴリー  

（野村 2011）  

内閣 府全 国 調査  津村 らの定 義  
（津村 ら 2006b） 

Dyer ら の 作 成 し た 『 セ ル フ ・ ネ グ レ ク ト 重 症 度 尺 度 』

（Dyer et al. 2006a）。 
（内閣 府 2011）  

ニ ッ セ イ 基 礎 研 究 所

全国 調査  
津村 らの定 義  
（津村 ら 2006b） 

岸研 究班 全 国実 態調 査の結 果 で得られた 5 カテゴリー

30 項 目の測 定 指標 を研 究者 で検討して作成 した 5 カテ

ゴリー15 項 目の簡 易版 測 定指 標（表 2-5）  

（ ニ ッ セ イ 基 礎

研究 所 2011） 

あい権 利 擁 護 支 援 ネ

ット全国 調 査  
津村 らの定 義  
（津村 ら 2006b） 

野村・岸らの概 念 研究 を参 考に作成した 6 カテゴリーの

簡易 版測 定 指標（表 2-6）。 
（あい権 利 擁 護

支 援 ネ ッ ト

2015））  

論者作成  
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東京都特別区実態調査の際に野村が指摘したセルフ・ネグレクトの判断基準が

曖昧であるという問題は、その後の調査研究でも大きな課題となっている。  

表 2-3 では、わが国で実施された調査研究で使用した定義及び測定指標につい

て示した。これらの調査の共通点は、全て津村らの定義を使用している点である

（表 2-3）。しかし、その具体的な測定指標は様々である。 

わが国におけるセルフ・ネグレクトの測定指標は、野村の東京都特別区調査に

始まり、岸研究班全国調査、ニッセイ基礎研究所調査、あい権利擁護支援ネット

で使用した簡易測定指標に至る過程の中で、研究者によりその調査が実施された

時点での最新の知見を検討し、様々な方法が模索されてきた（野村 2008；岸ら

2011c；ニッセイ基礎研究所 2011；内閣府 2011；あい権利擁護支援ネット 2015）。  

以下、その過程について詳述したい。  

 

1．東京都特別区実態調査  

野村による東京都特別区調査が実施された時点では、わが国においてセルフ・

ネグレクトの概念に関する詳細な研究はなされていなかった。この調査の目的は、

その時点でわが国では全く明らかになっていなかったセルフ・ネグレクトの実態

を明確化することであった。そのため、野村は少ない先行研究を基にセルフ・ネ

グレクト事例を構成する調査指標を作成した（野村 2008）。  

具体的には、野村は前述した NAAPSA の定義に含まれる具体的なセルフ・ネ

グレクトを構成する下位概念（Duke et al. 1991）、セルフ・ネグレクトと社会的

孤立には関連があるという視点（Gibbons 2006；津村 2006b）を参考に下位概念

を検討した。さらに、野村は山口の「セルフ・ネグレクトとネグレクトは放任に

当たる状況においては同じである」という観点（山口  2003）から、ネグレクト

に関する研究結果である多々良研究班の実態調査の｢世話の放任の状況｣（多々良

2001）も参考にし、セルフ・ネグレクトを構成する主要な概念について｢①食事

に関すること、②衣類に関すること、③住環境に関すること、④個人の衛生に関

すること、⑤医療に関すること、⑥サービスに関すること、⑦社会との関わり、

⑧財産の管理などに関すること｣の 8 項目から構成される調査指標を作成した（野

村 2008）。  

この調査では、上記の 8 項目に｢その他｣の項目を加え、それぞれの項目に当て
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はまる事例の状態に関して、回答者が自由記述するという方法を採用し、その記

述データを質的帰納的な分析によりセルフ・ネグレクトを構成する下位概念を生

成した。（野村 2008）。  

 

表 2-4 事例から見たセルフ・ネグレクトの状態像（野村  2008）  
放 任 の項目 数  

食 事 に関すること 41 

不十 分な内 容の食 事  
不十 分な回 数の食 事  
医療 上不 適 切な食事  

腐ったものを摂取 する 
食べ物の放置  

21 
8 
4 

5 
3 

住 環 境 に関 すること 34 

悪臭がする。 
ゴキブリなどの害虫が発生 している。 

ごみが放置されている。 
汚れた衣 類が放 置されている。 
排泄 物や排泄 物で汚れたものが放置されている。 

清掃がされていない。 
カビが発生 している。 
隙間 風が入る。 

暖房 器具がない。 
温度 調節がされていない。 

3 
6 

10 
2 
3 

4 
1 
1 

1 
3 

個 人 の衛生に関 すること 27 

入浴がされていない 
失禁が放置されている 

髪や髭が伸び放 題である 
つめが伸び放 題である 
悪臭がする 

14 
7 

3 
1 
2 

医 療 に関すること 24 

医療 を拒 否する 

受診がなされていない（明 確な拒 否なし） 
消極 的な治 療しか受けない 
服薬がなされていない 

疾病のコントロールがされていない 

9 

5 
3 
6 

1 

福 祉 サービスに関 すること 22 

サービス利 用を拒否 する 
必要 なサービスを受 けていない（一部 拒否） 

6 
16 

社 会 との関わり 22 

閉じこもり状 態である 
人との関わりを拒否する 

一部の人とのみかかわりを持つ 
近隣 とトラブルが多い 
近隣 と関わりがない 

7 
4 

5 
4 
2 

衣 類 に関すること 20 

汚れた衣 類を着替 えずに着 用 。 

全裸に近い状 態でいる。 
気候に見合 った服 装をしていない。 
服がやぶれている 

寝具が尿などで汚れている 

15 

1 
2 
1 

1 

財 産 の管理に関 すること 7 

家の中に金が放置されている 
預金の出し入 れがない 
適切 な使い方ができない 

公共 料金の未払い 

3 
1 
2 

1 

 



 

28 
 

結果、表 2-4 で示した 8 カテゴリー34 項目の具体的な放任状態が示された（表

2-4）。また、23 事例に広範囲のカテゴリーが該当する深刻な放任状態が見られ、

これらの事例は明らかにセルフ・ネグレクトと判断できる事例であった。一方で、

3 事例については、衛生上の問題は見られず、ADL が自立又は家事能力の低下の

部分は訪問介護を利用しており、問題点となるのは「糖尿病であるが食事のコン

トロールがなされていない。」、「肝硬変であるが飲酒を続けている」という健康行

動の問題であり、このようなタイプをセルフ・ネグレクトとするかについては、

今後議論が必要であるとされた（野村 2008）。  

 

2．岸研究班全国実態調査  

表 2-5 岸研究班の 34 項目の測定指標（岸ら 2011c）  
1. 栄養的に不十分な食事しか摂取していない  
2. 制限を無視するなど医療上不適切な食事をしている  
3. 腐った物を摂取している  
4. 家庭内に悪臭がする  
5. 家屋内にペット類がたくさんいる  
6. ネズミやゴキブリなどの害虫が発生している  
7. 食べ物やゴミが放置されている  
8. 排泄物や排泄物で汚れた衣類や物が放置されている  
9. 家屋内にカビが発生している  
10. 家屋が著しく老朽化している  
11. 冷暖房器具がなく温度調節がなされていない  
12. 口腔ケアがなされていない  
13. 失禁が放置されている  
14. 髪・髭・爪が伸び放題である  
15. 身体から悪臭がする  
16. 入浴がなされていない  
17. 汚れた衣類を着用している  
18. 全裸に近い状態でいる  
19. 気候に見合った服装をしていない  
20. ボロボロの衣服を着用している  
21. 必要な医療の提供を拒否する  
22. 服薬がなされていない  
23. 慢性疾患のコントロールがされていない  
24. 医療的なケア（カテーテルや人工肛門など）を怠る  
25. 生命にかかわるような日常生活の注意を怠る  
26. 必要な保健・福祉サービスを拒否する  
27. 閉じこもり状態である  
28. 他人との関わりを拒否する  
29. 近隣住民との関わりがない  
30. 近隣住民とのトラブルが発生している  
31. お金や通帳などが放置されている  
32. 預金の出し入れができない  
33. 金銭の適切な使い方ができない  
34. 家賃や公共料金が未払いである  
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表 2-5 では、岸研究班全国調査において使用されたセルフ・ネグレクトの測定

指標を示した（表 2-5）。この 34 項目の測定指標は、表 2-4 で示した野村の 8 カ

テゴリー34 項目のセルフ・ネグレクトの状態像を参考に、研究者間で検討して表

現を修正して作成した（岸ら 2011c）。同調査における事例調査は、介入初期の事

例の状態について、この測定指標のそれぞれの項目について、「ある」、「ややある」、

「あまりない」、「ない」、「わからない」の  5 件法で回答を得た。しかし、これら

の介入初期の事例の状態像に関しては、因子分析等において明確な結果が出ず、

単純集計の結果のみが発表されている（岸ら 2011a；岸ら 2011b；岸ら 2011c）。 

一方で、岸研究班全国調査では、①「判断力や認知力が低下しており、精神障

害や認知症などの診断がついている事例」、②「判断力や認知力が低下しており、

精神障害や認知症などの診断がついていない事例」、③「判断力や認知力の低下は

ないが、疾病などにより ADL に問題がある事例」、④「判断力や認知力の低下は

なく、ADL にも問題がない事例」の 4 つの事例のタイプに分け、それぞれのタイ

プを支援する場合における専門職の支援の認識について調査した。具体的には、

上記①から④のタイプごとに、表 2-5 で示した岸研究班の 34 項目を用いて各項

目に対する回答者の支援の必要性の認識について、「とても必要」、「わりに必要」、

「あまり必要ではない」、「全く必要ではない」、「判断がつかない」の 5 件法  （「全

く必要ではない（1 点）」から「とても必要（5 点）」）で回答を求めた（岸ら 2011c；

小長谷ら 2013）。  

小長谷らはこの 4 つのタイプで得られたデータを総計し無回答データを削除し

た 3,771 件を分析の対象とし、最尤法を用いて因子分析を実施した。その結果、

「不潔で悪臭のある身体」、「地域の中での孤立」、「生命を脅かす自身による治療

やケアの放置」、「金銭や財産管理がなされていない」、「悪臭のある汚い家屋」、「奇

異に見える生活のありさま」の 6 因子が抽出された（岸ら 2011c；小長谷ら 2013）。  

表 2-6 では、小長谷らの因子分析の結果を示した（表 2-6）。各因子の命名は岸

研究班で検討を重ねて命名した（小長谷ら 2013）。この因子分析結果は、専門職

の支援の必要性の認識に関するデータの因子分析であり、実際の事例を基にした

ものではない。しかし、数理統計学的な分析方法に基づいた結果であるため、岸

研究班では現段階ではこれらの 6 つの因子がセルフ・ネグレクトの構成因子であ

る可能性が高いとしている（岸ら 2015：7）。  
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表 2-6 小長谷らの因子分析によるセルフ・ネグレクトの類型化  
因 子 名   因 子 負 荷 量  平 方 和 ** 

（項 目 数 ）  Cronbach の α  1 2 3 4 5 6 

不 潔 で悪 臭 の  
ある身 体  
α*=0.93 

入 浴 がなされていない  
身 体 から悪 臭 がする  
汚 れた衣 類 を着 用 している  
髪 ・髭 ・爪 が伸 び放 題 である  
口 腔 ケアがなされていない  
機 構 に見 合 った服 装 をしていない  

.836 

.773 

.731 

.570 
－ .345 

.320 

－ .097 
－ .048 
－ .095 
－ .060 
－ .071 
－ .085 

－ .080 
－ .017 
－ .029 
－ .036 
－ .155 
－ .085 

.010 
－ .063 
－ .055 
－ .095 
－ .054 
－ .179 

－ .060 
－ .011 

.059 
－ .171 

.338 

.262 

.014 
－ .101 

.016 
－ .014 

.106 

.004 

13.13 
（6）  

地 域 の中 での  
孤 立  

α*=0.89 

他 人 との関 わりを拒 否 する  
近 隣 住 民 との関 わりがない  
閉 じこもり状 態 である  
近 隣 住 民 とのトラブルが発 生 している  
必 要 な保 健 ・福 祉 サービスを拒 否 する  

.011 
－ .013 

.087 

.014 

.103 

－ .958 
－ .814 
－ .746 
－ .394 
－ .369 

.024 

.013 
－ .052 
－ .020 
－ .276 

－ .011 
.016 
.008 

－ .209 
－ .084 

－ .062 
.123 
.002 
.070 
.091 

－ .010 
.068 

－ .009 
－ .121 

.026 

11.54 
（5）  

生 命 を脅 かす自

身 による治 療 や  
ケアの放 置  
α*=0.91 

慢 性 疾 患 のコントロールがされていない  
服 薬 がなされていない  
必 要 な医 療 の提 供 を拒 否 する  
医 療 的 なケア（カテーテルや人 工 肛 門 など）を怠 る  
生 命 にかかわるような日 常 生 活 の注 意 を怠 る  
制 限 を無 視 するなど医 療 上 不 適 切 な食 事 をしている  
栄 養 的 に不 十 分 な食 事 しか摂 取 していない  

.061 

.093 

.026 
－ .072 
－ .097 

.056 

.147 

.019 

.004 
－ .111 
－ .022 
－ .116 
－ .031 
－ .060 

－ .882 
－ .841 
－ .713 
－ .706 
－ .489 
－ .431 
－ .281 

.010 
－ .026 
－ .063 
－ .074 
－ .078 
－ .028 
－ .104 

.044 

.006 
－ .001 
－ .014 
－ .037 

.268 

.195 

.101 

.079 

.035 
－ .214 
－ .360 
－ .112 
－ .146 

11.68 
（7）  

金 銭 や財 産 管 理

がなされていない  
α*=0.92 

金 銭 の適 切 な使 い方 ができない  
預 金 の出 し入 れができない  
家 賃 や公 共 料 金 が未 払 いである  
お金 や通 帳 などが放 置 されている  

－ .053 
.020 
.025 
.006 

－ .016 
.017 
.033 

－ .107 

－ .019 
.009 

－ .003 
－ .018 

－ .908 
－ .896 
－ .856 
－ .723 

.042 
－ .051 
－ .012 

.025 

.089 
－ .023 
－ .022 
－ .007 

13.30 
（4）  

悪 臭 のある汚 い

部 屋  
α*=0.90 

家 屋 内 にカビが発 生 している  
家 屋 内 にペット類 がたくさんいる  
家 屋 が著 しく老 朽 化 している  
冷 暖 房 器 具 がなく温 度 調 節 がなされていない  
ネズミやゴキブリなどの害 虫 が発 生 している  
ボロボロの衣 服 を着 用 している  
家 庭 内 に悪 臭 がする  

－ .051 
－ .009 

.063 

.122 

.154 

.302 

.287  

－ .120 
－ .111 
－ .063 

.009 

.034 
－ .167 
－ .071 

.012 
－ .046 
－ .079 
－ .119 
－ .009 
－ .022 

.034 

－ .040 
－ .066 

.052 
－ .185 
－ .113 
－ .106 
－ .104 

.685 

.670 

.655 

.520 

.479 

.358 

.325 

－ .028 
.103 

－ .009 
.050 

－ .289 
.084 

－ .258 

12.17 
（7）  

奇 異 に見 える生

活 のありさま  
α*=0.90 

排 泄 物 や排 泄 物 で汚 れた衣 類 や物 が放 置 されている  
腐 った物 を摂 取 している  
失 禁 が放 置 されている  
食 べ物 やゴミが放 置 されている  
全 裸 に近 い状 態 でいる  

.293 

.064 

.324 

.333 

.234 

－ .048 
－ .020 
－ .032 
－ .043 
－ .020 

－ .059 
－ .244 
－ .145 
－ .015 
－ .123 

－ .108 
－ .153 
－ .161 
－ .043 
－ .229 

.108 

.131 
－ .002 

.293 

.040 

－ .516 
－ .423 
－ .416 
－ .353 
－ .290 

5.56 
（5）  

*：Cronbach の α 係 数           最 尤 法 （直 接 オブリミン）  
**：回 転 後 の負 荷 量 平 方 和                                          因 子 相 関 行 列  

 1 2 3 4 5 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1.000 
－ .611 
－ .533 
－ .622 

.670 
－ .387 

－ .611 
1.000 

.539 

.610 
－ .657 

.169 

－ .533 
.539 

1.000 
.663 

－ .484 
.470 

－ .622 
.610 
.663 

1.000 
－ .587 

.432 

.670 
－ .657 
－ .484 
－ .587 
1.000 

－ .281 

－ .387 
.169 
.407 
.432 

－ .281 
1.000 

  

（小長谷ら 2013）  
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3．ニッセイ基礎研究所全国調査  

表 2-7 では、ニッセイ基礎研究所全国調査における測定指標について示した（表

2-7）。この調査では、岸研究で使用した 34 項目を参考に研究者間で検討し、セ

ルフ・ネグレクトの状態像を代表する 15 項目で構成される簡易版測定指標を作

成した（ニッセイ基礎研究所 2011）。この簡易版測定指標は、「身体衛生」、「環境

衛生」、「他者との関わり拒否」、「健康管理」、「金銭管理」の 5 つの上位概念と 15

の下位概念（以下、「項目」という。）で構成されている。簡易版測定指標を作成

した理由は、本調査の目的が孤立死事例におけるセルフ・ネグレクトの状況を明

らかにするためであったこと、34 項目の状態像では回答しにくいと予想されたた

めであるとされている（ニッセイ基礎研究所 2011）。  

全国調査における孤立死事例シートでは、これらの 15 項目を使用し、各項目

についてそれぞれ「あてはまる」、「ややあてはまる」、「あてはまらない」、「不明」

の 4 件で回答を得て、当該事例の生前のセルフ・ネグレクト状態を調査した。こ

の調査では、765 事例が分析の結果となった。各項目に「あてはまる」又は「や

やあてはまる」と回答があった場合をその項目に該当するとみなし、15 項目の内

1 項目でも該当すればセルフ・ネグレクトであると判断した。その結果、孤立死

した 765 事例中 609 事例（約 80%）がセルフ・ネグレクト状態にあったことが明

らかになった（ニッセイ基礎研究所 2011）。  

この調査は、1 項目でも該当するとセルフ・ネグレクトであるとしたため、後

述する野村・岸らのセルフ・ネグレクトの概念に関する研究（野村・岸ら 2014）

で明らかになった理論に基づくと、セルフ・ネグレクトとは判断されない事例も

結果に含まれている。また、この事例は市町村に対する悉皆調査時に同封した孤

立死事例シートの分析であり、悉皆調査の調査票の回収はあっても事例シートの

回収がない場合もあり、事例そのものも代表的な事例について回答しているに過

ぎず、疫学的な検討はできなかった（ニッセイ基礎研究所 2011）。一方で、分析

した 765 事例は全て孤立死した深刻な事例であり、少なくとも、孤立死事例の中

に多くの割合でセルフ・ネグレクト状態にあった者が含まれていることから、セ

ルフ・ネグレクトは孤立死のリスクファクターである可能性が示唆されている（ニ

ッセイ基礎研究所 2011）。  
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表 2-7 ニッセイ基礎研究所全国調査の簡易指標  
上位概念  下位概念（測定項目）  

身体衛生  
入浴・身体の保清潔がなされていない  
汚れた衣服を着用  
失禁の放置  

環境衛生  

ペット・大量発生したネズミや害虫の放置  
家屋内に悪臭  
家屋内に食べ物・ゴミ・排泄物が放置  
家屋の著しい老朽化  

他者との関わり拒否  
近隣住民とのトラブル  
他者との関わり拒否  
閉じこもり状態  

健康管理  
疾患のコントロールがなされていない  
必要な治療やケアの拒否  
必要な保健・福祉サービスの拒否  

金銭管理  金銭の管理ができない  
家賃や公共料金の未払い  

（ニッセイ基礎研究所 2011）  

 

4．内閣府全国調査と『セルフ・ネグレクト重症度尺度』  

内閣府全国調査（内閣府 2011）では、セルフ・ネグレクトの測定に前述した

Dyer らによる『セルフ・ネグレクト重症度尺度（Self-Neglect Severity Scale）』

（Dyer et al. 2006a）を日本語訳した測定指標が使用された。  

表 2-8 では『セルフ・ネグレクト重症度尺度』の測定項目を示した（表 2-8）。

Dyer らの尺度（Dyer et al. 2006a）は、全米 3 州の APS ワーカーへのインタビ

ュー調査、全米レベルの専門家による会議でのその尺度の下位概念の検討、予備

調査及び広範囲にわたるフィールド調査の 4 段階によって作成された。Dyer ら

は尺度作成の過程を経て最終的にはセルフ・ネグレクトを表 2-8 のとおり「A：

個人衛生  （Personal Hygiene Assessment）｣、「B：認知、健康、安全確保

（Assessment of cognitive, health and Safety Issues）」、「C：環境（Environment 

Assessment）」の 3 アセスメント領域に分類し、各領域の具体的な各項目を点数

化し、重症度を測定する構造である（Dyer et al. 2006a）。  

この尺度は世界で初めてのセルフ・ネグレクトを測定するためのツールであり、

その項目は今後の測定指標開発を検討する際に重要な先行研究である。しかし、

同尺度は数理統計学的な手法で作成されたものではなく、信頼性と妥当性の検討

がいまだなされていない（Dyer et al. 2006a；Dyer et al. 2008a；Dyer et al. 

2008b；Kelly et al. 2008）。また、同尺度は CREST（Consortium Research in 
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Elder Self-Neglect of Texas）において実証研究が検討されているが、その後の

本格的な結果は確認できていない（Dyer et al. 2006a；Dyer et al. 2008a；Dyer 

et al. 2008b；Kelly et al. 2008）。内閣府全国調査（内閣府 2011）においても『セ

ルフ・ネグレクト重症度尺度』に関する実証的な知見は明らかになっていない。  

 

表 2-8 セルフ・ネグレクト重症度尺度の測定項目  
A：個人衛生  （Personal Hygiene Assessment）  

髪の毛      （Hair）  
爪        （Nails）  
皮膚       （ Skin）  
身体での虫の繁殖 （ Insect Infestations）  
衣服       （Clothing）  

B：認知、健康、安全確保（Assessment of cognit ive,  health and Safety Issues）  
  認知機能検査：時計描画テスト （Cognit ive test:  Wolf-Klein Clock Test）  
  妄想状態を示す証拠      （Evidence of delusional state）  
  緊急事態への対応       （Response to emergency）  
  最終受診時期         （Time since last  visit to physician）  
  未治療であることの証拠    （Evidence of untreated health condit ions）  
C：環境（Environment Assessment）  

家の周囲の状態 （Exterior Condit ion）  
  庭／歩道  （Yard/Sidewalk）  
  窓      （Windows）  
  屋根    （Roof）  
  壁      （Walls）  

家の中の状態 （ Interior Condition）  
 臭気     （Odor）  
 清潔度    （Cleanliness）  
 ペット    （Pets）  
 散乱状態   （Clutter）  
 構造     （ Structure）  
 ライフライン （Utilit ies）  

論者訳 （Dyer et al. 2006a）  

 

『セルフ・ネグレクト重症度尺度』（Dyer et al. 2006a）は、わが国で使用する

には更なる理論的検討が必要であると考えられる。まず、セルフ・ネグレクトを

構成する重要な項目である栄養状態、社会的孤立、金銭・財産管理等に関する測

定項目がないことが挙げられる。また、測定項目の中に時計描画テストがある。

わが国においては、地域包括支援センター及び市町村の高齢者福祉担当課がセル

フ・ネグレクトの予防・支援を主に担当する。しかし、その実情からするとこれ

らの機関で同テストを実施することは現実的でない。そのため、わが国における

測定指標は同尺度をそのまま使用するのではなく、Dyer らの知見を参考にしつつ
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も、新たな指標を開発する必要があると考えられる。  

 

5．あい権利擁護支援ネット全国調査  

 わが国における最新の全国調査である、あい権利擁護支援ネット全国調査では、

表 2-9 のとおり 7 項目のセルフ・ネグレクトの簡易測定指標を作成した（表 2-9）。

この簡易測定指標は、後述する野村・岸らの概念研究におけるセルフ・ネグレク

トを構成する主要な下位概念（野村・岸ら 2014）を参考に、研究者間で検討を重

ねて作成した（あい権利擁護支援ネット 2015）。  

 

 表 2-9 あい権利擁護支援ネット全国調査における簡易測定指標  

不衛生な家屋に居住  
不十分な住環境に居住  
衣類や身体の不衛生の放置  
必要な介護、福祉サービスの拒否  
必要な受診・治療の拒否  
地域からの孤立  
近隣住民の生命・身体・生活・財産への影響  

（あい権利擁護支援ネット 2015）  

 

さらに、斉藤・野村・岸は同調査で得られた 1,355 事例の簡易測定指標の各項

目の 2 値データを非階層クラスター分析において類型化した（斉藤・野村・岸

2016）。表 2-9 では斉藤・野村・岸の知見を示した（表 2-10）。非階層クラスター

分析の結果、「不衛生型」、「不衛生・住環境劣悪型」、「サービス拒否型」、「不衛生・

住環境劣悪・サービス拒否型」、「拒否・孤立型」、「複合問題・近隣影響なし型」、

「複合問題・近隣影響あり型」の 7 クラスターに分類された（斉藤・野村・岸 2016）。

この結果は、簡易測定指標の作成に課題があるものの、実際の事例を統計学的な

手法を用いて類型化したわが国初の知見であり、今後の概念研究の基礎となるで

あろう。  
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 表 2-10 セルフ・ネグレクト事例の主要な類型：非階層クラスタリング  
 

全 体  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
不 衛 生

型  
不 衛 生 ・

住 環 境

劣 悪 型  

サービス

拒 否 型  
不 衛 生 ・

住 環 境

劣 悪 ・サ

ービス拒

否 型  

拒 否 ・孤

立 型  
複 合 問

題 ・近 隣

影 響 なし

型  

複 合 問

題 ・近 隣

影 響 あり

型  

1,355 事 例  
（100.0%）  

224 
（16.5%）  

173 
（12.8%）  

236 
（17.4%）  

127 
（9.4%）  

176 
（13.0%）  

166 
（12.3%）  

253 
（18.7%）  

不 衛 生 な家 屋 に居 住  
衣 類 や身 体 の不 衛 生 の放 置  
不 十 分 な住 環 境 に居 住  
必 要 な介 護 、福 祉 サービスの拒 否  
必 要 な受 診 ・治 療 の拒 否  
地 域 からの孤 立  
近 隣 住 民 の生 命 ・身 体 ・生 活 ・  

財 産 への影 響  

71.2 
69.7 
45.2 
65.2 
63.6 
51.5 
26.9 

80.4 
65.2 
0.0 

43.8 
0.0 

21.9 
16.5 

89.6 
78.6 

100.0 
22.5 
0.0 

37.0 
21.4 

47.5 
54.7 
0.0 

71.6 
100.0 

0.0 
10.2 

78.7 
80.3 

100.0 
74.0 
98.4 
0.0 

34.6 

8.5 
17.6 
13.6 
63.1 
75.6 

100.0 
22.7 

94.0 
93.4 

100.0 
89.2 
83.7 

100.0 
0.0 

97.6 
96.8 
48.2 
88.9 
90.5 
96.0 
71.9 

注：クラスター内での各項目への該当者割合を示した  

（斉藤・野村・岸 2016）  

 

第 2 項 測定指標作成上の課題  

以上、現在までにわが国において実施された主要な調査のセルフ・ネグレクト

の測定指標について述べてきた。わが国においては、セルフ・ネグレクト事例の

類型化についても試みられ、セルフ・ネグレクトの概念は徐々に明確になってき

た。しかし、これらの研究で使用した測定指標は、その調査時点における先行研

究を基に研究者間で議論して作成された暫定的な指標であり、その基礎となる詳

細な理論的研究がなされていない点が限界であると考えられる。セルフ・ネグレ

クトの概念は未だに明らかになっておらず、研究者間でも意見が分かれている。

そして、セルフ・ネグレクトの概念がより明確化されれば、わが国における調査

研究は飛躍するものと考えられる。今後、セルフ・ネグレクトの概念を理論的に

明確化するには、以下の 3 つの課題があると考えられる。  

1 点目は、セルフ・ネグレクトを構成する要素の理論的な再検討である。本項

で述べたわが国における調査時に使用した測定指標は、野村の東京都特別区実態

調査の結果である 8 カテゴリーを基礎としている。しかし、その後に海外におい

ていくつかの知見が明らかになり、理論的に再検討する必要が生じている（野村

2008）。  

2 点目は、分類された下位概念の構造である。セルフ・ネグレクトを構成する
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下位概念は全て並列の次元ではないと考えられる。そのため、今後はその下位概

念間の関係を明らかにする必要がある。  

3 点目は、セルフ・ネグレクトの判断基準の明確化である。例えば、野村の東

京都特別区実態調査（野村 2008）の結果にあったように、健康行動のみが問題と

なる 3 事例をセルフ・ネグレクトと判断できるであろうか。このように、セルフ・

ネグレクトを構成する下位概念がどれだけ該当すればセルフ・ネグレクトとする

のか、その基準を検討する必要がある。また、その他にも各項目がどれくらい重

症であればセルフ・ネグレクトと判断するかという点も検討を必要とする。  

第 3 節では、これらの課題を視点に先行研究を概観する。  

 

第 3 節 セルフ・ネグレクトを構成する下位概念  
 

第 1 項 野村・岸らの概念研究  

わが国における最新の理論研究が、岸研究班の野村・岸らによるセルフ・ネグ

レクトの概念研究である。野村・岸らは、Lauder らの理論研究（Lauder et al. 

2001a；Lauder et al. 2001b；Lauder et al. 2009）、NCEA の定義（NCEA 1998）

や NAAPSA の定義（Duke et al. 1991 ）など、セルフ・ネグレクトの定義や概

念について言及している 23 の先行研究をレビューし、研究者間で理論的な概念

の検討を重ねた（野村・岸ら 2014）。その結果、セルフ・ネグレクトを「健康、

生命及び社会生活の維持に必要な、個人衛生、住環境の衛生若しくは整備又は健

康行動を放任・放棄していること」と定義した（野村・岸ら 2014）。  

さらに、野村・岸らはセルフ・ネグレクトの構成する概念及び概念間の関係に

ついて検討し、セルフ・ネグレクトの理論的概念モデルを提示している。具体的

には、セルフ・ネグレクトを構成する最上位の概念を、『セルフケアの不足』と『住

環境の悪化』であるとした。そして、『セルフケアの不足』を構成するさらに下位

の概念（以下、「カテゴリー」という。）として、①「個人衛生の悪化」及び②「健

康行動の不足」、『住環境の悪化』を構成する下位の概念として、③「環境衛生の

悪化」（〈 Hoarding〉と心身機能の低下や〈 Hoarding〉の結果として生じる

〈Domestic Squalor〉）及び④「不十分な住環境の整備」、上記に付随する概念と

して、⑤「サービスの拒否」、⑥「財産管理の問題」及び⑦「社会からの孤立」の
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カテゴリーに整理している（野村・岸ら 2014） 1)2)。  

 図 2-1 では、野村・岸らが作成した文献研究によるセルフ・ネグレクトの理論

的概念モデルを示した（図 2-1）。野村・岸らは、「セルフ・ネグレクトを説明す

るには、各下位概念が単体で存在した場合にセルフ・ネグレクトという事象を説

明できなければならない」と述べている。その観点から野村・岸らは、セルフ・

ネグレクトを構成する中核概念を「個人衛生の悪化」「環境衛生の悪化」「不十分

な住環境の整備」「健康行動の不足」であるとし、これらの 4 つの「カテゴリー」

はそれ単体で問題として存在してもセルフ・ネグレクトを説明することができる

とした（野村・岸ら 2014）。  

 

図 2-1 野村・岸らのセルフ・ネグレクトの理論的概念モデル  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（野村・岸ら 2014）  

「個人衛生の悪化」 

「健康行動の不足」 

『セルフケアの不足』 

「環境衛生の悪化」 

〈Hoarding〉 

「不十分な住環境の整備」 

「社会からの孤立」 

中核概念 

「財産管理の問題」 

『住環境の悪化』 

「サービスの拒否」 

付随概念 

悪化 

〈Domestic Squalor〉 
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野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）では、中核概念を構成する

「カテゴリー」に該当しない場合は、セルフ・ネグレクトと判断するのは困難で

あるとしている。一方で、中核概念ではない「カテゴリー」は、セルフ・ネグレ

クトの中核概念と結びつき、その者の抱える問題をさらに深刻なものにする重要

な下位概念であるとし、付随概念と命名している（野村・岸ら 2014）。  

 

第 2 項 Lauder らの理論  

この野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）は、理論的な観点から

セルフ・ネグレクトを構成する下位概念を研究している Lauder らの理論研究に

基づいている。Lauder らは過去の文献をレビューし、セルフ・ネグレクトを構

成する下位概念を、「重度な家屋の不潔さ（Severe Household Squalor）」、「ため

込み（Hoarding）」、「貧弱な栄養状態（Poor Nutrition）」、「サービスの拒否（Service 

Refusal）」、「不適切な個人衛生（Inadequate Personal Hygiene）」、「服薬管理の

問題（ Medication Mismanagement）」及び「貧弱な健康行動（ Poor Health 

Behaviors）」としている（Lauder et al. 2009）。さらに、Lauder らは、これら

の項目からなるセルフ・ネグレクトを説明する概念として、Orem のセルフケア

理論を挙げている（Lauder et al. 2001a；Lauder et al. 2001b；Lauder et al. 

2009）。  

 

第 3 項 セルフ・ネグレクトを構成する下位概念に関する先行研究の理論的検討  

 

1．セルフケアの不足  

 野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）、Lauder らの理論（Lauder 

et al. 2001a；Lauder et al. 2001b；Lauder et al. 2009）において、セルフケア

の不足はセルフ・ネグレクトを説明する上で重要な概念である。しかし、セルフ

ケア概念もセルフ・ネグレクト同様に様々な見解があり、統一されていない。  

 

（１）Orem のセルフケア理論  

看護学の中でセルフケアに関する理論を構築した Orem は、セルフケアを以下

のように述べている。  
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セルフケアとは、安定もしくは変化する状況の中で自分自身の機能と発達

を調整するために、適切かつ信頼性、妥当性のある諸方策を使う力をもち、

また発達したあるいは発達しつつある能力のある成熟した人々及び成熟しつ

つある人々の行為である。セルフケアは、その人自身のスムーズな機能や発

達過程に影響を及ぼすような、あるいは個人的な安寧に寄与するような内

的・外的要因を調整したり、規制したりする妥当性のある手段を意図的に活

用することである。  

（Orem 2001：43；Orem=2016：41） 3) 

 

Orem は「セルフケアとは個人が生命、健康及び安寧を維持するために自分自

身で開始し、遂行する諸活動の実践である」とも述べている（Orem 2001：43；

Orem=2016：42）。セルフケアとは、個人が意図的に遂行する調整機能行為であ

ることが大きな特徴である。また、自我心理学の見地からは、セルフケアは自己

処理行動であるとされている（Orem 2001：45；Orem=2016：43）。  

Orem は具体的にセルフケアを、普遍的セルフケア要件、発達的セルフケア要

件及び健康逸脱に関するセルフケア要件の 3 つに分類している（Orem 2001：47；

Orem=2016：45）。表 2-11 では、Orem のセルフケア要件について示した（表 2-11）。 

Orem によると、普遍的セルフケア要件とは、ライフサイクルのあらゆる段階

の全ての人間に共通に見られるもので、年齢、発達状態、環境及びその他の要因

によって変化するとされている（Orem 2001：48；Orem=2016：46）。具体的に

は、「十分な空気摂取の維持」、「十分な水分摂取の維持」、「十分な食物摂取の維持」、

「排泄過程と排泄物に関するケアの提供」、「活動と休息のバランスの維持」、「孤

独と社会的相互作用のバランスの維持」、「人間の生命、機能、安寧に対する危険

の予防」、「人間の潜在能力、既知の能力制限及び正常でありたいという欲求に応

じた、社会集団の中での人間の機能と発達の促進」の 8 つに分類される（Orem 

2001：225；Orem=2016：209-210）。  
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表 2-11 Orem のセルフケア要件  
セルフケア要件 定義 構成要件 

普遍的セルフケア要

件 

普遍的セルフケア要件とは、

ライフサイクルのあらゆる段

階の全ての人間に共通に見ら

れるもので、年齢、発達状態、

環境及びその他の要因によっ

て変化する。 

・十分な空気摂取の維持 

・十分な水分摂取の維持 

・十分な食物摂取の維持 

・排泄過程と排泄物に関するケアの提供 

・活動と休息のバランスの維持 

・孤独と社会的相互作用のバランスの維持 

・人間の生命、機能、安寧に対する危険の予防 

・人間の潜在能力、既知の能力制限及び正常でありたいと

い欲求に応じた、社会集団音中での人間の機能と発達

の促進 

発達的セルフケア要

件 

人間の成長・発達過程、ライ

フサイクルのさまざまな段階

で生じる状態や出来事（たと

えば早産、妊娠）、および発達

を阻害する出来事に関連して

起こる。 

・発達を促進する条件の提供 

・自己発達への従事 

・発達の阻害 

健康逸脱に対するセ

ルフケア要件 

遺 伝 的 ・ 体 質 的 欠 損 や 構 造

的・帰納的逸脱とその影響、

および医学的診断や治療とそ

の影響に関連して起こる。 

・病理学的事象や状態に関連する特殊な物理学的・生物学

的作用因または環境的条件にさらされた場合、あるい

は、病気をもたらし、それに関連することがわかって

いる遺伝的・生理的・心理的状態の証拠が存在する場

合に、適切な医学的援助を求め確保すること 

・発達への影響も含め、病理学的な条件と状態がもたらす

影響と結果を認識し、それらに注意を払うこと。 

・特定のタイプの病気を予防し、病気そのものを治療し、

人間の統合的機能を調整し、欠損もしくは以上を修正

し廃疾を代償するために医師が処方した診断的・治療

的処置、およびリハビリテーションを効果的に実施す

ること。 

・発達への影響も含め、医師が処方もしくは実施した医学

的ケアの、不快や害をもたらすような影響を認識し、

注意を払い調整すること。 

・自分が特殊な健康状態にあり、専門的なかたちのヘルス

ケアを受け入れることで、自己概念（および自己像）

を修正すること。 

・病理学的な条件と状態の影響、ならびに医学的な診断ト

治療処置の影響のもとで、持続的な人間としての発達

を促進するようなライフスタイルを守って、生活する

ことを学ぶこと。 

（Orem 2001; Orem=2016）を基に論者作成  

 

発達的セルフケア要件については、Orem は「人間の成長・発達過程、ライフ

サイクルのさまざまな段階で生じる状態や出来事（たとえば早産、妊娠）、および

発達を阻害する出来事に関連して起こる」と述べている（Orem 2001： 48；

Orem=2016：46）。発達的セルフケア要件は当初普遍的セルフケア要件に抱合さ

れていたが、その重要性を強調するためと数多く多様性に富んでいることを考慮
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して、普遍的セルフケア概念から分離されたものである（Orem 2001：230；

Orem=2016：212）。発達的セルフケア要件を明確化し、表現することは困難であ

るが、性別、ライフサイクル等人間の発達に関する様々な要素を抱合したダイナ

ミックな過程であると理解する必要がある（Orem 2001：230；Orem=2016：214）  

健康逸脱に対するセルフケア要件は、遺伝的・体質的欠損や構造的・帰納的逸

脱とその影響、および医学的診断や治療とその影響に関連して起こるとされてい

る（Orem 2001：48；Orem=2016:46）。具体的には、「病理学的事象や状態に関

連する特殊な物理学的・生物学的作用因または環境的条件にさらされた場合、あ

るいは、病気をもたらし、それに関連することがわかっている遺伝的・生理的・

心理的状態の証拠が存在する場合に、適切な医学的援助を求め確保すること」、「発

達への影響も含め、病理学的な条件と状態がもたらす影響と結果を認識し、それ

らに注意を払うこと」、「特定のタイプの病気を予防し、病気そのものを治療し、

人間の統合的機能を調整し、欠損もしくは異常を修正し廃疾を代償するために医

師が処方した診断的・治療的処置、およびリハビリテーションを効果的に実施す

ること」、「発達への影響も含め、医師が処方もしくは実施した医学的ケアの、不

快や害をもたらすような影響を認識し、注意を払い調整すること」、「自分が特殊

な健康状態にあり、専門的なかたちのヘルスケアを受け入れることで、自己概念

（および自己像）を修正すること」、「病理学的な条件と状態の影響、ならびに医

学的な診断と治療処置の影響のもとで、持続的な人間としての発達を促進するよ

うなライフスタイルを守って、生活することを学ぶこと」の 5 つのカテゴリーで

構成されている（Orem 2001：235；Orem=2016:219）。  

このように、Orem のセルフケア理論（Orem 2001:Orem=2016）では、普遍的・

発達的・健康逸脱に対するセルフケア要件の 3 つを提唱している。Orem のセル

フケア理論は生物学的・医学的な観点、つまり健康と生命の維持に焦点を当てて

いると考えられる。  

 

（２）リハビリテーションの諸理論におけるセルフケア概念  

リハビリテーションの諸理論におけるセルフケア概念は Orem のセルフケア理

論（Orem 2001:Orem=2016）より生活に関する要素が強い。表 2-12 では、セル

フケア概念とセルフ・ネグレクトに関する先行研究におけるセルフケアの不足概
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念について対比した（表 2-12）。  

野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）は、Orem のセルフケア理

論（Orem 2001:Orem=2016）に基づいた検討であった。しかし、Orem のセルフ

ケア理論（Orem 2001:Orem=2016）では、セルフ・ネグレクトを説明する重要

なカテゴリーである「個人衛生の悪化」（野村・岸ら 2014）を説明できない。「個

人衛生の悪化」については、ADL（Activities of Daily Living・日常生活動作の

ことをいう。以下、「ADL」という。）及び ICF（International Classification of 

Functioning, Disability and Health：国際生活機能分類のことをいう。以下、「ICF」

という。）の各モデルにおけるセルフケアの項目によって説明することが可能であ

る。以下、ADL 及び ICF におけるセルフケアについて述べる。  

 
表 2-12 セルフケア理論とセルフ・ネグレクトにおけるセルフケアの不足  

（論者作成）  

 

① ADL におけるセルフケア  

ADL の定義もセルフ・ネグレクト同様多くの定義がある。また、後述する統合

モデルの ICF の登場で ADL の捉え方そのものが変化している。リハビリテーシ

ョン医学の分野で共通的な理解を得ている日本リハビリテーション医学会による

チェック表試案（1992 年）では、ADL は、「起居、屋内移動、セルフケア（食事、

排泄、整容、更衣、入浴）」を範囲としている（伊藤ら 2010:8）。厳密には、ADL

は身辺動作（セルフケア）を意味し、家事動作、交通機関の利用などの応用動作

は、ADL に関連した IADL（Instrumental Activities of Daily Living・日常生活

セルフケアに関 する理 論  セルフ・ネグレクトにおけるセルフケアの不足  

Orem 
（Orem 2011）  

ADL 
（伊藤ら 2010）  

ICF 
（WHO=2002）  

NANDA 診 断  
（Gibbons et 

al.2006）  

Lauder ら 
（Lauder et  al. 

2009）  

野 村 ・岸 ら  
（野 村 ・岸 ら 2014）  

普 遍 的  
セルフケア要 件  

「食 事 」  
「排 泄 」  

「食 べること」  
「飲 むこと」  
「排 泄 」  

 「貧 弱 な栄 養 状 態 」  

「健 康 行 動 の不 足 」  
健 康 逸 脱 に 関

す る セ ル フ ケ ア

要 件  
 「健 康 に注 意 すること」  「健 康 行 動 」  「服 薬 管 理 の問 題 」  

「貧 弱 な健 康 行 動 」  

 
「整 容 」  
「更 衣 」  
「入 浴 」  

「更 衣 」  
「自 分 の身 体 を洗 うこと」  
「身 体 各 部 の手 入 れ」  

「人 の様 子 」  「不 適 切 な個 人 衛 生 」  「個 人 衛 生 の悪 化 」  
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関連動作のことをいう。以下、「IADL」という。）と区別される（伊藤ら 2010：

15）4)。Lawton の概念では、IADL は電話、買い物、食事の支度、家屋維持、洗

濯、外出時の移動、服薬、家計管理の 8 項目とされている（Lawton et al. 1969）。  

これらの分類によると、セルフケアは ADL に含まれ、IADL はセルフケアの不

足以外のセルフ・ネグレクトを構成する下位概念に関連すると考えられる。ADL

によるセルフケアとは、Orem の理論（Orem 2001:Orem=2016）にはない、整容、

更衣、入浴という清潔保持に欠かせない要素が含まれる。食事及び排泄は Orem

の理論における普遍的セルフケア要件（Orem 2001：225；Orem=2016：209-210）

と共通している。  

 

② ICF におけるセルフケア  

ICF は、2001 年の WHO（World Health Organization：世界保健機関のこと

をいう。以下、「WHO」という。）総会において採択された、従来の ICIDH

（International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps：

国際障害分類のことをいう。以下、「ICIDH」という。）に代わる新しい生活機能

分類である。ICF によるセルフケアは、「食べること」、「飲むこと」、「排泄」、「更

衣」、「自分の身体を洗うこと」、「身体各部の手入れ」、「健康に注意すること」、そ

「その他の特定のセルフケア」、「詳細不明のセルフケア」の 9 つで構成されてい

る（WHO=2002：146-149）。この構成は、ADL 概念とほぼ同様である。 

 

（３）セルフ・ネグレクトを構成する下位概念としてのセルフケアの扱い 

セルフ・ネグレクトを構成する下位概念の中でセルフケアという概念をどのよ

うに扱うかは議論が必要である。Orem の理論（Orem 2001:Orem=2016）は、発

達という時間軸も含めたモデルである。そして Orem の理論は、より人間の健康・

生命の維持に重点が置かれている。一方で、ADL 及び ICF の理論はより日常生

活に近い理論である。ADL 及び ICF 概念におけるセルフケアは、個人の清潔保

持に直接関連する行動であると考えられる。すなわち整容、更衣、入浴、排泄に

関する行為の不足が「個人衛生の悪化」につながると解釈できる。  

野村・岸らの理論（野村・岸ら 2014）、Lauder らの理論（Lauder et al. 2001a；

Lauder et al. 2001b；Lauder et al. 2009）からするとセルフ・ネグレクトは健
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康のみならず幅広い生活全般の放任状態であると捉えることができる。その観点

からすると、Lauder らの 9 つのカテゴリー（Lauder et al. 2009）のうち、「貧

弱な栄養状態」、「不適切な個人衛生」、「服薬管理の問題」及び「貧弱な健康行動」

はセルフケアの不足という概念に包合されると考えられる。また、NANDA 看護

診断（Gibbons et al. 2006）における「人の様子」、「健康行動」に関しては、セ

ルフケアの不足に当てはまると考えられる。野村・岸の理論的概念モデル（野村・

岸ら 2014）では、「個人衛生の悪化」及び「健康行動の不足」がセルフケアの不

足に当てはまると考えられる。  

野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）では、「健康行動の不足」

という「カテゴリー」に、Lauder らの「服薬管理の問題」及び「貧弱な健康行

動」（Lauder et al. 2009）を含んでいる。Orem のセルフケア理論（Orem 2001；

Orem=2016）からすれば、「服薬管理の問題」及び「貧弱な健康行動」は健康逸

脱に対するセルフケア要件であり、両者を抱合して「健康行動の不足」というカ

テゴリーでまとめた野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）は適切で

あるだろう。  

一方で、Lauder らの「貧弱な栄養状態」（Lauder et al. 2009）に関する扱い

に関しては議論が必要である。栄養状態に関しては、Orem の理論（Orem 2001：

Orem 2009）によると普遍的なセルフケア要件の不足でもあるが、健康逸脱に関

するセルフケアの要件でもある。野村・岸らは、「代謝異常などのようにどんなに

適切な健康行動をしたとしても栄養状態が改善しない疾患も存在するが、セル

フ・ネグレクトとして問題となるのはこのような疾患を放置している場合である」

と述べている（野村・岸ら 2014）。この観点からすると、セルフ・ネグレクトに

おける「貧弱な栄養状態」（Lauder et al. 2009）という概念は、あくまでも「健

康行動の不足」（野村・岸ら 2014）に分類される範囲であると考えられる。  

これらをまとめると、セルフケアを広義の概念で捉えた場合、文献研究のレベ

ルでは、セルフ・ネグレクトを構成するセルフケアの不足とは、栄養状態の悪化

（水分も含む）、個人衛生の悪化と健康行動の不足であると捉えるのが適切である

と考えられる。  

しかし、表 2-11 のとおり、セルフ・ネグレクトを構成するセルフケアの不足に

は発達的セルフケア要件（Orem 2001:230；Orem=2016：212-214）に該当する
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要素がない。Orem の発達的セルフケア要件とセルフ・ネグレクトに関連がない

わけではない。既に先行研究で明らかになったセルフ・ネグレクトの状態像から

すると、発達過程でのセルフケアが不足していた可能性は否定できない。Orem

の発達的セルフケア要件とセルフ・ネグレクトの関連については、今後も議論を

要すものと考えられる。  

 

2．住環境の悪化  

Lauder による分類（Lauder et al. 2009）では、Hoarding と Squalor という

環境面の要素が示されている。わが国ではいわゆる「ゴミ屋敷」という言葉があ

るように、その劣悪な住環境の問題はセルフ・ネグレクトの代名詞であるともい

える（岸 2012）。  

Hoarding とは、「①使えないモノ、価値のないモノを多く入手し、捨てること

ができない、②ガラクタが多すぎて、スペースが本来の目的で使用されていない、

③ガラクタが原因で、重度のストレスや生活に支障が出ている。」と定義されてい

る（ICD 2013）。  

また、Squalor に関しては、Domestic Squalor という概念で、「紙ごみ、包装

紙、食品、生ゴミ、箱、壊れるか廃棄した家具などの家庭ごみや他の廃棄物を捨

てられないことにより、不衛生な状態になっていること」と定義され、タイプと

して、ネグレクト、セルフ・ネグレクト及び Hoarding タイプがあるとされてい

る（PAH 2007）。つまり、Hoarding はいわゆるゴミやガラクタを多く入手し手

放せない状態、Domestic Squalor はセルフ・ネグレクトや Hoarding の結果とし

て家屋内が不衛生な状態になっているという状態を示している。この観点から野

村・岸らの理論的概念モデルでは、〈Hoarding〉と心身機能の低下や〈Hoarding〉

の結果としての〈Domestic Squalor〉は「環境衛生の悪化」という「カテゴリー」

に含まれるとしている（野村・岸ら 2014）。  

また、環境面に関しては、先行研究において報告された事例の中で、「暖房器具

がなく寒い中で生活している」、「窓ガラスが割れたままになっている」、「トイレ

が壊れて使用不能になっている」、「ライフラインが止まっている」などの「不十

分な住環境の整備」という点も報告されている（野村 2008；野村 2011）。  

Dyer らの『セルフ・ネグレクト重症度尺度』では環境面というアセスメント項
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目の中で、「環境衛生の悪化」及び「不十分な住環境の整備」が含まれている（Dyer 

et al. 2006a）。  

これらの観点から、野村・岸らは「環境衛生の悪化」及び「不十分な住環境の

整備」を『住環境の悪化』というカテゴリーに含んでいる（野村・岸ら 2014）。  

このように、住環境の悪化はセルフ・ネグレクトを構成する重要な下位概念で

あり、野村・岸らは『セルフケアの不足』と並ぶセルフ・ネグレクトの中核概念

であるとしている（野村・岸ら 2014）。一方で、Hoarding の研究の進展や環境

条例などいわゆる「ゴミ屋敷」への自治体の取り組みがなされ始めている現在、

住環境の悪化だけでセルフ・ネグレクトと言えるのかという新たな疑問が生じて

いる（岸 2015）。このため、『住環境の悪化』についての扱いも調査の結果から明

らかにする必要がある。  

 

3．支援・サービスの拒否の問題  

Lauder らは「サービスの拒否」を、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念

としている（Lauder et al. 2009）。そもそも、セルフ・ネグレクト状態にある者

を支援者が発見しても、支援やサービスの拒否がなければ状態は改善するはずで

ある。野村の調査結果では、支援者や家族の関わりにより改善も見られている（野

村  2008；野村 2011）。それほど、支援やサービスの拒否はセルフ・ネグレクト

を説明する大切な要素となっている。  

野村・岸らの理論的概念モデルでは、「サービスの拒否」をセルフ・ネグレクト

の付随概念としている（野村・岸ら 2014）。野村・岸らは以下のように述べてい

る。  

 

中核概念が存在せず「サービスの拒否」のみが存在することは、そもそもサ

ービスの必要性があるのかという前提がある。サービスの拒否は、セルフ・ネ

グレクトの状態にある者が、必要なサービスの拒否をすることにより、状態が

悪化する要因であり、こちらも中核概念とは独立したカテゴリーであると考え

られる。必要なサービスの拒否がなければセルフ・ネグレクトの状態は改善す

るであろうし、必要なサービスを拒否せずに導入したにも関わらず、問題が解

決しないことは、援助者の技術もしくは社会資源の不足などの問題であり、こ
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のような状態は社会的ネグレクトであると考えられる。  

（野村・岸ら 2014）  

 

このような理由で、野村・岸らは「サービスの拒否」だけではセルフ・ネグレ

クトは成立しないとしている（野村・岸ら 2014）。  

 

4．財産管理の問題  

Lauder らは、セルフ・ネグレクトという事象を事例の分析結果に基づいて理

論化する中で、多くの事例の中に「財産管理の問題」が多く見られることを指摘

している（Lauder et al. 2009）。このような「財産管理の問題」は、わが国の調

査結果からも多く見られている（野村 2008，岸ら 2011c, 野村 2011, ニッセイ基

礎研究所 2011；あい権利擁護支援ネット 2015）。NAAPSA の定義（Duke et al. 

1991）及び NCEA（NCEA 1998）の定義でも財産管理が含まれている。  

財産管理の問題については、Burnett らは 2004 年 1 月 1 日から 2008 年 1 月

12 日までの APS が関与したセルフ・ネグレクト状態にある 65 歳以上の高齢者の

特性について APS が使用するアセスメント項目を潜在クラス分析することで、セ

ルフ・ネグレクトを「身体の問題及び医療問題に関するネグレクト（Physical and 

Medical Neglect）」、「住環境のネグレクト（Environmental Neglect）」、「全般的

なネグレクト（Global Neglect）」、「財産管理に関するネグレクト（Financial 

Neglect）」の 4 つのサブタイプに分類している（Burnett et al. 2014）。  

一方で、野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）では、「財産管理

の問題」に関しては、人間が生きていく上で必要不可欠なことがらではあるが、

経済活動そのものが多分に社会的な意味が強く、少なくともセルフケアの不足と

いうセルフ・ネグレクトの中核概念からは少し距離のある問題であるという理由

で付随概念としている（野村・岸ら 2014）。野村・岸らは、セルフ・ネグレクト

状態にある者に財産管理の問題が多くみられるが、財産管理の問題が見られただ

けではセルフ・ネグレクトではないとしている（野村・岸ら 2014）。そのため、

野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）からすれば、Burnett らの「財

産管理に関するネグレクト（Financial Neglect）（Burnett et al. 2014）」はセル

フ・ネグレクトの中核ではないということになる。  
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5．社会的孤立  

前述のわが国の調査研究ではセルフ・ネグレクト状態にある高齢者の多くが社

会的孤立状態にあることが明らかになっている（野村 2008；岸ら 2011c；野村

2011；内閣府 2011；あい権利擁護支援ネット 2015）。特に、ニッセイ基礎研究

所の調査結果では、高齢者の孤立死（孤独死）の多くがセルフ・ネグレクト状態

にあったことが明らかになっている（ニッセイ基礎研究所 2011）。さらに、セル

フ・ネグレクト状態にある高齢者は、個人衛生の悪化、住環境の悪化の結果、近

隣住民とのトラブルが発生しやすい状況であることが示唆されている（野村

2008；岸ら 2011c；野村 2011；内閣府 2011；ニッセイ基礎研究所 2011；あい権

利擁護支援ネット 2015）。  

一方で、野村・岸らは「社会からの孤立」のみが問題となる場合はセルフ・ネ

グレクトではないとし、「社会からの孤立」をセルフ・ネグレクトの付随概念と

している（野村・岸ら 2014）。  

セルフケア及び住環境の問題がない高齢者が孤立していた場合は、セルフ・ネ

グレクトではなく社会的孤立という概念で説明されてしまう。そのため、社会的

孤立はセルフ・ネグレクトを構成する要素であるが、それ単体ではセルフ・ネグ

レクトを説明できないことは明確であるだろう。  

 

第 4 項 先行研究におけるセルフ・ネグレクトを構成する概念についてのまとめ  

 これらの先行研究をまとめると、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念は、

「セルフケアの不足」、「住環境の悪化」、「支援サービスの拒否」、「財産管

理の問題」、「社会的孤立」に分類される。野村・岸らはこれらの下位概念を中

核概念と付随概念に分類している（野村・岸ら 2014）。この点に関しては、第 5

節で詳述する。  

 

第 4 節 先行研究におけるセルフ・ネグレクトの理論的概念モデル  
 

 セルフ・ネグレクトに関する概念研究は、近年実証研究へと移行している。代

表的な研究は、前述した Dyer らの『セルフ・ネグレクト重症度尺度』（Dyer et 

al. 2006a）であるだろう。  
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表 2-7 に示したように、Dyer らは『セルフ・ネグレクト重症度尺度』において、

セルフ・ネグレクトを「A：個人衛生  （Personal Hygiene Assessment）｣、「B：

認知、健康、安全確保（Assessment of cognitive, health and Safety Issues）」、

「C：環境（Environment Assessment）」の 3 アセスメント領域に分類して測定

している（Dyer et al. 2006a）。つまり、セルフ・ネグレクトの全体像を捉えると

いう視点から、Dyer らは認知機能をその測定項目に入れている。  

 その他にも、Iris らの階層クラスター分析によるセルフ・ネグレクトの理論的

モデルの構築（Iris et al. 2010）、Elder Self-Neglect Assessment （以下、「ESNA」

という。）の開発（Iris et al. 2014）が挙げられる。  

Iris らは、自ら開発した 77 項目から構成される ESNA の暫定案を使用して APS

で関わった 215 事例をアセスメントし、ラッシュモデルによる分析の結果、62

項目のアセスメントツールを作成した（Iris 2014）。また、Iris らは同時に 25 項

目の短縮版 ESNA も開発している（Iris 2014）。ESNA は主に行動様式と環境の

2 つの要素から構成されている。つまり、前述した広義のセルフケア領域の行動

についてのアセスメント項目と、住環境に関する状態である。さらに、Iris はこ

の研究に先立ち、専門職間で 2 回のブレインストーミングを実施してセルフ・ネ

グレクトの測定項目を作成し、73 事例に対してその測定項目で調査を行い、階層

クラスター分析の結果、セルフ・ネグレクトの測定項目を「身体の健康リスク

（Physical Health Risk）」、「メンタルヘルス（Mental Health）」、「個人的な危

険（Personal Endangerment）」、「ソーシャルネットワーク（Social Network）」、

「個人的な生活条件（ Personal Living Conditions）」、「物理的な生活条件

（Physical living conditions）」、「金銭の問題（Financial Issues）」の 7 クラス

ターに分類した（ Iris et al. 2010）。  

Lauder（Lauder et al 2009）や野村・岸ら（野村・岸ら 2014）はセルフ・ネ

グレクトを構成する下位概念を中心とした研究であった。一方で、Dyer らや Iris

らは、その要因やセルフ・ネグレクト状態にある者の身体・精神的状況も含め、

さらに広くセルフ・ネグレクトという事象を捉えようとしていることが特徴であ

る。  

 セルフ・ネグレクトの要因論について、Pavlou らは過去のセルフ・ネグレクト

に関する 54 本の論文をレビューした結果、リスクファクターとして、①併存症
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（Medical Co-Morbidity）、②認知症、③うつ、④アルコール問題、⑤不安障害

や恐怖症（anxiety disorders and phobias）、⑥統合失調症や妄想性障害、⑦強迫

神経症、⑧人格障害や生れながらの人格特徴、⑨その他の精神障害、⑩感覚障害

（Sensory Impairments）、⑪身体の障害、⑫社会的孤立、⑬教育、⑭貧困、⑮人

生の困難なこと、⑯自立を維持したいというプライド、の 16 点を挙げている

（Pavlou et al. 2006）。これらのリスクファクター（要因論）とセルフ・ネグレ

クトの因果関係は証明されていない。しかし、Pavlou の知見からからは、セルフ・

ネグレクトの問題は心身機能の低下のみならず、上記の⑫から⑮などの現代社会

の問題も反映されているものとも考えられる。  

 また、その要因も含めたセルフ・ネグレクトの理論的モデルに関しては、Dyer

らが因果関係に基づくモデルを示している（Dyer et al. 2007）。Dyer らは、テ

キサス州において 65 歳以上のセルフ・ネグレクト高齢者 538 事例を調査したが、

この研究では以下の点が明らかになった。  

（１）Mini Mental Scale Examination の点数から、約 50%の事例に認知機能に

問題が見られた。  

（２）Geriatric Depression Scale の点数から、約 15%の事例にうつ傾向が見ら

れた。  

（３）Physical Performance Test の結果、73.6%の事例に何らかの身体的問題が

見られた。  

（４）Duke Social Support Index の結果、約 95%の事例のソーシャルサポート

が貧弱な状態であった。  

（５）治療が必要な状況にある事例の 46.4%が全く服薬をしていなかった。  

（Dyer et al. 2007）  

 

Dyer はこの結果から、高齢者のセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルを示し

た（図 2-2）。Dyer らのモデルでは、まず認知症、精神疾患、うつ、脳血管障害、

糖尿病、栄養失調などの疾病による実行機能障害により、ADL・IADL の低下又

はセルフケア及び自己を守る能力の欠如が起こるとされている。そして、セルフ

ケア及び自己を守る能力の欠如、貧困などの外的社会的問題から、不十分な支援

やサービスしか受けられない結果として、セルフ・ネグレクトに至るという因果
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関係に基づいたモデルである（Dyer et al. 2007）。  

 

図 2-2 Dyer らによる高齢者のセルフ・ネグレクトの理論的概念モデル  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 
（Dyer et al. 2007） 論者訳  

 

このモデルは、特にその要因に関して、Mini Mental Scale Examination など

医学の分野で認められた既存の測定指標を使用して分析している点が大きな特徴

である。  

先行研究におけるセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルに関しては、その理

論的概念モデルに要因論を含めるべきかという議論が必要である。前述したよう

に、Lauder ら及び野村・岸らの研究はセルフ・ネグレクトを構成する下位概念

に関する検討であった。一方で、Dyer ら及び Iris らのモデルは、Lauder ら及び

野村・岸らの下位概念を含みながら、その要因論も含めた大きなモデルである。

セルフ・ネグレクト状態にある高齢者のアセスメントという点では、要因論も含

めた大きな構造の中でその個人を評価する必要があるであろう。一方で、理論的

な概念を明らかにする場合には、セルフ・ネグレクトの要因と構成する概念を分

けるべきであろうと考えられる。  

 
 

・認知症    ・精神疾患 
・うつ     ・脳血管障害 
・糖尿病   ・栄養失調 

実行機能障害 

ADL・IADL の低下 

不十分な支援・サービス 

外的社会的問題 
・貧困 
・サービスへのアクセス 
・社会的支援の欠如 

セルフケア及び 
自身を守る能力の欠如 

セルフ・ネグレクト 
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第 5 節 セルフ・ネグレクトの判断基準  
 

第 1 項 セルフ・ネグレクトの中核概念  

 セルフ・ネグレクトを構成する下位概念が明確化したと仮定しても、どれだけ

の項目が当てはまればセルフ・ネグレクトと判断するのかという問題がある。前

述したように、野村・岸らは『セルフケアの不足』及び『住環境の悪化』をセル

フ・ネグレクトの中核概念とし、これらの下位にある「カテゴリー」に該当する

場合のみをセルフ・ネグレクトであるとしている（野村・岸ら 2014）。つまり、

中核概念を構成する「個人衛生の悪化」、「健康行動の不足」、「環境衛生の悪化」

又は「不十分な住環境の整備」のいずれかの「カテゴリー」に該当する状態がセ

ルフ・ネグレクトであり、付随概念を構成する「支援の拒否」、「財産管理の問題」、

「社会からの孤立」が単体またはこれらの「カテゴリー」の組み合わせのみ該当

する場合は、セルフ・ネグレクトとするのは困難であるとしている（野村・岸ら

2014）。  

これは、セルフ・ネグレクトを説明するには、各「カテゴリー」が単体で存在

した場合にセルフ・ネグレクトという事象を説明できなければならないという観

点から研究者間で検討した結果である（野村・岸ら 2014）。  

セルフ・ネグレクトの前提は、その者が脆弱な状態にあるという点である。多

くの研究から、セルフ・ネグレクトの状態にある高齢者は、認知症、精神疾患、

アルコール・薬物の問題、身体的な障害、慢性の疾病などを抱えていることが明

らかになっている（Duke 1991；NCEA 1998；Gibbons 2006；野村 2008；岸ら

2011c；野村 2011；ニッセイ基礎研究所 2011；内閣府 2011；あい権利擁護支援

ネット 2015）。その観点から、脆弱な状態にある高齢者の「個人衛生の悪化」、「健

康行動の不足」、「環境衛生の悪化」及び「不十分な住環境の整備」いずれかの「カ

テゴリー」が単体で存在しても、セルフ・ネグレクトを説明できるとする野村・

岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）は、セルフ・ネグレクトの判断基準

として１つの指標になるであろう。  

また、野村・岸らは壊れた住居など、住環境の整備が不足している状態もその

「カテゴリー」だけでセルフ・ネグレクトを説明できるとしている（野村・岸ら

2014）。多くの研究では、Living Condition として、「環境衛生の悪化」及び「不
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十分な住環境の整備」の問題を含んでおり、両者は密接な関係があるものと考え

られる。また、環境衛生面の悪化はなくても、生活に必要なライフラインが止ま

る、寒い中で暖をとれないような住環境を放置するなどの状態は、基本的な生活

が営めない状態であり、そのカテゴリー単体でセルフ・ネグレクトを説明できる

とも考えられる。  

野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）では、セルフ・ネグレクト

の中核概念を『セルフケアの不足』及び『住環境の悪化』と、両者を並列の関係

としている。しかし、前述したように Hoarding に関する研究の進展や行政のい

わゆる「ゴミ屋敷」に関する諸対策が盛んになるにつれ、『住環境の悪化』のみ

でセルフ・ネグレクトと判断する野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）

は再検証をする必要があるとも考えらえられる。野村・岸らの理論（野村・岸ら

2014）では、「環境衛生の悪化」及び「不十分な住環境の整備」の項目に当ては

まればセルフ・ネグレクトであるとされる。その場合、Hoarding の者は全てセ

ルフ・ネグレクトということになる。岸は、その点について現在でもその扱いは

確定していないとしている（岸 2015）。  

また、野村・岸らによると付随概念とされた「財産管理の問題」、「サービスの

拒否」、「社会的孤立」と中核概念との関連についても、現在は中核概念を悪化さ

せ、セルフ・ネグレクトになるリスクを高める概念であるとしている（野村・岸

ら 2014）。しかし、この中核概念と付随概念の扱い及び両者の関係は現在のとこ

ろ明確な結論は出ていない。また、岸は「サービスの拒否」は中核概念ではない

が、セルフ・ネグレクトを発見する上で同様に重要な概念であると述べており（岸

2015）、付随概念に分類された各「カテゴリー」についても検討が必要である。

さらに、中核概念と付随概念の関係及び付随概念に分類された各「カテゴリー」

の位置づけを再検討した場合は、付随概念という名称についても検討が必要であ

ると考えられる。  

 

第 2 項 セルフ・ネグレクトの時間軸  

セルフ・ネグレクトの概念が混乱する理由の１つに、その構造が時間軸を有し

ているという点が挙げられる。そのため、実証研究をおこなう上で、どの時点の

状態をセルフ・ネグレクトとするのかという問題がある。  
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特に、問題となるのが支援やサービスの拒否である。野村・岸らの理論では、

「支援の拒否」をセルフ・ネグレクトの付随概念としている。この項目は、調査

研究時に大きな影響を生じさせている。そもそも、セルフ・ネグレクト状態にあ

る者を援助者が発見しても、支援やサービスの拒否がなければその状態は改善す

るはずである。Dyer らの理論的概念モデルでは、ADL・IADL の低下と不十分な

支援・サービスの結果としてセルフ・ネグレクト状態になると考えられている

（Dyer et al. 2007）。つまり、セルフ・ネグレクトは支援やサービスが不十分で

ある（拒否している）ところから始まるとも考えられる。一方で、セルフ・ネグ

レクトの状態になるにはある一定程度の時間が必要である。この観点からすると、

発見されるまでに既にセルフ・ネグレクト状態にあるとも考えられる。支援・サ

ービスの拒否に関する扱いが理論的に明確になっていないため、実際の調査場面

では介入初期の状態をセルフ・ネグレクトとするのか、それとも支援やサービス

の拒否があり問題が解決しない場合をセルフ・ネグレクトとするのかという問題

が生じている。  

さらに、社会的孤立は、セルフ・ネグレクトのリスクファクターであるととも

に、個人衛生の悪化や環境衛生の悪化の結果としての孤立も報告されている（野

村 2008；岸ら 2011c；野村 2011；内閣府 2011；ニッセイ基礎研究所 2011；あ

い権利擁護支援ネット 2015）。つまり、社会的孤立はセルフ・ネグレクトのリス

クファクターとセルフ・ネグレクトの結果という 2 面性を持つカテゴリーである

と考えられる。  

このように、セルフ・ネグレクトは時間軸を有するモデルであると考えられる

ため、横断調査の場合はどの時点を切り口にアプローチするかが重要であり、そ

の点は最も議論を要するものと考えられる。  

 

第 3 項 ICF モデルによるセルフ・ネグレクトの測定  

前述したように、先行研究からセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルはある

程度の時間軸を持つ構造である可能性が示された。そのため、その概念を明らか

にするには、時間軸のある構造を有する指標が必要であると考えられる。Dyer

らのモデル（Dyer et al. 2007）によると、セルフ・ネグレクトは疾病に起因する

実行機能障害の結果としての ADL・IADL 低下の結果であると考えられる。Dyer
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らのモデルはセルフ・ネグレクトの因果関係を明らかにしているが、前述した時

間軸を有するセルフ・ネグレクトの構造を説明することは困難であると考えられ

る。  

セルフ・ネグレクトの時間軸を有する各下位概念の関係に関しては、相互作用

の観点から説明することが可能であると考えられる。セルフ・ネグレクトとその

要因との関係についても、Dyer らのモデル（Dyer et al. 2007）のように要因と

その帰結という因果関係で説明するより、ICF の相互作用モデルを参考とした方

がよりセルフ・ネグレクトを説明できると考えられる。後述するように、本研究

では調査データを ICF の概念を用いて分析する。そこで、ここでは、ICF の相互

作用モデルについて説明したい。  

伊藤らによると、 ICF の特徴は以下のとおりである（伊藤ら 2010：32）。  

（１）ICIDH の「障害」という概念から「生活機能」という概念に変化したこと。  

（２）ICDH の「疾病・変調」、「機能・形態障害」、「能力障害」、「社会的不利」

に至るという一方向の原因と帰結という概念ではなく、図 4 に示すように各

要素が「健康状態」、「心身機能・身体構造」、「活動」、「参加」、「背景因子」

「個人因子」という各下位概念が相互作用している（図 2-3）。  

（３）従来の医学モデルと社会モデルの統合である。  

 

図 2-3 ICF の下位概念間の相互作用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（WHO=2002:17）  

 

健康状態 
（変調または病気） 

身体機能・ 

身体構造  
活動  参加  

環境因子 個人因子 
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ICF の登場で、従来の ADL や IADL の概念に関しては、統合モデルである ICF

から大きな影響を受けている。現在の研究者間の共通認識では、ADL 及び IADL

の２つのモデルは ICF の概念の中に含まれているといえよう。ICF は複雑な概念

であるため、ここでは分析に直接関連する主要な部分について述べる。  

ICF の構造は、大きく分けて「生活機能と障害」と「背景因子」の２つの部門

から構成されている。生活機能（ functioning）は「心身機能・身体構造（body 

functions and structures）」、「活動（activities）」、「参加（participation）」とい

う３つの要素から構成されている。背景因子（contextual factors）は「環境因子

（environmental factors）」と「個人因子（personal factors）」に分類されてい

る。（WHO 2001：9）。  

前述したようにこれらの下位概念は全て相互作用している（図 2-3）。  

ICF で使用する用語の定義は以下のとおりである。  

（１）障害（disability）とは、機能障害（構造障害を含む）、活動制限の包括的

用語であり、これは（ある健康状態にある）個人とその人の背景因子（環境

因子と個人因子）との相互作用のうちの否定的な側面を表すものである。  

（２）心身機能（body functions）とは，身体系の生理的機能（心理的機能を含

む）である。  

（３）身体構造（body structures）とは，器官・肢体とその構成部分などの，身

体の解剖学的部分である。  

（４）機能障害（構造障害を含む）（ impairments）とは，著しい変異や喪失など

といった，心身機能または身体構造上の問題である。  

（５）活動（activity）とは，課題や行為の個人による遂行のことである。  

（６）参加（participation）とは，生活・人生場面（ life situation）への関わり

のことである。  

（７）活動制限（activity limitations）とは，個人が活動を行うときに生じる難

しさのことである。  

（８）参加制約（participation restrictions）とは，個人が何らかの生活・人生

場面に関わるときに経験する難しさのことである。  

（９）環境因子（environmental factors）とは，人々が生活し，人生を送ってい

る物的な環境や社会的環境，人々の社会的な態度による環境を構成する因子
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のことである。  

（WHO=2002:204-205）  

 

また、背景因子の中の個人因子は、年齢、性別、社会的状況、人生経験などの

個人に関係する因子であるとされている（WHO=2002:206）。これらの背景因子

は厳密には ICF の下位概念ではなく、特に個人因子はその傾向が強いとされてい

る。しかし、ICF を個人に適用する際には、これらの背景因子を組み込むことと

している（WHO=2002: 206）。  

セルフ・ネグレクトの分析に直接関連するのは活動及び参加の項目である。こ

れらは、d1 学習と知識の応用、d2 一般的な課題と要求、d3 コミュニケーション、

d4 運動・移動、d5 セルフケア、d6 家庭生活、d7 対人関係、d8 主要な生活領域、

d9 コミュニティライフ・社会生活・市民生活の 9 項目で構成されている。  

このように、ICF の概念は ADL 及び IADL の概念と共通の項目が多い。また、

既存の様々な理論を包含しており、特に、その各項目の相互作用の観点が、セル

フ・ネグレクトの構造を説明しやすいと考えられる。  

 

第 4 項 セルフ・ネグレクトの重症度からの判断基準  

これらの下位概念に関する判断基準がある一方で、セルフ・ネグレクトの測定

に必要なのは、その重症度の測定である。つまり、各測定項目（下位概念）がど

れだけ重症であればセルフ・ネグレクトとするのかという基準である。Dyer らの

セルフ・ネグレクト重症度尺度は、総得点が何点であれば、重症とするのかとい

う判断基準は完成していない（Dyer et al. 2006a）。今後、このような縦軸の基準

を明確化するには、実証研究に基づく測定指標においてどの程度重症であれば死

亡リスクが高まるか、入院リスクが高まるか等、セルフ・ネグレクトを構成する

各下位概念と生命・生活を脅かすリスクとの関係を明確にする必要がある。それ

には、明確かつ研究者間でコンセンサスを得られた測定指標を用いた追跡研究が

必要となる。  

Reed と Leonard は、セルフ・ネグレクトの診断基準として、「①その行動が

自分自身に害をもたらす、もしくは、命をおびやかす可能性が高い、②その行動

に自己主張などの明確な目的や理由がない、③その行動が直ちにその人の生命に
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関わるようなことはない、④行動の影響は累積的に増大し、時間が経過するに連

れて明確となる、⑤その行動は、セルフケアの必要性を援助者や周囲がいくら伝

えても繰り返される」と述べている（Reed and Leonard 1989）。また、あい権利

擁護支援ネットの調査では、周囲への影響を基準としている（あい権利擁護支援

ネット 2015）。  

セルフ・ネグレクトの重症度の判断基準を確かなものするのは非常に困難であ

る。しかし、現時点ではその生命・生活破たんのリスク及び他者への影響が判断

基準になると考えられる。  

 

第 6 節 第 2 章のまとめと研究課題  
  

第 2 章では、国内外の先行研究のレビューを基にセルフ・ネグレクトの定義、

下位概念、概念モデル、判断基準について検討した。概観するとセルフ・ネグレ

クトの概念は複雑であり、研究者の中で様々な議論がなされ、欧米の研究におい

ても定説がない。  

現在わが国においては、野村・岸らにより Orem のセルフケア理論（Orem=2016）

に基づいたセルフ・ネグレクトを構成する下位概念についての研究がなされてい

る（野村・岸ら 2014）。また、その他の先行研究も含めて検討すると、セルフケ

アの不足、住環境の悪化、支援やサービスの拒否、財産管理の問題、社会的孤立

がセルフ・ネグレクトを構成する下位概念であると考えられている。また、わが

国では野村・岸らはこれらの下位概念を中核概念及び付随概念に分類している（野

村・岸ら 2014）。  

野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）により、セルフ・ネグレク

トを構成する下位概念とセルフ・ネグレクトの判断基準が示されたことは先駆的

な意義があると考えられる。しかし、野村・岸らはこの理論の限界として、実証

研究による検証がなされていないとともに、中核概念及び付随概念の扱いについ

ての再検討が必要であるとしている（野村・岸ら 2014）。また、セルフ・ネグレ

クトの概念は時間軸を有するものであることから、野村・岸らの理論（野村・岸

ら 2014）における下位概念の上下、相互の関係についても検討が必要である。  

野村・岸らの理論（野村・岸ら 2014）はセルフ・ネグレクトを構成する下位概
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念と判断基準という観点からの研究である。しかし、セルフ・ネグレクトに関す

る理論的概念モデルは、その要因も含んだ幅広い概念に進化している。要因を含

めたセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルに関しては、Dyer らのモデル（Dyer 

et al. 2007）で示されている。Dyer らのモデルは因果関係に基づくものであり、

時間軸を有するセルフ・ネグレクトの概念を説明するには検討を要する。そのた

め、セルフ・ネグレクトの概念を説明するには相互作用を基本とした ICF での検

討が適切であると考えられる。  

このような先行研究の検討結果から、本研究では調査の事例データを分析し、

第 2 章で明らかになった先行研究の結果及び ICF のモデルを用いて、セルフ・ネ

グレクトを構成する下位概念、その下位概念間の上下相互の関係を検証し、要因

論も含めたセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルを明らかにすることを調査課

題とする。調査のデザインについては、第 5 章調査の方法で詳述する。  

 
                                                   
【注】  
1)  本論文において、「野村・岸ら～」と述べる、岸研究班のセルフ・ネグレクトの

概念に関する文献研究は、岸研究班の研究の一環として論者が筆頭で発表した論文

である。博士論文への本文献研究結果の使用に関しては、（野村・岸ら 2014）とい

う引用で論じることで共同研究者全員の同意を得ている。  
 
2)  野村・岸らはセルフ・ネグレクトを構成する下位概念を中核概念及び付随概念に

分類している。この研究におけるセルフ・ネグレクトを構成する下位概念を、抽象

度が高い順に『』、「」、〈〉の順に表現している。これらの概念の抽象度を表す記号

は、岸研究班の使用した基準を引用した。そのため、本研究の内容分析で使用する

記号とは異なる。  
 
3)  Orem のセルフケア理論（Orem 2001）については、原典を検討後、論文への引

用は小野寺の監訳（Orem=2016）を使用した。  
 
4)  生活関連動作については、Activities Parallel to Daily Living を略し APDL と

称されることも多い。 IADL は Lawton が 1996 年高齢者用の生活に必要な活動能

力の評価指標として用いた概念である。その為、本論文では IADL という用語を使

用し、その範囲は Lawton が提唱する範囲とした（伊藤ら：15：2010）。  
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第 3 章 意図的なセルフ・ネグレクトの扱いに関する問題  
 

第 3 章では、わが国のセルフ・ネグレクト及び高齢者虐待に関する研究者間で

議論されている意図的なセルフ・ネグレクトについて、先行研究をもとに理論的

に検討し、調査課題を抽出する。  

 

第 1 節 意図的なセルフ・ネグレクトの扱いに関する問題の焦点  
 

セルフ・ネグレクトをめぐる議論の中で、わが国の研究者間で特に議論となっ

ているのが、いわゆる意図的なセルフ・ネグレクトの扱いである。意図的なセル

フ・ネグレクトの扱いに関する議論は、アメリカ合衆国における The National 

Center on Elder Abuse（全米高齢者虐待問題研究所：以下「NCEA」という。）

の定義に端を発している。NCEA のセルフ・ネグレクトの定義においては、｢精

神機能的に問題なく、自ら決定した結果を理解できる高齢者が、意識的かつ意図

的に健康を脅かす行為をしている場合は、本人の選択としてそうしているのであ

るから、その定義から除外する。」と扱われている（NCEA 1998）。つまり、セル

フ・ネグレクトを構成する概念と判断基準が明確になったとしても、その状態に

至る原因が意図的であれば、セルフ・ネグレクトの定義からは除外されてしまう。

この点に関して、アメリカ合衆国のセルフ・ネグレクト研究の第一人者である

O’Brien も、NCEA の定義にあるようにいわゆる意図的なセルフ・ネグレクトは

セルフ・ネグレクトの定義に含むべきではないと述べている（O’Brien et al. 

1999）。  

一方で、多くの研究者、特にイギリスの研究者たちは意図的なセルフ・ネグレ

クトに該当する事例を含んで研究を実施している（MacMillan and Shaw 1966；

Clark et al. 1975；Baker and Miller 1991）。MacMillan と Shaw の 1966 年の

研究では，分析の対象とした 72 事例のうち約半分の 32 事例が，精神医学的な診

断名がついていない者を含んでいる（MacMillan and Shaw 1966）。Clark の 1975

年の研究でも、30 事例のうち半分は精神医学的な診断は付けられないだけでなく、

平均よりも高い IQ を持っていたと述べられている（Clark et al. 1975）。また、

Clark は知能に関しては多くの者が高い知能を持ち、かつて社会において成功を
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収めた人が多いとも述べている（Clark et al, 1975）。  MacMillan と Show も、

72 の患者の内、28 人が正常より下の精神機能ではなく実に 25％が高い平均の知

能を持っていたと述べている（MacMillan and Shaw 1966）。  

これらの研究が示すように、セルフ・ネグレクトを状態像の観点からアプロー

チすると、意図的なセルフ・ネグレクトを含むか否かという議論は意味を失う。

客観的な状態像から見れば両者ともセルフ・ネグレクトであることには変わりが

ないからである。  

しかし、状態像から考えると客観的には援助が必要であるとしても、精神機能

的に問題なく自ら決定した結果を理解できる高齢者が意識的かつ意図的にそのよ

うな状態になった場合までセルフ・ネグレクトという定義に含めることには、問

題が生じる。このような者をセルフ・ネグレクト状態にある者であるからと何ら

かの支援をおこなおうとした場合、個人の自由を侵害する可能性もあり、その者

にセルフ・ネグレクトという新たなスティグマを付与することにもなりかねない

からである。  

特に、介入・支援の必要性という観点からすると、意図的なセルフ・ネグレク

トの者はその介入・支援の必要性についての根拠が不明確であり、支援に当たっ

ては大きな倫理的ジレンマが生じる。他者によるネグレクトの場合は、本人がネ

グレクト状態になることを選択しているわけではない。そのため、人権の擁護と

いう明確な介入・支援の根拠が発生すると考えられる。しかし、セルフ・ネグレ

クトの場合は、放任された状態になっている（結果）のも自分自身であり、放任

された状態にしている（原因）のも自分自身である。ましてや、意図的なセルフ・

ネグレクトの場合は意識的かつ意図的にこのような状態になることを選択してい

るのである。  

このように、意図的なセルフ・ネグレクトを巡る議論はセルフ・ネグレクトの

定義に含めるべきか否かという両論が並立しており、現在に至るまで定説がない。 

 

第 2 節 わが国における意図的なセルフ・ネグレクに関する先行研究の

検討  
 

わが国においては、多々良が NCEA において重要な役割を果たした後に帰国し、
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高齢者虐待の研究、実践及び法制度の構築に大きな功績を残してきたという経緯

がある。そのため、セルフ・ネグレクトが高齢者虐待の分類に関する研究の中で

紹介され始めた 2000 年代初頭頃は、上田らの寝たきり予防研究会がセルフ・ネ

グレクトを自己放任と訳した上で、｢意図的自己放任｣と｢無意図的自己放任｣に分

類している（上田  2002）程度で、多々良らの NCEA における意図的なセルフ・

ネグレクトをセルフ・ネグレクトから除外するという扱いが主流であった。  

この NCEA における意図的なセルフ・ネグレクトに関する扱いに異議を唱えた

のは津村である。津村らは意図的なセルフ・ネグレクトに関しては、「わが国の高

齢者の特徴は、欧米の中でも個人主義の徹底しているアメリカ社会と異なり、依

存と気兼ね、世間体を気にし、周囲に委ねて自己主張をしないことである」と述

べ、人権を守るという立場からセルフ・ネグレクトに含むべきであるという立場

をとっている（津村 2006b）。この津村らの考えは、その後のわが国の研究者達に

大きな影響を与えている。  

第 1 章の表 1-1 で示したわが国における調査研究は、全て津村の定義を使用し

て調査されている。すなわち、調査の定義の中に全て意図的なセルフ・ネグレク

トを含んでいる（野村 2008；野村 2011；岸ら 2011c；ニッセイ基礎研究所 2011；

内閣府 2011；あい権利擁護支援ネット 2015）。これらの先駆的な全国調査に携わ

った岸らを中心とする研究者達は、基本的には意図的なセルフ・ネグレクトをそ

の定義の中に含めるべきであるという考えを持っている（野村 2007；野村 2008；

野村 2011；岸ら 2011c；ニッセイ基礎研究所 2011；内閣府 2011；野村・岸ら 2014；

あい権利擁護支援ネット 2015）。しかし、現時点では意図的なセルフ・ネグレク

トをセルフ・ネグレクトの定義の中に入れるべきであるという根拠は明確になっ

ていない。以下、わが国における意図的なセルフ・ネグレクトに焦点を当てた先

行研究について詳述したい。  

 

1．野村による理論検討と東京都特別区実態調査  

津村らの問題提起に基づいて、意図的なセルフ・ネグレクトについて述べてい

るのが、野村のレビュー論文である（野村 2007）。野村は、セルフ・ネグレクト

を「意図的なセルフ・ネグレクト」と「無意図的なセルフ・ネグレクト」に分類

し、さらにその意図性の有無という観点から理論的検討を加え、以下のように 4
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つのサブタイプに分類した。  

 

①  精神的に健全で結果を判断できる能力があり、自由意志に基づいておこな

っている群。  

②  精神的に健全で判断能力はあるが、自由意志に基づいて行っているかどう

かは不明な群。  

③  認知症を含む精神障害や加齢による精神機能の低下など判断能力の一部に

障害があると思われるが、自由意志に基づいて意図的に行っているとも考

えられる群。  

④  認知症を含む精神障害や加齢による精神機能の低下が著しく判断能力が障

害されている群。  

                              （野村 2007） 

 

野村は、①の群を「意図的なセルフ・ネグレクト」、④の群を「セルフ・ネグレ

クト」とし、②及び③を両者の境界があいまいな群であるとした（野村 2007）。

この野村による分類は、津村らの主張する「依存や気兼ね，世間体」といった、

わが国の高齢者の特徴についての視点が入り、②の群が津村のいうわが国の高齢

者の特徴に当てはまる群であるとしている（野村 2007）。また、野村は、②の群

を、判断力はあるが，「明確な自己主張」とは異なる理由で「意図的」であるのか

どうか判明しない群であると説明している（野村 2007）。そして、野村は「意図

的なセルフ・ネグレクトと無意図的なセルフ・ネグレクトとの分岐点は非常に曖

昧な部分もあり、セルフ・ネグレクトの概念に含むか否か、援助の対象とするか

否かという議論よりも、人権を守るという立場から見過ごせないとする立場をと

るべきではないかと考えるとともに、理論的な議論ではなく、むしろ、わが国と

いう欧米諸国とは異なる文化土壌の中での実態に基づいた議論が必要である」と

述べている（野村 2007）。つまり、理論的な議論によって意図的なセルフ・ネグ

レクトの扱いを明らかにするよりも、その支援の必要性に立脚して考えるべきで

あるとしていた（野村 2007）。  

野村は、このレビュー論文に基づいて東京都特別区実態調査を実施したが、こ

の調査では意図的なセルフ・ネグレクトに関する扱いを論じるほどの調査結果は
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出ておらず、津村らの主張する「依存と気兼ね、世間体」というわが国の高齢者

の特徴も明確にはならなかった（野村 2008）。むしろ、援助の拒否という明確な

自己主張があることにより、支援者が「本人の生活と生命の保証」と「本人の自

己決定の尊重」というどちらも本人の権利を守るという相容れない構造の中でジ

レンマを感じていることが調査結果から示されている（野村 2007）。  

 

2．意図的なセルフ・ネグレクトの予防及び支援の法制化  

その後、わが国における意図的なセルフ・ネグレクトについての扱いは、援助

の必要性に着目すべき（津村ら 2006b；野村 2007）という視点から、意図的なセ

ルフ・ネグレクトの予防及び支援の法制化という視点に移行している。野村は、

意図的なセルフ・ネグレクトであるかを判断するために初期の介入をおこなうべ

きであり、その介入には倫理的な問題が生じやすいという理由から、意図的なセ

ルフ・ネグレクトの扱いを法制度の中で明確に規定すべきであるとしていている

（野村 2011）。  

この野村の見解は、2009 年に実施された岸研究班のアメリカ合衆国の視察結果

に大きな影響を受けている。岸研究班では、ニューヨーク市の Adult Protective 

Service（成人保護機関：以下、「APS」という。）を視察した。それまでわが国に

おいては、NCEA における意図的なセルフ・ネグレクトの扱いから、APS では意

図的なセルフ・ネグレクトを最初から除外しており、一切の介入は行わないと考

えられていた（津村 2006b；野村 2007）。しかし、ニューヨーク市の APS ではセ

ルフ・ネグレクトの状態にあるという通報が入った場合は、まず介入して調査を

実施し、認知機能の測定を行った上で意図的なセルフ・ネグレクトであると判断

した場合はその後の介入や保護は行わないということが明らかになった（岸

2015）。つまり、意図的なセルフ・ネグレクトは保護の対象ではないが、意図的

か否かを判断するための介入をしていたのである。その観点から、わが国の研究

者間では、少なくとも判断のための介入が必要であり、そのために意図的なセル

フ・ネグレクトに関する扱いを法制度の中で明確に規定すべきであるという議論

が生じるようになった（野村 2011；岸 2015）。  
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3．野村・岸らによる理論研究  

わが国における意図的なセルフ・ネグレクトに関する最新の研究は、岸研究班

による研究である。野村・岸らは、第 2 章で論じたように、先行研究からセルフ・

ネグレクトの概念について先行研究のレビューによりセルフ・ネグレクトの理論

的概念モデルを示した（野村・岸ら 2014）。その中で、意図的なセルフ・ネグレ

クトについても論じている。  

まず、野村・岸らは意図的なセルフ・ネグレクトとその対となる概念に関して

用語の整理をしている。前述したように野村はセルフ・ネグレクトを「意図的な

セルフ・ネグレクト」と「無意図的なセルフ・ネグレクト」に分類していた  （野

村 2007；野村 2008；野村 2011）。また、上田らもセルフ・ネグレクトを「意図

的自己放任」、「無意図的自己放任」に分類していた（上田ら 2002）。このように、

それまでのわが国における研究では「無意図的セルフ・ネグレクト」という言語

が普及していた（野村 2008、岸ら 2011c、野村 2011、ニッセイ基礎研究所 2011）。

しかし、野村・岸らは、セルフ・ネグレクトを「無意図的」という言葉に関して

は、「無」という言葉のニュアンスから、判断能力が著しく低下している群のみが

該当してしまう可能性があるという観点から、セルフ・ネグレクトを「意図的セ

ルフ・ネグレクト」及び「非意図的セルフ・ネグレクト」という用語で分類する

こととした（野村・岸ら 2014）。  

具体的に、野村・岸らは「意図的セルフ・ネグレクト」を「精神的に健全でそ

の行為の結果を理解できるものが自分の意志でこのような状態にある場合」と定

義した。その上で、この定義に当てはまらない群を「非意図的セルフ・ネグレク

ト」と定義した。また、「無意図的セルフ・ネグレクト」とは、図 3-1 のように非

意図的セルフ・ネグレクトの中で著しく判断能力の低下している群であると定義

した（野村・岸ら 2014）（図 3-1）。  

その上で、野村・岸らは、精神的機能の観点から以下のように意図的なセルフ・

ネグレクトと非意図的なセルフ・ネグレクトを詳細に分類した（野村・岸ら 2014）。 

 

① 終末期医療などの場で、社会的にコンセンサスを得られている方法を自ら

選択し、尊厳をもって行動している群（セルフ・ネグレクトとは言わない）  

② 精神的に健全で結果を判断できる能力があり、自由意志に基づいておこな
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っている群  

③ 精神的に健全で判断能力はあるが、自由意志に基づいて行っているかどう

かは不明な群  

④ 認知症を含む精神障害や加齢による精神機能の低下など判断能力の一部に

障害があると思われるが、自由意志に基づいて意図的に行っているとも考え

られる群  

⑤ 認知症を含む精神障害や加齢による精神機能の低下が著しく判断能力が障

害されている群  

 

図 3-1 野村・岸らによるセルフ・ネグレクトの意図性の有無による分類図  

 

 

 

 

 

 

 

精神的機能の低下 

①の群：セルフ・ネグレクトではない。 

（野村・岸ら 2014）の図を論者が一部修正  

 

図 3-1 にあるように、野村・岸らは③を「意図的セルフ・ネグレクト」と「非

意図的セルフ・ネグレクト」の境界としている。また、①の群は人間の尊厳の観

点からセルフ・ネグレクトとすることはできないとしている（野村・岸ら 2014）。  

そして、野村・岸らは②の群を明らかな「意図的セルフ・ネグレクト」とし、

④の群を「非意図的セルフ・ネグレクト」、⑤の群に関しては、「非意図的セルフ・

ネグレクト」かつ「無意図的セルフ・ネグレクト」であると分類している（野村・

岸ら 2014）。  

一方で、野村・岸らは④の群は「意図的セルフ・ネグレクト」と「非意図的セ

ルフ・ネグレクト」両方の要素を含んでいるとしている（野村・岸ら 2014）。こ

非意図的セルフ・ネグレクト 意図的セルフ・ネグレクト

⑤ 
無意図的 

セルフ・ネグレクト 

② ③ ④ 
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のような例として、野村・岸らは、精神障害はないが、身体の障害などで結果的

にセルフ・ネグレクトに至る場合を挙げている（野村・岸ら 2014）。  

野村・岸らの理論の特徴は、今まで意図的なセルフ・ネグレクトに分類される

状態の中で、終末期医療などの場で、社会的にコンセンサスを得られている方法

を自ら選択し、尊厳をもって行動している群をセルフ・ネグレクトから除外した

ことである（野村・岸ら 2014）。  

また、もう１つの特徴は、精神的に健全で判断能力はあるが、自由意志に基づ

いているか不明な群（③の群）についての扱いである。野村・岸らの示す③の群

について、野村の 2007 年のレビュー論文では、津村らの主張する「依存や気兼

ね，世間体」といった、わが国の高齢者の特徴に当てはまる群であるとしていた

（野村 2007）。しかし、野村・岸らの理論では、むしろ判断能力はあるが、身体

の障害や疾病であるため、やむを得ずセルフ・ネグレクトの状態に至った場合を

この群の中核とした（野村・岸ら 2014）。野村・岸らがこのような分類をした理

由は、今までのわが国の調査研究の中でやむを得ずセルフ・ネグレクトの状態に

った事例の存在が示されたからである（野村 2008；岸ら 2011c；ニッセイ基礎研

究所 2011；内閣府 2011）。  

 

4．意図的なセルフ・ネグレクトに関する調査課題  

意図的なセルフ・ネグレクトに関する扱いに関しては、野村の 2007 年のレビ

ュー論文から野村・岸らの理論研究に至るまで、その理論は年々進歩している。

しかし、わが国において、意図的なセルフ・ネグレクトに関して調査データから

検証した研究は存在しない。野村・岸らもその点を大きな課題としている（野村・

岸ら 2014）。そのため、本研究の調査データから意図的なセルフ・ネグレクトと

非意図的なセルフ・ネグレクトに分類、検討し、その結果から意図的なセルフ・

ネグレクトの扱いに関する課題を明らかすることを調査課題とする。  

 

第 3 節 意図的なセルフ・ネグレクトに関する理論の再検証  
 

第 1 項 NCEA の定義の再検証  

第 1 節及び第 2 節では、先行研究における意図的なセルフ・ネグレクトに関す
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る議論及びそれを統合した野村・岸らの理論（野村・岸ら 2014）について論じて

きた。前述したように、意図的なセルフ・ネグレクトの扱いに関しては、野村・

岸らによって理論的な検討が進展した面はあるものの、わが国において実証研究

によって検証した研究はない。そのため、本研究の中では調査データを分析する

ことで検証する。しかし、本研究の調査データの分析指標を設定するために意図

的セルフ・ネグレクトの扱いについて再検証をする中で、野村・岸らの理論（野

村・岸ら 2014）とは異なる課題が明らかになった。そのため、第３節では本研究

の調査データ再分析に必要となる新たな指標について論じたい。  

 まずは、意図的なセルフ・ネグレクトに関する日本語訳を再検討した。検討に

は言語学の専門家の意見も得た。前述した NCEA の定義における、意図的なセル

フ・ネグレクトの扱いに関する部分の原文は以下のとおりである。  

The definition of self-neglect excludes a situation in which a mentally 

competent older person, who understands the consequences of his/her 

decisions, makes a conscious and voluntary decision to engage in acts that 

threaten his/her health or safety as a matter of personal choice. 

（NCEA 1998）  

 

この定義を日本語に訳すと「NCEA（The=NCEA）のセルフ・ネグレクトの定

義は、精神機能的に問題なく、自ら決定した結果を理解できる高齢者が、意識的

かつ意図的に健康や安全を脅かす行為をしている場合は、本人の選択としてそう

しているのであるから、その定義から除外する」となる。  

この定義による、「精神機能的に問題なく、自ら決定した結果を理解できる」と

は、自らの決定した結果を理解する責任能力であり、まさにわが国の民法第 7 条

に規定されている事理弁識能力であると考えられる。また、NCEA においては、

意図的なセルフ・ネグレクト、非意図的なセルフ・ネグレクトという用語は使わ

れていない。NCEA ではセルフ・ネグレクトの定義から、事理弁識能力のある高

齢者が意識的かつ意図的に健康や安全を脅かす行為をしている場合を除外してい

るに過ぎないのである。  
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また、この NCEA の意図的なセルフ・ネグレクトに対する扱いで特徴的なのは、

意図的なセルフ・ネグレクトを本人の選択としてとらえている点である。つまり、

NCEA による意図的なセルフ・ネグレクトの扱いは、事理弁識能力がある者に対

する個人の選択の自由の保証ではないかと考えられる。  

以下、この NCEA の意図的なセルフ・ネグレクトに関する扱いに沿って、新た

な指標について検討していきたい。  

 

第 2 項 調査における意図的なセルフ・ネグレクトの指標  

まずは、「精神機能的に問題なく、自ら決定した結果を理解できる」能力、つま

り事理弁識能力について検討してみたい。  

NCEA の定義をもとに、暫定的に意図的なセルフ・ネグレクトを「精神機能的

に問題なく、自ら決定した結果を理解できる高齢者が、意識的かつ意図的に健康

や安全を脅かす行為をしている」と定義すると、その対になる非意図的なセルフ・

ネグレクトの定義は、非意図的なセルフ・ネグレクトを示す領域が広いため「精

神機能的に問題があり、自ら決定した結果を理解できない高齢者が、無意識的ま

たは非意図的に健康や安全を脅かす行為をしている場合」とした方が適切であろ

う。  

 また、意図的なセルフ・ネグレクトと非意図的なセルフ・ネグレクトの境目は

非常に曖昧である。事理弁識能力は、精神障害や認知症などの精神機能を低下さ

せる疾病の有無だけで判断されるわけではない。精神障害や認知症があっても、

自らの決定の結果を理解できるとされる能力がある場合は事理弁識能力があると

みなされる。そのため、意図的セルフ・ネグレクトの中にはその個人の精神的機

能によって完全に事理弁識能力があるとみなされる場合から、限りなく事理弁識

能力がない群に近い場合もある。また、非意図的なセルフ・ネグレクトの中にも

限りなく事理弁識能力があるとみなされる群に近い場合もあるであろう。  

野村・岸らは、判断能力がある高齢者が疾病や障害などの理由でセルフ・ネグ

レクトに至っている場合は非意図的なセルフ・ネグレクトの要素もあるとしてい

た（野村・岸ら 2014）。しかし、意図的なセルフ・ネグレクトを事理弁識能力で

判断するのであれば、この群は意図的なセルフ・ネグレクトに当てはまると考え

られる。そもそも、この群は支援やサービスを拒否するから問題となるのである。
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事理弁識能力あって支援やサービスを拒否することを選択するのは明らかな意図

的なネグレクトである。その逆の場合は問題にならない。事理弁識能力に関係な

く支援を受け入れる場合はここでいう意図的なセルフ・ネグレクトではない。支

援を受け入れる時点で「健康や安全を確保する行為」を選択しているからである。  

一方で、野村・岸らは「終末期医療の場等で専門家との十分な協議と本人の意

思決定（精神機能が低下していても事前に意思が確認されている場合も含む。）の

上で、社会的にコンセンサスを得られた方法を選択した場合はセルフ・ネグレク

トとは言わない。」としている（野村・岸ら 2014）。この点に関しては、個人の尊

厳という観点から「意識的かつ意図的に健康や安全を脅かす行為をしている」と

は言えず、セルフ・ネグレクトの定義に含めるべきではないと考えられる。  

ここまでの議論からすると、意図的セルフ・ネグレクトをめぐる議論は以下の

とおりに整理される。  

 

非該当群：終末期医療の場等で専門家との十分な協議と本人の意思決定（精神機

能が低下していても事前に意思が確認されている場合も含む。）の上で、社会

的にコンセンサスを得られた方法を選択した場合はセルフ・ネグレクトとは言

わない。  

 

意図的なセルフ・ネグレクト群：精神機能的に問題なく、自ら決定した結果を理

解できる高齢者が、意識的かつ意図的に健康や安全を脅かす行為をしている場

合。  

 

非意図的なセルフ・ネグレクト群：精神機能的に問題があり、自ら決定した結果

を理解できない高齢者が、無意識的または非意図的に健康や安全を脅かす行為

をしている場合。  

 

本研究では、上記の指標を基に調査データを分析する。意図的なセルフ・ネグ

レクトに関する扱いについては、調査結果を基に考察したい。そのため、この時

点では暫定的にセルフ・ネグレクトの中に意図的なセルフ・ネグレクトを含むこ

ととする。  
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第 4 章 セルフ・ネグレクトと高齢者虐待の概念  
 

 第 4 章では高齢者虐待の概念とセルフ・ネグレクトの比較検討をおこなう。セ

ルフ・ネグレクトと他者からの虐待であるネグレクトとの境界は非常に曖昧であ

る。そのため、調査で得られた事例を分析する際、セルフ・ネグレクトとされる

事例を明確に抽出する必要がある。そのため、本章ではセルフ・ネグレクトと高

齢者虐待の概念を文献の中から比較検討し、両者を分類するための指標を示した

い。  

 

第 1 節 高齢者虐待の類型  
 

セルフ・ネグレクトと高齢者虐待を比較するには、まず、高齢者虐待という事

象におけるセルフ・ネグレクトの扱いについて明らかにしなければならない。  

現在、わが国においては高齢者虐待防止法が施行されたため、高齢者虐待につ

いては法的な定義づけがなされている。すなわち、高齢者虐待とは、養護者又は

ケア提供者（他者）による、65 歳以上の高齢者に対する、①身体的虐待、②心理

的虐待、③性的虐待、④経済的虐待（搾取）、⑤世話の放置・放任（ネグレクト）

の 5 つに類型され、セルフ・ネグレクトは含まれていない（厚生労働省 2006）。  

表４ -１は欧米及びわが国における法律や先行研究の定義における高齢者虐待

の分類を示した。この分類はその定義によって様々である。しかし、概ねわが国

の高齢者虐待防止法と同様の 5 つの類型が含まれている 1)。  

これらの定義の中において、セルフ・ネグレクトを巡る扱いは様々である。ア

メリカ合衆国においては、高齢アメリカ人法や The National Center on Elder 

Abuse（全米高齢者虐待問題研究所：以下「NCEA という」）の高齢者虐待の定義

の中にセルフ・ネグレクトを含んでいる。また、州によっては州法の定義に含ま

れ、Adult Protective Service （成人保護機関：以下、「APS」という。）による

介 入 や 保 護 が 行 わ れ て い る （ 多 々 良 1994 ； 多 々 良 2004 ； Bonnie & 

Wallace=2008：83）。  
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表 4-1 先行研究における高齢者虐待の分類  

論者作成  

 

高齢者虐待の概念そのものを広範囲に捉えようとする内外の研究者は、セル

フ・ネグレクトを高齢者虐待の中で論じようとしてきた。しかし、セルフ・ネグ

レクトを高齢者虐待という枠組みの中で考えた場合に明らかなことは、セルフ・

ネグレクトはいわゆる「高齢者虐待」とされている他者からの権利侵害のある状

態とは明らかに異なる構造を持っているということである。Bonnie と Wallace

は、セルフ・ネグレクトについて「保護や介入に関する法制度としての議論の中

で広範囲の権利侵害の事象として論じることは可能であるが、両者は少なくとも

科学的には明らかに異なる現象であると考えられ、セルフ・ネグレクトを高齢者

虐待の概念に含めることで、高齢者虐待に関する研究そのものが混乱する。」と述

べている（Bonnie & Wallace=2008：83）。  

このように、セルフ・ネグレクトを高齢者虐待の分類に含むことに関しては、

両論が並立しており定説はない。しかし、セルフ・ネグレクトが高齢者虐待の分

野で論じられてきたという経緯からすると、セルフ・ネグレクトの概念を明確化

するという研究上の観点からも、法制度の確立という観点からも、両者の関係を

明確にし、一定の方向性を示す必要がある。  

法律・研究者  高齢者虐待の分類  
多々良紀夫他  
（多々良 2004）  

身体的虐待／世話の放任（ネグレクト）／性的虐待／

心理的・情緒的虐待／経済的・物質的虐待／セルフ・

ネグレクト（自己放任）／遺棄  
津村智恵子ら高齢者虐待防止研究会

（津村，2006）  
身体的虐待／介護放棄・拒否・怠慢／心理的虐待／経

済的虐待／性的虐待／自己放任・自虐  
上田ら  
（上田 2003）  

身体的虐待／性的虐待／金銭的・物質的虐待／心理的

虐待／意図的放任／無意図的放任／意図的自己放任

／無意図的自己放任  
高崎絹子他  
（高崎 1999）  

身体的虐待／介護拒否・放任／情緒的・心理的虐待／

物質的虐待／性的虐待／その他：自虐・自己放任・過

干渉等  
高齢者虐待対応マニュアル東京都版  
（2006）  

身体的虐待／ネグレクト／心理的虐待／性的虐待／

経済的虐待／セルフ・ネグレクト  
高齢者虐待防止法（2006）  
 

身体的虐待／心理的虐待／性的虐待／経済的虐待／

介護・世話の放置・放任  
高齢アメリカ人法（1987）  身体的虐待（physical abuse）／ネグレクト  (neglect) 

※セルフ・ネグレクトを含む／搾取（exploitation）  
NCEA（1998）  高齢者虐待（身体的，心理的，経済的 , 性的）／ネグ

レクト  (neglect)／セルフ・ネグレクト (self neglect)  
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第 2 節 セルフ・ネグレクトと高齢者虐待の比較  
 
第 1 項 Bonnie と Wallace の高齢者虐待に関する理論  

セルフ・ネグレクトと高齢者虐待を比較するには、高齢者虐待について理論的

な観点からの検討が必要である。Bonnie と  Wallace は、高齢者虐待という現象

の中心的な概念を、①その虐待行為を行う他者との間に信頼関係があること、虐

待を受ける高齢者に②老化による、③脆弱性があることとし、高齢者虐待とみな

すには、この 3 つの要素を全て満たす必要があるとしている（ Bonnie & 

Wallace=2008：88）。また、高齢者虐待は犯罪であるという視点もある。以下、

これらの要素について説明する。  

Bonnie と Wallace は、信頼関係（ trust relationship）とは、「ある人が高齢者

の利益を守る責任があるか、そのような責任を引き受けた場合、あるいは法律や

社会慣習によってケアや保護を提供することが期待されている場合のケア提供関

係あるいはその他の家族的、社会的、職業的な関係」と定義している（Bonnie & 

Wallace=2008：88）。  

ま た 、 高 齢 者 虐 待 の も う １ つ の 中 心 的 な 構 成 要 素 が 老 化 に よ る 脆 弱 性

（vulnerability）である。その行為が高齢者虐待と認められるには、「信頼関係

のある他者」から被害を受ける高齢者に「老化」と「脆弱性」の 2 つの要素があ

ることが必要である。Bonnie と Wallace による脆弱性（vulnerability）の定義

は「経済的、物理的、精神的に他人に依存している状態、あるいはセルフケアや

自己保護をする能力が損なわれている状態」である（Bonnie & Wallace=2008：

88）。  

Bonnie と Wallace の理論（Bonnie & Wallace=2008）では、老化によって脆

弱な状態になった者に対する信頼関係のある他者からの権利侵害を高齢者虐待と

している。そのため、例えばパートナーからの暴力については、被害者が若くて

脆弱な状態ではない時から暴力があり、そのまま高齢者になった場合は高齢者虐

待ではなく 、ドメ ス ティックバ イオレ ン スであると してい る （ Bonnie & 

Wallace=2008：90）。  
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第 2 項 犯罪性の視点  

高齢者虐待を説明する上で重要なことは、その行為の「犯罪性」である。いわ

ゆる犯罪としての高齢者虐待という視点は、高齢者虐待の一般的なイメージであ

る。わが国との法体系の違いもあるが、多々良は「アメリカでは全ての州が高齢

者虐待を犯罪としてとらえている」と述べているおり、アメリカ合衆国において

は他者からの高齢者虐待を明確な犯罪ととらえている（多々良ら 1994）。様々な

議論はあるものの、高齢者虐待を論じる際に、少なくとも加害者としての虐待者

と被害者としての被虐待者という図式は、高齢者虐待の大きな要素であると考え

られる。  

 

第 3 項 セルフ・ネグレクトと高齢者虐待の共通点と相違点  

1．セルフ・ネグレクトと高齢者虐待の共通点  

 セルフ・ネグレクトと高齢者虐待の最大の共通点は、老化による脆弱性によっ

て生じるという点である。既に第２章の先行研究におけるセルフ・ネグレクトの

概念や要因で述べたように、セルフ・ネグレクトは老化によって生じる様々な要

因によって生じている。まさにセルフ・ネグレクト状態にある高齢者は、老化に

よって脆弱な状態になっていると考えられる。特に、Bonnie と Wallace による

脆弱性（vulnerability）の定義（Bonnie & Wallace=2008：88）は、まさにセル

フ・ネグレクト状態にある高齢者の状態像でもある。  

この観点からすると、山口が述べるように、セルフ・ネグレクトと高齢者虐待

であるネグレクトとは信頼関係のある他者が介在しないだけであり、同じように

脆弱な状態になっているという点では相違はない（山口 2003）と考えるのが適切

である。Bonnie と Wallace は「セルフ・ネグレクトは、能力があるかどうかを

決定するために、場合によってはケア提供者を指名するためにしばしば介入の少

な く と も 一 時 的 な 介 入 の 根 拠 と な り う る 」 と 述 べ て い る （ Bonnie & 

Wallace=2008：85）。そのため、セルフ・ネグレクト状態にある高齢者とネグレ

クトを受けている高齢者が同じような脆弱な状態にあることを考えると、少なく

とも支援制度を考える場合には、同じニーズが満たされていない状態であるため

に、司法的な介入は別として保護を行う場所や本人へのケア（被害者としての支

援を除く）は同じようなカテゴリーの中で行う必要性があると考えられる。  
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2．セルフ・ネグレクトと高齢者虐待の相違点  

Bonnie と Wallace のいう信頼関係のある他者からの権利侵害（Bonnie & 

Wallace=2008）という観点からは、セルフ・ネグレクトは高齢者虐待とは明らか

に異なる事象である。セルフ・ネグレクトには基本的に信頼関係のある他者は存

在しない。また、犯罪性という視点から考えると、セルフ・ネグレクトには何の

犯罪性もない。第３章の意図的なセルフ・ネグレクトを巡る扱いで述べたように、

セルフ・ネグレクトは「個人の選択の自由の問題」としての側面が強い。そのた

め、Bonnie と Wallace のいうケアの提供の責任を伴う信頼関係（Bonnie & 

Wallace=2008：88）のある他者からの権利侵害である高齢者虐待とは明らかに異

なると考えるのが適切である。  

一方で、ケア提供関係を家族に求めた場合は、家族にはどこまでその責任が発

生するのであろうか。この問題は、セルフ・ネグレクト状態にある高齢者と家族

の関係を考える上で重要な要素である。例えば、同居家族の全員が各々心身機能

の低下があり、結果としてネグレクトの状態になっている場合は、他者による非

意図的なネグレクトともセルフ・ネグレクトとも解釈できる。また、同居家族が

心身機能の低下もなく介護力もあるが、本人の強い拒否があり、結果サービスが

導入されずに適切な医療やサービスに結びつかない場合、これは、家族による非

意図的なネグレクトか、本人の意志によるセルフ・ネグレクトかを判断すること

は困難である。さらに、独居の高齢者であった場合でも、別居する家族や親族が

いた場合のケアの提供責任はさらに議論を要する。  

このように、その高齢者のすぐ近くに他者がいても高齢者虐待ではなく、セル

フ・ネグレクトである可能性が高い場合も多数存在するものと考えられる。信頼

関係のある他者がいると判断するには、単に同居しているか否かという家族の構

成だけではなく、その他者との関係を考慮に入れて判断する必要があると考えら

れる。  

 
第 3 節 セルフ・ネグレクトと高齢者虐待の分類の指標  

 

第 1 項 セルフ・ネグレクトと他者からの権利侵害の分類に関する指標  

表 4-2 では、今までの議論を総合し、Bonnie と Wallace の理論（Bonnie & 
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Wallace=2008：88）及び犯罪性という視点から「信頼関係のある他者の有無」、

「老化の有無」、「脆弱性の有無」、「犯罪性の有無」の 4 つの軸で他者からの権利

侵害とセルフ・ネグレクトの分類に関する指標を示した（表 4-2）。  

 

表 4-2 他者からの権利侵害とセルフ・ネグレクトの分類に関する指標  

 

成人の権利侵害とセルフ・ネグレクト 
信頼関係の
ある他者 

老化 脆弱性 犯罪性 

高齢者 

高齢者虐待 ○ ○ ○ ○ 

高齢者のセルフ・ネグレクト  ○ ○  

高齢者の 
ドメスティックバイオレンス 

○ ○ ○ ○ 

障害者 

障害者虐待 2) ○  ○ ○ 

障害者のセルフ・ネグレクト   ○  

障害の 
ない成人 

ドメスティックバイオレンス 3) ○   ○ 

○＝あり 空欄＝なし  

Bonnie と Wallace の理論（Bonnie & Wallace=2008）を参考に論者作成  

 

 この指標に基づき、調査結果の分析の際はこれら 4 つの軸に全て該当した場合

が高齢者虐待とする。具体的には、本研究の調査においては高齢者虐待を「脆弱

な状態にある高齢者に対する信頼関係のある他者からの不適切な行為」と操作的

に定義する。その中で、「老化」と「脆弱性」のみが該当し、「信頼関係のある他

者」がいない場合がセルフ・ネグレクトとする。  

 

第 2 項 同居家族がいる事例の分類指標  

セルフ・ネグレクトと高齢者虐待を分類するもう１つの指標は、その高齢者の

行為がセルフ・ネグレクト状態の要因となる行為を意図的に放任しているか、そ

の高齢者が事理弁識能力には関係なく家族からの支援及び支援者からの支援を拒

否しているかである。具体的には、同居家族及び別居家族がいた場合にセルフ・

ネグレクトと高齢者虐待を分類するための指標は以下のとおりである。  
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（１）本人に事理弁識能力があり、本人の意志で「入浴しない」、「片づけない」

等のセルフ・ネグレクトに至る行為があった場合は明らかなセルフ・ネグレ

クトとする。  

（２）事理弁識能力がない場合も含めて本人が支援を拒否すれば、支援を拒否す

るということを本人が選択しているからセルフ・ネグレクトとする。  

（３）家族が意図的に支援を受けさせない場合は明らかなネグレクトとする。  

（４）同居者が何らかの疾病や障害を持っているために支援ができない状況であ

れば、これは非意図的ネグレクトであるが、この場合はセルフ・ネグレクト

状態にある者同士が同居しているとみなす。  

（５）本人が独居でも別居親族がいる場合は、別居をしているという時点で、ケ

アの提供関係が薄いため、基本的にはセルフ・ネグレクトと見なす。  

（６）本人が独居でセルフ・ネグレクトの状態であり、別居親族が金銭の搾取を

している場合は、セルフ・ネグレクトと搾取が一緒に存在すると見なす。  

調査の分析過程においては、同居者のいる事例は表 4-2 及び上記（１）から（６）

の指標を基にセルフ・ネグレクトと高齢者虐待に分類する。セルフ・ネグレクト

と高齢者虐待の分類は、両者の境界線が曖昧であるため、多くのセルフ・ネグレ

クト状態にある高齢者が両方の要素を持っていると考えられる。本研究では、上

記の指標に即して、少しでもセルフ・ネグレクトの要素がある者をセルフ・ネグ

レクトと見なして分析の対象とする。詳細については第 5 章調査方法において論

述する。  

 
                                                   
【注】  
1)  高齢者虐待に関する研究の先進国であるアメリカ合衆国においても高齢者虐待

に関する定義そのものが大きく混乱している。様々な研究で論じられていることで

あるが、アメリカ合衆国の場合はわが国と異なり、その連邦を構成する州が大きな

権限を持っており、基本的な法律は州単位で成立している。州法による高齢者虐待

の定義は様々であり、概ね同じような 5 つの分類の他に「隔離」や「不当監禁」な

ど具体的な言葉を用いる州もある（Bonnie & Wallace=2008：83）。またこのよう

な法的な定義の混乱だけではなく、研究の面においてもその研究ごとに多様な定義

を用いた結果、過去の先行研究間のデータを比較検討できないなどの大きな問題に

なっており、研究者間での定義の共有化とそれに密接に関係した法的定義の制定が

大きな課題となっている（Bonnie & Wallace=2008：82）。  
 
2)  アメリカ合衆国における APS の保護や介入に関しては、成人保護という観点か

ら高齢者虐待と障害者虐待が同じ制度の中で取り扱われている。高齢者虐待と障害
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者虐待は成人虐待として１つに抱合されるという考え方もある。しかし、わが国に
おいては、すでに『障害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する
法律』が施行されており、高齢者虐待と障害者虐待は明確に分類する必要がある。 

 
3)  この分類におけるドメスティックバイオレンスとは Bonnie と Wallace の「配偶

者または親密なパートナーからの不和・暴力」の定義に基づいている（Bonnie & 
Wallace=2008：93）。Bonnie と Wallace の分類は、権利の侵害を受ける側に「脆

弱性」という要素があれば「虐待」であるという考え方である。これは権利侵害を

受ける側と侵害する側に「脆弱性」という力の差が生じているということである。

そのため、親密なパートナーからの暴力は「脆弱性」という要素までは含まないあ

る程度対等な関係というニュアンスが生じる。しかし、このようなパートナーから

の暴力は、例えば夫から妻というようにそれを行う側と受ける側との間に力関係が

生じるのも事実である。  
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第 5 章 全国地域包括支援センター事例調査  
 

これまで、文献研究により理論的な観点からセルフ・ネグレクトを構成する概

念、セルフ・ネグレクトの理論的概念モデル、意図的なセルフ・ネグレクトの扱

い、高齢者虐待とセルフ・ネグレクトの比較について論じてきた。本研究では、

これらの文献研究によって明らかになった課題を調査の事例データから検証する

ことで、セルフ・ネグレクトの理論的概念モデルを構築する。第 5 章では、その

調査の目的、方法及び概要を詳述する。  
 
第 1 節 調査の方法と目的  
 

第 1 項 全国地域包括支援センター事例調査の分析  

文献研究から明らかになった課題の調査データによる検証には、第 1 章の表 1-1

で示した 2010 年に論者が実施した全国地域包括支援センター事例調査（以下、「本

調査」という。）のデータを分析する方法を選択した。  

このような方法を採用した理由は以下のとおりである。  

（１）本調査が実施された後、ニッセイ基礎研究所全国調査（ニッセイ基礎研究

所 2011）、内閣府全国調査（内閣府 2011）、野村・岸らのセルフ・ネグレク

トの概念に関する理論研究（野村・岸ら 2014）、あい権利擁護支援ネット全

国調査（あい権利擁護支援ネット 2015）などの重要な先行研究がなされ、新

しい知見が明らかになっている。そのため、セルフ・ネグレクトの概念及び

意図的なセルフ・ネグレクトの扱いを明確化するには、これらの研究におけ

る知見を含めた上での検証が必要である。  

（２）わが国では、セルフ・ネグレクトの概念が明確化されないまま（１）で述

べた全国規模の調査研究が実施され、実証研究への移行が困難であるという

現状がある。そのため、概念が明確にされないまま新たな全国規模の調査を

実施することは無用な混乱を招く可能性の方が高く、既存の調査データを分

析する方が適切であると判断された。  

（３）本調査は、セルフ・ネグレクトの概念と意図的なセルフ・ネグレクトの扱

いを明確化すること目的としている。そのため、セルフ・ネグレクトの事例



 

80 
 

を記述式で収集しており、質的帰納的な研究方法に基づいて新たな理論を構

築するのに適している。また、本調査の事例データは（１）の先行研究にお

ける課題を含めた検証が可能である。  

（４）本調査は、博士論文への使用を目的として論者が独自に実施した調査であ

り、調査計画をルーテル学院大学の研究倫理委員会「人を対象とする研究計

画等の審査」に提出して承認を得ている。  

（５）本調査は東京都特別区実態調査をパイロットスタディとした発展版であり、

東京都特別実態調査に比べて調査項目が精査され、全国規模調査であるため

分析の対象となる事例数も多い。  

 

第 2 項 調査の目的  

本調査の目的は、今まで論述してきた文献研究の検討に基づく諸課題を検証し、

セルフ・ネグレクトの概念モデルを構築することを大きな目的とする。そのため、

以下の３つの目的で、調査データに基づいた検証をする。  

 

（１）セルフ・ネグレクトを構成する下位概念の明確化  

調査データ分析の第 1 の目的は、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念（以

下、「下位概念」という。）の明確化である。具体的には、本調査の事例に関する

データを質的帰納的な研究方法で分析し、セルフ・ネグレクトを構成する下位概

念を明確にする。その上で、各下位概念間の上下、相互の関係を明らかにするこ

とを目的とする。  

 

（２）セルフ・ネグレクト事例の類型化  

第 2 の目的は、セルフ・ネグレクト事例の類型化である。セルフ・ネグレクト

を構成する下位概念及びその上下、相互の関係を明らかにした上で、各下位概念

がどのような組み合わせである場合をセルフ・ネグレクトと判断するのかという

横軸の判断基準の問題がある。そのため、セルフ・ネグレクトを構成する下位概

念を基礎項目として事例を類型化することで、類型別にみたセルフ・ネグレクト

の判断基準を示すことを目的とする。  
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（３）意図的なセルフ・ネグレクトの扱いの明確化  

第 3 の目的は、いわゆる意図的なセルフ・ネグレクトの扱いに関する検討であ

る。この点に関しては、本調査で回答された事理弁識能力の有無、自由意志の有

無、セルフ・ネグレクトの要因となる疾患や障害の有無を基礎項目に事例を類型

化して比較検討することで、セルフ・ネグレクトの定義の中における意図的なセ

ルフ・ネグレクトの扱いについて明確化することを目的とする。  

 
第 2 節 本調査におけるリサーチクエスチョン  
 

第 1 節で述べた本調査の分析の目的を踏まえ、調査データを分析する際のリサ

ーチクエスチョンは以下のとおりとする。  

 

リサーチクエスチョン 1 

セルフ・ネグレクトを構成する下位概念は何か。そして、その下位概念同士の

上下、相互の関係は何か。  

 

リサーチクエスチョン２  

 セルフ・ネグレクトを構成する下位概念を基礎項目として類型化をすると、個々

のセルフ・ネグレクト事例は、どのような群に分かれるのか。  

 

リサーチクエスチョン３  

セルフ・ネグレクトの事例は、意図的なセルフ・ネグレクトと非意図的なセル

フ・ネグレクトに分かれるのではないか。  

 

第 3 節 調査の概要  
 
第 1 項 調査対象  

調査の対象は、地域包括支援センターの専門職とした。  

専門職を対象にした理由は、セルフ・ネグレクト状態にある高齢者は、その状
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態に至るまでに援助の拒否などがあり、本人調査をしようとしても同意を得るこ

とは困難であると判断されたためである。  

地域包括支援センターに焦点を当てた理由は、以下のとおりである。  

（１）地域包括支援センターが高齢者虐待事例・支援困難事例を担当する地域の

専門機関であること。  

（２）それぞれの市町村の委託を受けた公的な機関であること。  

（３）担当する地域の高齢者の情報を持っていること。  

（４）社会福祉士・保健師・主任介護支援専門員等、ある程度のトレーニングを

受けた専門職からの客観的な情報が得られること。  

 

第 2 項 調査対象の選定方法  

本研究では、岸研究班が 2008 年の WAMNET のデータから作成した抽出台帳

を基に、全国 4,277 か所の地域包括支援センター（ブランチも含む）から系統的

無作為抽出法を用いて抽出した 1,190 機関に宅配メールで調査票を送付した。  

本調査の直前に、論者も参加した岸研究班全国実態調査（岸ら 2011c）で同じ

抽出台帳を用いた悉皆調査が実施されており、混乱を避けるために本研究は事例

の質的データからセルフ・ネグレクトの概念を理論的に明確化することに焦点を

当てた。そのため、分析に適当なサンプルサイズを検討し、抽出台帳から系統的

無作為抽出法で 3 分の 1 を抽出することとした。  

 

第 3 項 調査期間  

調査期間は 2010 年 2 月 5 日から 3 月 29 日とし、この間に郵送で返却された調

査表を分析の対象にした。  

 

第 4 項 本調査におけるセルフ・ネグレクトの定義  

本調査におけるセルフ・ネグレクトの定義は、津村が主宰する大阪の高齢者虐

待防止研究会の｢高齢者が通常一人の人として、生活において当然行うべき行為を

行わない、あるいは行う能力がないことから、自己の心身の安全や健康が脅かさ

れる状態に陥ること｣（津村ら 2006b）を操作的定義として使用した。  

理由は以下のとおりである。  
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（１）アメリカ合衆国における先進的な研究において共通に使用されている The 

National Center on Elder Abuse（全米高齢者虐待問題研究所：以下「NCEA

という」）の定義（NCEA 1998）を平易にしたものであり、意図的なセルフ・

ネグレクトに関する扱いを除けば同じ対象を測定することが可能である。  

（２） わが国の文化的背景も考慮した平易な表現であり、調査の回答者が理解し

やすい。  

（３）わが国の高齢者虐待及びセルフ・ネグレクトの研究者間である程度共通し

た理解を得られている定義であり、わが国における調査研究は全てこの定義

を使用しているため、各研究結果の比較が容易になる。  

（４）津村らの定義は NCEA のようにいわゆる意図的なセルフ・ネグレクトを除

外していない。意図的なセルフ・ネグレクトの扱いを調査データによって検

証するには、意図的なセルフ・ネグレクトを含む定義を使用して該当する事

例のデータを収集する必要がある。  

 

第 5 項 調査の対象事例  

本調査の対象とした事例は、調査票に前述の津村らの定義を明示した上で、「回

答者が現在関わっている、地域に暮らす 60 歳以上のセルフ・ネグレクトと思わ

れる事例の中で、回答者が主観的に支援に困難を感じている事例」とした。この

ように、調査の対象を限定した大きな理由は、パイロットスタディである東京都

特別区実態調査（野村 2008）を実施した際に、セルフ・ネグレクトの判断基準が

明確ではないため、調査の対象事例を限定しないと回答が困難であるとの回答者

の意見があったためである。  

以下、具体的に対象事例を限定した理由について述べたい。  

1 点目の、回答者が現在関わっている事例に限定した理由は、セルフ・ネグレ

クト状態にある高齢者への支援が困難になっている理由について、本調査結果か

ら明確にする必要あったためである。  

2 点目の、高齢者福祉施設を含まず地域に暮らす高齢者に限定した理由は、①

東京都特別区実態調査（野村 2008）の結果から、セルフ・ネグレクトはケアが提

供されていない状況下での発生が多くを占めていること、②ケア提供がなされる

べき高齢者福祉施設におけるセルフ・ネグレクトは他者からのネグレクトとも考
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えられること、③セルフ・ネグレクトそのものの研究が進展していない中では、

まずはその多くを占める地域におけるセルフ・ネグレクトの実態を明らかにする

必要があったことが挙げられる。  

本調査においては「地域に暮らす」とは、介護保険制度の在宅サービスの対象

となる居住形態（グループホームや有料老人ホームなどのケアが提供されるとみ

なされる施設は除く）と操作的に定義した。グループホームや有料老人ホームな

どを除外した理由は、これらの施設は管理者がおり、いわゆる施設サービスのよ

うな何らかのケアの提供関係があると考えられたからである。  

また、路上生活者に関しては、その放任された生活形態や状態像は広義にはセ

ルフ・ネグレクトの概念の中に含まれると考えられたものの、高齢者虐待やセル

フ・ネグレクトとは異なる独立した概念として研究や実践がなされているため、

本調査におけるセルフ・ネグレクトの対象には含めていない。  

3 点目の、60 歳以上とした理由は、高齢者福祉施策は 65 歳以上からを対象と

しているものの、調査時点でのわが国の状況では国家公務員に代表されるように

60 歳で定年を迎えることが多く、退職後の生活の開始という高齢期特有の生活形

態に変化する年齢であると考えられたからである。  

4 点目の、セルフ・ネグレクトと思われる事例に関して回答を得た理由は、調

査時点ではセルフ・ネグレクトの判断基準が明確ではなく、本調査の結果からセ

ルフ・ネグレクトの概念を明確化し、判断基準を作成したいと考えたからである。  

5 点目の、主観的に支援に困難を感じた事例に限定した理由は、まず客観的に

セルフ・ネグレクト状態にある高齢者の支援に困難を感じたことを測定する指標

がなかったことが挙げられる。  

支援者が主観的に支援に困難を感じるのは、支援の拒否などがあって支援が困

難であると感じる場合もあれば、支援者側の経験不足から支援が困難であると感

じる場合もあると考えられた。しかし、東京都特別区実態調査（野村 2008）では、

セルフ・ネグレクト状態にある高齢者は、支援を拒否することで支援が困難にな

り、問題が解決できずに社会に大きな影響を与えていくことが明らかになった。

そのため、主観的に支援に困難を感じる場合の多くは、支援の拒否などの問題で

支援が困難になっている事例であり、このような事例こそセルフ・ネグレクトの

本質であると考えられたからである。一方で、支援に拒否がある事例に限定して
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しまうと支援者が支援に困難を感じる理由が限定されてしまうと考えられた。そ

のため、「主観的に支援に困難を感じた」という表現がセルフ・ネグレクトの問題

を一番把握できると考えた。  

 

第 6 項 倫理的配慮  

倫理的配慮に関しては、調査計画をルーテル学院大学の研究倫理委員会「人を

対象とする研究計画等の審査」に提出して承認を得た（承認番号 09－46）。調査

の説明及び同意に関しては、各調査票に調査の目的、学会発表等学術目的での使

用の許可を含んだ説明書と誓約書を添付し、調査票の返信をもって同意を得たも

のとみなすこととした。また、調査結果は全て分析後の結果のみを公表し、個人

が特定できないよう配慮することとした（付表１）。  

 

第 7 項 調査内容  

調査票は、パイロットスタディである東京都特別区実態調査（野村 2008）にお

ける調査票を再検討して作成した。内容は自記式とし、前述の対象に当てはまる

事例を調査対象者が記入する方法を採用した。調査票は 1・2 の 2 種類に分け、

調査票 1 には回答者に関する情報を集約した。  

調査票 2 では、回答者がセルフ・ネグレクト状態にあると思われる高齢者の「年

齢」、「性別」、「疾病状況」、「高齢者の日常生活自立度」、「認知症高齢者の日常生

活自立度」、「要介護度」の事例に関する基本情報、事例に関する記述、「生命の危

機の有無」、「心身の健康への悪影響の有無」、｢事例に関わっている年数」、「セル

フ・ネグレクトの状態になっている期間」、「要因」、「行為の結果を予測できる判

断能力の有無」、「明確な自己主張や目的の有無」、「家族の状況」、「支援に関わる

機関の状況」について、選択肢のみではなく記述的な回答も求めた。  

これらの事例に関する調査項目に加え、高齢者虐待の先行研究である高崎らの

論文の援助の困難性に関する項目（高崎ら 2008）、水上らの論文の分離保護にお

ける困難感に関する項目（水上ら 2008）、また、東京都特別区実態調査（野村 2008）

の結果を参考に、23 項目の「支援の困難性」に関する選択肢（5 件法）と記述を

作成し、援助者の状況に関する回答を求めた。  

具体的な調査票は巻末付表 1 に示した（付表 1）。  
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第 4 節 調査票の回収率と回答者の属性  
 

第 1 項 有功回答率  

郵送した 1,190 部の調査票のうち、実際に回収した調査票は 292 か所から 293

件であった（回収率は 24.6%）。その内 51 件の回答は事例の記述がなかったため、

有効回答からは除外した。その結果、回収した実際の事例数は 242 件であった。

しかし、3 事例は家族状況を確認した結果、本人が支援を拒否している事実がな

く、家族からの暴力、家族から本人への支援の導入を拒否する等明らかな家族に

高齢者虐待やネグレクトと認定できる状況が見られたため、これらの事例を分析

対象及び有効回答率から除外した。  

結果、238 ヶ所の地域包括支援センターから 239 事例の有効回答（1 機関だけ

2 事例回答）があった（有効回答率は 20.1%）。有効回答率が少ないが、本調査の

直前に実施された岸研究班の全国地域包括支援センター実態調査（岸ら 2011c）

の有効回答率と大きな差はない 1)。  
 

第 2 項 回答者及び回答者の所属機関の属性  

 

表 5-1 回答者及び所属機関の属性  

     
N=238 

地域包括支援センター

の運営形態  職種  性別  

直営  70 (29.4%) 社会福祉士  120 (50.4%) 男性  70 (29.4%) 

委託  164 (68.9%) 保健師及び経験看護師  49 (20.6%) 女性  164 (68.9%) 

その他  1 (0.4%) 主任介護支援専門員  56 (23.5%9 未回答  4 (1.7%）  

未回答  4 (1.7%) 介護支援専門員  7 (2.9%)      

   行政職員  5 (2.1%)     

   未回答  1 (0.4%)     

数字は該当者数、（ ）内の数字は％  

 

回答者及び所属機関の属性は表 5-1 のとおりである（表 5-1）。地域包括支援セ
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ンターの運営形態は、委託が 164 機関と全体の 68.9%を占めている。回答者の職

種は社会福祉士が 120 人と 50.4%を占める。また、回答者の性別は、女性が 164

名と 68.9%を占めている。  

 

第 5 節 分析対象事例の属性  
 

 本節では、分析の対象となった事例の基本属性について詳述する。また、同居

者がある事例に関しては他者からのネグレクト（以下、「ネグレ（クト」という。）

の証拠がないかを詳細に検討し、セルフ・ネグレクト事例として分析の対象とし

た理由を論じる。なお、本節以降の分析は全て事例の分析であり、全て付表 1 に

示した調査票 2 を使用した分析である。そのため、本節以降文中で「調査票問 2」

などの記載があった場合は、全て「調査票 2 の問 2」という意味で使用する（付

表 1）。また、本論文では 2010 年の全国地域包括支援センター実態調査の全容に

ついては掲載しない。同調査の記述統計の単純集計等については、既に 2011 年

に発表している（野村 2011）。  

 

第 1 項 分析対象事例のイメージ  

 

図 5-1 分析対象事例のイメージ  
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図 5-1 では、分析の対象となる事例のイメージを示した（図 5-1）。本調査で対

象となるセルフ・ネグレクトの事例は、全国に多数あるセルフ・ネグレクト事例

の中で、地域包括支援センターの関わる 60 歳以上の高齢者に限定している。そ

のため、若年者のセルフ・ネグレクトは対象に含まれていない。  

また、本調査は全国の地域包括支援センターから系統的無作為抽出で抽出した

1,190 機関に調査票を送付しており、その中から 239 事例の有効回答を得ている。

また、回答を得た事例は、回答者が主観的に支援に困難を感じた事例であり、そ

の中でも代表的な事例である。  

 

第 2 項 分析対象事例の基本属性  

 
表 5-2 分析対象事例の基本属性  

     
項目  カテゴリー  事例数（%）  項目  カテゴリー  事例数（%）  

年齢  

60 ～  64 歳   13 (5.4%) 

要介護度  

非 該 当 及 び 自

立  9 (3.8%) 

65 ～  69 歳  22 (9.2%) 要支援  48 (20.0%) 
70 ～  74 歳  34 (14.2%) 要介護 1 31 (13.0%) 
75 ～  79 歳  52 (21.8%) 要介護 2 23 (9.6%) 
70 代  2 (0.8%) 要介護 3 12 (5.0%) 
80 ～  84 歳  45 (18.8%) 要介護 4 3 (1.3%) 
85 ～  89 歳  31 (13.0%) 要介護 5 3 (1.3%) 
80 代  3 (1.3%) 申請中  7 (2.9%) 

90 ～  94 歳  14 (5.9%) 未 申 請 及 び 認

定なし  36 (15.0%) 

95 歳以上  1 (0.4%) 未更新  1 (0.4%) 
未記入  22 (9.2%) 未記入  66 (27.6%) 

性別  
男性  128 (53.6%) 

認知症高

齢者の日

常生活自

立度  

認 知 症 な し 及

び自立  17 (7.1%) 

女性  105 (43.9%) Ⅰ  42 (17.6%) 
未記入  6 (2.5%) Ⅱ  85 (35.6%) 

障 害 老 人

の 日 常 生

活自立度  

自立  4 (1.7%) Ⅰ～Ⅱ  1 (0.4%) 
J 106 (44.4%) Ⅲ  20 (8.4%) 
A 55 (23.0%) Ⅳ  1 (0.4%) 
B 9 (3.8%) M 3 (1.3%) 
C 3 (1.3%) 不明  1 (0.4%) 
未記入  62 (25.9%) 未記入  69 (28.9%) 

 N=239  
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第 3 項 記述から見た事例の疾病状況  

表 5-3 では、調査票の事例の疾病状況に関する記述及び問 7 セルフ・ネグレク

トの要因の記述から抽出した分析対象事例の疾病状況を示した（表 5-3）。これら

の疾病状況は記述からのみの情報である。また、専門医による診断を受けていな

い事例も多く、水面下には多くの疾患や障害がある可能性が高いことが示唆され

た。  

 
表 5-3 記述から見た事例の疾病状況  

カテゴリー  事例数  （%） 
認知症  78 (32.6%) 
精神疾患（疑いも含む）  37 (15.5%) 
知的・発達障害  4 (1.7%) 
アルコール関連問題（依存症を含む）  18 (7.5%) 
脳血管性障害  26 (10.9%) 
脳萎縮  4 (1.7%) 
整形外科的疾患  36 (15.0%) 
神経科疾患（パーキンソン等）  2 (0.8%) 
自己免疫疾患（リウマチ等）  3 (1.3%) 
甲状腺機能障害  4 (1.7%) 
心臓・循環器疾患  20 (8.4%) 
呼吸器疾患  9 (3.8%) 
消化器系疾患  9 (3.8%) 
肝臓疾患  9 (3.8%) 
腎機能障害  6 (2.5%) 
婦人科系疾患  1 (0.4%) 
泌尿器疾患  3 (1.3%) 
糖尿病  25 (10.5%) 
高血圧  30 (12.6%) 
痛風  3 (1.3%) 
高脂血症  2 (0.8%) 
皮膚疾患  4 (1.7%) 
眼科疾患  5 (2.1%) 
不明  8 (3.3%) 

N=239（重複あり）  

 

第 4 項 セルフ・ネグレクト状態になった時期  

表 5-4 では、調査票問 6 の結果から分析に使用する事例がセルフ・ネグレクト

の状態になった時期を示した（表 5-4）。何らかの障害のために若年期からセル

フ・ネグレクトの状態になっていた事例は 30 事例（12.6%）であり、比較的若年

期からセルフ・ネグレクトの状態になる事例もあることが示唆された。  
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表 5-4 セルフ・ネグレクト状態になった時期  
 

項目  カテゴリー  事例数  （%）  

セルフ・ネグレク

ト状態になった時

期  

高齢期  183 （76.6%）  
若年期  30 （12.6%）  
不明  3 （1.3%）  
未回答  23 （9.6%）  

  N=239 

 

第 5 項 世帯の状況と高齢者虐待との比較  

 

表 5-5 世帯の状況  
世帯  事例数  （%）  

独居高齢者  159 （66.5%）  
高齢者世帯（夫婦以外も含む） 30 （12.6%）  
高齢者以外の家族と同居  49 （20.5%）  
グループホーム  1 （0.4%）  

N=239 

 

表 5-5 では、本分析に使用したセルフ・ネグレクトの状態にあった 239 事例の

世帯状況別の分類を示した（表 5-5）。世帯状況は、独居高齢者が 159 事例（66.5%），

それ以外の何らかの同居者がいる世帯は 79 世帯（33.1%）であった。そのうち高

齢者のみの世帯は 30 世帯、高齢者以外の同居者がいる世帯は 49 世帯であった。

高齢者の姉妹や兄弟で居住している場合は高齢者のみの世帯に含んだ。そのため、

高齢者のみの世帯は夫婦に限らない。また，1 事例（0.4%）のみであるが，グル

ープホーム内でのセルフ・ネグレクト事例も見られた。グループホーム内の場合、

支援者からのネグレクトである可能性も検討する必要があるが、この事例は本人

からの強い支援の拒否がある記述が確認されたため、分析の対象とした。  

本調査では、表 5-5 で示した世帯類型に関わらず、高齢者虐待、特にネグレク

トと比較検討をおこなった結果、調査で得られた計 239 事例を援助者が主観的に

援助に困難を感じた地域に暮らす高齢者のセルフ・ネグレクト事例として分析の

対象とした。その詳細な検討過程は以下のとおりである。  
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1．独居高齢者の場合  

独居世帯の事例に関しては、第 4 章で述べたようにケア提供責任が生じる本人

と信頼関係のある他者が世帯内にいないため、セルフ・ネグレクトと認定するこ

とは問題ないと考えられた。そのため、独居という時点でこれら 159 事例を分析

の対象とした。  

しかし、独居でセルフ・ネグレクト状態にあっても、他者からの権利侵害が見

られる場合もある。表 5-6 では事例の記述から明らかになった他者からの権利侵

害について世帯別に分類した結果を示した（表 5-6）。  

 
表5-6 家族の状況と他者からの権利侵害    

 
世帯  事例数  他者からの権利侵害  件数  

独居  159事例  10件  

元同居者による経済的搾取  1件  
近隣住民による経済的搾取  1件  
消費者被害  3件  
別居家族による経済的搾取  1件  
別居家族によるサービスの拒否 1件  
過去に同居者からのDV被害 1件  

高齢者世帯  30事例  4件  

過去に同居者からのDV被害  1件  
同居者からの暴力  1件  
同居の兄による搾取  1件  
別居の子供による経済的搾取  1件  

家族と同居  49事例  7件  

家族もサービスを拒否  1件  
同居家族による経済的搾取  2件  
同居家族による暴言  1件  
消費者被害  1件  

N=238 （グループホームの事例を除く）  

 

このように、独居世帯であっても何らかの他者からの権利侵害を受ける可能性

もあることが示唆されている。  

独居高齢者の中で別居家族によるサービスの拒否が見られた 1 事例は、セル

フ・ネグレクトとネグレクトの境界が曖昧な事例である。記述内容からこの事例

には、本人の明らかな支援の拒否は見られない。しかし、当該事例は支援の拒否

をしている別居家族とは別の長女が、限界がある中で最大限の支援をしており、

ケア提供関係のある本人と信頼関係のある他者は長女であるとした。そのため、

本事例はネグレクトとの境が非常に曖昧ではあるが、セルフ・ネグレクトと認定

して分析の対象とした。  
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2．同居者がいる高齢者の場合  

表 5-5 で示した高齢者世帯 30 事例及び高齢者以外の家族と同居する 49 事例、

計 79 事例は同居者がいる事例である。これらの何らかの同居者がいる事例につ

いては、独居高齢者に比べ、よりその状態がネグレクトによって生じた可能性が

あるため、同居者の状況を詳細に検討する必要があった。同居家族がいても、本

人に支援を受けない意思があればセルフ・ネグレクトは成立する。また、本研究

では高齢者虐待を「脆弱な状態にある高齢者に対する信頼関係のある他者からの

不適切な行為」と定義した。この定義を基に各世帯類型別の状況について詳細な

検討をした。結果、何らかの同居者がいる 79 事例全てを分析の対象とした。  

 

（１）高齢者世帯  

高齢者のみの世帯 30 事例に関しては、事例の記述から 328 事例から医療・保

健・福祉サービスを受けない意思が確認できた。また、残りの 2 事例も「妻が本

人の好きにさせている」、「本人が妻のいうことを聞かない」という記述が見られ

たため、全てセルフ・ネグレクトであると認定し、分析の対象とした。また、こ

れらの高齢者のみの世帯のうち 20 事例（66.7%）が、同居者が要介護状態や認知

症などで本人のケアをできない状態であった。  

 

（２）高齢者以外の者と同居している世帯  

高齢者以外の同居者がいる 49 事例に関しては，35 事例が記述内容から、本人

に医療・保健・福祉サービスを受けない意思があることが確認できたため、セル

フ・ネグレクトであると認定した。残りの 14 事例の内、3 事例は調査票問 9 の結

果に基づいて自由意志でセルフ・ネグレクト状態になっていることが確認できた

ためセルフ・ネグレクトと認定した。また、1 事例は調査票問 8 のセルフ・ネグ

レクトになった理由に「意図的」との記述があり、意思が確認できた。さらに、

1 事例は、「娘夫婦、小学生の孫 2 人と同居。」、「娘さんの言うことを聞かない。」

との記述があり、本人の意思が確認できた。その他残りの 9 事例は積極的な本人

の意思は確認できなかった。  
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表 5-7 本人の意志が確認できない家族と同居事例の概要  
   

分類  住居形態  記述内容  

ネグレクトの  
要素が強い群  （6） 

同居  （4）  
 

「タクシー運転手の息子は忙しく朝昼兼用食を作るだけ

の関わり。認知症の妻はほとんど臥床」  
「長女と同居中。」「長女無職」  
「息子たちと同居」  
「長男（離婚歴あり、子供は独立しており交流はほとんど

ない）」  

敷地内同居又

は 2 世帯  （2） 

「二世帯住宅、夫と同居（1F）、長男夫婦が 2F に住んで

いるが共働きで、支援難しい」  
「長男夫婦との二世帯住宅。本人は一階に住む。長男の嫁

と関係が悪く、長男が仕事に行っている時間は独居状態

になる」  

ネ グ レ ク ト 以 外 の

高 齢 者 虐 待 の 可 能

性が高い群  （1）  
同居  （1）  

「本人、夫、次男の 3 人暮らし。次男は社会性に欠けると

ころあり、無職。次男から本人、夫虐待受けているとの

ことで、虐待ケースとして関わっている。息子、精神疾

患の疑いあり。」、「夫は要介護 3、認知症あり」  
非意図的  
ネグレクト群   （2） 同居  （2）  

「精神障害の息子と 2 人暮らし」  
「知的障害者の息子と同居」  

（ ）内の数字は該当事例数。N=9 

 

表 5-7 では本人の意思が確認されなかった 9 事例の概要を示した（表 5-7）。こ

れらの 9 事例は「ネグレクレクトの要素が強い群」、「ネグレクト以外の高齢者虐

待の可能性が強い群」、「非意図的ネグレクト群」の 3 つに分類された。  

これらの 9 事例は、本人からの支援の拒否や家族の本人のへの支援導入を拒否

するという明確な記述はない。「非意図的ネグレクト群」及び「ネグレクト以外の

高齢者虐待の可能性が高い群」は、同居者全員がセルフ・ネグレクト状態にある

可能性もある。ネグレクトの要素が強い群に関しては、敷地内同居である場合は、

「本人との信頼関係のある他者」という観点からすれば、各々の独立性が強い。

また、同居している群も記述内容からは、介護をする能力があるかは不明である。

さらに、これらの事例の記述内容を見ると、「促しても更衣をしない」、「医師の指

示を守らない」等、本人の意思とも考えられる記述も見られる。このため、これ

らの事例はネグレクトなのか、セルフ・ネグレクト状態にある高齢者の世話を放

任しているのかその境界は曖昧であると考えられる。  

このように、高齢者以外の同居者がいる 49 事例に関しては、セルフ・ネグレ

クトと同居者からのネグレクトの境界が非常に曖昧であった。そのため、これら

の事例では同居者からのネグレクトと判断する基準を、「本人には支援を拒否する



 

94 
 

明確な意志がなく、同居者が明確な意志を持って本人への支援導入を拒否してい

ること」とし、49 事例全てを分析の対象とした。  

 
第 6 節 第 5 章のまとめ  

 

第 5 章では、本研究における調査のデザインと目的、リサーチクエスチョン、

調査の概要及び分析対象者について述べた。なお、全国地域包括支援センター全

国調査の全容に関しては、本研究では提示しない。  

各リサーチクエスチョンに対する分析方法、結果及び考察に関しては、分析毎

に章を独立させ、詳述することとする。  

 
                                                   
【注】  
1)  2009 年に実施された岸らの調査の有効回答率は 25.9%であった（岸ら 2011c）。

一方で、厚生労働省老人保健事業の委託を受けて実施されたニッセイ基礎研究所の

全国の市区町村の高齢者福祉主管課に対する悉皆調査では有効回答率 59.2%であ

る。また、同じく老人保健事業の委託を受けて実施された「あい権利擁護支援ネッ

ト」の調査の回収率は、全国の区市町村長高齢者福祉主管課への悉皆調査の有効回

答率が 40.8%、全国の地域包括支援センターへの悉皆調査の回答率が 38.9%であっ

た。これは、厚生労働省の老人保健事業という公的な調査という側面が影響した可

能性があると考えられる。  
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第 6 章 セルフ・ネグレクトを構成する下位概念に関する分析  
 

第 6 章では、リサーチクエスチョン 1 に基づき、調査結果の分析結果からセル

フ・ネグレクトを構成する下位概念（以下、「下位概念」という。）の明確化と下

位概念間の上下、相互の関係について考察する。  

 

第 1 節 セルフ・ネグレクトを構成する下位概念に関する分析方法  
 

第 1 項 内容分析  

本研究では、全国地域包括支援センター事例調査（以下、「本調査」という。）

のセルフ・ネグレクト状態にある高齢者の事例の記述に関し、内容分析を用いる

ことで、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念と下位概念間の上下、相互の関

係を明確化することとした。  

内容分析は、質的帰納的な研究法に分類される。逐語録や記述内容などの質的

データをコード化し、カテゴリーを生成する（有馬 2007；上野 2008）。本調査で

得られた事例のデータは質的なデータであり、セルフ・ネグレクトを構成する下

位概念を明らかにするには質的帰納的な研究方法が適している。  

このような質的帰納的な研究方法としては、木下の修正版グランデット・セオ

リー・アプローチ（以下、「M-GTA」という。）が多くの研究で使用されている（木

下ら 2006）。M-GTA では理論的飽和が判断されるまで、データの収集と分析を同

時並行に行なう（木下 2006：123）。しかし、本調査のような質問紙調査におい

て 1 度に大量に得られた質的データの分析という観点からは、M-GTA のカテゴ

リーを生成するための手順は参考となるが、分析の手法としては内容分析の方が

適している。  

また、内容分析と類似する分析方法として、最近注目を浴びているテキストマ

イニングがある。テキストマイニングは、文書の単語やその結びつきに着目して

分析する方法であり、同様の方法に単語の品詞等を解析する形態素解析という手

法もある。上野は、このようなコンピュータを使った新しい内容分析の有用性を

述べている（上野 2008）。しかし、本調査から得られた事例の記述は回答者によ

って様々な表現になっており、テキストマイニングには適さないと判断した。  
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内容分析は質的帰納的な研究方法に分類されるが、その結果に統計的解析を加

えることが可能である。また、内容分析は他の質的帰納的な研究方法に比べ、様々

な分析手法で科学的な客観性を担保しながら量的研究による検証を踏まえ、より

客観性を高めていくという可能性もある。上野は、「内容分析は統計的解析を行う

ことにより、M-GTA など他の質的帰納的な研究方法に比べてより統計的な観点

から妥当性を検証できる可能性がある」としている（上野 2008）。上野によると、

妥当性の検証は①妥当性の類型化、②意味論的妥当性、③相関的妥当性、④予測

的妥当性、⑤下位概念妥当性の 5 種類があり、これらは分類された集合体とコン

ピュータで解析した主成分分析、数量化解析、クラスター分析との比較などを行

うことも提唱されている（上野 2008）。  

一方で、上野は、「内容分析法は量から質へ、質から量へ、さらには帰納法的、

演繹的な研究が可能なミックスメソッドであり、マルチメソッドとも言える」と

述べている（上野 2008）。また、有馬は、「Berelson は内容分析の量化が科学的

客観性を担保する前提としているが、その後の質的研究法の進展により質的な研

究を主とした研究も可能になっており、量的検討を重視するのか、質的研究を重

視するのかその研究内容により適切な研究デザインを構築することが重要である」

と述べている（有馬 2007：3）。  

セルフ・ネグレクトの概念に関しては、既に文献研究で述べたように明確な理

論が確立していない。そのため、新たな理論の構築という本研究の大きな目的に

照らし合わせると、本調査で得られたセルフ・ネグレクトの事例の記述の分析に

は演繹的な内容分析よりも質的な研究を主とした内容分析が適していると考えら

れる。その観点から、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念を分析するにあた

り、質的研究を主とした内容分析を用いることとした。  

 

第 2 項 内容分析の手順  

1．事例の再構築  

本調査では、セルフ・ネグレクトの状態像を調査表 2 問 1 において①食事に関

すること、②衣類に関すること、③住環境に関すること、④個人の衛生に関する

こと、⑤医療に関すること、⑥サービスに関すること、⑦社会との関わりに関す

ること、⑧財産の管理に関すること、⑨その他の 9 項目に分け、各項目に記述を
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求めた（付表 1）。  

まず、内容分析にあたり、上記の調査票のセルフ・ネグレクトと思われる事例

に関する 9 項目の記述内容、調査票のそれ以外の項目の記述を全て合わせ、1 つ

の事例を再構築した。これは、上記①から⑨の各項目に概ね項目に即した記述が

見られたものの、中にはセルフ・ネグレクトの状態像に関わる重要な記述が調査

票最後の自由記述欄（付表 1）などに見られる場合があったからである。このよ

うに 1 つの事例を再構築した上で、記録単位を決めて記述内容をコーディングし

た。  

 

2．記録単位及びコーディングの手順  

内容分析を実施する際に重要な要素は、記録単位の明確化であるとされている

（上野 2008、有馬 2007）。記録単位とは、分析に使用した質的データの中で分析

の対象とする単位であり、内容分析の場合、最少単位は文字であり、単語、セン

テンスなど様々な記録単位があり、場合によっては句読点も記録単位に含まれる

とされている (上野 2008)。  

本研究における内容分析では、記録単位をセンテンスとした。その理由は、新

聞や先行研究の内容分析とは異なり、事例の記述内容が調査票によって一定では

なく、単語レベルの解析が困難であったからである。そのため、コーディングは

単語レベルで切片化せず、センテンスを日本語の辞書的な意味や文法に基づいて

分析を進めた。また、「不十分な食事内容」のみの記述の場合も、それを１つのセ

ンテンスとみなした。  

 

3．〈概念〉の生成  

内容分析のコーディングは、木下らの M-GTA の手順を参考にした。まず、記

録単位であるセンテンスの意味を手掛かりに分析し、最小単位となる〈概念〉を

生成した 1)。分析には、木下の M-GTA（木下 2006：188）を参考に、表 6-1 のと

おり分析シートを作成した（表 6-1）。  
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表 6-1 分析シートの例  

概 念  名  栄養が不十分・偏っている  分   類：  
記録単位数：  

〈概念〉  
161 

定   義  定義：食事の量・内 容・バランス・摂取 回数が不十 分 な状 態  

理論 的メ

モ 

食事の量・内 容が不十 分であると考えられる事例の記述 を抱 合 した概念 である。Orem のセルフケア

理論では普 遍的 セルフケアに該 当する（南 ら 1987：19）。ICF でもセルフケア項目の中の「d570 健

康に注 意すること」で説明 できる（WHO=2002:148-149）。この概念は、食事の量、食事 内 容の問

題から生じる低 栄 養状 態 、栄 養 の偏り、食事 回 数が不 十分 な状 態という幅 広い概 念である。 過 食も

高カロリーという栄 養バランスや偏りの問 題であるため、この概 念 に抱合する。“食 事の内 容が不 十

分 ”というような低栄 養なのか、栄 養の偏りなのか不明 な記 述もあるため、概念の命名 及び抽 象 度 の

際はこの記述 を抱 合できるように検討した。また、記述によっては〈不十 分な栄 養・偏 った栄 養であ

る〉という要素 と〈食 事ができていない〉という両 方の意 味が含まれる場 合もある。このような場 合は、両

方の概 念に該当 することとした。また、〈医 療 上不 適切 な食事〉は糖尿 病等の食事 コントロールが必

要な者が、〈不十 分 な栄 養・偏 った栄養〉の状 態になるからこそ生 じる問 題であるため、この概 念にも

該当することとした。〈不 適 切な飲酒〉も高カロリーであることからこの概念にも該 当するが、《医 療 ・健

康維 持に関する行 動の不 足》の要素が強いため、食事 を摂 らずに低栄 養になるなどの記 載があった

場合のみこの概 念に該 当することとした。 
事例 番号  記述内容  

1 元内縁の妻が時々弁当などを購入し、わたしているだけの状態。  
3 近くのコンビニで弁当や出来合いのものを買う  
6 食事はしない  

（中略）  （中略）  

281 生活保護受給だが、ペットのエサに通販で金銭を使ってしまい、食費にあてるお金が残ら

ず、栄養状態が良くない  
282 栄養に片寄りがあり、内容が不充分である  
283 週に 1 回程、訪ねてくる男性がパンやカップメンの差し入れをくれる。  
284 アルコールを飲んで食事を摂取しない。  
285 食事をとらない。栄養失調  
286 ごはんを炊くことができない /おかずも作れない  
287 高カロリー・味付のこいものばかりを食べている /甘い物もよく食べる  
288 食事バランス、カロリー制限あるも、無視し、コンビニ弁当等で済ませている。  

291 自宅に食べる物がなく、冷蔵庫の中は腐ったものや期限切れの食品が入っており、捨てよ

うとすると拒否される /冷凍のご飯をかじっていることもある  

 

4．センテンスの〈概念〉への分類法則  

内容分析はＭ -GTA とは異なり統計解析を加えるための記録単位数（センテン

ス数）を求める必要がある。基本的には 1 つのセンテンスが 1 つの〈概念〉に分

類されることが理想である。しかし、分析を進める中で 1 つのセンテンスに 2 つ

以上の〈概念〉に当てはまる意味を含む場合も散見された。その場合は日本語の

意味と論理を手掛かりに、2 つ以上の〈概念〉に該当することが妥当である場合

は、それぞれの〈概念〉に該当することにした。そのため、１つの回答者による
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センテンスを、複数の〈概念〉の記録単位に重複して計上した。具体的な分類法

則は以下のとおりである  

 

（１）〈概念〉の記録単位数が重複しない場合  

①1 つのセンテンスに 1 つの〈概念〉の意味しかない場合  

   この場合は、該当する〈概念〉の記録単位数にのみ計上する。  

 

②1 つの事例の記述内容に同じ〈概念〉に該当するセンテンスが 2 つ以上あ

った場合。  

表 6-2 のように、1 つの事例の記述内容に同じ〈概念〉に該当するセンテ

ンスが 2 つ以上あった場合は、重複したセンテンスがあっても記録単位は 1

として 1 つの〈概念〉に含めた。  

 

③1 つのセンテンスに複数の〈概念〉に該当する意味がある場合  

“更衣、洗濯をせず極端に不衛生な衣服を着用している ”のように 1 つのセ

ンテンスのなかに複数の〈概念〉に該当する具体的な記述がある場合は、明

らかな記述があるため、当該センテンスは〈更衣ができていない〉、〈洗濯が

できていない〉、〈不衛生な衣服を着用している〉の 3 つの〈概念〉に該当し、

それぞれの〈概念〉の記録単位数に計上する。  

 

（２）1 つのセンテンスが複数の〈概念〉の記録単位に重複して計上される場合  

①1 つのセンテンスの意味が複数の〈概念〉に該当する場合  

１つのセンテンスに複数の〈概念〉に該当する具体的な記述はないが、そ

のセンテンスが日本語の意味及び論理として確実に 2 つ以上の意味がある場

合はそれぞれの〈概念〉の記録単位数に計上する。例えば、“失禁した衣類を

着続けている”という記述なら、記述内容から〈失禁・排せつ後の身体のケア

がなされていない〉に該当するのが明確である。一方で、失禁した衣類を着

用しているということは〈失禁・排せつ後の身体のケアがなされていない〉

のみならず、〈不衛生な衣服を着用している〉という意味もある。また、 “着

続けている ”という記述には〈更衣ができていない〉という意味も含まれてい
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る。このような場合は、3 つの〈概念〉それぞれの記録単位数に計上する。  

 

②一見すると同じセンテンスの中に２つの意味がありそうな場合であるが、

論理的に２つの意味になるとは限らない場合  

この場合は該当すると考えられる〈概念〉のみに計上することとする。例

えば、 “出来合いのものばかり ”という記述の場合は、一見すると栄養が偏っ

ていると考えやすく〈不十分な栄養・偏った栄養〉に該当するとも考えられ

る。しかし、 “出来合いの物ばかり購入している ”場合でもバランスの取れた

食事を摂取できている場合もあるであろう。一方で、本事例は回答者が主観

的に援助に困難を感じたセルフ・ネグレクト事例であり、そのセンテンスは

何かしらの問題があると思って記述していると考えられる。そのため、この

ような記述の場合は〈不十分な栄養・偏った栄養〉にのみ計上する。  

 

③他のセンテンスと組み合わせると他の〈概念〉の条件を満たす場合  

例えば、事例の記述が“出来合いの物を食べている  ”だけであれば〈食事の

内容が不十分・偏っている〉の概念にしか分類できない。一方で、事例の記

述全体を見ると “糖尿病 ”という単語がある。このような場合は、糖尿病であ

るにもかかわらず偏った食事をしていることになり、〈医療的に不適切な食事

をしている〉の意味も含まれる。この場合は、それぞれの〈概念〉の記録単

位数に計上する。  

 

（３）《カテゴリー》には抱合されるが生成した〈概念〉には分類できない記述

の場合  

   この場合は〈その他〉を作成した。例えば、質問項目③個人の衛生に関す

ることの回答が “不衛生 ”というような抽象的な記述内容であった場合は、そ

の人が不衛生であることは間違いないため、意味的には《身体の整容の不足》

に抱合される。一方で、〈概念〉は将来の測定尺度の作成を見据えて、具体

的かつ詳細に生成したため当該センテンスに該当する〈概念〉がない。しか

し、後述する非階層クラスター分析は《カテゴリー》を使用するため、これ

らのセンテンスが《カテゴリー》に計上できない。そのため、“不衛生”だ
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けのセンテンスはどの〈概念〉にも該当しない。このような場合は、〈その

他〉を作り、記録単位数を計上することとした。  

 

5．《カテゴリー》の生成  

第 3 項で述べた方法で抽出された最小単位の〈生成〉をさらに検討し、これら

の〈概念〉を先行研究による理論的な検証もした上でさらに同じ意味を持つ〈概

念〉ごとに抱合し、《カテゴリー》を生成した。  

 

6．【中核カテゴリー】・『理論的中核カテゴリー』の生成  

さらに各《カテゴリー》の意味や先行研究の理論から考えてさらに上位の概念

がある場合は、当該《カテゴリー》を抱合する【中核カテゴリー】を生成した。

さらに、【中核カテゴリー】に上位の概念がある場合は、『理論的中核カテゴリー』

を生成した。この過程では、理論的に解釈が可能となるまで生成作業を繰り返し

た。その中で、矛盾があれば〈概念〉、《カテゴリー》、【中核カテゴリー】、『理論

的中核カテゴリー』の内容、定義及び命名も検討を繰り返した。  

 

第 3 項 内容分析に使用した理論  

内容分析の〈概念〉、《カテゴリー》、【中核カテゴリー】、『理論的中核カテゴリ

ー』の生成過程においては、第 2 章で論じた野村・岸らのセルフ・ネグレクトの

概念に関する理論（野村・岸ら 2014）、Orem のセルフケア理論（Orem 2001；

Orem=2016）、Dyer らの『セルフ・ネグレクト重症度スケール』（Dyer et al. 

2006a）、ADL・IADL 及び ICF の各モデルに基づき、理論的検証を進めながら記

述データを抽象化した。  

 

第 4 項 客観性の検証  

内容分析の客観性を検証するため、各〈概念〉の生成は指導教授と検討を重ね

て見解を一致させた。また、センテンスの日本語の意味に関しては個人を特定で

きなくなった段階で言語学の専門家の意見も得た。『理論的中核カテゴリー』、【中

核カテゴリー】、《カテゴリー》、〈概念〉、の命名、分類に関しては、指導教授との

検討を重ねた上で大学院博士後期課程のゼミの中でも検討し、外部の作業療法学
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を専門とする研究者の意見も得た。さらに、内容分析の結果の客観性については、

生成された《カテゴリー》を非階層クラスター分析で分類し、理論的に説明でき

る分類結果が出現することを条件とした。そのため、《カテゴリー》を生成できて

も非階層クラスター分析の結果で説明できない場合はその内容分析に客観性がな

いと判断し、前述した分析手順を繰り返した。  

 

第 2 節 内容分析の結果  
 
第１項 セルフ・ネグレクトを構成する下位概念とその構造  

表 6-2 では、内容分析の結果明らかになったセルフ・ネグレクトを構成する下

位概念とその構造を示した (表 6-2)。  

 

表 6-2 内容分析で生成されたセルフ・ネグレクトを構成する下位概念とその構造  

    

『理論的中核カテゴリー』  【中核カテゴリー】  《カテゴリー》  〈概念〉  

『セルフケアの不足』  

【健康維持に関す

る行動の不足】  

《 不 十 分 な 食 事 と

水分》  

〈買い物ができていない〉(16) 
〈調理ができていない〉(49) 
〈栄養が不十分・偏っている〉(161) 
〈腐った物・不衛 生な物・奇 異な物を食べている〉

(22) 
〈水分が不足している〉(5)  

《医療・健 康に関す

る行動の不足》  

〈服薬・インシュリンの管理ができていない〉(57) 
〈医療機器の管理ができていない〉 (1) 
〈医療上の指示や助言を守れていない〉(12) 
〈 医 療 上 必 要 な 食 事 管 理 が な さ れ て い な い 〉  
(23) 
〈不適切な飲酒をしている〉(21)  

【 個 人 衛 生 の 悪

化】  

《 身 体 の 整 容 の 不

足》  

〈髭・髪・爪の整容がなされていない〉(38) 
〈洗顔・歯磨きがなされていない〉(10) 
〈皮膚のケアができていない〉(3) 
〈入浴がなされていない〉 (143) 
〈身体から悪臭がする〉 (18) 
〈失 禁 ・排 泄 後 の身 体 のケアがなされていない〉  
(46) 

《 衣 服 の 整 容 の 不

足》  

〈更衣がなされていない〉(112) 
〈洗濯がなされていない〉(33) 
〈不衛生な衣服を着用している〉(80)  
〈破れた衣服を着用している〉  (15) 
〈季節に合わない衣服を着用している〉(24) 
〈奇異な服装や外見である〉(14)  
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セルフ・ネグレクトは『理論的中核カテゴリー』を頂点に、【中核カテゴリー】、

《カテゴリー》、〈概念〉の 4 つの階層から構成されている。  

セルフ・ネグレクトを構成する最上位の概念は『セルフケアの不足』である。

『セルフケアの不足』は【中核カテゴリー】として【健康維持に関する行動の不

足】、【個人衛生の悪化】で構成されている。また、『セルフケアの不足』に抱合さ

れないが、セルフ・ネグレクトを構成する重要な【中核カテゴリー】として、【住

環境の悪化】が生成された。さらに、【中核カテゴリー】の下位概念ではないが、

表 6-2 内容分析で生成された下位概念とその構造（続き）  
『理論的中核カテゴリー』  【中核カテゴリー】  《カテゴリー》  〈概念〉  

 【住環境の悪化】  

《不衛生な住環境》  

〈片付けがなされていない〉(104) 
〈清掃がなされていない〉(126) 
〈換気がなされていない〉(７) 
〈屋内が湿っている〉(7) 
〈日当たりが悪い〉(7) 
〈寝具・畳が不衛生である〉(23)  
〈ゴミや物が貯めこまれている〉(61)  
〈ゴミが放置されており不衛生である〉(93) 
〈食べ物が放置されている〉(45) 
〈室内・屋外が失禁・尿・便で汚れている〉(38)  
〈衣類が放置されている〉(22)  
〈ゴキブリ・害虫・ネズミが発生している〉(37)  
〈ペットが放置されている〉(14) 
〈部屋の中で悪臭がする〉(17)  
〈トイレ、台 所 、風 呂 場 または洗 面 所 が不 衛 生 で

ある〉(11) 

《住環境の不備》  

〈庭の手入れがなされていない〉(7) 
〈家屋や生活器具が破損している〉(26) 
〈風呂・トイレ・洗面所・台所が使用できない〉(8)  
〈生活に必要な設備や生活器具がない〉(16) 
〈室内の温度が適切に管理されていない〉(22)  
〈住環境が危険な状態になっている〉(14) 
〈ライフラインが止まっている〉(12)  

 

 

《 不 適 切 な 財 産 管

理 及 び 社 会 的 手

続き》  

〈日 常 的 な金 銭 管 理 ・通 帳 などの貴 重 品 の管 理

ができていない〉(103)  
 〈借金・浪費が見られる〉(21) 
 〈公共料金・税金を滞納している〉(20) 
 〈社会的手続きができていない〉(10) 

 

《 必 要 な 医 療 ・ 保

健・福 祉 サービスの

不足》  

〈必要な医療を受けていない〉(154) 
〈 必 要 な 保 健 ・ 福 祉 サ ー ビ ス を 拒 否 し て い る 〉

(163) 

《社会的孤立》  

〈社会との関わりが少ない〉(176) 
〈閉じこもり状態である〉(30) 
〈他者との関わりを拒否する〉(19) 
〈近隣住民との関係が悪化している〉(26) 

（ ）内の数字は記録単位数  
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セルフ・ネグレクトを構成する下位概念として生成されたのが《不適切な財産管

理及び社会的手続き》、《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》、《社会的孤立》

である。  

以下、各下位概念について生成順に詳述する。  

 

第 2 項 セルフ・ネグレクトの各下位概念  

1．《カテゴリー》及び〈概念〉  

内容分析の結果、各〈概念〉から《不十分な食事と水分》、《医療・健康に関す

る行動の不足》、《身体の整容の不足》、《衣服の整容の不足》、《不衛生な住環境》、

《住環境の不備》、《不適切な財産管理及び社会的手続き》、《必要な医療・保健・

福祉サービスの不足》及び《社会的孤立》の９つの《カテゴリー》が生成された。

本研究においては、《カテゴリー》の変数を非階層クラスター分析で分類すること

で客観性を検証する。また、最終的なセルフ・ネグレクトの概念モデルの構築も

《カテゴリー》以上の概念を用いて検討する。そのため、《カテゴリー》が本研究

において最も重要な分析単位である。以下、各《カテゴリー》と、その《カテゴ

リー》を構成する〈概念〉を詳述する。  

 

（１）《不十分な食事と水分》  

表 6-3 《不十分な食事と水分》の〈概念〉構成  
    

《カテゴリー》 定義  〈概念〉 センテンス（抜粋） 

《不十分な食事と水分》  

「人 間 の生 命 を

維 持 す る の に

不 可 欠 な 食 事

と 水 分 が 十 分

に 供 給 で き て

いない状態」 

〈 買 い 物 が で き て い な い 〉

(16) 

自 分 では買 い物 、準 備 ができ

ない /自 分 では、買 物 、出 前 、

外食などせず、食事はしない 

〈調理ができていない〉(49) 
調 理 はしない / 全 てコンビニか

スーパーで調理済惣菜や弁当

を買って食べている 

〈栄 養 が不 十 分 ・偏 ってい

る〉(161) 

米飯だけを食べている/1 日 1
回 摂 取 食 事 量 が少 ない /栄 養

バランス悪 い /異 常 な食 欲 がみ

られる” 
〈 腐 っ た 物 ・ 不 衛 生 な 物 ・

奇 異 な 物 を 食 べ て い る 〉

(22) 

腐ったものでも食べている様 子

/十 分 に調 理 されていない生 を

食べようとする 

〈水分が不足している〉(5)  脱 水 症 状 を起 こして救 急 搬 送

をされた/飲水不十分  
  （）内の数字は記録単位数 
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表 6-3 では、《不十分な食事と水分》の定義、構成する〈概念〉及びセンテンス

（抜粋）について示した（表 6-3）。  

《不十分な食事と水分》の定義は「人間の生命を維持するのに不可欠な食事と

水分が十分に供給できていない状態」である。〈買い物ができていない〉、〈調理が

できていない〉、〈栄養が不十分・偏っている〉、〈腐った物・不衛生な物・奇異な

物を食べている〉、〈水分が不足している〉の 5 つの〈概念〉で構成されている。 

人間の生命維持の根幹は、十分な水分と栄養の摂取が不可欠である。〈水分が不

足している〉は独立した〈概念〉である。しかし、〈栄養が不十分・偏っている〉

は複雑な構造を持っている。十分な栄養を確保するには、量とバランスが適切な

食事を適切な回数摂取することが必要である。そのため、〈栄養が不十分・偏って

いる〉という〈概念〉の中には、栄養の偏りや低栄養状態であると分析できるセ

ンテンスが全て含まれる。  

また、〈栄養が不十分・偏っている〉状態になる要因である〈買い物ができてい

ない〉、〈調理ができていない〉という行動レベルの〈概念〉に関しても、これら

の行動が不足した帰結として食事が不十分になるという意味もあるため、それぞ

れの概念に該当するセンテンスは〈栄養が不十分・偏っている〉にも含まれる。  

〈腐った物・不衛生な物・奇異な物を食べている〉に関しては、奇異な行動の

意味が強いため、1 つの〈概念〉として独立している。しかし、このような状態

は不適切な物を食べているという点から考えると《不十分な食事と水分》のカテ

ゴリーに含まれると考える方が適切である。  

 

（２）《医療・健康行動の不足》  

表 6-4 では、《医療・健康に関する行動の不足》とそれを構成する〈概念〉につ

いて示した（表 6-4）。《医療・健康に関する行動の不足》は、医療上必要とされ

る服薬、療養上の指示、食事の管理等のコンプライアンスが守られていない状態、

過度の飲酒など健康に有害な物質を過剰に摂取している状態であり、その定義は

「人間の生命を維持するのに不可欠な医療及び健康行動が不足している状態」で

ある。〈服薬・インシュリンの管理ができていない〉、〈医療機器の管理ができてい

ない〉、〈医療上の指示や助言を守れていない〉、〈医療上必要な食事管理がなされ

ていない〉及び〈不適切な飲酒をしている〉の 5 つの〈概念〉で構成されている。  
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〈必要な医療を受けていない〉という〈概念〉もこの《医療・健康行動の不足》

に含める場合もあると考えられる。一方で、医療をサービスという観点から捉え

ると、疾病という人間の生命維持の危機に瀕している状態に対する支援・サービ

スである医療を受けていない状態は《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》

に含むこととした。この点は今後詳細な議論が必要である。  

 

 

（３）《身体の整容の不足》  

表 6-5 では、《身体の整容の不足》を構成する〈概念〉及びセンテンス（抜粋）

について示した（表 6-5）。その定義は、「身体の整容が不足している状態」であ

る。《身体の整容の不足》は、〈髭・髪・爪の整容がなされていない〉、〈洗顔・歯

磨きがなされていない〉、〈皮膚のケアがなされていない〉、〈入浴がなされていな

い〉、〈身体から悪臭がする〉、〈失禁・排せつ後のケアがなされていない〉の 6 つ

の〈概念〉で構成されている。身体の整容は、髭・髪・爪の整容、洗顔・歯磨き、

入浴、排せつ後のケアの一連の動作で保たれる。  

また〈概念〉には分類できないが、《身体の整容の不足》に該当すると考えられ

表 6-4《医療・健康に関する行動の不足》の〈概念〉構成  
    

《カテゴリー》 定義  〈概念〉 センテンス（抜粋） 

《 医 療 ・ 健 康

に関 する行 動

の不足》  

人間の生命を維持する

のに不可欠な医療及び

健康に関する行動が不

足している状態  

〈服 薬 ・インシュリンの管 理

ができていない〉(57) 

病 院 にて分 包 された薬 を正 し

く服 用 することができない/イン

スリン注射を自己判断でうつ 

〈 医 療 機 器 の 管 理 が で き

ていない〉 (1) 
ストマ（人口肛 門）パックから便

が漏れても放置 

〈医 療 上 の指 示 や助 言 を

守れていない〉(12) 

禁 煙 、禁 酒 を主 治 医 よりすす

められているが、受 け入れない

/医師の説 明・指 示は｢はい｣と

応 えても、実 際 に従 うことはあ

りません 

〈医 療 上 必 要 な食 事 管 理

がなされていない〉 (23) 

偏 食 、低 栄 養 、過 度 の飲 酒 、

高 血 糖 と低 血 糖 のくり返 し/食

事 を十 分 に摂 らず、低 血 糖 で

入 退 院 を繰 り返 す/肝 臓 疾 患

があり、飲 酒 は控 えるように話

すが多量の飲酒する 

〈 不 適 切 な 飲 酒 を し て い

る〉(21)  

アルコールを飲 んで食 事 を摂

取 し ない/ 肝 機 能 低 下 があ る

のに、相当量の飲酒をする 

   （）内の数字は記録単位数  
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るセンテンスは〈その他〉に分類した。  

 
表 6-5 《身体の整容の不足》の〈概念〉構成  

    
《カテゴリー》 定義  〈概念〉 センテンス（抜粋） 

《 身 体 の 整 容 の

不足》  
身 体 の 整 容 が 不

足している状態  

〈髭 ・髪 ・爪 の整 容 がなされて

いない〉(38) 
髪、髭、爪が伸び放題 /ひげそり

もせず髪ものび放題  

〈洗 顔 ・歯 磨 きがなされていな

い〉(10) 

洗 顔 ・歯 磨 きなどしていない /洗
顔することもない為、目やにもつ

いている 

〈皮 膚 のケアができていない〉

(3) 

体 中 にアカがたまり、皮 膚 炎 に/
水 虫 や白 癬 の影 響 で足 はむく

み、入浴は半年に 1 回程度  

〈 入 浴 が な さ れ て い な い 〉 
(143) 

入 浴せず、排 泄 物にまみれても

そのまま、ホームレスの方 がよほ

どきれい/ 2 年以上入浴してい

ない 
〈身体から悪臭がする〉 (18) 通常では耐えられない臭い 

〈失 禁 ・排 泄 後 の身 体 のケア

がなされていない〉 (46) 

尿 失 禁 、便 失 禁 あるも、更 衣 で

きずそのまま放 置／常に尿 臭あ

り、オムツの交換もされていない 

その他  (3) 不 衛 生 /介 護 サービスで最 低 限

を維持  
（）内の数字は記録単位数  

 

（４）《衣服の整容の不足》  

 

表 6-6 では《衣服の整容の不足》を構成する〈概念〉及びセンテンス（抜粋）につ

表 6-6 《身体の整容の不足》の〈概念〉構成  

    

《カテゴリー》 定義  〈概念〉 センテンス（抜粋） 

《 衣 服 の 整 容 の

不足》  
衣 服 の 整 容 が 不

足している状態  

〈 更 衣 が な さ れ て い な い 〉

(112) 
何 年 も更 衣 せず、衣 類 がカピ

カピしている 

〈洗濯がなされていない〉(33) 洗 濯 していないため衣 類 が汚

れている/洗濯が出来てない 

〈不 衛 生 な衣 服 を着 用 してい

る〉(80)  

衣 類 が極 端 に汚 れている / 同
じものを着 ていて、よごれてい

る 

〈破 れた衣 服 を着 用 している〉 
(15) 

穴 のあいた同 じ服 をいつも着

て い る / や ぶ れ た 服 を 着 て お

り、洗濯もあまりされていない 

〈季 節 に合 わない衣 服 を着 用

している〉(24) 

寒 いのにうす着 （重 ね着 が考

えられずふるえている） /夏 でも

冬の格好している。” 

〈 奇 異 な服 装 や外 見 である 〉

(14)  

下 半 身 は 何 も つ け て い な い /
何 日 も同 じ服 を着 用 し、下 半

身はオムツのみ着用していた 
（ ）内の数字は記録単位数 
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いて示した（表 6-6）。その定義は、「衣服の整容が不足している状態」である。《衣

服の整容の不足》は、〈更衣がなされていない〉、〈洗濯がなされていない〉という行

動レベルの〈概念〉、〈不衛生な衣服を着用している〉、〈破れた衣服を着用している〉、

〈季節に合わない衣服を着用している〉、〈奇妙な服装や外見である〉という状態像の

〈概念〉計 6 つで構成されている。  

ここでいう整容とは、清潔・不潔という外見上の問題だけではない。衣服の整

容とは、十分に手入れが行き届いた清潔で季節に合った衣服を着用することであ

る。衣服は外見だけでなく、身体を寒暖から守る役割もある。そのような状態を

保つには定期的に更衣し、更衣後は洗濯及び補修を十分に行った上で適切に保管

する必要がある。一方で、衣服の保管が不適切であるという意味を持つセンテン

スに関しては、片づけられないという意味が強いため、《不衛生な住環境》に含め

ることとした。  

 

（５）《不衛生な住環境》  

表 6-7 では、《不衛生な住環境》の〈概念〉構成について示した（表 6-7）。そ

の定義は「住環境が不衛生な状態になっていること」である。《不衛生な住環境》

は、〈片付けがなされていない〉、〈清掃がなされていない〉、〈換気がなされていな

い〉という行動レベルの〈概念〉と〈屋内が湿っている〉、〈日当たりが悪い〉、〈寝

具・畳が不衛生である〉、〈ゴミや物が貯めこまれている〉、〈ゴミが放置されてお

り不衛生である〉、〈食べ物が放置されている〉、〈室内・屋外が失禁・尿・便で汚

れている〉、〈衣類が放置されている〉、〈ゴキブリ・害虫・ネズミが発生している〉、

〈ペットが放置されている〉、〈部屋の中で悪臭がする〉、〈トイレ、台所、風呂場

または洗面所が不衛生である〉という状態像を表す〈概念〉で構成されている。

《不衛生な住環境》は 15 の〈概念〉で構成されており、最も大きな《カテゴリ

ー》である。ここでいう不衛生も不潔なだけではない、〈日当たりが悪い〉など健

康に大きな影響を与える〈概念〉も含まれる。  

特徴的なのは〈ゴミや物が貯めこまれている〉、〈ゴミが放置されており不衛生

である〉の 2 つの〈概念〉である。前者は、貯めこんでいる状態を後者は不衛生

な状態を表すからである。“ゴミ屋敷”という単語を含むセンテンスの場合は、〈ゴ

ミや物が貯めこまれている〉結果として〈ゴミが放置されており不衛生である〉



 

109 
 

と考えられるため、両方の〈概念〉に含まれることとなる。さらに、これらの状

態像は〈片付けがなされていない〉、〈掃除がなされていない〉という原因の帰結

として生じると考えるのが適切である。  

また、〈概念〉には該当しないが《不衛生な住環境》に該当すると考えられるセ

ンテンスは〈その他〉に含むこととした。  

表 6-7 《不衛生な住環境》の概念構成  
   （）内の数字は記録単位数 

《カテゴリー》 定義 〈概念〉 センテンス（抜粋） 

《不 衛 生 な住 環

境》 

 

住 環 境 が 不

衛 生 な 状 態

に な っ て い る

こと 

〈片付けがなされていない〉(104) 

片 付 けができず、ゴミや衣 類 などが

居 間 に散 乱 /ゴミ屋 敷 /室 内 外 とも

に片つけられていない 

〈清掃がなされていない〉(126) 

掃 除 は全 くせず、犬 の尿 臭 がする/

清 掃 が出 来 ていなく、ほこり、食 べ

カスで部屋中が汚れている 

〈換気がなされていない〉(7) 
雨 戸 はもう何 年 も開 けたことがなく/

換気やそうじができていない 

〈屋内が湿っている〉(7) 湿っぽい/雨水により湿っている 

〈日当たりが悪い〉(7) 

雨戸を開けない/雨戸を開けないの

で日 当 たりが悪 い/窓 も閉 めきって

おり、掃除もしないため不衛生 

〈寝具・畳が不衛生である〉(23)  

尿 ・便 で汚 れた布 団 で一 日 中 すご

す/寝 具 汚 れたままで清 潔 にしない

/畳上で失禁し、腐っていた 

〈 ゴ ミ や 物 が 貯 め こ ま れ て い る 〉

(61)  

天井まで物が積まれている/不必要

な物 が室 内 にうず高 くつまれ、足 の

踏 み場 なし/ゴミだらけ、人 が一 人

通れないほどの通路 

〈ゴミが放 置 されており不 衛 生 で

ある〉(93) 

使 用 したティッシュペーパーが散 乱

している/生ゴミが家中散乱している 

〈食べ物が放置されている〉(45) 

腐った物や、カビがはえた食べ物が

自 宅 に 常 時 あ る/ 弁 当 の残 りが散

乱してる/ 

〈室 内 ・屋 外 が失 禁 ・尿 ・便 で汚

れている〉(38)  

失禁 した下 着を大量に室 内 に放 置

/屋内には尿、便が放置されていた 

〈衣類が放置されている〉(22)  

汚れた衣類 を山 積みにしている/服

や下 着 を脱 いだらそのまま放 置 し、

部屋中にゴミを溜め込んでいた。 

〈ゴキブリ・害 虫 ・ネズミが発 生 し

ている〉(37)  

屋内 外にゴミがあふれ、ゴキブリ、ネ

ズミ等 害 虫 が発 生 /夏 場 は小 バエ

で台所がまっくろになる 

〈ペットが放置されている〉(14) 

犬が室内で飼われ排泄物もあり/猫

が数 匹 住 みついており、あちこちに

排泄しており、においがきつい 

〈部屋の中で悪臭がする〉(17)  悪臭/へやに悪臭がする 

〈トイレ、台 所 、風 呂 場 または洗

面所が不衛生である〉(11) 

台 所 には腐 敗 した食 物 に小 バエが

飛 んでいる/トイレが排 泄 物 で汚 れ

たまま 

その他(6) 不衛生/全体的に不衛生 
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（６）《住環境の不備》  

表 6-8 では、《住環境の不備》を構成する〈概念〉について示した（表 6-8）。《住

環境の不備》は、〈庭の手入れがなされていない〉、〈家屋や生活器具が破損してい

る〉、〈風呂・トイレ・洗面所・台所が使用できない〉、〈生活に必要な設備や生活

器具がない〉、〈室内の温度が適切に管理されていない〉、〈住環境が危険な状態に

なっている〉、〈ライフラインが止まっている〉の 7 つの〈概念〉で構成されてい

る。  

《住環境の不備》の定義は、「生活及び心身の安全に必要なあらゆる住環境の機

能が低下している状態」である。家屋、風呂・トイレ・洗面所・台所、暖房器具

など生活に必要なあらゆる器具・機能が破損または使用できない状態であり、生

命の危機に直結するレベルの〈概念〉も含まれる。 

 

 

（７）《不適切な財産管理及び社会的手続き》の〈概念〉構成  

表 6-9 では、《不適切な財産管理及び社会的手続き》の〈概念〉構成について示

した（表 6-9）。  

表 6-8 《住環境の不備》の〈概念〉構成  
    

《カテゴリー》 定義  〈概念〉 センテンス（抜粋） 

《 住 環 境 の 不

備》  

生 活 及 び 心

身 の 安 全 に

必 要 なあらゆ

る 住 環 境 の

機 能 が 低 下

している状態  

〈庭 の手 入 れがなされていない〉

(7) 
草 木 が生 え放 題 /草 ぼうぼうで

ある/庭にごみが散乱している 

〈家 屋 や生 活 器 具 が破 損 してい

る〉(26) 

窓 が破 れている /ガラスが破 損

している /トイレが破 損 している /
暖房・テレビが壊れたまま 

〈風 呂 ・トイレ・洗 面 所 ・台 所 が使

用できない〉(8)  

トイレが流 れないため、公 園 で

排 泄 している /風 呂 場 が使 用 で

きない 
〈生 活 に必 要 な設 備 や生 活 器 具

がない〉(16) 
暖 房 器 具 がない /トイレがない /
台所がない 

〈室 内 の温 度 が適 切 に管 理 され

ていない〉(22)  
暖 房 が不 十 分 /夏 はクーラーな

く脱水になりかけている 

〈住 環 境 が危 険 な状 態 になって

いる〉(14) 

自 分 で改 修 して段 差 だらけ に

なっている /浴 室 のエントツが壊

れ、火 災 の危 険 があり /倒 壊 の

危険がある 

〈ライフラインが止まっている〉(12)  水 道 が 止 ま っ て い る / ガ ス ・ 水

道・電気が使用できない 
（）内の数字は記録単位数  
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《不適切な財産管理及び社会的手続き》は、〈日常的な金銭管理・通帳などの貴

重品の管理ができていない〉、〈借金・浪費が見られる〉、〈社会的手続きができて

いない〉の 4 つの〈概念〉から構成されている。  

《不適切な財産管理及び社会的手続き》の定義は「生活に必要な金銭管理・大き

な財産管理・社会的手続きができていない状態」である。社会的手続きの観点も

含め、《不適切な財産管理及び社会的手続き》と命名した。  

 

（８）《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》  

表 6-10 では、《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》の〈概念〉構成につ

いて示した（表 6-10）。《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》は、〈必要な

医療を受けていない〉、〈必要な保健福祉サービスを受けていない〉の 2 つの〈概

念〉から構成されている。  

《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》の定義は、「必要な医療・保健・福

祉サービスが不足している状態」である。これらのほとんどは本人によるサービ

スの拒否という行動レベルの問題である。しかし、記述からは経済的な問題でサ

ービスを受けられない場合も見られた。このため、拒否という行動だけでなく、

表 6-9 《不適切な財産管理及び社会的手続き》の〈概念〉構成  
    

《カテゴリー》 定義  〈概念〉 センテンス（抜粋） 

《不 適 切 な財 産 管

理 及 び 社 会 的 手

続き》  

生 活 に 必 要 な 金 銭

管 理 ・大 きな財 産 管

理・社 会 的 手 続 きが

できていない状態  

〈 日 常 的 な金 銭 管 理 ・ 通 帳

などの貴 重 品 の管 理 ができ

ていない〉(103)  

年 金 の 管 理 が で き な い /

通帳や印鑑を片付け忘れ

てしまう 

〈 借 金 ・ 浪 費 が 見 ら れ る 〉

(21) 

生活費が足りないわけ

ではないが、消費者金融

で借り入れをする /通販

などで、不 要なものを多 量

に購 入 し、年 金 使 い込 ん

でしまう 

〈公 共 料金・税 金 を滞納 して

いる〉(20) 
保 険 料 支 払 いが滞 ってい

る/納税できていない 

〈社会的手続きができていな

い〉(10) 

保 険 料 未 納 等 、 生 活 上

必 要 な手 続 きがで きて い

ない/ 年 金 現 況 届 、 提 出

もしていなかったため、入

金 ス ト ッ プ して お り 、 預 金

が尽きていた 

（ ）内の数字は記録単位数  
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様々な要因によって必要な医療・保健・福祉サービスが不足している状態像とし

て捉える方が適切であったため、《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》と命

名した。  

 
表 6-10《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》の〈概念〉構成  

    

《カテゴリー》 定義  〈概念〉 センテンス（抜粋） 

《必要な医療・保 健・

福 祉 サ ー ビ ス の 不

足》 

必 要 な 医 療 ・ 保 健 ・

福 祉 サービスが不 足

している状態  

〈必 要 な医 療 を受 け

ていない〉(154) 

受 診 を進 めるも拒 否 / 救 急 車

の利 用 を拒 否 /定 期 受 診 は守

られていますが、認知症を受け

入 れられず、治 療 （ 専 門 家 紹

介）を拒否 

〈 必 要 な 保 健 ・ 福 祉

サ ービ ス を 受 け て い

ない〉(163) 

介 護 保 険 サービス を勧 める も

拒 否 /配 食 サービス以 外 は拒

否 

（）内の数字は記録単位数 

 

〈必要な医療を受けていない〉という状態は、《健康に関する行動の不足》の意

味も強い。しかし、医療をサービスとして捉えるという観点からすると、保健・

福祉サービスと同等である。本分析では〈必要な医療を受けていない〉は《必要

な医療・保健・福祉サービスの不足》に含めることとした。この点は、今後も議

論が必要である。  

 

（９）《社会的孤立》の概念構成  

 

表 6-11 では、《社会的孤立》の〈概念〉構成について示した（表 6-11）。内容

表 6-11 《社会的孤立》の〈概念〉構成 

    

《カテゴリー》 定義 〈概念〉 センテンス（抜粋） 

《社会的孤立》 
社 会 か ら 孤 立

している状態 

〈社会との関わりが少ない〉(176) 近 隣 から孤 立 している/特 定 の

親戚のみ/支援者のみ 

〈閉じこもり状態である〉(30) 閉 じこもっている/ほとんど外 出

しない 

〈 他 者 と の 関 わ り を 拒 否 す る 〉

(19) 
本 人 は拒 絶 /被 害 妄 想 があり、

近隣の人を敵と思っている 

〈 近 隣 住 民 との 関 係 が 悪 化 して

いる〉(26) 

異 臭 により隣 家 より大 家 に苦 情

が入 っている/近 所 から迷 惑 が

られている 

（）内の数字は記録単位数 
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分析の結果からは、《社会的孤立》を構成する〈概念〉は、〈社会との関わりが少

ない〉、〈閉じこもり状態である〉、〈他者との関わりを拒否する〉、〈近隣住民との

関係が悪化している〉の 4 つである。内容分析の結果から、《社会的孤立》は「社

会から孤立している状態」と定義した。しかし、社会的孤立は独立した概念とし

て既に多くの研究がなされ、様々な定義が示されている。  

 

2．【中核カテゴリー】  

 【中核カテゴリー】は、【健康行動の不足】、【個人衛生の悪化】及び【住環境の

悪化】の 3 つが生成された。【中核カテゴリー】は、《カテゴリー》の上位にある

概念である。さらに、【健康行動の不足】及び【個人衛生の悪化】は『セルフケア

の不足』に抱合される。しかし、【住環境の悪化】は『セルフケアの不足』に含ま

れず、独立した【中核カテゴリー】である。  

表 6-3 では、各【中核カテゴリー】の定義について示した。以下、この定義を

理論的な検討に基づいて説明する。  

 
表 6-12【中核カテゴリー】の定義  
  
【中核カテゴリー】  定義  

【健康行動の不足】  水分や食事の確保、医療・健康維持に関する行動

が不足している状態  

【個人衛生の悪化】  身体及び衣服の整容が悪化している状態  

【住環境の悪化】  住環境が悪化している状態  

 

（１）【健康行動の不足】  

【健康行動の不足】は、《不十分な食事と水分》及び《医療・健康維持に関する

行動の不足》の 2 つの《カテゴリー》で構成されている。その定義は「水分や食

事の確保、医療・健康維持に関する行動が不足している状態」である。  

健康維持に関する行動の不足であるため、《医療・健康維持に関する行動が不足

している》は、【健康行動の不足】に抱合される。また、《不十分な食事と水分》

も、健康及び生命維持に大きな影響を与える《カテゴリー》であるため、【健康行

動の不足】に抱合される。  
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（２）【個人衛生の悪化】  

【個人衛生の悪化】は、《身体の整容の不足》及び《衣服の整容の不足》から構

成される。その定義は「身体及び衣服の整容が悪化している状態」である。外見

上の問題であるため、セルフ・ネグレクトの測定項目になりやすい。身体と身体

を包む衣服の衛生であるため、《身体整容の不足》及び《衣服の整容の不足》は密

接な関係があり、【個人衛生の悪化】に抱合される。  

（３）【住環境の悪化】  

【住環境の悪化】は、《不衛生な住環境》及び《住環境の不備》で構成される。

その定義は「住環境が悪化している状態」である。この住環境とは、家屋や居住

空間以外に生活に必要な器具も含まれる。環境の問題であるため、『セルフケアの

不足』には含まれない独立した【中核カテゴリー】である。  

 

3．『理論的中核カテゴリー』  

セルフ・ネグレクトを構成する最も上位の概念として生成されたのが『セルフ

ケアの不足』である。『セルフケアの不足』の定義は、「生命・生活の維持に必要

な水分や食事の確保、個人衛生の保持及び健康維持に関する行動が不足している

状態」である。『セルフケアの不足』はセルフケアという行動が不足している状態

像であり、【健康維持に関する行動の不足】及び【個人衛生の悪化】を抱合した大

きな概念である。  

『セルフケアの不足』は理論的には個人の内的な行動である。そのため、環境

的な側面である【住環境の悪化】を構成する各《カテゴリー》、《医療・保健・福

祉サービスの不足》、《不適切な財産管理及び社会的手続き》、《社会的孤立》は理

論上『セルフケアの不足』には含まれない。  

『セルフケアの不足』は、Orem のセルフケア理論（Orem 2001；Orem=2016）、

ICF、野村・岸らのセルフ・ネグレクレクトの概念に関する理論（野村・岸ら 2014）、

を基に、【健康維持に関する行動の不足】及び【個人衛生の悪化】の上位概念とし

て生成された。理論を中心に生成されたため、『理論的中核カテゴリー』と命名し

た。  
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第 3 節 内容分析の結果に関する考察  
 

第 1 項 〈概念〉間の相互の関係と《カテゴリー》内の構造に関する考察  

内容分析において、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念の最小単位として

生成された〈概念〉は、1 つの《カテゴリー》の中に行動レベルの〈概念〉と状

態レベルの〈概念〉が含まれている。  

内容分析の結果明らかになった行動レベルの〈概念〉は主要なものでは〈買い

物ができていない〉、〈調理ができていない〉、〈更衣がなされていない〉、〈洗濯が

できていない〉、〈失禁の世話ができていない〉、〈掃除ができていない〉、〈片付け

ができていない〉、〈日常的な金銭管理ができていない〉などが挙げられる。  

これら行動レベルの〈概念〉と状態レベルの〈概念〉は相互に関連していると

考えられる。つまり、〈買い物ができていない〉、〈食事の準備ができていない〉か

らこそ、不十分な〈栄養が不十分・偏っている〉状態になると考えられる。また、

〈更衣がなされていない〉からこそ〈不衛生な衣服を着用している〉状態になる

と考えられる。このように、行動レベルの〈概念〉と状態レベルの〈概念〉の間

には、原因と帰結という因果関係があるのではないかと考えられる。また、これ

らの行動レベルの〈概念〉の存在を考えると、状態像としてしか生成されなかっ

た〈概念〉に関しても、その要因となる様々な行動レベルの〈概念〉が存在する

ものと考えられる。  

この観点からすると、各《カテゴリー》は、様々な要因となる行動レベルの〈概

念〉があり、その帰結としての状態像の〈概念〉が存在し、これらの〈概念〉が

相互に関連することで、《カテゴリー》としての状態像があると捉えるのが適切で

あると考えられる。  

セルフ・ネグレクトを行動ととらえる国内外の研究者は多い（NCEA 1998；野

村 2007；Lauder et al.2001；野村・岸ら 2014）。前述した NCEA の定義では、

セルフ・ネグレクトを行為としている（NCEA 1998）。野村・岸らの定義ではセ

ルフ・ネグレクトを「健康、生命及び社会生活の維持に必要な、個人衛生、住環

境の衛生若しくは整備または健康行動を放任・放棄している」という行動レベル

の問題としている。セルフ・ネグレクトは、確かに行動のレベルの問題とした方

が理解しやすい。  
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しかし、支援者がセルフ・ネグレクトと認識するのは、行動レベルの問題では

なく行動レベルの帰結としての状態像である。すなわち、〈不衛生な衣服を着用し

ている〉、〈ゴミや物が貯めこまれている〉などの状態像で判断することが多いと

考えられる。むしろ、行動よりその行動の結果として、生命・生活の危機に陥り、

周囲に大きな影響を与えるほどのセルフ・ネグレクトの状態になることこそ、セ

ルフ・ネグレクトの問題の本質ではないかと考える。その観点からすると、セル

フ・ネグレクトは行動の帰結としての状態ととらえる方が適切であると考える。  

 

第 2 項 《カテゴリー》に関する考察  

内容分析の結果生成されたセルフ・ネグレクトの《カテゴリー》は、NCEA の

定義（NCEA 1998）、Lauder らの理論（Lauder et al. 2009）、野村・岸らの理論

（野村・岸ら 2014）と比べて、表現の違いはあってもその下位概念に大きな相違

はない。これらの《カテゴリー》と【中核カテゴリー】の関係については第 9 章

結論で述べたい。  

検討が必要なのは、《不十分な食事と水分》の扱い、〈必要な医療を受けていな

い〉を含めるべき《カテゴリー》の扱いである。  

《不十分な食事と水分》は理論的には Orem の普遍的セルフケア要件（Orem 

2001；Orem=2016）の最も根幹である十分な食事と水分の確保がなされていな

いという状態である。つまり、人間の生命の維持に直結する問題である。しかし、

この《カテゴリー》を構成する〈概念〉や記録単位としたセンテンスは非常に抽

象的である。水分の不足は脱水状態となって把握することが可能である。しかし、

栄養の不足を把握するのは《身体の衛生の不足》や《不衛生な住環境》のように

視覚や嗅覚で直ちに判断することが困難である。Dyer らは同様の理由で『セル

フ・ネグレクト重症度尺度』から栄養状態の測定項目を設定していない（Dyer et 

al. 2006a）。また、出来合いの物ばかり購入していても、現在のわが国の社会に

おいては、その健康状態は心配されていても最低限生命を維持することは可能で

あろう。このように、栄養状態の把握は非常に難しく、セルフ・ネグレクトの測

定指標を作成する際は議論を要すると考えられる。  

理論上最も問題となるのは〈必要な医療を受けていない〉の扱いである。内容

分析の結果では、〈必要な医療を受けていない〉は《医療・保健・福祉サービスの
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不足》に抱合した。これは、医療をサービスととらえる ICF の観点からの分類で

ある。しかし、〈必要な医療を受けていない〉は Orem の健康逸脱に関するセル

フケア要件の根幹である（Orem 2001；Orem=2016）。この点は、今後も理論的

な観点からの議論が必要であると考えられる。  

一方で、小長谷らは因子分析の結果、「奇異に見える生活のありさま」という名

称を抽出された因子に命名している（小長谷ら 2013）。前述したように小長谷ら

の因子分析は支援の必要性に関する調査結果の分析であり、事例の分析結果では

ない。しかし、「奇異に見える生活のありさま」は本調査結果で明らかになった各

〈概念〉の中に混在して見られる。むしろ、奇異に見えるほど各下位概念が悪化

している状態がセルフ・ネグレクトの特徴であるとも考えられる。その点からす

ると、その状態像が奇異に見えるということがセルフ・ネグレクトの重症度を判

断する 1 つの指標であるとも考えられる。  

 

第 3 項 セルフ・ネグレクトの『理論的中核カテゴリー』に関する考察  

内容分析で明らかになったセルフ・ネグレクトを構成する下位概念の構造は、

表 6-2 のとおり非常に複雑である。『理論的中核カテゴリー』である『セルフケア

の不足』を頂点とし、よりセンテンスに近い最小単位の〈概念〉までは 4 層の構

造をしている。内容分析の過程においては、最小単位である〈概念〉の抽象度を

できる限り統一した。そして、〈概念〉を基準点として、既存の理論との対比も含

めて《カテゴリー》、【中核カテゴリー】、『理論的中核カテゴリー』の順に抽象化

していった。  

このようにセルフ・ネグレクトの測定項目となる〈概念〉を基準にセルフ・ネ

グレクトを構成する下位概念を検討すると、【健康行動の不足】及び【個人衛生の

悪化】は『セルフケアの不足』というさらに上位の概念に抱合される。これは、

Orem のセルフケア理論の普遍的セルフケア要件及び健康逸脱に関するセルフケ

ア要件に該当する全ての行動（Orem 2001：225-236；Orem=2016：209-220）

が不足している状態であり、ICF 及び ADL のセルフケアに関する項目に該当す

る個人衛生の保持という概念でも説明できる。そのため、これらの【中核カテゴ

リー】を『セルフケアの不足』に抱合させることに矛盾はない。  

野村・岸らはセルフ・ネグレクトを中核概念と付随概念に分類し、中核概念に
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はセルフケアの不足と住環境の悪化を並列に位置づけていた（野村・岸ら 2014）。

しかし『セルフケアの不足』は内容分析の結果最も上位の階層にあり、その構成

は他の【中核カテゴリー】や《カテゴリー》に比べると大きくかつ複雑である。

その点から、『セルフケアの不足』と【住環境の悪化】を並列に扱うことには議論

を要する。この点に関しては、第 9 章の最終的なセルフ・ネグレクトの概念モデ

ルを考察する際に論じたい。  

 

第 4 項 内容分析の課題  

セルフ・ネグレクトを構成する下位概念は、内容分析の結果では表 6-2 で示し

たような階層的な構造が示されるが、実際の理論上は第 2 章で述べたように時間

軸を持った構造であると考えられる。また、内容分析だけでは、下位概念の上下、

相互の関係について説明できないことが大きな課題である。この点に関しては、

第 9 章のセルフ・ネグレクトの概念モデルの構築の際に詳しく考察したい。  

調査の手法上の限界としては、表 6-2 で示したセルフ・ネグレクトを構成する

下位概念は、あくまでも今後の測定指標の作成に使用するという目的と、生成さ

れた《カテゴリー》を非階層クラスター分析で分類するという目的のために抽象

度を揃えた面があることが課題である。また、分析の対象となったセンテンスは

質問紙調査の記述データであり、記録単位としたセンテンスは同一の基準で記さ

れてはない。このような調査のデザインの問題のため、〈概念〉の記録単位数の計

上について大きな課題がある。特に、同じ回答者のセンテンスが複数の〈概念〉

に計上されるという問題は、本研究の大きな課題である。コーディングに関して

も木下の M-GTA ほど厳密ではなく、調査手法に関しても再検討を要する。さら

に、本調査のデータに関してはルーテル学院大学の研究倫理委員会にデータの閲

覧は指導教授と論者のみとの条件で申請し、承認されたものである。そのため、

厳密な内容分析に必要なコーディングの信頼性の判断をコーダーに委託できず、

信頼性係数を求められていない 2)。これらの研究手法上の課題があるため、今後

はこの内容分析の結果について、新たな実証研究において数理統計学的な手法で

緻密な検証を進めていくことが必要である。  
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【注】  

1)  木下は、データから生成された最小の分析単位を〈概念〉と表現している（木下

2006）。一方で、本研究はセルフ・ネグレクトの理論的な概念を構築する研究であ

り、セルフ・ネグレクトを説明する一般的な単位として概念という言葉を使用して

いる。そのため、本研究でいう概念は、木下らのいう〈概念〉とは異なる。以後、

内容分析によって生成された分析の最小単位を表す場合は〈概念〉と表現し、一般

的な表現である概念とは区別する。  
 
2)  信頼性係数の求め方は、主に変数ごとの一致率 (%)、Scott のπ係数、Krippendorff

のα係数が用いられる（有馬：33：2007）。変数ごとの一致率 (%)は、「複数のコー

ダーの間で一致したデータ数」を「一致したデータ数」に「一致しないデータ数を

加えた変数」で割ったものに 100 を乗じて求められる（有馬：33：2007）。Scott
のπ係数は、「観察された一致率（%）」から「期待された一致率（%）」を引いたも

のに「1」から「期待された一致率を」引いたものを割って求められる（有馬：33：
2007）。Krippendorff のα係数は、「1」から「観察された不一致率」を「期待され

た不一致率」で割ったものを引いて求められる（有馬：33：2007）。  
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第 7 章 セルフ・ネグレクト事例の類型化に関する分析  
 

第 7 章では、リサーチクエスチョン 2、セルフ・ネグレクトの類型化に関する

分析方法について述べ、その結果を先行研究との比較も含めて考察する。  

 

第 1 節  セルフ・ネグレクト事例の類型化の方法  
 

第 1 項  非階層クラスター分析によるセルフ・ネグレクト事例の類型化  

セルフ・ネグレクトの類型化は、内容分析において生成された《カテゴリー》

の組み合わせに着目し、非階層クラスター分析（K 平均法）を用いた。この方法

を用いた理由は、非階層クラスター分析が大量のデータ分類に適しているからで

ある（村瀬ら 2007：277）。本分析は、239 事例の《カテゴリー》のパターンの分

類であり、非階層クラスター分析が得意とする大量のデータであると判断した。

また、セルフ・ネグレクトの類型化はリサーチクエスチョン 2 の検証とともに、

内容分析の結果の客観性を検証する目的もある。  

表 2-10 で示したように、既に斉藤・岸・野村（斉藤・岸・野村 2016）が、あ

い権利擁護支援ネットの簡易指標を使用して収集した事例データを同様の方法で

類型化している（表 2-10）。しかし、斉藤・岸・野村の類型化（斉藤・岸・野村

2016）は、簡易指標を用いた分析であること、「近隣住民の生命・身体・生活・

財産への影響」というセルフ・ネグレクトを構成する下位概念ではなく、セルフ・

ネグレクトの結果として生じる影響の項目を含んだ分析であることから、本研究

における非階層クラスター分析とは方向性は異なる 1)。また、内容分析によって

理論的な検討を加えたデータに基づくセルフ・ネグレクトの類型化はわが国では

初めてのことであり、先駆的な意義があると考えられる。  

 

第 2 項 セルフ・ネグレクト事例の類型化に使用した変数  

セルフ・ネグレクト事例の類型化に使用した変数は、内容分析で生成された《カ

テゴリー》に「該当する」を０、「該当しない」を１に置き換えて作成した 2 値

の変数である。《カテゴリー》を分析の対象とした理由は以下のとおりである。  

（１）本研究においては将来の測定尺度開発の参考となるよう〈概念〉を詳細に
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生成し、〈概念〉から生成した《カテゴリー》で理論的な検討ができるよう

に内容分析を実施した。  

（２）調査デザインと分析手法の限界から同じ回答者が回答したセンテンスを複

数の〈概念〉に重複して計上せざるを得ない場合があり、《カテゴリー》で重

複を調整する構造にした。  

 
 表 7-1 《カテゴリー》の変数作成の例  

  

《カテゴリー》 〈概念〉 

《不十分な食事と水分》 

＝１点 

〈栄養が不十分・偏っている〉（１） 

〈買い物ができていない〉（１） 

〈調理ができていない〉（１） 

〈腐った物・不衛生な物を食べている〉（１） 

〈水分が不足している〉（１） 

（ ）内の数 字は記録 単位 数  

 

分析に先立ち、各〈概念〉に 1 つでも該当すればその〈概念〉を含む《カテゴ

リー》が 1 点となる 2 値の変数（該当＝1 点、非該当＝0 点）を作成した。  

 表 7-1 では《カテゴリー》の変数作成の例を示した（表 7-1）。本研究で採用

した加点方法では、表 7-1 のように全ての〈概念〉に該当したとしても《カテゴ

リー》の点数は 1 点である。例えば、〈栄養が不十分である〉のみが該当しても

《カテゴリー》の点数は 1 点である。その事例に該当する〈概念〉が 1 つもなけ

れば《カテゴリー》は 0 点となる。  

この変数作成方法を用いることで、同じ回答者が回答したセンテンスが複数の

〈概念〉に重複して計上される課題を調整することが可能である。しかし、この

方法は〈概念〉の記録単位数の重みが《カテゴリー》に反映されない。そのため、

セルフ・ネグレクト事例の類型の傾向を把握することはできても、その重症度の

測定には適していない。  

表 7-2 では分析に使用した変数の記述統計量を示した。有効事例は 239 事例で

あったが、そのうち《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》が 200 事例（84%）

に見られた。《不十分な食事と水分》、《身体の整容の不足》、《環境衛生の悪

化》及び《社会からの孤立》は 70％以上の事例に見られるが、《医療・健康行動

の不足》及び《住環境の不備》は全体の 31％にしか該当しなかった（表 7-2）。  
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第 3 項 セルフ・ネグレクトの類型化に関する分析方法  

 セルフ・ネグレクト事例の類型化に際しては、表 7-2 で示した変数を、非階層

クラスター分析（K 平均法）を用いて、クラスター中心までの平均、標準偏差、

最小、最大値を参考にしながら、先行研究の理論も含めて最も解釈が可能な類型

を抽出した。当該分析方法は、斉藤・岸・野村による、あい権利擁護支援ネット

全国調査のデータ 2 次分析の際に実施した、2 値データによる非階層クラスター

分析の方法を参考にした（斉藤・岸・野村 2016）。分析には IBM SPSS Statistics 

19 を使用した。分析にあたっては、クラスター数をあらかじめ 3 から 8 で設定し

た。クラスター数を絞った理由は、先行研究から分析者が解釈可能なクラスター

数は 7 から 8 程度であるとされているからである（村瀬ら：2007：297）。  

 

第２節 セルフ・ネグレクト事例の類型化の分析結果  
 

非階層クラスター分析の結果、表 7-3 のとおり 7 クラスターが生成された（表

7-3）。非階層クラスター分析のクラスター数を決める明確な基準はない。中心ま

での距離、平均、標準偏差、F 値など様々な解釈の参考になる数値はあるが、い

ずれも参考程度のものでありクラスター数の決定には研究者の実質的解釈による

ところが大きい（村瀬ら 2007：297）。本分析は、内容分析で生成された《カテ

ゴリー》の 2 値データの分類である。そのため、各クラスターの《カテゴリー》

への該当事例数の割合を解釈の基本とした。  

 

表7-2 《カテゴリー》変数の記述統計量  
     
 事例数  該当事例数 (%) 平均値  標準偏差  

《不十分な食事と水分》  239 181 (76%) .76 .430 
《医療・健康行動の不足》  239 85 (36%) .36 .480 
《身体の整容の不足》  239 169 (71%) .71 .456 
《衣服の整容の不足》  239 165 (69%) .69 .463 
《環境衛生の悪化》  239 177 (74%) .74 .439 
《住環境の不備》  239 74 (31%) .31 .463 
《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》  239 200 (84%) .84 .370 
《社会からの孤立》  239 185 (77%) .77 .419 
《不適切な財産管理及び社会的手続き》  239 132 (55%) .55 .498 

N＝239 
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 表 7-3 セルフ・ネグレクト事例の《カテゴリー》別の類型化   

クラスター名  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

合計  

栄養 状態

悪化・サ

ービス不

足・孤 立

型  

複合 問題

／個人 衛

生悪 化型  

環境 衛生

悪化・孤

立なし・サ

ービス充

足型  

複合 問題

／不適 切

な財 産管

理及び社

会的 手続

き型  

複合 問題

／セルフ

ケア・環境

衛生 悪化

型  

複合 問題

／個人 衛

生・住 環

境全 般悪

化型  

医療・保

健・福 祉

サービス

不足 型  

《不十 分な食事 と水

分》 0.92 0.50 0.58 0.86 1.00 0.92 0.00 0.76 

《医療・健 康 行動の

不足》  0.27 0.00 0.37 0.45 1.00 0.32 0.10 0.36 

《身体の整 容の不

足》 
0.15 0.96 0.53 0.86 0.84 0.82 0.30 0.71 

《衣服の整 容の不

足》 
0.12 0.96 0.05 0.96 0.79 0.90 0.05 0.69 

《不衛 生な住環 境》  0.58 0.69 0.74 0.83 0.84 0.93 0.05 0.74 

《住環 境の不 備》 0.19 0.15 0.11 0.00 0.00 1.00 0.15 0.31 

《必要 な医 療・保

健・福 祉サービスの

不足》  
0.96 0.88 0.05 0.96 0.79 0.88 0.85 0.84 

《社会からの孤 立》  0.88 0.62 0.26 0.91 0.74 0.85 0.65 0.77 

《不適 切な財産 管

理及び社 会的 手続

き》 
0.27 0.00 0.58 1.00 0.00 0.58 0.50 0.55 

事例数  26 26 19 69 19 60 20 239 

N=239 クラスター内の値は各《カテゴリー》の該当事例数の割合を示す。  

 

クラスター1 は、《不十分な食事と水分》、《必要な医療・保健・福祉サービ

スの不足》、《社会からの孤立》に 80%以上の事例が該当している。そのため、

「栄養状態悪化・サービス不足・孤立型」と命名した。また、このクラスターは

58%の割合で《不衛生な住環境》が見られることも大きな特徴である。  

 クラスター2 は、《身体の整容の不足》及び《衣服の整容の不足》、つまり内

容分析で生成された【個人衛生の悪化】が共に 96%該当する型である。その他に

該当割合の高い要素もあるが、【個人衛生の悪化】が顕著であるため、「複合問

題／個人衛生悪化型」と命名した。また、《不衛生な住環境》にも 69%と比較的

高い割合で該当しているため、個人の衛生状態の悪化と住環境の衛生状態の悪化

の関係が示唆されるクラスターであった。  
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クラスター3 は、《不衛生な住環境》に 74%該当している。その他、該当割合

が 50%を超えるクラスターもあるが、《不衛生な住環境》が突出している。また、

他のクラスターとは異なり《社会的孤立》が占める割合が低く、《医療・保健・

福祉サービスの不足》もあまり見られない。そのため、「環境衛生悪化・孤立な

し・サービス充足型」と命名した。一方で、このクラスターは全般的に該当割合

が低く、最も解釈が難しいクラスターである。  

クラスター4 は《医療・健康に関する行動の不足》及び《住環境の不備》以外

のクラスターが顕著に高い該当割合を示している。《医療・健康に関する行動の

不足》はあまり高い該当割合ではないが、《不十分な食事と水》に 86％の事例が

該当している。そのため、健康状態はある程度悪化しているもの考えられる。他

の複合問題型との違いは、このクラスター4 の全ての事例に《不適切な財産管理

及び社会的手続き》が見られることである。そのため、「複合問題／不適切な財

産管理及び社会的手続き型」と命名した。  

クラスター5 も全般的に高い割合を示しているが、『セルフケアの不足』に該

当する《各カテゴリー》及び《不衛生な住環境》の該当割合が顕著に高い。その

ため、「複合問題／セルフケア不足・環境衛生悪化型」と命名した。  

クラスター6 も全般的に高い割合を示しているが、特徴的なのは《医療・健康

行動の不足》に該当する事例の割合が少なく、他のクラスターと異なり《住環境

の不備》が突出している。また、《住環境の不備》と共に【住環境の悪化】を構

成する、《不衛生な住環境》に該当する事例の割合も高い。また、【個人衛生の

悪化】を構成する《身体の整容の不足》及び《衣服の整容の不足》に該当する事

例の割合も高い。そのため、「複合問題／個人衛生・住環境全般悪化型」と命名

した。  

クラスター7 は《医療・保健・福祉・サービスの不足》に該当する事例の割合

が高く、《社会的孤立》に該当する事例の割合は比較的高いものの、その他の《カ

テゴリー》に該当する事例の割合は低い、そのため「医療・保健・福祉サービス

の不足型」と命名した。  
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第 3 節 セルフ・ネグレクト事例の類型化に関する考察  
 

第 1 項 セルフ・ネグレクト事例の類型  

表 7-3 で示したセルフ・ネグレクト事例の類型化に関するクラスター分析の結

果はいくつかの傾向があり、更なる分類が可能であると考えられる。具体的には、

表 7-4 に示したとおり、これらのクラスターは複合問題群と特徴問題群に分類さ

れると考える（表 7-4）。  

 

表 7-4 各クラスターの傾向による再分類  

分類  複合問題群  特徴問題群   

クラスター名  

C2 C4 C5 C6 C1 C3 C7 

合計  

複合 問題

／個人 衛

生悪 化型  

複合 問題

／不適 切

な財 産管

理及び社

会的 手続

き型  

複合 問題

／セルフ

ケア・環境

衛生 悪化

型  

複合 問題

／個人 衛

生・住 環

境全 般悪

化型  

栄養 状態

悪化・サ

ービス不

足・孤 立

型  

環境 衛生

悪化・孤

立なし・サ

ービス充

足型  

医療・保

健・福 祉

サービス

不足 型  

《不十 分な食事 と水 分》  0.50 0.86 1.00 0.92 0.92 0.58 0.00 0.76 

《医療・健 康 行動の不

足》 0.00 0.45 1.00 0.32 0.27 0.37 0.10 0.36 

《身体の整 容の不 足》  0.96 0.86 0.84 0.82 0.15 0.53 0.30 0.71 

《衣服の整 容の不 足》  0.96 0.96 0.79 0.90 0.12 0.05 0.05 0.69 

《不衛 生な住環 境》  0.69 0.83 0.84 0.93 0.58 0.74 0.05 0.74 

《住環 境の不 備》 0.15 0.00 0.00 1.00 0.19 0.11 0.15 0.31 

《必要 な医 療・保 健・  
福祉サービスの不 足》 0.88 0.96 0.79 0.88 0.96 0.05 0.85 0.84 

《社会からの孤 立》  0.62 0.91 0.74 0.85 0.88 0.26 0.65 0.77 

《不適 切な財産 管 理及

び社会 的 手続き》  
0.00 1.00 0.00 0.58 0.27 0.58 0.50 0.55 

事例数  26 69 19 60 26 19 20 239 

N=239 クラスター内の値は各《カテゴリー》の該当事例数の割合を示す。  

 

1．複合問題群  

クラスター2「複合問題／個人衛生悪化型」、クラスター4「複合問題／健康行

動の不足・住環境の不備なし）型」、クラスター5「複合問題／セルフケア不足・
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環境衛生悪化型」、クラスター6「複合問題／個人衛生・住環境全般悪化型」は

クラスター毎の特徴はあるものの、広範囲にわたる《カテゴリー》が該当するセ

ルフ・ネグレクト状態である。そのため、これらのクラスターの群を複合問題型

に分類した。  

Burnet らは、潜在クラス分析の結果、セルフ・ネグレクトを「身体の問題及び

医療問題に関するネグレクト（Physical and Medical Neglect）」、「住環境のネグ

レクト（Environmental Neglect）」、「全般的なネグレクト（Global Neglect）」、

「財産管理に関するネグレクト（Financial Neglect）」に分類している（Burnet et 

al. 2014）。この複合問題型の群は Burnet らの「全般的なネグレクト」に該当す

るとも考えられる。また、第 2 章で示した斉藤・岸・野村の非階層クラスター分

析の結果（表 2-10）からも、「複合問題・近隣影響なし型」、「複合問題・近隣影

響あり型」、「不衛生・住環境劣悪型」、「不衛生・住環境劣悪・拒否型」の 4 クラ

スターが示されている（斉藤・岸・野村 2016）。  

 

2．特徴問題群  

もう一方の群はセルフ・ネグレクトを構成する《カテゴリー》がある特徴のみ

で構成される群である。クラスター1「栄養状態悪化・サービス不足・孤立型」

クラスター3「環境衛生悪化・孤立なし・サービス充足型」、クラスター7「医療・

保健・福祉サービスの不足型」がこの群に含まれると考えられる。  

Burnet のおける分類によると、「身体の問題及び医療問題に関するネグレクト

（Physical and Medical Neglect）」、「住環境のネグレクト（Environmental 

Neglect）」がこの群に入るであろう（Burnet et al. 2014）。また、斉藤・岸・野

村の分類で考えると「不衛生型」、「サービス拒否型」、「孤立拒否型」がこの群に

該当すると考えられる（斉藤・岸・野村 2016）。  

 

第 2 項 セルフ・ネグレクトの類型によるセルフ・ネグレクトの判断基準  

複合問題群は、それぞれの特徴はあるにせよ、基本的には生活全般にわたるセ

ルフ・ネグレクト状態である。野村・岸らの述べる中核概念を満たした上で、付

随概念とされた概念にも該当している（野村・岸ら 2014）。そのため、この群は

理論的にもセルフ・ネグレクトとすることに異論は出ないであろう。  
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一方で、特徴問題群はセルフ・ネグレクトと判断するには議論を要すると考え

られる。クラスター1「栄養状態悪化・サービス不足・孤立型」は、《不十分な

食事と水分》に 92%の事例が該当しているため、『セルフケアの不足』を構成す

る【健康行動に関する不足】が問題となっている事例であると考えられる。しか

し、同じく【健康行動に関する不足】を構成する《医療・健康行動の不足》に関

してはほとんどの事例が該当しない。また、【個人衛生の悪化】を構成する《身

体の整容の不足》及び《衣服の整容の不足》に事例はほとんどない。理論的には、

Orem の普遍的セルフケア要件（Orem 2001：225；Orem=2016：209）のみが問

題となる群であると考えられる。いずれにせよ、クラスター１は内容分析の結果

からも、Orem のセルフケア理論（Orem 2001；Orem=2016）からも『セルフケ

アの不足』に該当するため、セルフ・ネグレクトであると判断することは問題な

いと考えられる。  

クラスター3「環境衛生悪化・孤立なし・サービス充足型」は、野村・岸らの

理論（野村・岸ら 2014）の中で述べられているセルフ・ネグレクトの中核概念で

あるセルフケアの不足及び住環境の悪化の要素は満たしているものの、各《カテ

ゴリー》の該当事例数の割合が少ない。  

クラスター７は《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》の問題のみが突出

しており、『セルフケアの不足』及び【住環境の悪化】を構成する《カテゴリー》

に該当する割合は低い。つまり、野村・岸らの理論（野村・岸ら 2014）によると

付随概念のみで構成される傾向にあるクラスターであり、最もセルフ・ネグレク

トに対する説明力が弱いクラスターであると考えられる。斉藤・岸・野村の分類

でも「サービス拒否型」及び「孤立・拒否型」というクラスターが示されている

（斉藤・岸・野村 2016）。この点に関しては、内容分析の結果〈必要な医療を受

けていない〉を《医療・健康に関する行動の不足》ではなく《必要な医療・保健・

福祉サービスの不足》に含めた影響も大きいとも考えられる。特に、このクラス

ターでは 20 事例中 12 事例（60.0%）が〈必要な医療を受けていない〉に該当す

る。Orem のセルフケア理論（Orem 2001：235；Orem=2016:219）では、〈必

要な医療を受けていない〉は健康逸脱に関するセルフケア要件に含まれるとも考

えられる。そのため、〈必要な医療を受けていない〉を『セルフケアの不足』の

《医療・健康に関する行動の不足》ととらえれば、一概にクラスター7 をセルフ・
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ネグレクトから除外するのは適切でないと考えられる。  

特徴問題群は複合問題群より、セルフ・ネグレクトの説明力が弱いとは考えら

れる。しかし、セルフ・ネグレクトから除外するのではなく、むしろ各《カテゴ

リー》が広範囲にわたるセルフ・ネグレクト状態にある複合問題群を重症なセル

フ・ネグレクト群、特徴問題群を軽症なセルフ・ネグレクト群であると捉える方

が適切であると考えられる。  

 

第 3 項 身体・衣服の整容の不足と不衛生な住環境の関係  

クラスター2「複合問題／個人衛生悪化型」、クラスター4「複合問題／不適切

な財産管理及び社会的手続き型」、クラスター5「複合問題／セルフケア・環境

衛生悪化型」及びクラスター6「複合問題／個人衛生・住環境悪化型」において

は、《身体の整容の不足》、《衣服の整容の不足》、《不衛生な住環境》の各カ

テゴリーが共に高い該当割合を示している。  

また、クラスター3「環境衛生悪化・孤立なし・サービス充足型」では《身体

の整容の不足》と《不衛生な住環境》が比較的高い該当割合を示している。先行

研究においては、斉藤・岸・野村の分類でも個人衛生と住環境の衛生に関して同

様の傾向が示されている（斉藤・岸・野村 2016）。  

本調査における内容分析の結果からも、例えば〈失禁・排泄後の身体のケアがなさ

れていない〉状態であれば、〈室内・屋外が失禁・尿・便で汚れている〉状態となるという関

係が示されており、個人衛生の悪化と住環境の衛生の悪化はなんらかの関連がある

と考えるのが適切である。  

一方で、クラスター1 では《不衛生な住環境》のみが比較的高い該当割合を示

しているのみである。この結果から、個人衛生は問題ないが、住環境の衛生のみ

が問題となる事例も存在することが示唆された。斉藤・岸・野村による分類では

このようなクラスターは示されていない（斉藤・野村・岸 2016）。しかし、ゴミ

や物がため込まれた住居に居住しているが、身なりは整っているというような事

例は現実の援助場面や報道の中ではよく見られる状態でもある。  

《身体の整容の不足》、《衣服の整容の不足》、《不衛生な住環境》は、支援

者が視覚、嗅覚で把握できる《カテゴリー》であり、地域においてセルフ・ネグ

レクト状態にある高齢者を発見する上で重要な《カテゴリー》であると考えられ
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る。そのため、これらの《カテゴリー》間の関係については、今後も実証研究の

結果に基づいた議論が必要であると考えられる。  

 

第 4 項 《不適切な財産管理及び社会的手続き》の扱い  

野村・岸らの述べる中核概念（野村・岸ら 2014）の要素が少ない類型として、

Burnet の「財産管理に関するネグレクト（Financial Neglect）」（Burnet et al. 

2014）が挙げられる。本調査の結果からは、《不適切な財産管理及び社会的手続

き》のみが特徴となるクラスターは示されなかった。《不適切な財産管理及び社会

的手続き》はクラスター4「複合問題／不適切な財産管理及び社会的手続き型」

で特徴的に示されている。クラスター4 は複合問題群であり、明らかなセルフ・

ネグレクトである。このように複合問題の中に《不適切な財産管理及び社会的手

続き》が含まれると、『セルフケアの不足』及び【住環境の悪化】のみで構成さ

れるクラスターに比べ、社会生活に欠かせない経済的なバックグラウンドにまで

セルフ・ネグレクトの状態がおよぶという点において、他のクラスターより重症

なクラスターになると考えらえる。この観点から、セルフ・ネグレクトが《不適

切な財産管理及び社会的手続き》のような、社会生活にまで及ぶという点もセル

フ・ネグレクトの重症度を判断する 1 つの指標であると考えられる  

 

第 5 項 セルフ・ネグレクト事例の類型化に関する分析の課題  

セルフ・ネグレクト事例の類型化に関する分析で用いた非階層クラスター分析

は、内容分析の結果生成された《カテゴリー》の 2 値データによる分析である。

この 2 値データは操作的に作成した変数であり、各《カテゴリー》の重みづけは

なされていない。そのため、セルフ・ネグレクト事例の類型化の結果は 1 つの傾

向であり、各《カテゴリー》の縦軸の重症度を測定することができなかったこと

が本分析の限界である。今後は《カテゴリー》とそれを構成する〈概念〉との関

係を精査した上で、数理統計学的な手法による類型化をする必要があると考えら

れる。  
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【注】  
1)  斉藤・岸・野村の非階層クラスター分析の結果、セルフ・ネグレクト事例の主要

な類型は、「不衛生型」、「不衛生・住環境劣悪型」、「サービス拒否型」、「不衛生・

住環境劣悪・拒否型」、「孤立・拒否型」、「複合問題・近隣影響なし型」、「複合問題・

近隣影響あり型」の 7 クラスターに分類されている（斉藤・岸・野村 2016）。  
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第 8 章 セルフ・ネグレクト事例の意図性の有無による類型化

に関する分析  
 

第 8 章では、リサーチクエスチョン 3 を検証するために実施した、セルフ・ネ

グレクト事例の意図性の有無による類型化に関する分析について詳述する。具体

的には、セルフ・ネグレクトの要因に関する分析をおこなった上で、セルフ・ネ

グレクト事例の意図性の有無に着目した類型化を実施する。そして、これら 2 つ

の分析の方法と結果について述べ、意図的なセルフ・ネグレクトを巡る扱いにつ

いての課題を明らかにする。  

 
第１節 セルフ・ネグレクトの要因に関する分析  
 
第１項 セルフ・ネグレクトの要因に関する分析方法  

 内容分析に使用したセルフ・ネグレクト事例が、意図的にそのような状態にな

っているのか非意図的に結果としてそのような状態になっているのかを明らかに

するには、まずは当該事例がセルフ・ネグレクトになった要因を明確にする必要

がある。セルフ・ネグレクトの要因に関しては、調査票問 7 の当該事例がセルフ・

ネグレクト状態になった要因に関する記述を、内容分析を用いて分類した。  

 

第 2 項 セルフ・ネグレクトの要因  

表 8-1 では、調査票問 7 の当該事例がセルフ・ネグレクトになった要因に関す

る記述から、内容分析を用いて抽出された各要因を示した。身体機能の低下を要

因とする事例は、合計で 150 事例（62.8%）、非意図的セルフ・ネグレクトの可能

性がある精神的機能の低下を要因とする事例は合計で 193 事例（80.8%）、意図的

セルフ・ネグレクトの可能性がある本人の意志・性格を要因とする事例は 55 事

例（22.6%）、家族・社会的要因による事例は 52 事例（21.8%）であった。これ

らの事例数は重複しており、その結果の解釈には注意が必要である。しかし、こ

の要因から考えると、セルフ・ネグレクトに占める非意図的なセルフ・ネグレク

トの割合は非常に大きい可能性があることが示唆された。  
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表8-1 事例の記述から見たセルフ・ネグレクトの要因  
   

要因  事例数 (%) 

身体機能の低下  
加齢又は疾病によるADLの低下  61 (25%) 
加齢  48 (20%) 
疾病・身体の障害  41 (17%) 

精神機能の低下  

認知症  82 (34%) 
アルコール問題  19 (8%) 
精神障害  31 (13%) 
意欲低下  57 (24%) 
判断能力  2 (0.8%) 
知的障害  2 (0.8%) 

本人の意志・性格  性格  44 (16%) 
意図的  10 (4%) 

家族・社会的要因  家族の死亡・離別・関係の変化  46 (19%) 
経済的困窮  6 (3%) 

不明  13 (5%) 
N=239（重複あり）  

 
第2節 セルフ・ネグレクト事例の意図性の有無による類型化  
 

第 1 項 非階層クラスター分析によるセルフ・ネグレクト事例の意図性の有無に

よる類型化  

セルフ・ネグレクト事例の意図性の有無による類型化には、以下の項目の主要

な組み合わせに着目して非階層クラスター分析で類型化することとした。  

項目①：調査票問 8「この事例のクライアントは、そのセルフ・ネグレクトの

行為が自分自身に及ぼす影響や結果を判断する能力がありますか」という質

問項目から得られた当該事例のセルフ・ネグレクトの行為が自分自身に及ぼ

す影響や結果を判断する能力（以下、「事理弁識能力」という。）の有無に関

する 2 値データ（なし＝1 点、あり＝0 点に反転）。  

項目②：問 9「この事例のクライアントは明確な自己主張や目的を持ってこの

ようなセルフ・ネグレクトの行為を行っておりますか」という質問項目にお

いて得られた当該事例が明確な自己主張や目的を持ってセルフ・ネグレクト

の行為をしているか否か（以下、「自由意志の有無」という。）に関する 2 値

データ（なし＝1 点、あり＝0 点に反転）。  

項目③：事理弁識能力に関する傾向を把握するための、認知機能及び判断能力

の低下に影響を与えると考えられる認知症の有無、精神障害の有無、知的障
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害の有無、アルコール問題の有無及び脳血管性障害の有無に関する 2 値デー

タ（あり＝1 点、なし＝0 点）。  

項目④：疾病や身体的な障害に起因するセルフ・ネグレクトであるかを把握す

るための、身体機能を低下させる疾患の有無、ADL 低下の有無に関する 2 値

データ（あり＝1 点、なし＝0 点）。  

 

第 2 項 セルフ・ネグレクト事例の意図性の有無による類型化の分析に使用する

変数  

非階層クラスター分析に使用する変数は、調査票問 8 において得られた当該事

例の事理弁識能力の有無の 2 値変数（なし＝１点、あり＝０点に反転）及び問 9

において得られた当該事例の自由意志の有無の 2 値変数（なし＝１点、あり＝０

点に反転）に加え、精神機能・身体機能の低下を示す、認知症の有無、精神障害

の有無、知的障害の有無、アルコール問題の有無、脳血管性障害の有無、身体機

能を低下させる疾患の有無及び ADL 低下の有無についての 2 値変数を使用した。 

事理弁識能力及び自由意志の有無に関しては、調査票においては、それぞれ（あ

り＝1 点、なし＝0 点）の 2 値変数として収集したデータであったが、分析に使

用する際に、事理弁識能力なし（なし＝1 点、あり＝0 点）、自由意志なし（なし

＝1 点、あり＝0 点）に変数を反転させた。理由としては、後述するように精神

機能・身体機能の低下を示す、認知症の有無、精神障害の有無、知的障害の有無、

アルコール問題の有無、脳血管性障害の有無、身体機能を低下させる疾患の有無

及び ADL 低下の有無に関する変数は全て（あり＝1 点、なし＝0 点）の２値変数

としたため、事理弁識能力及び自由意志の有無に関しては、変数を反転させた方

が老化による脆弱性や機能の低下が顕在化しているものが「１」に近い数値が示

され、より実態を理解しやすいと考えたからである。  

精神機能・身体機能の低下を示す、認知症の有無、精神障害の有無、知的障害

の有無、アルコール問題の有無、脳血管性障害の有無、身体機能を低下させる疾

患の有無及び ADL 低下の有無に関する変数は、事例の記述内容から新たに作成

した。新たな変数を作成した理由は、調査の限界から認知症などの機能低下を正

確に判断する尺度を使用できなかったこと、認知症高齢者の日常生活自立度には

記載がないが、記述には“アルツハイマー”と記載がある事例が散見されたこと
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が挙げられる。また、確定診断が得られたか不明な事例もある。それゆえ、これ

らの変数はあくまでも記述等を使用した各疾病・障害の傾向を測定することしか

できない。以下、詳細に変数の作成方法について述べる。  

（１）認知症の有無に関しては、認知症高齢者の日常生活自立度でⅠ以上に該当

する、事例の中に認知症との記述があるのいずれかの条件に当てはまる場合に、

認知症があると判断した。また、これらに該当しない者は認知症がないとした。

変数は認知症（あり＝1 点、なし＝0 点）の 2 値とした。  

（２）精神障害の有無、知的障害の有無、アルコール問題の有無及び脳血管性障

害の有無についての把握は、事例の中でこれらの疾患・障害が記述される場

合、これらの疾患障害があると判断した。また、これらに該当しない場合は、

それぞれの疾病・障害がないとした。変数は精神障害（あり＝1 点、なし＝0

点）、知的障害（あり＝1 点、なし＝0 点）、アルコール問題（あり＝1 点、な

し＝0 点）及び脳血管性障害（あり＝1 点、なし＝0 点）の 2 値とした。  

（３）身体機能を低下させる疾病については、表 8-1 で示した整形外科的疾患、

神経科疾患 (パーキンソン等）又は自己免疫疾患（リウマチ等）のいずれかが

該当する場合、身体機能を低下させる疾病があるとした。また、これらに該

当しない場合は、身体機能を低下させる疾病がないとした。変数は身体機能

を低下させる疾病（あり=1 点、なし=0 点）の 2 値とした。  

（４）慢性疾患は、表 8-1 で示した各疾病に該当する者の中で、上記（１）から

（３）以外の疾病に該当する場合、慢性疾患があるとした。これらに該当し

ない場合は、慢性疾患がないとした。変数は慢性疾患（あり=1 点、なし=0

点）の 2 値とした。  

（５）ADL が低下は、障害老人の日常生活自立度 A 以上の場合、認知症高齢者

の日常生活自立度Ⅱ以上の場合又は要介護１以上の認定がある場合のいずれ

かに１つでもあてはまる場合、ADL の低下があるとした。いずれかが当ては

まると ADL の低下があると判断するとなると、要介護１であっても障害老

人の日常生活自立度は J ランクとなる事例もある。しかし、その場合でも何

らかの ADL の低下があるために要介護 1 と認定されるのであり、以上の 3

つの条件に 1 つでも該当すれば、ADL の低下があるとみなすこととした。ま

た、これらに該当しない場合は ADL の低下がないとした。変数は ADL 低下
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の証拠（あり=1 点、なし=0 点）の 2 値とした。  

 
第 3 項 セルフ・ネグレクト事例の意図性の有無による類型化の分析に使用した

変数の記述統計量  

表 8-2 分析に使用した変数の記述統計量を示した（表 8-2）。  

分析に使用した事例は 239 事例であった。しかし、事理弁識能力の有無は 216

事例のみに回答があり、13 事例は欠損値となっている。また、自由意志の有無は

229 事例が該当しており、10 事例が欠損値となっている。  

 

 

第 4 項 セルフ・ネグレクト事例の意図性の有無による類型化の分析方法  

表 8-2 で示した変数を、非階層クラスター分析（K 平均法）を用いて，クラス

ター中心までの平均、標準偏差、最小、最大値を参考にしながら、先行研究の理

論も含めて最も解釈が可能な類型を抽出した。分析にあたり、斉藤らによるあい

権利擁護支援ネットの調査データの分析の際に実施した 2 値データによる非階層

クラスター分析の方法を参考にした（斉藤・岸・野村 2016）。分析には IBM SPSS 

Statistics 19 を使用した。分析にあたっては、クラスター数をあらかじめ 3 から

8 で設定した。クラスター数を絞った理由は、分析者が解釈可能なクラスター数

は 7 から 8 程度であるとも言われているからである（村瀬ら :2007:297）。  

 

 
表8-2 セルフ・ネグレクトの意図性の有無による類型化に使用した  

変数の記述統計量  
      
 事例数  該当事例数  (%) 平均値  標準偏差  

事理弁識能力なし  216 128 (59%) .59 .492 
自由意志なし  229 132 (58%) .58 .495 
認知症  239 168 (70%) .70 .458 
精神障害  239 37 (15%) .15 .362 
アルコール関連問題  239 18 (8%) .08 .264 
知的・発達障害  239 4 (2%) .02 .129 
脳血管性障害  239 26 (11%) .11 .312 
身体機能的疾患  239 39 (16%) .16 .370 
内科的慢性疾患  239 104 (44%) .44 .497 
ADLの低下  239 158 (66%) .66 .474 

N=239
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第 3 節 セルフ・ネグレクト事例の意図性の有無による類型化の  
分析結果  

 

非階層クラスター分析の結果、事理弁識能力の有無及び自由意志の有無の欠損

値の組み合わせから、26 事例が分析対象から除外され、有効事例数は 213 事例と

なった。結果は、表 8-3 のとおり、8 つのクラスターに分類された。  

前述したように、非階層クラスター分析のクラスター数を決める明確な基準は

なく、研究者の実質的解釈によるところが大きい（村瀬ら 2007:297）。本分析は、

2 値で作成した変数の分類である。そのため、各クラスターに占める該当事例数

の割合を解釈の基本とした。  

 
表 8-3 セルフ・ネグレクトの意図性の有無による類型  

          

クラスター
名  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

合計  

事 理 弁 識

能 力 あり

／認 知 症

ADL 低 下

型  

事 理 弁

識 能 力 な

し／認 知

症 ADL
低 下 型  

事 理 弁

識 能 力 な

し／認 知

症 ADL
低 下 なし

型  

事 理 弁

識 能 力 な

し／認 知

症 内 科

疾 患

ADL 低

下 型  

事 理 弁

識 能 力 あ

り／内 科

疾 患 型  

事 理 弁

識 能 力 な

し／認 知

症 自 由

意 志 あり

型  

事 理 弁

識 能 力

混 在 ／ア

ルコール

認 知 症

型  

事 理 弁

識 能 力 な

し／脳 血

管 性 障

害 型  

事 理 弁 識

能力 なし  0.00 0.97 0.77 0.77 0.07 1.00 0.54 0.84 0.60 

自 由 意 志 な

し 0.31 1.00 0.69 1.00 0.21 0.00 0.46 0.89 0.57 

認知 症  0.64 1.00 0.62 0.97 0.07 0.93 0.85 0.74 0.72 

精神 障害  0.08 0.30 0.12 0.16 0.11 0.30 0.00 0.05 0.15 

ア ル コ ー ル

問題  0.00 0.00 0.00 0.03 0.07 0.04 1.00 0.00 0.08 

知 的 ・ 発 達

障害  0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

脳 血 管 性

障害  0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.08 1.00 0.10 

身 体 機 能

的疾 患  0.47 0.06 0.04 0.29 0.04 0.11 0.08 0.16 0.17 

内 科 的 慢

性疾 患  0.33 0.00 0.08 1.00 0.79 0.41 0.46 0.68 0.46 

ADL の 低

下  0.97 1.00 0.00 0.68 0.18 0.89 0.92 0.79 0.68 

事例数  36 33 26 31 28 27 13 19 213 

N=213 クラスター内の値は該当事例数の割合を示す。  
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クラスター1 は、該当する全ての事例に事理弁識能力があるとの回答があり、

97%の事例に ADL の低下が見られる。さらに、自由意志があると回答のあった事

例は 69%、何らかの認知症を有する事例は 64%であった。認知症を有する割合が

それほど多くないものの、60%を超えているため、「事理弁識能力あり／認知症

ADL 低下型」と命名した。  

クラスター2 は、全ての事例に何らかの認知症と ADL の低下が見られ、事理弁

識能力がないとの回答を得た事例が 97%である。そのため、このクラスターを「事

理弁識能力なし／認知症 ADL 低下型」と命名した。  

クラスター3 は、事理弁識能力がないと回答を得た事例は 77%、認知症がある

とされる事例が 62%、全ての事例に ADL の低下が見られないため、「事理弁識能

力なし／認知症 ADL 低下なし型」と命名した。このクラスターは事理弁識能力

と認知症の該当割合それほど高くなく、全ての事例の ADL が高い傾向にあり、

最も解釈が難しい。  

クラスター4 は、事理弁識能力がないと回答があった事例が 77%、全ての事例

に自由意志がないと回答があり、認知症が 97%の事例に見られ、全ての事例が内

科疾患を有している。また、ADL の低下が 68%の事例に見られるため、「事理弁

識能力なし／認知症内科疾患 ADL 低下型」と命名した  

クラスター5 は、事理弁識能力があるとの回答を得た事例が 93%であり、自由

意志があるとの回答を得た事例が 79%。また、認知機能や ADL の低下は見られ

ず、該当するのは内科的疾患のみである。そのため、「事理弁識能力あり／内科疾

患型」と命名した。  

クラスター6 は、全ての事例に事理弁識能力がないとの回答を得、93%の事例

に認知症が、また 89%の事例に ADL の低下が見られるが、全ての事例に自由意

志があるとの回答を得ている、そのため「事理弁識能力なし／認知症自由意志あ

り型」と命名した。  

クラスター7 は、全ての事例にアルコール問題があり、85%の事例に認知症が、

92%の事例に ADL の低下が見られる。しかし、事理弁識能力があると回答のあっ

た事例が 46%、自由意志があると回答のあった事例が 54%であり、事理弁識能力

があるのか自由意志があるのか判別がつかない。そのため、「事理弁識能力混在／

アルコール認知症型」と命名した。  
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クラスター8 は、全ての事例が脳血管性障害であり、事理弁識能力がないとの

解答を得た事例が 84%、自由意志がないとの回答を得た事例が 89%であった。そ

のため、「事理弁識能力なし／脳血管性障害型」と命名した。  

 
第 4 節 セルフ・ネグレクト事例の意図性の有無による類型化に関する

考察  
 

第１項 各クラスターの意図性の有無による再分類  

セルフ・ネグレクト事例の意図性の有無に関する 8 つのクラスターを考察する

と、セルフ・ネグレクトの事例は、非意図的なセルフ・ネグレクト群、意図的な

セルフ・ネグレクト群、境界群の 3 群に分類にできると考えられる（表 8-4）。  

 
  表 8-4 セルフ・ネグレクトの意図性の有無の傾向による再分類  

分類  非意図的なセルフ・ネグレクト群  境界群  
意 図 的 な 

セルフ・ネグ

レクト群   

クラスター名  

C2 C4 C6 C8 C3 C1 C7 C5 

合計  

事 理 弁

識 能 力

なし／

認 知 症

ADL
低 下 型  

事 理 弁

識 能 力 な

し／認 知

症 内 科

疾 患

ADL 低

下 型  

事 理 弁

識 能 力

なし／

認 知 症

自 由 意

志 あり

型  

事 理 弁

識 能 力

なし／

脳 血 管

性 障 害

型  

事 理 弁

識 能 力

なし／認

知 症

ADL 低

下 なし型  

事 理 弁

識 能 力

あり／

認 知 症

ADL
低 下 型  

事 理 弁

識 能 力

混 在 ／

アルコ

ール認

知 症 型  

事 理 弁 識 能

力 あり／内 科

疾 患 型  

事理 弁識 能 力なし  0.97 0.77 1.00 0.84 0.77 0.00 0.54 0.07 0.60 

自由 意志 なし  1.00 1.00 0.00 0.89 0.69 0.31 0.46 0.21 0.57 

認知 症  1.00 0.97 0.93 0.74 0.62 0.64 0.85 0.07 0.72 

精神 障害  0.30 0.16 0.30 0.05 0.12 0.08 0.00 0.11 0.15 

アルコール問題  0.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 1.00 0.07 0.08 

知的・発達 障害  0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

脳血 管性 障 害  0.00 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.08 0.04 0.10 

身体 機能 的 疾患  0.06 0.29 0.11 0.16 0.04 0.47 0.08 0.04 0.17 

内科 的慢 性 疾患  0.00 1.00 0.41 0.68 0.08 0.33 0.46 0.79 0.46 

ADL の低下  1.00 0.68 0.89 0.79 0.00 0.97 0.92 0.18 0.68 
事例数  33 31 27 19 26 36 13 28 213 

    N=213 クラスター内の値は該当事例数の割合を示す。  
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１．非意図的なセルフ・ネグレクト群  

クラスター2「事理弁識能力なし／認知症 ADL 低下型」、クラスター4「事理弁

識能力なし／認知症内科疾患 ADL 低下型」、クラスター6「事理弁識能力なし／

認知症自由意志あり型」、クラスター8「事理弁識能力なし／脳血管性障害型」は、

77%以上の割合で事理弁識能力がないとの回答を得ている。これらは、「精神機能

的に問題があり、自ら決定した結果を理解できない高齢者が、無意識的または非

意図的に健康や安全を脅かす行為をしている場合」、つまり非意図的なセルフ・ネ

グレクトの傾向があるクラスターであると考えられる。  

クラスター2「事理弁識能力なし／認知症 ADL 低下型」及びクラスター6「事

理弁識能力なし／認知症自由意志あり型」は、ほぼすべての事例に事理弁識能力

がないとの回答があり、何らかの認知症を有している。つまり、非意図的なセル

フ・ネグレクトの傾向がある中でも重症な傾向があるクラスターであると考えら

れる。特に、クラスター2 は全ての事例に ADL の低下が見られる。そのため、8

つのクラスターの中では最も重症なクラスターであり、野村・岸らの理論による

「無意図的セルフ・ネグレクト」（野村・岸ら 2014）に近いクラスターであると

考えられる。  

一方で、特徴的なのはクラスター6「事理弁識能力なし／認知症自由意志あり

型」である。このクラスターは、クラスター2 と同様に明らかに支援が必要と判

断される群である。しかし、全ての事例が自由意志を持っていると回答されてい

る。例えば、事理弁識能力がなく支援者は明らかに支援が必要だと考えていても、

その支援を拒否する高齢者などはこのクラスターに分類される可能性があるとも

考えられる。  

 

2．意図的なセルフ・ネグレクト群  

クラスター5「事理弁識能力あり／内科疾患型」は、認知機能を低下させる疾

患や ADL の低下は見られず、該当するのは内科的疾患のみである。そのため、

クラスター5 が「精神機能的に問題なく、自ら決定した結果を理解できる高齢者

が、意識的かつ意図的に健康や安全を脅かす行為をしている場合」、つまり意図的

なセルフ・ネグレクトに分類される傾向があるクラスターであると考えられる。  
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3．境界群  

境界群は、非意図的なセルフ・ネグレクトと意図的なセルフ・ネグレクトの両

者の傾向がある群である。この群は、非意図なセルフ・ネグレクトの傾向がある

順から、クラスター3「事理弁識能力なし／認知症 ADL 低下なし型」、クラスタ

ー7「事理弁識能力混在／アルコール認知症型」、クラスター1「事理弁識能力あ

り／認知症 ADL 低下型」で構成されると考えられる。  

クラスター3「事理弁識能力なし／認知症 ADL 低下なし型」は、事理弁識能力

がないと回答を得た事例が 77%であるため、非意図的なセルフ・ネグレクトの傾

向がある。しかし、認知症があるとされる事例が 62%しかなく、全ての事例に

ADL の低下が見られない。また、自由意志があると回答された事例が 31%ある。

そのため、事理弁識能力について詳細な検討をした場合は意図的なセルフ・ネグ

レクト群に分類される可能性もあり、境界群に分類することが適切であると考え

られる。  

クラスター7「事理弁識能力混在／アルコール認知症型」は、全ての事例にア

ルコール問題があり、高い割合で認知症及び ADL の低下が見られるが、事理弁

識能力があるとの回答がなされた者が 46%、自由意志があるとの回答がなされた

者が 54%であり、事理弁識能力及び自由意志の有無が混在していると考えられる。

結果からすると、半数は事理弁識能力が低下しているとの回答を得ているため非

意図的セルフ・ネグレクト群とも見なすことができると考えられる。一方で、半

数は事理弁識能力があるため意図的セルフ・ネグレクト群にも分類される可能性

があるとも考えられる。この傾向は、自由意志の有無に関しても同様である。刑

事司法の場面でもアルコールなどの精神作用物質と責任能力に関しては日々議論

されている。そのため、クラスター７の曖昧さは、アルコールを含む精神作用物

質特有の傾向であるとも考えられる。  

クラスター1「事理弁識能力あり／認知症 ADL 低下型」は、該当する全ての事

例に事理弁識能力があると回答され、自由意志があると回答を得た事例は 69%で

ある。一方で、97%の事例に ADL の低下が見られ、認知症を有する事例は 64%

である。つまり、64%の事例は何らかの認知症を有するが、事理弁識能力はある

との回答を得たことになる。意図的なセルフ・ネグレクトと非意図的なセルフ・

ネグレクトの基準を事理弁識能力の有無によって判断するという The National 
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Center on Elder Abuse（全米高齢者虐待問題研究所：以下「NCEA という」）の

意図的なセルフ・ネグレクトの扱い（NCEA 1998）によると、このクラスターは

意図的なセルフ・ネグレクト群に入ると考えられる。しかし、クラスター１は、

事理弁識能力があると回答を得た割合が高いが、認知症である割合も高い。その

ため、意図的なセルフ・ネグレクトであると支援者が認識している事例の中に認

知症などで精神機能が低下している事例も含まれていることが示されている。  

事理弁識能力は、精神障害や認知症の有無だけでは判断されない。精神機能が

それほど低下していない場合には、精神障害や認知症があっても、事理弁識能力

はあると認められる場合もある。本調査では精神機能の程度については把握でき

ていない。そのため、精神機能を精査し、事理弁識能力について検討した場合は

非意図的なセルフ・ネグレクト群になる可能性もある。また、97%の事例に ADL

の低下が見られるということは、何らかの ADL の低下によって結果的にセルフ・

ネグレクト状態になった可能性も考えられる。これらの観点からクラスター1「事

理弁識能力あり／認知症 ADL 低下型」は、境界群に分類し、境界群の中でも意

図的なセルフ・ネグレクトの傾向があるクラスターとするのが適切であると考え

られる。  

 

第 2 項 セルフ・ネグレクト事例に占める意図性の有無の傾向  

表 8-4 から考察すると、非意図的なセルフ・ネグレクト群に分類された事例は

合計 110 事例であり、分析した 213 事例の 51.6%を占めている（表 8-4）。境界

群の中で非意図的なセルフ・ネグレクトの傾向があるクラスター3「事理弁識能

力なし／認知症 ADL 低下なし型」を含めると 136 事例であり、分析した事例全

体の 63.8%が非意図的なセルフ・ネグレクトの傾向を有することとなる。さらに、

約半数の事例が、事理弁識能力がないと回答を得ているクラスター7「事理弁識

能力混在／アルコール認知症型」も含めると非意図的なセルフ・ネグレクトの傾

向がある事例はさらに多くの割合を占めるものと考えられる。  

一方で、意図的なセルフ・ネグレクト群に分類されたクラスター5 の事例数は

28 事例であり、分析した事例全体の 13.1%である。境界群の中で意図的なセル

フ・ネグレクトの傾向があるクラスター1「事理弁識能力あり／認知症 ADL 低下

型」を含めると 64 事例で、分析した事例全体に占める割合は 36.1%であった。  
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これらの傾向から、セルフ・ネグレクト事例全体の中では非意図的なセルフ・

ネグレクト群が中心を占める可能性が示唆された。また、前述したように、多く

の先行研究においてセルフ・ネグレクトと認知症の関連が示されており、非意図

的なセルフ・ネグレクトがセルフ・ネグレクトの中心である可能性は高いとする

方が適切ではないかと考えられる。  

ただし、これらの傾向については、調査対象事例の抽出方法から疫学的な検討

が困難であること、事理弁識能力については精査されていないことから、今後の

調査研究において検証が必要であると考えられる。  

 

第 3 項 セルフ・ネグレクト事例の意図性の有無による類型化に関する課題  

本分析に使用した認知症等の疾患名はセルフ・ネグレクトの要因に関する事例

の記述から内容分析を用いて作成した変数による分類であり、確定した診断を得

ているか否かは明確ではない。また、事理弁識能力及び自由意志の有無に関して

は、回答者がそのように回答しているにすぎない。そのため、本調査結果で示さ

れた非階層クラスター分析によるセルフ・ネグレクトの意図性の有無に関する分

類はあくまで１つの指標であり、今後診断名を確定し、事理弁識能力に関する詳

細な検討をすると、それぞれの事例ごとに分類がされるクラスターが変更される

可能性がある。特に、境界群に分類したクラスター1「事理弁識能力あり／認知

症 ADL 低下型」、クラスター3「事理弁識能力なし／認知症 ADL 低下なし型」、

クラスター7「事理弁識能力混在／アルコール認知症型」に含まれたそれぞれの

事例については、分類が変化する可能性が高く、今後詳細な検討が必要である。  

意図的なセルフ・ネグレクトと非意図的なセルフ・ネグレクトの分類に関する

最終的な見解及びセルフ・ネグレクトの定義における意図的なセルフ・ネグレク

トに関する扱いに関しては、第 9 章の結論で詳述する。  

 

 



 

143 
 

第 9 章 結論：セルフ・ネグレクトの理論的概念モデル  
 

本研究では先行研究の検討からセルフ・ネグレクトの概念を明確にするために

必要な課題を明らかにし、全国地域包括支援センター事例調査（以下、「本調査」

という。）の事例の記述データの内容分析の結果、4 層にわたるセルフ・ネグレク

トを構成する下位概念（以下、「下位概念」という。）の構造を示した。その上で

生成された《カテゴリー》を非階層クラスター分析で類型化し考察した結果、セ

ルフ・ネグレクト事例は複合問題群、特徴問題群に分類できることを示した。ま

た、セルフ・ネグレクトの要因に関する内容分析及び意図的なセルフ・ネグレク

トに関する非階層クラスター分析の結果、セルフ・ネグレクトは非意図的なセル

フ・ネグレクト群、意図的なセルフ・ネグレクト群、境界群の 3 つに分類される

ことを示した。第 9 章では、これらの研究の結果を踏まえて全体を考察し、結論

としてセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルを提示する。  

 

第１節 セルフ・ネグレクトを構成する下位概念とその相互の関係に関

する考察  
 

第１項 ICF に基づくセルフ・ネグレクトを構成する下位概念に関する考察  

内容分析の結果から、セルフ・ネグレクトの概念構造は複雑であり、〈概念〉の

レベルにおいても行動レベルと状態レベルに分かれ、行動の帰結として状態像が

存在する可能性が示唆された。セルフ・ネグレクトを構成する下位概念は多岐に

わたり、Orem のセルフケア理論（Orem 2001；Orem=2016）だけでは説明する

ことは困難である。また、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念の上下・相互

の関係については、野村・岸らの中核概念と付随概念で構成される理論的概念モ

デル（野村・岸ら 2014）や Dyer らの因果関係に基づいた理論的概念モデル（Dyer 

et al. 2007）では、支援の拒否や社会的孤立に象徴される時間軸を有するセルフ・

ネグレクトの構造を説明しにくい面があると考えられる。そのため、新たな説明

の視点として用いたのが ICF のモデル（WHO=2002）である。第 2 章の図 2-3

で示したように ICF は各項目が相互作用をしている（図 2-3）。また、セルフ・ネ

グレクトを構成する〈概念〉は、全て ICF の「活動」及び「参加」、「環境因子」、
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「個人因子」で説明することが可能であると考えられる（WHO=2002：123-200）。  

一方で、Orem のセルフケア理論（Orem 2001；Orem=2016）もセルフ・ネグ

レクトを説明する重要な視点であることに変わりはない。特に ICF にはない健康

逸脱に関するセルフケア要素は、セルフ・ネグレクトを理解する上で非常に重要

な観点であると考えられる。また、ICF の概念を応用することで、Orem のセル

フケア理論では説明しきれない【個人衛生の悪化】についても説明が可能である。

このように、Orem のセルフケア理論と ICF を統合して相互に補完することで、

セルフ・ネグレクトの概念の全体像が、より明確になると考えられる。  

 

第 2 項 ICF モデルを用いたセルフ・ネグレクトを構成する下位概念間の関係  

 

図 9-1 セルフ・ネグレクトを構成する下位概念に関する理論的概念モデル  
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図 9-1 では内容分析の結果示されたセルフ・ネグレクトを構成する下位概念と

その構造、非階層クラスター分析によるセルフ・ネグレクトを構成する下位概念

を基礎項目としたセルフ・ネグレクト事例の類型化の結果に ICF のモデル

（WHO=2002）の観点を含んで検討したセルフ・ネグレクトを構成する下位概念

とその相互の関係についての理論的概念モデルを示した。以下、この図に沿って

結論を述べたい。  

 

1．セルフ・ネグレクトの中核概念  

内容分析の結果明らかになった【中核カテゴリー】は、【健康に関する行動の不

足】、【個人衛生の悪化】及び【住環境の悪化】である。既に野村・岸ら（野村・

岸ら 2014）が述べているように、この 3 つの【中核カテゴリー】はそれ単体でセ

ルフ・ネグレクトを説明することが可能である。そのため、本研究の結論として

のセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルでは、セルフ・ネグレクトの中核とな

る下位概念を中核概念と命名する。  

これらの中核概念の中で、内容分析の結果から【健康に関する行動の不足】及

び【個人衛生の悪化】を説明するさらに上位の概念として『セルフケアの不足』

が生成された。野村・岸らはセルフ・ネグレクトの中核概念は、「セルフケアの不

足」と「住環境の悪化」であるとし、これらを並列の関係で示している（野村・

岸ら 2014）。  

しかし、内容分析の結果からすると、『セルフケアの不足』は 2 つの【中核カ

テゴリー】、４つの《カテゴリー》、２２の〈概念〉から構成される構造であり、

『セルフケアの不足』を構成する〈概念〉の数が最も多い（表 6-2）。この点に関

しては、〈概念〉を生成する際に論者が今後の測定尺度の開発を見据えて、演繹的

かつ操作的に分析を実施した面もあり、表 6-2 で示したセルフ・ネグレクトを構

成する下位概念の構造からだけで『セルフケアの不足』がセルフ・ネグレクトの

中核となる下位概念であるとは言えない。むしろ、他のセルフ・ネグレクトを構

成する下位概念と比較することでセルフ・ネグレクトの真の中核概念が『セルフ

ケアの不足』であることが明確になる。  

環境の問題である【住環境の悪化】は、明らかに『セルフケアの不足』とは独

立していると考えるのが適切である。Orem が述べるセルフケアは「個人が生命、
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健康、安寧を維持するために自分自身で開始し、遂行する諸活動」、つまり個人の

行動である（Orem 2001：43-44；Orem=2016：42）。『セルフケアの不足』と【住

環境の悪化】の関係は、ICF、ADL 及び IADL の各モデルの観点も含めた方がよ

り明確になる。ICF の観点からすると、『セルフケアの不足』と【住環境の悪化】

の関係は「セルフケア」と「家庭生活」の相違である（WHO=2002）。従来の ADL、

IADL の理論からすると、『セルフケアの不足』は ADL、【住環境の悪化】は IADL

で説明される（伊藤ら 2010：15）。この観点からすると、【住環境の悪化】は『セ

ルフケアの不足』の下位概念に位置づけることは矛盾を生じると考えられる。  

しかし、Orem のセルフケア理論（Orem 2001；Orem=2016）の観点からする

と、【住環境の悪化】は直接的・間接的に『セルフケアの不足』の要素を含んでい

ると考えるのが適切である。例えば、《住環境の不備》を構成する〈室内の適切な

温度管理がなされていない〉などは普遍的セルフケア要素がなされていない状態

であると考えられる。  

《不衛生な住環境》に関しても同様である。表 7-４で示したセルフ・ネグレク

ト事例の類型化の結果によると、複合問題群のクラスターでは【住環境の悪化】

と【個人衛生の悪化】が同時に見られている（表 7-3）。〈失禁・排せつ後の適切

なケアができていない〉という〈概念〉はその象徴であろう。失禁を放置すれば

当然《身体の整容の不足》及び《衣服の整容の不足》の状態、つまり【個人衛生

の悪化】という状態になる。失禁を放置したままで暮らせば《不衛生な住環境》

になる。つまり【住環境の悪化】という状態になる。また、【住環境の悪化】の状

態になれば、さらに個人衛生は悪化する。例えば、浴室が不衛生で使用できなけ

れば、入浴できず、身体の衛生はさらに悪化するものと考えられる。生ゴミが貯

まっていれば、そこで暮らす人間の個人衛生が悪化すると考えられる。  

このように【住環境の悪化】は、『セルフケアの不足』と密接な関係にあると捉

えるのが適切であると考えられる。特に、ICF の観点からは各下位概念間は相互

作用の関係にあると考えるのが適切である（図 9-1）。このような関係は、『セル

フケアの不足』と《社会的孤立》の関係においても同様である。《社会的孤立》は

独立性の高い《カテゴリー》である。しかし、Orem のセルフケア理論では、孤

独と社会的相互作用のバランスの維持は普遍的セルフケア要件に該当する

（Orem 2001：225；Orem=2016：210）。  
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以上の観点から、『セルフケアの不足』は全ての《カテゴリー》、【中核カテゴリ

ー】の上位概念ではないが、様々な【中核カテゴリー】や《カテゴリー》と密接

な関係にあると考えるのが適切である。そのため、『セルフケアの不足』は、セル

フ・ネグレクトの中核概念の中で最も重要な下位概念であると考えられる。本研

究で提示するセルフ・ネグレクト理論的概念モデルでは、セルフ・ネグレクトの

中核概念についての結論は以下のとおりとする。  

 

セルフ・ネグレクトの中核概念  

セルフ・ネグレクトの中核概念は、『セルフケアの不足』と【住環境の悪化】

である。特に、『セルフケアの不足』は理論的には最も重要な中核概念であり、

【住環境の悪化】よりセルフ・ネグレクトという事象を説明する意味合いが強

い。  

 

2．セルフ・ネグレクトの周辺概念  

セルフ・ネグレクトの中核概念には含まれないが、重要な《カテゴリー》であ

る《不適切な財産管理及び社会的手続き》、《必要な医療・保健・福祉サービス

の不足》及び《社会的孤立》はセルフ・ネグレクトの周辺概念であると考えられ

る。図 2-1 で示した野村・岸らのセルフ・ネグレクトの理論的概念モデル（野村・

岸ら 2014）に基づいて検討すると、これらの《カテゴリー》はセルフ・ネグレク

トの中核概念に付随し、中核概念を悪化させる付随概念に分類される。野村・岸

らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）では、付随概念を構成する各下位概念

の上下相互の関係は示されていない。  

一方で、本研究におけるセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルにおいては、

これらの《カテゴリー》の特徴から考えて、中核概念に対して付随する概念とし

て一つにまとめるモデルではなく、独立しているとする方が適切であると考えら

れる。特に、ICF の相互作用モデルの観点から、これらの《カテゴリー》は、中

核概念の周辺で、それぞれの《カテゴリー》が、特徴を持って中核概念と相互作

用しているとした方が適切であると考えられる（図 9-1）。そのため、これらの

《カテゴリー》は付随概念ではなく、周辺概念と命名した。  
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以下、周辺概念を構成する各《カテゴリー》について詳述する。  

 

（１）《不適切な財産管理及び社会的手続き》  

《不適切な財産管理及び社会的手続き》は、 ICF の観点からすれば、主要な生

活領域の経済生活の項目で説明される（WHO=2002：163-164）。財産管理や社会

的手続きは、社会的な意味合いが強く、セルフ・ネグレクトを説明する最も重要

な『セルフケアの不足』とは距離のある問題である。また、他者からのネグレク

トという観点から考えると、《不適切な財産管理及び社会的手続き》はセルフ・ネ

グレクトの中核概念とは少し意味合いが異なると考えられる。《不適切な財産管理

及び社会的手続き》に関しては、他者が介在する場合は経済的虐待（搾取）に結

びつきやすい。表 5-6 で示したように、本研究でセルフ・ネグレクトと認定した

事例においても搾取が見られている（表 5-6）。セルフ・ネグレクトを他者の介在

しないネグレクトとして考えると、《不適切な財産管理及び社会的手続き》は、中

核概念に比べて明らかにセルフ・ネグレクトを説明する意味合いが弱い。そのた

め、中核概念には含まれないと考えるのが適切であろう。  

一方で、《不適切な財産管理及び社会的手続き》に関しては、これらの手続きを

する能力、管理する能力の不足によって生じると考えられる。この手続きや管理

をする能力は、セルフ・ネグレクトの意図性の有無に関する類型化に関する研究

結果で述べた事理弁識能力に比例するものであると考えるのが適切である。つま

り、『セルフケアの不足』及び【住環境の悪化】というセルフ・ネグレクトの中核

概念と《財産管理及び社会的手続きの不足》はセルフ・ネグレクトの中核概念と

同様の要因によって生じると考えられ、他の周辺概念に比べよりその意味合いは

中核概念に近いと考えられる。ICF の観点からすると、全ての要素は相互作用し

ており、《不適切な財産管理及び社会的手続き》は、図 9-1 に示したとおり周辺概

念として【中核カテゴリー】と相互作用していると考えるのが適切である（図 9-1）。 

 

（２）《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》  

慎重な検討が必要なのは《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》である。

本研究では内容分析の結果から、〈必要な医療を受けていない〉を《必要な医療・

保健・福祉サービスの不足》に含めることとした。ICF の観点からは「セルフケ
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ア」ではなく、家庭生活の項目の「d620 物品とサービスの入手」に該当する

（WHO=2002：150）。また、支援・サービスは ICF では環境因子と捉えること

もできる（WHO=2002：169-187）。  

《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》は中核概念ではないが、セルフ・

ネグレクトを説明する上で重要な下位概念であると考えられる。この《カテゴリ

ー》の特徴は支援・サービスの拒否である。支援・サービスの拒否は、セルフ・

ネグレクトの大きな特徴でもある。《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》は、

他の全ての《カテゴリー》を悪化させる要因でもある。他の中核概念を含むセル

フ・ネグレクトを構成する下位概念がセルフ・ネグレクトの状態になり、必要な

医療・保健・福祉サービスが不足するからこそ、その状態は悪化する。そのため、

中核概念を悪化させるという点において、《必要な医療・保健・福祉サービスの不

足》は《不適切な財産管理及び社会的手続き》よりもセルフ・ネグレクトを説明

する意味合いが強いと考えられる。また、《必要な医療・保健・福祉サービスの不

足》はセルフ・ネグレクトの周辺概念ではあるが、他の《カテゴリー》とは次元

の異なる時間軸を持つ特徴的な《カテゴリー》である。 ICF の観点も含めると、

《医療・保健福祉サービスの不足》と【中核カテゴリー】は相互作用していると

とらえた方が適切であると考えられる（図 9-1）。  

また、この〈必要な医療を受けていない〉という〈概念〉は、野村・岸らの理

論（野村・岸ら 2014）では「健康行動の不足」に含めていた。〈必要な医療を受

けていない〉という状態は、明らかに Orem の健康逸脱に関するセルフケア要件

（Orem 2001：233-236）で説明できることから、『セルフケアの不足』に含むこ

とも可能である。《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》は『セルフケアの不

足』の意味合いが強いため、周辺概念の中では最も重要な《カテゴリー》とする

必要があると考えられる。そのため、理論上は図 9-1 のように《不適切な財産管

理及び社会手続き》よりも大きな周辺概念として扱うのが適切である（図 9-1）。 

 

（３）《社会的孤立》  

《社会的孤立》に関しては、ICF では、対人関係又はコミュニティライフ・社

会生活・市民生活で説明される（WHO=2002：156-167）。一方、Orem のセルフ

ケアの観点からすると普遍的セルフケア要素にも該当する（Orem=2016）。しか
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し、社会的孤立は個人と環境の相互作用が少ない状態であるため、あえて説明す

るまでもなく環境的な要素が強いことは確実であり、周辺概念であると考えるの

が適切である。  

そもそも、先行研究（野村 2008；野村 2011；岸ら 2011c；ニッセイ基礎研究

所 2011；斉藤ら 2016）では、社会的孤立の状態にあることが精神機能及び身体

機能の低下につながると考えられている。また、社会的に孤立しているために周

囲の支援も受けらず、セルフ・ネグレクトの状態はさらに悪化し、地域への悪影

響が生じて関係が悪化し、さらに孤立を深めるという構図が先行研究で明らかに

なっている（野村 2008；野村 2011；岸ら 2011c；ニッセイ基礎研究所 2011；斉

藤ら 2016）。そして、孤立が進行すればさらに精神的機能及び身体的機能は低下

すると考えられる。この観点からすると、社会的孤立はセルフ・ネグレクトを構

成する下位概念であり要因でもある。そのため、セルフ・ネグレクトの中核概念

及びその他の周辺概念とは相互作用していると考えるのが適切である（図 9-1）。 

社会的孤立は既に多くの研究がなされているようにセルフ・ネグレクトを構成

する下位概念ではあるものの、非常に独立性が高い概念であると考えられる。そ

のため、セルフ・ネグレクトの理論的概念モデルでは、中核概念の右側に他の周

辺概念とは独立した存在として示している（図 9-1）。  

 

これらの観点から、本研究においてはセルフ・ネグレクトの周辺概念についての

結論は以下のとおりとなると考えられる。  

 

セルフ・ネグレクトの周辺概念  

《不適切な財産管理及び社会的手続き》、《必要な医療・保健・福祉サービス

の不足》及び《社会的孤立》はセルフ・ネグレクトの周辺概念である。これらの

周辺概念は、それぞれの概念が中核概念の周辺で中核概念と相互作用し、セルフ・

ネグレクトをより深刻化させる。  

 

3. セルフ・ネグレクトを構成する下位概念に関する理論的概念モデル  

結論として、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念については、セルフ・ネ

グレクトの中核概念と周辺概念に分けセルフ・ネグレクトを構成するあらゆる階
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層の全ての概念、つまり、調査で明らかになった『理論的中核カテゴリー』、【中

核カテゴリー】、《カテゴリー》、〈概念〉の全てが相互作用していると考えた方が、

よりセルフ・ネグレクトの構造を説明できるものと考えられる。  

また、野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）では、単体で存在し

てもセルフ・ネグレクトを説明できる「セルフケアの不足」及び「住環境の悪化」

を中核概念とし、単体またはその下位概念のみの組み合わせで存在するとセル

フ・ネグレクトを説明できない付随概念については「セルフ・ネグレクトの定義

の中には含めていない（野村・岸ら 2014）。本研究結果からも、『セルフケアの不

足』と【住環境の悪化】が中核概念であることは同様である。しかし、本研究に

おいては《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》、《社会的孤立》、《不適切な

財産管理及び社会的手続き》は付随概念ではなく、中核概念と相互作用する周辺

概念としている。つまり、野村・岸らの理論的概念モデル（野村・岸ら 2014）と

本研究における理論的概念モデルの相違点は、これらの周辺概念を定義から除外

する方向ではなく、むしろセルフ・ネグレクトの定義や理論的概念モデルの中に

含んでいるという点である。  

確かに、周辺概念を構成する《カテゴリー》だけが単体またはそれらの《カテ

ゴリー》のみの組み合わせで存在した場合は、中核的概念だけに比べてセルフ・

ネグレクトという事象を説明する意味合いは弱い。しかし、Orem のセルフケア

理論（Orem 2001；Orem=2016）からすると、これらの周辺概念にも『セルフケ

アの不足』の不足を説明できる《カテゴリー》や〈概念〉が含まれている。また、

これらの周辺概念を構成する《カテゴリー》のみが問題となる高齢者の場合は、

セルフ・ネグレクトという意味合いは弱いかもしれないが、支援の必要な状態で

状態であるという観点からは中核概念に該当する高齢者と変わりはない。  

セルフ・ネグレクトは中核概念のみでは説明しきれない。周辺概念は、セルフ・

ネグレクト状態にある高齢者によく見られる重要な特徴であると考えられる。周

辺概念は中核概念と相互作用することで、セルフ・ネグレクトを説明する重要な

下位概念になると考えられる。そのため、周辺概念はセルフ・ネグレクトの定義

に含める方が適切であると考えられる。  

一方で、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念を中核概念と周辺概念に分類

したことは、実証研究の観点からは意義があると考えられる。この分類は、今後
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調査研究においては中核概念を構成する各《カテゴリー》がセルフ・ネグレクト

状態になっている事例のみの回答を求める、中核概念に該当する群と周辺概念の

みが問題となる群を比較するなど、調査対象事例を明確化し、比較結果するため

の研究指標になる可能性があると考えられる。  

しかし、この指標を実際の社会福祉実践の場面で使用し、周辺概念にしか問題

がなく、セルフ・ネグレクトではないから支援をしないというような判断はすべ

きでなく、支援を必要とされる者への関わりを怠らないように留意すべきである

と考えられる。  

 

第２節 セルフ・ネグレクトの要因に関する考察 

 

図 2-2 で示した Dyer らの理論的概念モデル（Dyer et al. 2007）にあるように、

セルフ・ネグレクトの理論的概念モデルは下位概念の上下、相互の関連のみの検

討から、要因も含めたより大きな枠組みのモデルが提示され始めている。そのた

め、第 2 節では本研究で明らかになったセルフ・ネグレクトの要因について考察

し、セルフ・ネグレクトとその要因との関係についてのモデルを示す。  

 
表8-1 事例の記述から見たセルフ・ネグレクトの要因（再掲） 

  
要因  事例数  

身体機能の低下  
加齢又は疾病によるADLの低下  61 
加齢  48 
疾病・身体の障害  41 

精神機能の低下  

認知症  82 
アルコール問題  19 
精神障害  31 
意欲低下  57 
判断能力  2 
知的障害  2 

本人の意志・性格  性格  44 
意図的  10 

家族・社会的要因  家族の死亡・離別・関係の変化  46 
経済的困窮  6 

不明  13 
N=239（重複あり）  

 

表 8-1 で示したとおり、セルフ・ネグレクトの要因に関しては、精神機能の低
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下、身体機能の低下、本人の意志・性格、家族・社会的要因の 4 つが生成された

（表 8-1）。精神機能の低下、身体機能の低下、本人の意志・性格は、先行研究（野

村 2008）からすると、セルフ・ネグレクトの状態に至る直接要因であると考えら

れる。非意図的なセルフ・ネグレクトと言われるように、精神的機能の低下や身

体的な機能の低下に起因するネグレクト状態こそ、セルフ・ネグレクトの中核で

ある。The National Center on Elder Abuse（全米高齢者虐待問題研究所：以下

「NCEA という」）の定義では、このように心身機能の低下に起因したセルフ・

ネグレクト状態こそがセルフ・ネグレクトとされている。そして、本人の意志・

性格が要因であれば意図的なセルフ・ネグレクトの要素が大きくなる。本人が支

援を拒否すればセルフ・ネグレクトの状態は悪化する。そのため、これら「精神

機能の低下」、「身体機能の低下」、「本人の意志・性格」は、直接的なセルフ・ネ

グレクトの要因であると考えた方が適切であろう。  

一方で、「家族・社会的要因」は少し様相が異なる。家族の死亡・離別・関係の

変化の事例の記述から 2 つの類型があることが示唆された。1 つは、家族の死亡

などの重大な環境の変化により意欲が低下し、そのために心身の機能が低下して

セルフ・ネグレクトになるタイプ、2 つめは、元々心身機能が低下又は家事全般

が苦手だった者が家族の死亡等により身の回りのことができなくなるタイプであ

る。また、経済的に困窮している 6 事例はそれが理由で《医療・保健・福祉サー

ビスの不足》につながることが示唆された。この観点からすると、家族・社会的

な要因は間接的な要因であるとも考えられる。  
ICF の観点からすると、身体機能の低下及び精神機能の低下は「心身機能・身

体構造」で説明できる（WHO=2002：11-12）。一方で、表 8-1 で示した「身体機

能の低下」及び「精神機能の低下」には、ICF の観点からは健康状態（変調又は

病気）」という要素も含まれている。表 8-1 で示した要因の「加齢又は疾病による

ADL の低下」に関しては、「加齢又は疾病」が ICF の「健康状態（変調又は病

気）」で、「ADL の低下」が「心身機能・身体構造」で説明されると考えられる

（WHO=2002：17）。また、表 8-1 で「精神的機能の低下」を構成する様々な疾

病も同じ構造をしていると考えられる。さらに、家族・社会的要因は ICF の観点

からすると「環境因子」、本人の意志・性格は ICF の「個人因子」で説明される

（WHO=2002：15-17）。  
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図 9-2 ICF の観点を用いたセルフ・ネグレクトの要因間の相互作用とセルフ・

ネグレクトとの関係  

  

 

 

 セルフ・ネグレクトの要因 

  

 

 

 

      ＜環境因子＞        ＜個人因子＞ 

 

 

 

ICF は相互作用のモデルである。そのため、本研究で示されたセルフ・ネグレ

クトの要因は図 9-2 のように相互作用していると整理される（図 9-2）。また、

さらに、ICF の観点から考えると、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念は ICF

の「活動」及び「参加」で説明できる。そのため、セルフ・ネグレクトを構成す

る下位概念とセルフ・ネグレクトの要因は相互作用していると考えるのが適切で

ある（図 9-2）。  

意図的なセルフ・ネグレクト及び非意図的なセルフ・ネグレクトに関しても、

図 9-2 の相互作用の概念図を使えば説明が可能であると考えられる。  

非意図的セルフ・ネグレクトは、疾病（健康状態）に起因する ADL の低下（心

身機能の低下）それによって「活動」及び「参加」の項目ができない状態になり、

各項目は相互作用していると見なせば理解しやすいと考えられる。また、意図的

なセルフ・ネグレクトに関しても、意図的という「個人因子」を起因として考え

れば、図 9-2 に示した一連の相互作用の結果として援助者の目に触れるセルフ・

ネグレクトの状態になるものと考えれば説明が可能である（図 9-2）。  

一方で、セルフ・ネグレクトの要因に関する分析は、調査票問 7 の記述データ

に基づいたものであり、表 8-1 で示した疾患名、身体機能の低下、精神機能の低

身体的機能の低下 

精神的機能の低下 

 
家族・社会的要因 

 

 
本人の意志・性格 

健康状態 
（認知症・精神
障害・疾病等） 

 

セルフ・ネグレクト（図 9-1） 
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下などは、客観的な診断ツールに基づいたものではない。そのため、本調査結果

からセルフ・ネグレクトの要因は特定されているとは言えず、今後、より詳細な

調査で検証する必要がある。  

また、図 9-2 では、セルフ・ネグレクトの要因と、意図的なセルフ・ネグレク

ト及び非意図的なセルフ・ネグレクトとの関係、セルフ・ネグレクトの要因と ICF

における活動と参加の関係について図示できなかったことが大きな課題である。

これらの課題については、セルフ・ネグレクトの要因を詳細な調査で明らかにす

るとともに、今後も理論的な検証を重ねていく必要があると考えられる。そのた

め、図 9-2 で示したセルフ・ネグレクトの要因と各要因間の関係はあくまでも仮

説であり、今後も検討を要することを明記したい。  

 

第 3 節 意図的なセルフ・ネグレクトに関する扱い  
 

第 3 節では、意図的なセルフ・ネグレクトに関する研究指標及びセルフ・ネグ

レクトの定義における扱いについて結論を述べる。  

 

第 1 項 意図的なセルフ・ネグレクトに関する理論的分類  

セルフ・ネグレクトを構成する下位概念に関する内容分析の結果から、セルフ・

ネグレクトは行為の結果としての状態像であることが示されている。その観点を

含めると、結論として、意図的なセルフ・ネグレクト及び非意図的なセルフ・ネ

グレクトは以下のとおり定義できる。  

  

 意図的なセルフ・ネグレクト：事理弁識能力のある者が意識的かつ意図的な行

為の結果セルフ・ネグレクトの状態に至ること。  

 

非意図的なセルフ・ネグレクト：事理弁識能力のない者が無意図的または非意

図的な行為の結果セルフ・ネグレクトの状態に至ること。  

 

事理弁識能力とは「精神機能に問題なく、自らの行為の結果を判断する能力」

である。事理弁識能力は、基本的には精神機能の低下に比例する。  
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図 9-3 セルフ・ネグレクトの意図性に関する理論的概念モデル  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-3 では、理論的研究及び調査結果から示された最終的な意図的なセルフ・

ネグレクト及び非意図的なセルフ・ネグレクトの概念モデルについて示した（図

9-3）。本調査結果から、セルフ・ネグレクトは意図的なセルフ・ネグレクト群、

非意図的なセルフ・ネグレクト群及び境界群に分類されることが示された。意図

的なセルフ・ネグレクトと非意図的なセルフ・ネグレクトの境界は、境界群の間

にあると考えられる。  

このモデルにおける意図的なセルフ・ネグレクトと非意図的なセルフ・ネグレ

クトの境界線は、NCEA（NCEA 1998）と同様事理弁識能力の有無である。その

ため、精神機能が低下していても事理弁識能力があると判断される場合もある。

また、精神機能の低下は著しくなくても事理弁識能力がないと判断される場合も

ある。つまり、精神機能が低下している者が意図的なセルフ・ネグレクトに分類

される場合と、精神機能の低下が著しくなくても非意図的なセルフ・ネグレクト

とされる場合があり、境界群の中には両者が混在していると考えられる。事理弁

識能力はあくまでも曖昧な群に法律的な境界線を引くためのものである、そのた

め、表 9-3 はあくまで理論上の指標であり、実際の両者の境界線は非常に曖昧で

あることを明記したい。  

 

第 2 項 セルフ・ネグレクトの定義における意図的なセルフ・ネグレクトの扱い  

セルフ・ネグレクトの意図性の有無に関する類型化の結果では、事理弁識能力

がある、自由意志があると考えられる高齢者の中に、精神機能の低下を伴う高齢

非意図的セルフ・ネグレクト 意図的なセルフ・ネグレクト

意図的な 

セルフ・ネグレクト群 
境 界 群  非意図的なセルフ・ネグレクト群 

事理弁識能力あり 事理弁識能力なし 

精神機能の低下 
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者が含まれていることが示された。つまり、社会福祉実践の場面では、支援者が

意図的なセルフ・ネグレクトであると判断した事例の中に、精神機能の低下を伴

う場合が多くあると考えられる。そのため、意図的に拒否しているように見えて

も意図的なセルフ・ネグレクトであるか否かの判断は慎重に行うべきであり、社

会福祉の専門職として、本人の生活状況の改善ができるよう、支援していくべき

であると考えられる。  

実際に事理弁識能力（刑事上は責任能力）の判定に関しては、一定の経験を有

する専門家による詳細な精神鑑定を基に司法の場で検討をして判断されるもので

あり、意図的なセルフ・ネグレクトか否かを正確に判断することは非常に困難で

あると考えられる。  

仮に、事理弁識能力の判断ができて意図的なセルフ・ネグレクトであるとされ

ても、本研究で示されたようにセルフ・ネグレクトが個人の行動の帰結としての

状態像であるならば、意図的であるか否かに関わらず客観的な支援の必要性とい

う観点からは両者に違いはない。社会福祉の専門職としておこなうべき支援は、

個人には選択の自由があるからといって意図的なセルフ・ネグレクトを除外する

ことではなく、客観的な支援の必要性に着目し、本人が個人の選択として支援を

受けられるように変化を促す関わりであると考えられる。  

このような関わりの中では、支援者は常にジレンマに陥る。また、迷いの中で

支援の方向を見失い、本人の変化を促すことではなく、説得や強引な社会福祉サ

ービスの導入など、支援者の意思を強要するような場面に陥ることもあると思わ

れる。それこそが個人の選択の自由の侵害であると考えられる。社会福祉の専門

職が個人の選択の自由を侵害するのは、個人の意思に反した支援者側の理論を押

し付けることであり、本人に支援の拒否があっても根気強い関わりの中で本人の

変化を促すことは、個人の選択の自由の侵害ではないと考えられる。  

そのため、個人の選択の自由であるからと意図的なセルフ・ネグレクトをセル

フ・ネグレクトの定義から除外することは適切ではないと考えられる。むしろ、

支援を良い方向にするために、セルフ・ネグレクトの定義には意図的なセルフ・

ネグレクトを含み、法制度の中でその予防・支援策の根拠、責任を持って支援を

おこなう機関、支援者を支える第三者機関について明確にする必要があると考え

られる。  
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以上の理由から、本研究の結論としては、意図的なセルフ・ネグレクトをセル

フ・ネグレクトの定義に含めるべきであると考える。ただし、終末期医療の場等

で専門家との十分な協議と本人の意思決定（精神機能が低下していても事前に意

思が確認されている場合も含む。）の上で、社会的にコンセンサスが得られた方法

を選択した場合は個人の尊厳の問題である。この場合は、セルフ・ネグレクトと

は言えない。この点は、セルフ・ネグレクトの定義の中で明確に規定すべきであ

ると考えられる。  

 

第 4 節 セルフ・ネグレクトの理論的概念モデルと定義  
  

最後に、これまでの考察、図 9-1 のセルフ・ネグレクトを構成する下位概念に

関する理論的概念モデル及び図 9-2 の ICF の観点を用いたセルフ・ネグレクトの

要因モデル（仮説）を基に、本研究におけるセルフ・ネグレクトの理論的概念モ

デル及びセルフ・ネグレクトの定義を示したい。図 9-4 では本研究におけるセル

フ・ネグレクレクトの概念モデルを示した（図 9-4）。以下、このモデルについて

説明する。  

セルフ・ネグレクトは「健康状態」、「心身機能の低下」、「本人の意志・性格」、

「家族・社会的要因」の相互作用によって、生命や生活を維持する様々な行動が

不足し、その結果として生じる状態像であると考えられる。セルフ・ネグレクト

の要因と状態は相互作用しており、状態が悪化すれば要因も悪化し、その悪循環

を繰り返すのではないかと考えられる  

これらの要因との相互作用によって生じるセルフ・ネグレクトは、中核概念で

ある【健康に関する行動の不足】、【個人衛生の悪化】及び【住環境の悪化】で構

成されると考えられる。さらに【健康に関する行動の不足】及び【個人衛生の悪

化】の上位概念として『セルフケアの不足』がある。セルフ・ネグレクトの中核

概念の中で最も重要な概念は『セルフケアの不足』であると考えられる。また、

これらの中核概念と相互作用する周辺概念として《医療・保健・福祉サービスの

不足》、《社会的孤立》及び《不適切な財産管理と社会的手続き》がある。セルフ・

ネグレクトはこれらの全ての下位概念が相互作用し、その結果として心身の健

康・生活・安全が損なわれる状態になることであると考えられる（図 9-4）。  
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このモデルに、第 3 節で述べた意図的なセルフ・ネグレクトに関する結論を踏

まえると、本研究において、セルフ・ネグレクトは以下のように定義できる。  

 

セルフ・ネグレクトの定義  

セルフ・ネグレクトとは、疾病や障害、心身機能の低下、個人の意志及び社

会的要因の相互作用によって生じる、セルフケアの不足と住環境の悪化である。

セルフ・ネグレクトは、財産管理及び社会的手続きの不足、社会的孤立、その

状態を補う全てのサービスの不足という周辺概念との相互作用で、心身の健

康・生活・安全が脅かされる状態になることをいう。  

 

終末期医療の場等で専門家との十分な協議と本人の意思決定（精神機能が低

下していても事前に意思が確認されている場合も含む。）の上で、社会的にコン

センサスが得られた方法を選択している場合は除く。  
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図 9-４ セルフ・ネグレクトの理論的概念モデル  
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終章 本研究のまとめと今後の課題  
 

第 1 節 要約  

 

本研究は、先行研究の詳細な検討と調査結果の分析による探索的な研究方法を

用いて、高齢者のセルフ・ネグレクトの概念を明確化することを目的とした。  

第 1 章では、国内、海外におけるセルフ・ネグレクトに関する先行研究の動向

をレビューし、本研究全体の課題を示した。わが国におけるセルフ・ネグレクト

の調査研究は実態調査の段階である。また、セルフ・ネグレクトの概念が明確に

なっていないため、調査研究時の測定指標が定まらず、実証的な研究へ発展でき

ない現状がある。一方で、海外、特にアメリカ合衆国においては、測定尺度の開

発、追跡研究によるセルフ・ネグレクトと死亡リスクの関連など、先進的な研究

が報告されている。しかし、海外においてもセルフ・ネグレクトの概念は明確に

なってはおらず、様々な議論がある。また、その先進的な知見をわが国の研究に

応用するためには、わが国における文化的・制度的・社会的背景を基盤とした議

論が必要である。これらの結果から、わが国においてセルフ・ネグレクトに関す

る研究を発展させるには、わが国における調査結果からセルフ・ネグレクトの概

念を明確化し、新たな理論的基盤の構築が必要であることが示された。  

第 2 章では、先行研究におけるセルフ・ネグレクトの定義、セルフ・ネグレク

トを構成する下位概念、セルフ・ネグレクトの理論的概念モデルについてレビュ

ーし、セルフ・ネグレクトの概念を明確化する上での課題を示した。先行研究に

おいては、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念として、セルフケアの不足、

住環境の悪化、支援や福祉サービスの拒否、財産管理の問題、社会的孤立が示さ

れている。しかし、これらのセルフ・ネグレクトを構成する下位概念については

様々な議論があり、未だに明確にはなっていない。また、先行研究における理論

的概念モデルでは、セルフ・ネグレクトを構成する各下位概念間の関係が明らか

になっておらず、時間軸を有するセルフ・ネグレクトの概念を説明できるモデル

は示さていない。そして、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念が明らかにな

ったとしても、その下位概念がどのような組み合わせで生じている場合をセル

フ・ネグレクトと判断するのかという、セルフ・ネグレクトの類型による判断基
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準を明確にする必要がある。これらの結果から、セルフ・ネグレクトの概念を明

確化するには、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念の明確化と各下位概念間

の上下、相互の関係を明らかにする必要があるという研究課題が示された。また、

セルフ・ネグレクトの類型による判断基準については、調査で得られたセルフ・

ネグレクトの事例を類型化して検討する必要があることが示された。  

第 3 章では、意図的なセルフ・ネグレクトに関する理論についての先行研究を

レビューから、セルフ・ネグレクトの定義における意図的なセルフ・ネグレクト

に関する扱いを検討するために必要な調査課題を示した。意図的なセルフ・ネグ

レクトとは、事理弁識能力がある者が、自由意志によってセルフ・ネグレクトの

状態になることをいう。アメリカ合衆国におけるセルフ・ネグレクトの定義にお

いては、意図的なセルフ・ネグレクトは本人の選択であるからとしてその定義の

中に含まないとされている。一方で、わが国の研究者の間では、セルフ・ネグレ

クトの定義に含むべきであると考えられている。しかし、意図的なセルフ・ネグ

レクトと非意図的なセルフ・ネグレクトという分類そのものが実証研究による検

証がなされておらず、セルフ・ネグレクトの定義の中に意図的なセルフ・ネグレ

クトを含むことの根拠は明確ではない。これらの結果から、セルフ・ネグレクト

の定義における意図的なセルフ・ネグレクトの扱いについて明確にするには、調

査によって得られたセルフ・ネグレクトの事例を意図的なセルフ・ネグレクトと

非意図的なセルフ・ネグレクトに分類した上で議論する必要があることが示され

た。  

第 4 章では、先行研究から高齢者虐待の概念とセルフ・ネグレクトの概念を比

較検討した。その結果、高齢者においては、他者からのネグレクトとセルフ・ネ

グレクトには、脆弱な状態にある高齢者であるという共通点があることが示され

た。また、他者からのネグレクトとセルフ・ネグレクトとの境界は曖昧であり、

両者は信頼関係のある他者が介在するか否かの違いでしかないことも示された。

しかし、セルフ・ネグレクトは、本質的には信頼関係のある他者からの不適切な

行為ではないという点、犯罪性がないという点から、高齢者虐待とは明らかに異

なる事象であることが示された。  

第 5 章では、調査の概要について述べた。本研究においては、文献研究におい

て示された調査課題を検証するため、論者が 2010 年に実施した全国地域包括支
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援センター事例調査によって得られた事例データを質的帰納的な方法で分析する

こととした。全国地域包括支援センター事例調査は、2010 年に全国 4,277 か所の

地域包括支援センターから系統的無作為抽出を用いて抽出された 1,190 機関に対

し実施された。具体的には、調査対象となった地域包括支援センターに質問紙を

送付し、同センターの専門職からセルフ・ネグレクトの事例に関する回答を得た。

結果、238 か所の地域包括支援センターから 239 事例の有効回答（1 機関だけ 2

事例回答）があった（有効回答率は 20.1%）。  

本研究では、調査の分析にあたり、文献研究の結果から以下の 3 つのリサーチ

クエスチョンを示した。  

リサーチクエスチョン 1：セルフ・ネグレクトを構成する下位概念は何か。そ

して、その下位概念同士の上下、相互の関係は何か。  

リサーチクエスチョン 2：セルフ・ネグレクトを構成する下位概念を基礎項目

として類型化をすると、個々のセルフ・ネグレクト事例は、どのような群に分か

れるのか。  

リサーチクエスチョン 3：セルフ・ネグレクトの事例は、意図的なセルフ・ネ

グレクトと非意図的セルフ・ネグレクトに分かれるのではないか。  

第 6 章では、リサーチクエスチョン 1 を検証した。リサーチクエスチョン 1 の

検証には、調査で得られたセルフ・ネグレクトの事例に関する記述データを、内

容分析を用いて質的帰納的に分析した。その結果、セルフ・ネグレクトは、①《不

十分な食事と水分》、②《医療・健康に関する行動の不足》、③《身体の整容の

不足》、④《衣服の整容の不足》、⑤《不衛生な住環境》、⑥《住環境の不備》、

⑦《不適切な財産管理及び社会的手続き》、⑧《必要な医療・保健・福祉サービ

スの不足》、⑨《社会的孤立》の 9 つの《カテゴリー》で構成されることが示さ

れた。また、①及び②の上位概念として【健康に関する行動の不足】、③及び④

の上位概念として【個人衛生の悪化】、⑤及び⑥の上位概念として【住環境の悪

化】という 3 つの【中核カテゴリー】が生成された。さらに、【個人衛生の悪化】

の上位概念である『理論的中核カテゴリー』として、『セルフケアの不足』が生

成された。これらの結果から、セルフ・ネグレクトは『理論的中核カテゴリー』

から最小の下位概念である〈概念〉に至るまで 4 層で構成される構造であること

が示された。また、各〈概念〉は行動レベルの〈概念〉と状態像としての〈概念〉
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が含まれ、生活や生命の維持に必要な行動の不足からセルフ・ネグレクトの状態

像に至るというセルフ・ネグレクトを構成する下位概念間の関係が示された。  

第 7 章では、リサーチクエスチョン 2 を検証した。具体的には、リサーチクエ

スチョン 2 を検証するため、内容分析で示された 9 つの《カテゴリー》を基礎項

目として、非階層クラスター分析を用いてセルフ・ネグレクトの事例を類型化し

た。結果、セルフ・ネグレクトの事例は 7 つのクラスターに分類された。これら

のクラスターの傾向を検討すると、セルフ・ネグレクトの事例は、複合問題群と

特徴問題群に分類されることが示された。また、これらのクラスターの傾向から、

《身体の整容の不足》、《衣服の整容の不足》及び《不衛生な住環境》は何らか

の関連がある可能性が示された。セルフ・ネグレクトの類型による判断基準の観

点から検討すると、特徴問題群は複合問題群に比べセルフ・ネグレクトを説明す

る力は弱い。しかし、特徴問題群には『セルフケアの不足』で説明できるクラス

ターであるため、セルフ・ネグレクトと判断する方が適切である。そのため、該

当する各《カテゴリー》が広範囲にわたる複合問題群を重症なセルフ・ネグレク

ト群、特徴問題群を軽症なセルフ・ネグレクト群であると捉える方が適切である

ことが示された。  

第 8 章では、リサーチクエスチョン 3 を検証した。具体的には、リサーチクエ

スチョン 3 を検証するため、第 1 の分析として、事例の記述から要因を分析し、

セルフ・ネグレクトの要因を、身体機能の低下、精神機能の低下、本人の意志・

性格、家族、社会的要因に分類した。第 2 の分析として、これらの要因を中心に

事例の記述データから心身機能の低下に至る各疾患や障害の有無に関する変数を

作成した上で、調査において事例の回答者が回答した事理弁識能力の有無、自由

意志の有無、事例の記述から作成した心身機能の低下に至る各疾患や障害の有無

の変数を基礎項目に非階層クラスター分析を実施した。結果、セルフ・ネグレク

トの事例は 8 つのクラスターに分類された。これらのクラスターの傾向を検討す

ると、セルフ・ネグレクトの事例は、非意図的なセルフ・ネグレクト群、意図的

なセルフ・ネグレクト群、境界群に分類されることが示された。また、境界群に

分類されたクラスターは、非意図的なセルフ・ネグレクトの傾向も、意図的なセ

ルフ・ネグレクトの傾向もあり、両者の境界は曖昧であることが示された。さら

に、これら 3 つの群に分類されたクラスターの事例数から検討すると、セルフ・
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ネグレクトの事例の中では、非意図的セルフ・ネグレクト群が中心を占める可能

性が示された。  

第 9 章では、これらの研究結果を ICF の相互作用モデルを用いて検討し、結論

として本研究におけるセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルを提示した。  

本研究の結論は、以下のとおりである。  

セルフ・ネグレクトは、疾病、心身機能の低下、個人因子及び環境因子の相互

作用の結果、生命や生活を維持する様々な行動が不足し、その結果として生じる

状態像であると考えられる。セルフ・ネグレクトの要因と状態は相互作用してお

り、状態が悪化すれば要因も悪化をし、その悪循環を繰り返すのではないかと考

えられる。  

これらの要因と相互作用するセルフ・ネグレクトは、中核概念である、『セル

フケアの不足』と【住環境の悪化】、周辺概念である、《不適切な財産管理及び

社会的手続き》、《必要な医療・保健・福祉サービスの不足》、《社会的孤立》

から構成されると考えられる。中核概念の中では、『セルフケアの不足』が内容

分析の結果最上位の階層にある大きな概念であること、様々な【中核カテゴリー】、

《カテゴリー》、〈概念〉と密接な関係があることから、セルフ・ネグレクトを

構成する最重要の下位概念であると考えられる。ICF の相互作用モデルの観点か

らセルフ・ネグレクトを構成する下位概念間の関係を検証すると、これらの全て

の下位概念は相互作用していると考えられる。  

そして、意図的なセルフ・ネグレクトと非意図的なセルフ・ネグレクトの境界

線は理論的には事理弁識能力の有無であると考えられる。しかし、境界群におい

ては精神機能が低下していても事理弁識能力があると判断される事例があり、実

際の両者の境界線は非常に曖昧であると考えられる。また、意図的なセルフ・ネ

グレクトを個人の選択の自由であるからとセルフ・ネグレクトの定義から除外す

るのは適切ではないと考えられる。意図的なセルフ・ネグレクトに関する扱いに

関しては、セルフ・ネグレクトを行動の結果として生じる状態像ととらえると、

その状態像に対する支援の必要性という観点からは、非意図的なセルフ・ネグレ

クトとの相違はないと考えられる。むしろ、その支援が必要な状態像に着目し、

意図的なセルフ・ネグレクトはセルフ・ネグレクトの定義の中に含めて議論すべ

きであると考えられる。  
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第 2 節 本研究の限界と今後の実証研究の課題  
 

第 1 項 本研究の限界  

1 点目は、セルフ・ネグレクトの理論的概念モデルに関する限界である。本研

究で示したセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルは ICF の相互作用モデルを用

いることで、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念とその下位概念間の上下相

互の関係を示した。このモデルでは、時間軸を含むセルフ・ネグレクトを構成す

る下位概念間の関係を示すことは可能であるが、時間軸を含む相互作用モデルで

あるために、調査研究のようにある時点のセルフ・ネグレクトの状態を判断する

場合は、その判断に議論を要する。また、セルフ・ネグレクトを構成する下位概

念、セルフ・ネグレクトの要因、意図的なセルフ・ネグレクト及び非意図的なセ

ルフ・ネグレクトとの関系、セルフ・ネグレクトの要因と ICF における活動と参

加の関係について１つのモデルの中で図示できなかったことが大きな課題である。

そのため、本研究で示されたセルフ・ネグレクトの理論的概念モデルについては、

今後も理論的検証を重ねていく必要がある。  

2 点目は、調査対象の抽出方法についての限界である。本調査は全国の地域包

括支援センターから系統的無作為抽出で抽出した 1,190 機関に調査票を送付して

おり、その中から 239 事例の有効回答を得ている。また、回答を得た事例は、回

答者が主観的に支援に困難を感じた事例であり、その中でも代表的な事例を送付

している。そのため、本調査結果を一般化することは一定程度可能であると考え

られる。しかし、調査対象となった地域包括支援センターが関わるセルフ・ネグ

レクトの全事例を収集しているわけではないため、本調査から疫学的な検討をす

ることはできない。  

3 点目は、研究デザインについての限界である。本研究は探索的な研究であり、

先行研究による理論的な検討と調査結果の検討を繰り返した。その結果、本研究

において調査を実施した後に、新たな先行研究の結果が出るなど、最終的には最

新の先行研究も含めて検討した調査課題を、本研究の調査データで研究するとい

う研究デザインを採用せざるを得なかった。このため、分析に使用した本調査の

データは数年前に実施したものであり、その間にわが国の社会情勢は大きく変化

しており、本研究で示された調査結果は、現在において同様の調査をした場合に
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異なる結果が出る可能性がある。この点は、本研究の大きな限界であると考えら

れる。  

4 点目は、調査方法と調査内容の限界である。本調査は質問紙調査によって事

例のセルフ・ネグレクト状態に関する記述データを得た。そのため、その記述の

質及び量は回答者によって様々であり、精密な分析ができなかった。そのため、

セルフ・ネグレクトを構成する下位概念の最小単位である〈概念〉の生成過程に

おいて、記述データの範囲に基づく生成しかできなかったことが大きな課題とし

て残されている。  

5 点目は、内容分析の客観性の検証である。本研究では、厳密な内容分析に必

要な信頼性係数を求めることができず、非階層クラスター分析を実施することで

客観性を確保した。そのため、本研究で提示した内容分析の結果及びそれに基づ

くセルフ・ネグレクトの理論的な概念モデルに関しては、今後も精密な実証研究

を実施することでその客観性を検証していく必要があると考えられる。  

6 点目の限界は、セルフ・ネグレクトの縦軸の判断指標を明らかにできなかっ

たことである。本研究では、セルフ・ネグレクトを構成する下位概念とその概念

間の上下、相互の関係を明らかにした。一方で、それぞれの下位概念がどの程度

重症であればセルフ・ネグレクトと判断するのかという縦軸の判断基準について

は検証できていない。この点に関しても今後実証研究による詳細な検討が必要で

ある。  

7 点目は、意図的なセルフ・ネグレクトの判断についての限界である。理論的

には意図的なセルフ・ネグレクトと非意図的なセルフ・ネグレクトの境界は事理

弁識能力の有無である。本調査で使用した事理弁識能力及び自由意志に関する変

数は、厳密な検討の結果事理弁識能力や自由意志の有無が判断されているわけで

はなく、あくまで回答者がそのように回答しているだけである。また精神機能の

低下や身体機能の低下の測定に使用した診断ツールに基づくものではなく、記述

から作成したものである。そのため、本調査における意図的なセルフ・ネグレク

トと非意図的なセルフ・ネグレクトに関する分類はあくまでも傾向でしかない点

が大きな限界である。  

8 点目の限界は、高齢者虐待とセルフ・ネグレクトの関係についての詳細な検

討である。本研究ではこの点については、調査による検証とそれに基づく制度・
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政策について論じることができなかった点が大きな課題として残されている。こ

の点に関しては今後も別の角度からの検証を進めるとともに、制度政策的な研究

も実施した上でセルフ・ネグレクトの予防・支援の法制化について検討していく

必要があると考えられる。  

本研究の最後の限界は、高齢者以外のセルフ・ネグレクトの検証ができなかっ

たという点である。本調査結果から、比較的若い時期にセルフ・ネグレクトの状

態になり、そのまま高齢者になった事例があることが明らかになった。本研究は

高齢者に焦点を絞ったため、これら若年者のセルフ・ネグレクトについて明らか

にすることができなかった。そのため、今後は若年者のセルフ・ネグレクトに焦

点を当てた研究が必要であると考えられる。  

 

第 2 項 今後の実証研究の課題  

第 2 項では、本研究の結果と限界から明らかになった今後の実証研究の課題を

述べる。  

1 点目の課題は疫学的な検討である。今後は本研究の結果から明らかになった

セルフ・ネグレクトの判断基準をさらに明確化し、調査の指標を作成した上で、

疫学的な検討ができる調査対象の抽出方法を用いて、セルフ・ネグレクトの発生

率等の研究をする必要があると考えられる。  

2 点目の課題は、セルフ・ネグレクトの測定指標の作成である。今後は本研究

で明らかになった〈概念〉を測定指標として、実証研究によって本研究の内容分

析の結果を検証し、数理統計学的な観点からその項目を精査して信頼性と妥当性

を検証する必要があると考えられる。  

３点目の課題は、セルフ・ネグレクトの重症度に関する判断指標の作成である。

そのためには、信頼性と妥当性の検証されたセルフ・ネグレクトの測定指標を用

いて追跡研究を実施し、死亡リスクとの関連等からその重症度の判断基準を明確

にする必要があると考えられる。  

4 点目の課題は高齢者虐待、特にネグレクトとセルフ・ネグレクトの比較研究

である。理論的には高齢者虐待とセルフ・ネグレクトは類似の概念であるとされ

ている。一方で、この点について実証研究で証明はされていない。今後は、セル

フ・ネグレクトの測定指標だけではなく、ネグレクトの測定指標も作成した上で
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両者の事例を比較する研究が必要であると考えられる。  

 

第 3 節 社会福祉実践への示唆  
 

セルフ・ネグレクトの状態にある高齢者に対しては、効果的な予防・支援方法

の確立、法制度の中で明確な支援の根拠の規定、支援者と一緒に複雑な問題を判

断する第三者機関の設置など、社会福祉実践のミクロ、メゾ、マクロの全ての領

域で支援者が継続的な支援ができるような体制を構築していく必要があると考え

られる。以下、本研究の結果から示されたセルフ・ネグレクト状態にある高齢者

への社会福祉実践への示唆について、予防、支援及び法制度の観点から述べる。  

 

第 1 項 セルフ・ネグレクトの予防  

 本調査の結果から、セルフ・ネグレクトの要因は、疾病、心身機能の低下、個

人因子、環境因子の相互作用であることが示された。  

これらの要因を考えると、認知症の予防、身体機能低下の予防など、疾病及び

心身機能の低下に至る要因の医学・保健学的な観点からの予防が思い浮かぶ。  

しかし、社会福祉学的な観点からは、個人因子と環境因子に着目する必要があ

ると考えられる。本研究で明らかになった事例の中には、経済的な問題から支援

やサービスを導入できないという社会的ネグレクトの要素が強い事例も見られた。

このような事例の場合、セルフ・ネグレクトの状態になる前に何らかの経済的な

問題を解決する支援をしていれば、セルフ・ネグレクトの状態になることを予防

できるのではないかと考えられる。社会福祉の実践者として第一に考えるべき予

防は、高齢者に限らず、児童、障害者、家族の問題等、様々なライフステージに

おける生活に関する諸問題を的確にアセスメントし、共に解決を図っていくこと

である。このような個人因子や環境因子を、早期に、共に解決していくことで、

将来的にセルフ・ネグレクト状態に陥るリスクを予防できるのではないかと考え

られる。  

 

第 2 項 セルフ・ネグレクト状態にある高齢者への支援  

本調査において回答を得た事例は、全て支援者が主観的に支援に困難性を感じ



 

170 
 

た事例である。セルフ・ネグレクト状態にある高齢者への支援については、支援

の拒否という問題があり、常に多くのジレンマが伴う。支援者は、本人から支援

を拒否する意志を示されると、本人の意志の尊重を考える。そして、本人の生命

や生活を守ることと本人の意志の尊重という尊重するべき権利の間でジレンマが

生じると考えられる。  

しかし、本研究で示した意図的なセルフ・ネグレクトの扱いにあるように、セ

ルフ・ネグレクト状態にある高齢者への支援は、その客観的な支援の必要性に着

目するべきであると考えられる。具体的には、支援の拒否があっても、信頼関係

を結ぶ努力をし、その高齢者が納得して支援を受け入れられるような根気強い関

わりが必要であると考えられる。  

その際に必要なことは、セルフ・ネグレクトの状態改善だけに着目するのでは

なく、その高齢者が最も支援を受け入れやすい問題に着目することが重要である

と考えられる。例えば、経済的に困窮している高齢者であれば、経済的な生活基

盤の確立に焦点を当てたアプローチが適切である。家族関係に困っている場合は、

その部分に着目した支援に焦点を当てることが適切である。  

このような支援をおこなうことで、その高齢者との信頼関係が構築できると思

われる。そして、1 つでもその高齢者を取り巻く環境が変化すれば、環境との相

互作用でその高齢者は変化し、セルフ・ネグレクトを改善する直接的な支援に結

び付く可能性があるのではないかと考えられる。  

 

第 3 項 メゾ・マクロレベルの実践と法制度に関する提言  

 セルフ・ネグレクト状態にある高齢者の予防・支援の問題については、上述し

たミクロなレベルの社会福祉実践への示唆に加え、メゾ、マクロレベルでの実践

も必要であると考えられる。  

 まず、メゾのレベルではセルフ・ネグレクト状態にある高齢者への支援を既存

の法制度や支援システムの中で検討していくことが必要である。本調査の結果か

ら、セルフ・ネグレクト状態にある事例であっても、別居家族からの搾取などの

高齢者虐待の要素が見られる事例や、非意図的なネグレクトとも考えられる事例

があることが明らかになった。このような高齢者虐待の要素が強い事例に関して

は、現行の高齢者虐待防止法とそのシステムを活用しての支援が可能であると考
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えられる。このように、支援者が支援に困難性を感じた際には発想を転換し、既

存の法制度やシステムを活用して最大限できる支援方法を検討していく必要があ

ると思われる。  

一方で、セルフ・ネグレクト状態にある高齢者への支援は、既存の法制度やシ

ステムでは解決できない者が含まれていることは明らかであると考えられる。そ

のためには、マクロなレベルでの実践としてセルフ・ネグレクトの予防・支援策

の法制化を進めることが必須であると考えられる。論者はそのためには高齢者虐

待防止法の改正が必要であると考えている。セルフ・ネグレクトと他者からのネ

グレクトとの境界は曖昧であり、脆弱な状態にある高齢者という観点からすると

両者は信頼関係のある他者が介在するか否かの違いでしかない。そして、その状

態の改善のためには、ネグレクトにおいては被害者としての支援が求められるこ

とを除いて、両者のニーズは一緒である。そのため、論者はセルフ・ネグレクト

を高齢者虐待の周辺で論じるべきであると考えている。  

しかし、高齢者虐待はケアの提供責任のある信頼関係のある他者からの権利侵

害であり、その行為は明らかに犯罪である。そのため、セルフ・ネグレクトとは

明らかに異なる事象であり、現行の高齢者虐待防止法に規定するには大きな矛盾

が生じる可能性も考えられる。その観点からすると、論者は高齢者虐待防止法か

ら「高齢者権利擁護法」という高齢者虐待とセルフ・ネグレクトの予防・支援を

両方含めても矛盾のない法制度に変革すべきではないかと考えている。  

 

第 4 節 結語 

 

本研究において明らかになった社会福祉実践への示唆から考えると、セルフ・

ネグレクトの状態にある者への予防・支援については大きな課題があると考えら

れる。また、本研究の限界と今後の実証研究の課題について検討すると、セルフ・

ネグレクトに関する研究はまだ初期の段階であり、検証すべき課題は多い。わが

国は本格的な少子高齢化社会に突入し、セルフ・ネグレクトを巡る議論は今後も

活発になるであろう。そのため、セルフ・ネグレクトの研究の進展とそれを基礎

とする予防・支援方法の確立は必須の課題であると考えられる。  

このような多くの課題の中で、論者の今後の研究目標は、本調査で明らかにな



 

172 
 

った知見を精査し、数理統計学的な検討を加えて信頼性と妥当性の検証された測

定尺度の開発とその測定尺度に基づいた追跡研究である。そして、このような実

証的な研究に基づいた予防・支援ツールの開発を行い、セルフ・ネグレクト状態

にある者の効果的な予防・支援方法を研究していきたいと考えている。  

今後も新たな課題に向けて、セルフ・ネグレクトに関する研究を進めていけれ

ば幸いである。  
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援 の 法 制 化 に 関 す る 考 察 ― 高 齢 者 権 利 擁 護 法 の 成 立 に 向 け た 課 題 」

『 高 齢 者 虐 待 防 止 研 究 』 7 (1 ) ,  8 2 -99 .  

野 村 祥 平 ・ 岸 恵 美 子 ・ 小 長 谷 百 絵 ほ か ( 2 014 )「 高 齢 者 の セ ル フ ・ ネ グ

レ ク ト の 理 論 的 な 概 念 と 実 証 研 究 の 課 題 に 関 す る 考 察 」『 高 齢 者 虐 待

防 止 研 究 』 10 (1 ) ,  1 75 -18 7  

O ’B r i e n ,  J .  G . ,  T h i bau l t ,  J .  M .  a n d  Tu rn er,  L .  C .  e t  a l .  ( 1 999 )  

Se l f -N eg l e c t :  A n  O ve rv i e w,  O ’B r i en ,  Jam es  G .  ed .  Se l f - N eg l e c t :  

C ha l l en g es  f o r  H e l p i n g  P ro f es s i on a l s ,  T h e  H a wor th  

Mal t r ea tm ent  &  Tr auma  P re s s ,  1 -1 9 .  

大 塩 ま ゆ み ( 199 7 )「 高 齢 者 虐 待 ・ 放 任 の 概 念 に つ い て の 小 論 － そ の

予 防 に 向 け て － 」『 社 会 福 祉 研 究 』 70 ,  178－ 1 83 .  

Or em ,  D .  E .  (2 001 )  N urs i n g  C on c ep t  o f  P ra c t i c e  6 th  ed i t i o n ,  Mos b y.  

Or em ,  D .  E .  (2 001 )  N urs i n g  C on c ep t  o f  P ra c t i c e  6 th  ed i t i o n ,  Mos b y.  

(＝ 20 16 ,  小 野 寺 杜 紀 監 訳『 オ レ ム 看 護 理 論 － 看 護 実 践 に お け る 基 本

概 念 第 4 版 』 医 学 書 院 . )  

P av l ou ,  M .  P. ,  L a chs ,  M .  S .  (2 006 )  C ou l d  S e l f -n e g l e c t  i n  o l d e r  

ad u l t s  b e  a  ge r i a t r i c  s yn d r om e? ,  Jou r n a l  o f  th e  A mer i c an  

Ge r i a t r i c s  S oc i e t y,  54 (5 ) ,  83 1 -84 2 .  

R eed ,  P.  G .  and  L eo nard ,  V.  E .  (1 989 )  A n  A n a l ys i s  o f  T h e  C on c ep t  o f  

Se l f -N eg l e c t ,  A d va nced  N u rs i n g  Sc i en ce ,  1 2 ,  39 - 53 .  

斉 藤 雅 茂・岸 恵 美 子・  野 村 祥 平 (2 016 )「 高 齢 者 の セ ル フ・ネ グ レ ク ト

事 例 の 類 型 化 と 孤 立 死 と の 関 連 ― 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー へ の 全 国 調

査 の 2 次 分 析 」『 厚 生 の 指 標 』 63 (3 ) ,  1 - 7 .  

高 崎 絹 子 ,谷 口 好 美 ,佐 々 木 明 子 ( 199 9 )『 “老 人 虐 待 ”の 予 防 と 支 援 ―高 齢

者 ・ 家 族 ・ 支 え 手 を む す ぶ 』 日 本 看 護 協 会 出 版  

高 崎 絹 子 ( 200 6 )「 高 齢 者 虐 待 の 防 止 ,高 齢 者 の 擁 護 者 の 支 援 に 関 す る 法

律 の 義 務 と 本 学 会 の 責 務 」『 高 齢 者 虐 待 防 止 研 究 』 2 (1 )  
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田 中 荘 司 ( 19 94 )『 高 齢 者 の 福 祉 施 設 に お け る 人 間 関 係 の 調 整 に 係 わ る

総 合 的 研 究 』 高 齢 者 処 遇 研 究 会 ．  

田 中 荘 司 ( 19 98 )『 在 宅 ・ 施 設 に お け る 高 齢 者 及 び 障 害 者 の 虐 待 に 関 す

る 意 識 と 実 態 調 査 研 究 報 告 書 』 高 齢 者 処 遇 研 究 会 ．  

田 中 荘 司 ( 199 9 )「 高 齢 者 虐 待 の 発 生 及 び 防 止 に 関 す る 実 証 的 調 査 研 究 」

『 長 寿 科 学 総 合 研 究 ― 高 齢 者 虐 待 の 発 生 予 防 及 び 援 助 方 法 に 関 す る

学 際 的 研 究 ― 平 成 1 0 年 度 研 究 報 告 書 』 ,  5 - 13．  

多 々 良 紀 夫 ・ 二 宮 加 鶴 香 (19 94 )『 老 人 虐 待 』 筒 井 書 房 ．  

多 々 良 紀 夫 編 (2 00 1 )『 高 齢 者 虐 待 』 中 央 法 規 ,  16 - 11 3．  

多 々 良 紀 夫 ( 200 4a )『 高 齢 者 虐 待 早 期 発 見・早 期 介 入 ガ イ ド (４ )』長 寿

科 学 総 合 研 究 事 業 ,  多 々 良 研 究 班 ．  

多 々 良 紀 夫 ( 200 4b )『 北 ア メ リ カ お よ び 英 国 に お け る 高 齢 者 虐 待 文 献 資

料 』 長 寿 科 学 総 合 研 究 事 業 ,  多 々 良 研 究 班 ．  

多 々 良 紀 夫 ( 200 5 )「 家 庭 内 に お け る 高 齢 者 虐 待 に 関 す る 調 査 ;全 国 調 査

(機 関 調 査 )の 結 果 の 概 要 」『 高 齢 者 虐 待 防 止 研 究 』 1 (1 ) ,  46 - 59．  

The  Na t i o na l  Com mit t e e  f or  the  Pr e ve nt i on  o f  Eld er  Abus e  a nd  

The  N at io na l  Ad u l t  Pr ot ec t i ve  Se r v i c es  Asso c i at io n  ( 20 06 )  The  

20 0 4  S ur ve y  o f  S tat e  Ad ul t  Pr ot ec t i ve  Se r v i ces :  Ab use  o f  

Ad ul t s  60  Ye ar s  o f  Age  a nd  O ld er .  

T he  N a t i o na l  C ent er  o n  E l d e r  A bu s e  (1 998 )  N a t i on a l  I n c i d en ce  

S tud y  o f  E l d e r  A bu s e  S tu d y :  F i n a l  R e p or t , .   

T h i bau l t ,  J ane  M . ,  O ’B r i en ,  J am es  G .  an d  Tu rn er,  L .  C .  ( 19 99 )  

Ind i r ec t  L i f e  T h rea ten i ng  B eh a v i or  i n  E l d er l y  P at i en ts ,  O ’B r i en ,  

Jam es  G .  ed .  Se l f -  N eg l e c t :  C h a l l en g e s  f o r  H e l p i n g  P ro fe s s i on a l s ,  

T he  H aw or th  M al t r ea tme n t  &  Tr au m a  P res s ,  21 -3 2 .  

東 京 都 保 健 福 祉 局 高 齢 社 会 対 策 部 在 宅 支 援 課 ( 200 6 )『 東 京 都 高 齢 者 虐

待 対 応 マ ニ ュ ア ル ―高 齢 者 虐 待 防 止 に 向 け た 体 制 構 築 の た め に 』  

津 村 智 恵 子 ・ 臼 井 キ ミ カ ・ 佐 瀬 美 恵 子 （ 199 7）『 高 齢 者 虐 待 の 全 国 実
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態 調 査 － 主 と し て 保 険 ・ 福 祉 機 関 調 査 よ り 』 財 団 法 人 長 寿 社 会 開 発

セ ン タ ー ．  

津 村 智 恵 子 ・ 臼 井 キ ミ カ ・ 佐 瀬 美 恵 子 （ 199 8）『 高 齢 者 ケ ア に お け る

人 権 擁 護 に 関 す る 研 究 報 告 書 』 高 齢 者 虐 待 防 止 研 究 会 ．  

津 村 智 恵 子 ・ 臼 井 キ ミ カ ・ 佐 瀬 美 恵 子 （ 200 0）「 比 較 対 照 法 に よ る 在

宅 高 齢 者 虐 待 の 類 型 別 発 生 要 因 に 関 す る 研 究 」『 大 和 證 券 ヘ ル ス 財 団

研 究 業 績 集 』 23， 8 3 - 88．  

津 村 智 恵 子 ・ 大 谷 昭 編 （ 20 04）『 高 齢 者 虐 待 に 挑 む ― 発 見 ， 介 入 ， 予

防 の 視 点 』 中 央 法 規 ．  

津 村 智 恵 子・ 大 谷 昭 編（ 2 006 a）『 高 齢 者 虐 待 に 挑 む ― 発 見 ，介 入 ，予

防 の 視 点 』 中 央 法 規 ．  

津 村 智 恵 子 ・ 入 江 安 子 ・ 廣 田 麻 子 ほ か  ( 2006 b )「 高 齢 者 の セ ル フ ・ ネ

グ レ ク ト に 関 す る 課 題 」『 大 阪 市 立 大 学 看 護 学 雑 誌 』 2 ,  1 -1 0．  

津 村 智 恵 子 (20 06 c )「 セ ル フ ・ ネ グ レ ク ト (自 己 放 任 )を 防 ご う 」『 第 ３

回 日 本 高 齢 者 虐 待 防 止 学 会 大 阪 大 会 抄 録 集 』 (大 阪 市 立 大 学 医 学 部 ) ,  

14－ 17．  

津 村 智 恵 子 ( 2 009 )「 セ ル フ ・ ネ グ レ ク ト 防 止 活 動 に 求 め る 法 的 根 拠 と

制 度 」『 高 齢 者 虐 待 防 止 研 究 』 5 (1 ) ,61－ 6 5．  

上 田 照 子 ， 水 無 瀬 文 子 ， 大 塩 ま ゆ み （ 199 8）「 在 宅 介 護 高 齢 者 の 虐 待

に 関 す る 調 査 研 究 」『 日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 』 4 5（ 5）， 4 37－ 4 4 7  

上 田 照 子 (20 02 )『 高 齢 者 虐 待 ―専 門 職 が 出 会 っ た 虐 待 ・ 放 任 』 寝 た き

り 予 防 研 究 会 ,北 大 路 書 房 ．  

上 野 栄 一 ( 200 8 )「 内 容 分 析 と は 何 か ;内 容 分 析 の 歴 史 と 方 法 に つ い て 」

『 福 井 大 学 医 学 部 研 究 雑 誌 』 9 (1 -2 ) ,  1 - 1 8 .  

WH O (20 01 ) In t ern a t i o na l  C l a s s i f i ca t i o n  o f  F u n c t i on i n g ,  Di s ab i l i t y  

and  H ea l th .  ( = 200 2 ,  厚 生 労 働 省 監 訳 『 IC F 国 際 生 活 機 能 分 類 ； 国

際 障 害 分 類 改 訂 版 』 ,  中 央 法 規 . )  

山 口 光 治 ( 200 3 )「 高 齢 者 放 任 の 概 念 整 理 に 関 す る 一 考 察 」『 国 際 医 療 福
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祉 大 学 紀 要 』 8 ,  1 -9 .  

 



付表 1 

高齢者のセルフ・ネグレクトに関するアンケート調査 
 
 
－調査のお願い－ 
時下、ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。日ごろは、私どもの研究にご協力を

頂き、感謝申し上げます。 
この調査は高齢者のセルフ・ネグレクト（自己放任）に関する実態を明らかにする事を

目的としております。セルフ・ネグレクトとは、加齢に伴う様々な能力の低下、認知症、

精神障害など、何らかの要因で“食事を摂らない”、“衣服の汚れが目立つ”、“入浴をして

いない”、“ごみや害虫などが発生する不衛生な環境で生活をする”、“必要なサービス利用

を拒否する”など、高齢者の自分自身に対する身の安全を脅かすような放任的行為である

とされております。このような事例は実践の場面において、現行の制度では援助が困難と

なる事が多く、多くの援助者がジレンマに陥る事が多いと思われます。今後、少子高齢化

のさらなる進展により、セルフ・ネグレクトも深刻化すると考えられ、早急な援助方法の

確立、また援助を可能とする制度の構築が望まれております。しかし、わが国においてセ

ルフ・ネグレクトの研究はほとんどなされておらず、今後の支援方法確立の基礎となる実

態も明らかになっておりません。 
そこで、本研究においては、いまだ明らかになっていないセルフ・ネグレクトの実態と

課題を明らかにする事で、今後の実践場面におけるひとつの指標を構築して行きたいと考

えております。 
大部な調査票ではございますが、ご協力のほどお願い申し上げます。また、お忙しいと

ころ大変恐縮ですがＰ４～１０までの項目にご回答の上、2010 年 2 月 25 日までに別添の

返信用封筒にてご郵送いただければ幸いに存じます。何とぞ、調査の趣旨をご理解頂き、

ご協力頂けますようお願い申し上げます。 
 
 
 

2010 年 2 月 1 日 
ルーテル学院大学大学院総合人間学研究科 
社会福祉学専攻博士後期課程 野村 祥平 

 
ルーテル学院大学大学院総合人間学研究科 
教授 西原 雄次郎 
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調査に関する説明及び誓約 
 
① この調査はあらかじめ用意されたシートにセルフ・ネグレクトと思われる事例を簡単に

記入して頂くとともに、事例に対応している時のあなたの困難感や悩みについてお聞き

いたします。 
② この調査への参加は任意です。また、お答えにくい事柄については、お答えいただく必

要はございません。 
③ この調査に参加しないことでいかなる不利益も生じません。 
④ 調査の同意は、アンケート用紙の返信をもちまして、同意していただいたことといたし

ます。 
⑤ 調査終了後も、文書にて調査不参加の申し出がございましたら、速やかに質問紙と当該

データを破棄いたします。この場合も、いかなる不利益も生じません。 
⑥ 結果の公表に関しては、統計的な処理をいたします。また、事例に関してもそのエッセ

ンスを抽出してカテゴリー化したものを統計的に処理したもの（例：食事を摂らない 8
件、ゴミが散乱している 6 件）などを公表し、個人が特定できるような詳細な事例情報

は公表いたしません。 
⑦ 調査参加者からの請求があれば、該当データを開示いたします。 
⑧ あなたとあなたの所属機関を特定できる情報は一切公表いたしません。 
⑨ 情報の保護には細心の注意を払っております。調査用紙は鍵のかかるキャビネットに厳

重に保管し、調査者及び指導教授以外が閲覧することはありません。 
⑩ 分析が終了次第、質問紙は破棄いたします。 
⑪ 本調査で得られたデータは、ルーテル学院大学における博士論文、また学会紙への投稿、

学会発表などの学術目的以外には使用いたしません。 
⑫ 本調査に関しては、ルーテル学院大学研究倫理委員会による承認を得ております。 
⑬ この研究に関するお問い合わせは、下記までご連絡いただけますようお願い申し上げま

す。 
 
＜お問い合わせ先＞ 
 ルーテル学院大学大学院総合人間学研究科 
社会福祉学専攻博士後期課程 野村 祥平 

    〒181‐0015 東京都三鷹市大沢 3－10－20  
     電話：0422－31－4611（代表） 

E-mail：suomea1976@hotmail.com 
     
    ※お問い合わせは原則メールにいただければ幸いに存じます。 
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障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準  

※参考にご使用ください 
 
◆ 
生活自立 ランク 

Ｊ 
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出す
る。 
1 交通機関等を利用して外出する。 
2 隣近所へなら外出する。 

準 寝 た き
り 

ランク 
Ａ 

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 
1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 
2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 

寝たきり ランク 
Ｂ 

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体で
あるが座位を保つ。 
1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 
2 介助により車椅子に移乗する。 

ランク 
Ｃ 

１日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 
1 自力で寝返りをうつ。 
2 自力では寝返りもうたない。 

 

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準  
※参考にご使用ください 
 
ランク 判定基準 見られる症状・行動の例 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会

的にほぼ自立している。 
   

Ⅱ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困

難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 
   

Ⅱa 
家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 たびたび道に迷うとか、買物や事

務、金銭管理などそれまでできた

ことにミスが目立つ等 

Ⅱb 
家庭内で上記Ⅱの状態が見られる。 服薬管理ができない、電話の対応

や訪問者との対応など一人で留

守番ができない等 

Ⅲ 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困

難さが見られ、介護を必要とする。 
   

Ⅲa 

日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 着替え、食事、排便、排尿が上手

にできない、時間がかかる。やた

らに物を口に入れる、物を拾い集

める、徘徊、失禁、大声・奇声を

あげる、火の不始末、不潔行為、

性的異常行為等 
Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 ランクⅢa に同じ 

Ⅳ 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困

難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 
ランクⅢに同じ 

M 
著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見ら

れ、専門医療を必要とする。 
せん妄、妄想、興奮、自傷・他害

等の精神症状や精神症状に起因

する問題行動が継続する状態等 
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セルフ・ネグレクトの例 ※参考にご使用ください 

セルフ・ネグレクトとは、大阪の高齢者虐待防止研究会によると｢高齢者が通常一人の人と

して、生活において当然行うべき行為を行わない、あるいは行う能力がないことから、自

己の心身の安全や健康が脅かされる状態に陥ること｣と定義されています（津村、 2006）。
具体的な例として以下のような状況が考えられます。 
① 食事に関すること 

食事を摂らない、食事の内容が不十分、栄養失調、脱水症状、腐ったものが放置されて

いる等。 
② 衣類に関すること 

衣服が極端に汚れている、季節に合わない服装をしている、衣服を着用していない等。 
③ 住環境に関すること 

清掃がなされていない、ゴミを溜め込んでいる、ゴキブリなどの害虫が発生している、

暖房などが不十分、住居が破損している等。 
④ 個人の衛生に関すること 

入浴していない、髪・髭・爪が伸び放題、失禁があっても放置している、オムツの交換

がされていない等。 
⑤ 医療に関すること 

必要な医療を受けていない、医療上の指示を守らない、服薬の管理ができていない、医

療を拒否する等。 
⑥ サービスに関すること 

介護保険サービス、配食サービス、生活保護、その他の必要な社会サービスを受けない

等。 
⑦ 社会との関わり 

他者との交流が極端に少ない、近隣との接触を拒絶している、社会的孤立の状態にある

等。 
⑧ 財産の管理・手続きに関すること。 

金銭管理、財産の管理、生活上に必要な手続きなどができていない等。 
⑨ その他 
 
本調査では、地域に暮らすセルフ・ネグレクト状態にある高齢者を調査の対象といたしま

す。調査にあたってはいくつかの操作定義をいたします。 
 

① 本調査では 60 歳以上の方を調査の対象といたします。 
② 地域に暮らす高齢者とは一戸建てやアパートマンションにおける居住など、介護予

防サービスや居宅サービスの適用となる居住形態をしている高齢者といたします。

ただし、グループホームや指定となる有料老人ホームなどに居住する高齢者は調査

の対象といたしません。 
③ 野宿生活者は調査の対象といたしません。 
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アンケート１ 
 
問１ あなたの所属されている機関についてお尋ねいたします。 
 

1)貴センターの所在地 
        都・道・府・県           市・町・村 

 
2)開設年     西暦  年 

 
3)貴センターは市町村の直営ですか、委託ですか（○は１つ） 

1．直営   2．委託 
  
4)貴センターの職員数についてお尋ねします。 
                             人（内常勤    人） 
 
問２ あなたの職務についてお尋ねいたします。（該当箇所に○を付けてください） 
 

1)職  種 
１．社会福祉士 ２．保健師および経験看護師 ３．主任介護支援専門員 ４．介

護支援専門員 ５．その他（         ） 
   
  2)取得資格 

１．社会福祉士 ２．保健師 ３．看護師 ４．介護支援専門員 ５．精神保健福

祉士 ６．介護福祉士 ７．ホームヘルパー（１級・２級・３級） ８．社会福祉

主事 ９．その他（          ） 
 
  3)職  務 
   １．管理者 ２．常勤職員 ３．非常勤職員 
 

4)現職の勤続年数     
    年  ヵ月 

 
問３ あなたの性別・年齢についてお尋ねいたします。（該当箇所に○を付けてください） 
 
 1)あなたの性別について教えてください  

     1．男性   2．女性 
 
  2)あなたの年齢について教えてください 
         歳 
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アンケート２ 
Ⅰ． あなたが現在関わっっている 60 歳以上のセルフ・ネグレクトと思われる

個別事例の中で、サービスの拒否や医療上の注意点を守らないなど様々な理由

により支援に困難を感じている事例について、把握している範囲で詳細にご記

入ください。日常生活自立度などは 2 ページを、セルフ・ネグレクトに関して

は 3 ページに記載致しました定義と具体例を参考にしてください。 
No. 年齢：    歳 性別：男・女 
疾病状況： 
高齢者の日常生活自立度： 認知症高齢者の日常生活自立度： 要介護度： 
問１ この事例の現在の状況について、3 ページを参考に問題の見られる該当項目に○をつけ

て（  ）内に具体的な状況を記述してください。※特に問題の見られない項目は空欄に

してください。 
１．食事に関すること 

 
２．衣類に関すること 

  
３．住環境に関すること 

 
４．個人の衛生に関すること 

 
５．医療に関すること 

  
６．サービスに関すること 

 
７．社会との関わり 

 
８．財産の管理などに関すること 

  
９．その他（上記の項目以外で、セルフ・ネグレクトと思われる項目がありましたら記入

してください。） 
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問２ この事例のクライアントは、生命に関わる深刻な状態にありますか。 
   ※該当箇所に○を付けてください 
①そう思う ②ややそう思う ③どちらでもない ④あまりそう思わない ⑤そう思わない 

問３ この事例のクライアントは、心身の健康に悪影響のある状態ですか。 
   ※該当箇所に○を付けてください 
①そう思う ②ややそう思う ③どちらでもない ④あまりそう思わない ⑤そう思わない 

問４ あなたがこの事例に関わっている年数を記述してください。 
   年  ヵ月 

問５ あなたが関わり始めた時を基準として、どれくらい以前からセルフ・ネグレクトの状況

になっていましたか。わかる範囲で記述してください。 
   年  ヵ月 

問６ この事例の場合、セルフ・ネグレクトが問題となったのは高齢期（60 歳以上）になって

からですか。もしくはなんらかの障害を持って若年期からこのような状態になっていましたか。 
わかる範囲でお答えください。 
（①高齢期、②若年期）※該当箇所に○を付けてください。 
②の場合どのような状況ですか（例：統合失調症で 40 歳くらいからセルフ・ネグレクト状態） 

 
問７ セルフ・ネグレクトの状況になった要因を具体的にご記入ください 
（例：認知症・精神障害・依存症・加齢や疾病による ADL の低下・意図的・その他） 

 

問８ この事例のクライアントは、そのセルフ・ネグレクトの行為が自分自身に及ぼす影響や

結果を判断する能力がありますか？ 
（①ある、②ない）※該当箇所に○を付けてください。 

②の場合、“ない”理由をご記入ください 

 
問９ この事例のクライアントは明確な自己主張や目的を持ってこのようなセルフ・ネグレク

トの行為を行っておりますか？ 
（①持っている、②持っていない）※該当箇所に○を付けてください。 

①の場合、具体的な状況を記述してください。 
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問１０ この事例の経済的な状況はどのようになっておりますか。 
※該当箇所に○を付けてください。 
（①とても裕福である、②やや裕福である、③普通、④やや貧困である、⑤貧困である） 
経済的なバックグラウンドについて具体的に記述してください（例：アパートなどの資産を持っ

ている、年金のみ、生活保護など） 

 
 
問１１ この事例の家族についてお伺いいたします。 
 1)この事例の世帯の状況についてお答えください。 
  （①独居 ②高齢者世帯 ③その他）※該当箇所に○を付けてください。 
  ②、③の場合、具体的な世帯の状況と支援ができない理由をご記入ください。 

 
2)この事例のクライアントに別居の親族はいますか 
 （①いる、②いない） ※該当箇所に○を付けてください。 
 ①の場合具体的にはどのような親族ですか（                 ） 
 
3)この事例のクライアントに別居の親族からのサポートはありますか？ 
 （①ある、②ない） ※該当箇所に○を付けてください。 
 ①の場合には具体的にどのようなサポートですか。 

 
 ②の場合にはサポートがない理由についてわかる範囲でお答えください。 

 
 

 

問 12 この事例にはあなたの他にどのような機関が関わっていますか 
                    ※該当箇所に○を付けてください（複数回答可） 
 
①福祉事務所（高齢者）  ②福祉事務所（生活保護） ③ 保健所や保健センター   
④在宅介護支援センター ⑤居宅介護支援事業所 ⑥訪問介護事業所 ⑦訪問看護事業所  

⑧医療機関  ⑨民生委員 ⑩その他（                       ） 
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問１３．あなたはこの事例を支援している時に、以下のどのような点で支
援が困難であると感じますか。（該当箇所に○をお願い致します。） 

な

い 
あ

ま

り

な

い 

ど

ち

ら

で

も

な

い 

や

や 
あ

る 

あ

る 

1．どのように関わればよいのか技術的にわからない １ ２ ３ ４ ５ 

2．どのように関わればよいのか立場上わからない １ ２ ３ ４ ５ 

3．本人の介入拒否がある １ ２ ３ ４ ５ 

4．認知症や精神障害などで本人の意思がはっきりしない １ ２ ３ ４ ５ 

5．家族の介入拒否がある １ ２ ３ ４ ５ 

6．キーパーソンとなる家族がいない １ ２ ３ ４ ５ 

7．介入をしてもしばらくすると同じ状態に戻ってしまう １ ２ ３ ４ ５ 

8．近隣からの苦情が多い １ ２ ３ ４ ５ 

9．状態が悪化してしまった場合自分の責任になるという悩み １ ２ ３ ４ ５ 

10．誰が主導的に関わればよいかわからない １ ２ ３ ４ ５ 

11．自分は問題視しているが周囲の援助者が問題視しない １ ２ ３ ４ ５ 

12．問題な解決に有効な社会資源がない １ ２ ３ ４ ５ 

13．経済的理由でサービスを導入できない １ ２ ３ ４ ５ 

14．現行制度では介入に限界がある １ ２ ３ ４ ５ 

15．緊急時に入院・入所する保護をする場所がない １ ２ ３ ４ ５ 

16．老人福祉法のやむを得ない措置の適用範囲かどうかわからない １ ２ ３ ４ ５ 

17．関係者間に支援の方向性をめぐる意見の不一致がある １ ２ ３ ４ ５ 

18．他機関とネットワークが構築できない １ ２ ３ ４ ５ 

19．緊急性を判断する基準がわからない １ ２ ３ ４ ５ 

20．緊急性を判断するために必要な情報が十分に得られない  １ ２ ３ ４ ５ 

21．介入する根拠が不明確である １ ２ ３ ４ ５ 

22．本人の生活・生命の保障と本人の自己決定の尊重との間のジレンマ １ ２ ３ ４ ５ 

23．本人の自己決定の尊重と地域の生活・安全の保障の間のジレンマ １ ２ ３ ４ ５ 
その他、支援が困難であると感じていることがありましたらご記入ください 
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Ⅱ．あなたの職場や他機関の状況についてお伺いいたします。 
問１４．日常の援助場面の中で、あなた以外の方から受けているサポートについてお聞きします。

（上司・同僚・他機関の 3 つにお答えください） 

 上司 同僚 他機関 

 

ま

っ

た

く

な

い 

あ

ま

り

な

い 

ど

ち

ら

で

も

な

い 

や

や 
あ

る 

い

つ

も

あ

る 

ま

っ

た

く

な

い 

あ

ま

り

な

い 

ど

ち

ら

で

も

な

い 

や

や 
あ

る 

い

つ

も

あ

る 

ま

っ

た

く

な

い 

あ

ま

り

な

い 

ど

ち

ら

で

も

な

い 

や

や 
あ

る 

い

つ

も

あ

る 

1．援助の問題で困ってい
る時、どうすればよいか相
談に乗ってくれる 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

2．おりあるごとに声をか
けてくれる １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

3．落ち込んでいる時励ま
してくれる １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

4．いつも自分を見守って
くれる １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

5．仕事での心配ごとや不
安がある時、どうすればい
いか親身になってくれる 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

6．気軽に話をしてくれる １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

7．仕事の負担が非常に大
きい時には仕事を手伝っ
てくれる 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

8．仕事に関して信頼でき
るアドバイスをしてくれ
る。  

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

9．仕事がうまくいかなか
った時に、どこが良くない
かを言ってくれる。 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

10. 仕事がうまくいった
時は正しく評価してくれ
る 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

11．あなた自身のことをか
ってくれたり高く評価し
ている 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

12．仕事の問題を解決する
のにやり方やコツを教え
てくれる。 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

13．課題解決のために専門
知識に関する情報を提供
してくれる。 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 



10 
 

Ⅲ．現在のあなた自身についてお伺いたします。 
問１５．現在のあなたの気持をお聞かせ下さい。 

（該当箇所に○をお願い致します。） 

ま

っ

た

く

な

い 

あ

ま

り

な

い 

ど

ち

ら

で

も

な

い 

や

や

あ

る 

い

つ

も 
あ

る 

1．｢こんな仕事､もうやめたい｣と思うことがある １ ２ ３ ４ ５ 

2．我を忘れるほど仕事に熱中することがある １ ２ ３ ４ ５ 

3．こまごまと気配りすることが面倒に感じることがある １ ２ ３ ４ ５ 

4．この仕事は私の性分に合っていると思うことがある １ ２ ３ ４ ５ 

5．同僚やクライアントの顔を見るのも嫌になることがある １ ２ ３ ４ ５ 

6．自分の仕事がつまらなく思えて仕方のないことがある １ ２ ３ ４ ５ 

7．1日の仕事が終わると｢やっと終わった｣と感じることがある １ ２ ３ ４ ５ 

8．出勤前､職場に出るのが嫌になって､家にいたいと思うことがある １ ２ ３ ４ ５ 

9．仕事を終えて､今日は気持ちのよい日だったと思うことがある １ ２ ３ ４ ５ 

10．同僚やクライアントと､何も話したくなくなることがある １ ２ ３ ４ ５ 

11．仕事の結果はどうでもよいと思うことがある １ ２ ３ ４ ５ 

12．仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある １ ２ ３ ４ ５ 

13．今の仕事に､心から喜びを感じることがある １ ２ ３ ４ ５ 

14. 今の仕事は､私にとってあまり意味がないと思うことがある １ ２ ３ ４ ５ 

15. 仕事が楽しくて､知らない内に時間が過ぎることがある １ ２ ３ ４ ５ 

16. 体も気持ちも疲れ果てたと思うことがある １ ２ ３ ４ ５ 

17. 我ながら､仕事をうまくやり終えたと思うことがある １ ２ ３ ４ ５ 

 
Ⅳ．セルフ・ネグレクトの支援一般的なことについてお伺いいたします。 

問１６. セルフ・ネグレクト状態にある高齢者の支援にはどのような制度やサービスが必要と感

じるか記述してください。 

 
 
質問は以上です。調査にご協力いただけましたことを深く感謝申し上げます。 


